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サン ゴ礁の島 にお ける土地保 有 と

資源利用の体系

ミク ロネ シア， サ タワル島の事例 分析

須 藤 健 一 ＊

Systems of Land Tenure and Resource Management on 

           Satawal Island, Micronesia

Ken-ichi SUDO

   Satawal island lies 1,000 km east of Yap and 500 km west of 
Truk. It is a raised coral island surrounded by a fringing reef that 
averages 50 m in width. In 1980 492 people lived on Satawal, in 
86 household groups. 

   The important kin group and unit of land holding in Satawalese 
society is the matrilineal lineage or clan (yayinang). As postmarital 
residence is uxorilocal, the residential group is the matrilocal extended 

 family; several women (sisters), their daughters and their daughters' 
daughters with in-marrying husbands, unmarried sons and adopted 
children. Family members live in adjacent houses built on their 
lineage land and comprise a corporate group. This coresidential 

group is called pwukos  (homestead). There are fifteen homesteads, 
the largest of which contains 12 households and 72 members  [Sump 

 1979]. 
   Satawalese society is composed of eight matri-clans, which are 

strictly exogamous, ranked and have names. All clans are ranked 
based on the sequence of their arrival on the island. The three 
highest-ranking clans are thought of as the "original" clans, and are 
known as the "clans of chief." The other five are considered as the 
later immigrants and called the "clans of commoners." The eldest 
man of the senior line in the clans takes the status of clan chief. 
They control the clan lands and allocate lineage members plots of 
land. 
   The heads of the three chiefly clans have authority to organize
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and initiate island or inter-island activities. They discuss and 
decide the important affairs of the island, such as communal fishing, 
ocean-going expeditions by sailing canoe, and sanctions to be imposed 
on a person. They have the right to call meetings and convey 
decisions to the islanders. They are also responsibile for controlling 
food resources. For example, they may place a taboo on the use of 
taro patches, coconut palms or a particular sea areas in times of 
scarcity. 

    In this paper I attempt to clarify the nature of the relationship 
between social group and rights to real property; land. For this 

purpose it is necessary to answer the following questions. What 
aspects of the natural environment are categorized as real property? 
What kind of social unit is formed as the basis for land tenure? And 
how may a person or a descent group acquire, uphold and alienate 
several rights to land? [LUNDSGAARDE 1974: 286]. Therefore I 
consider land tenure as the way in which people obtain, use and 
distribute rights to land  [CRocomBE 1968:  1]. 

   There are primarily 3 types of land  (fang) use on Satawal, 

pwukos (homestead),  pwunik (coconut land) and  pween (taro patches). 
 pwukos is where coral pebbles are spread over the land and several 

dwelling houses and cooking huts are built.  Pwunek is cleared lands 
mainly planted with coconuts (Cocos  nucifera) and breadfruit trees 

(Artocarpus  altilis).  Pween is inland swamps planted to taro 
(Cyrtosperma chamissonis and Colocasia esculenta). 

   The interior land holding of each matri-lineage (pwukos) fall 
roughly into 2 categories,  rapinglang (original or stem lands) and 

 faangetofang (incoming or given  lands). Original lands are those 
which always have been held with the pwukos or lineage. Of the 
322 land holdings sampled, 151 (46%) are considered "original 

pwukos lands." The remaining 54%, incoming lands, have changed 
hands for a variety of reasons, many having passed from pwukos to 

pwukos in a sequence of three or four transactions during the past 
80 years. The main occasion for these transactions is either a 
marriage, child birth, or adoption of an infant. 

   At marriage the lineage of the husband will give a plot of taro 

patch or coconut garden to the wife. These plots are called 
 faangetofang, (lit. "given land") and serve not only to ratify the 

marriage but also to provide  mwongonzimwafinireto (foods for in-
marrying man: husband) and the woman's offspring. When a child 
is born the husband's lineage again gives some plots of land or several 
breadfruit trees to their child. Those properties given by the father's 
lineage are considered as  mwongongyafakgr (food resources for the
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children of a lineage's male member) and held jointly by the children, 
and are distinguished from the properties of their own (mother's) 
lineage. They may decide to give them to another lineage, to which 
they marry out, by themselves. Thus in the Satawalese society, the 
smallest unit of land holding is a sibling set of a couple. 

   The sibling set is obliged to occasionally contribute gifts of foods 
to the father's lineage when its members become sick or die, and to 
help for constructing the canoe and canoe house of father's lineage. 
The father's lineage holds potential rights to regain those properties 
when its male member's offsprings do  not fulfil their duties forward 
it, or fail to care for these lands. The father's lineage has the residual 
right to "given lands" and its male member's children  (yafaktir) have 
the right to use and dispose of them. 

   On the other hand "original lands"  (rapinafanzi) of each lineage 
are owned by lineage members, and administered by the male head 

 (sOmwoon) of lineage. Therefore, all lineage members may have 
the right to use these lands freely. However, male members of each 
lineage marry out and live in their wive's lineage land  (pwukos). 
In everyday life they do not directly use their lineage's original lands. 
Instead the in-marrying men (their sister's or daughter's husbands) 
may use those lands to provide food to feed their sisters and their 
children. Lineage male members decide whether or not in-marrying 
men maintain those lands properly. After all they have the right to 
control their lineage's original lands. The in-marrying men have 
only  'use rights to them. 

   Lastly the highest-ranking chief has the right to oversee the food 
resources of the island  (mwongonzifanzi). As mentioned above, he 
may regulate the use of taro patches and coconut palms in times of 
scarcity, especially when breadfruit is scarce, from November to 
March. Violators are punished by the chief. People are obliged to 

give the first breadfruit  (mmanirnithy) to the highest ranking chief. 
This custom is considered as token payment to the lineage of the 
first occupants on this island. 

   To summarize, the land tenure system on  Satawal is comprised 
of bundles of rights and duties to real property. The extreme right to 
oversee the island food resources is held by the highest-ranking chief. 
This I denote as the right of sovereignty. I classified the rights that 
arise in relation to real property into 4 types, the  right to own, the 
right to control, the right to use, and the  residual right. These rights 
are connected with the unit of land holding and the category of lands. 

 Each lineage owns its original lineage lands  (rapinzifanti) and holds 

provisionally given land  (faangetofanti). Lineage members are co-
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owners of the original lineage lands and have the right to use and 
dispose of them. After they give a plot of these lands to another 
lineage, out of which its male members married, they still keep the 
residual right to confiscate them. They also have the right to control 
their lineage's original lands. In-marrying male members may use 
their wive's original lineage lands. And the rights to given lands 
are held by a sibling set of same father. The members of a sibling 
set may use and dispose of the lands given from father's lineage. This 
use right accompanying the right to dispose is inherited patrilineally 
from lineage to lineage. A lineage's original lands serve to support 
the elementary lineage member's food resources and given lands serve 
to keep the balance between a lineage population and its food resources. 
The fieldwork on which this paper is based was conducted from June 
to September, 1978 and from May, 1979 to March, 1980.
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　　１） 食料資源 の枯渇期における規制

　　２） 食料資源の浪費 と規制

　　３） 食料資源の盗用 と規制

　　４） 死者儀礼 と食料資源利用の規制

　２． 無人島 と海域 の資源利用

　　１） 無人島の資源利用 と規制

　　２） 海面利用 と規制
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ＩＸ．本研究の今後の展望

１． 序 論

　本稿は， ミクロネシアの中央カロリン諸 島のサンゴ礁島， サタワル （Ｓａｔａｗａｌ）島

における土地保有 と食糧資源の利用に関する社会人類学的調査報告である１）。 筆者は，

このなかで，土地に関す る民俗概念と土地利用の方法，半世紀にわたる集団間での土

地移譲の歴史，食料資源の利用と規則などの記述と分析をとおして，サタワルの人び

との土地 と資源にたいす る観念，およびそれに基づ く土地保有の体系を明らかにした

いと考えている。

１． 問題の所在と調査方法

　 ミク ロネ シア に は，大 小 ２，４００ほど の 島 が存 在 す る。 そ の うち ，人 が 居 住 す る島 は，

１割 に もみ た な い。 そ して ， 島 の地 形 は， 火 山 島 ，環 礁 島 ，隆 起 サ ンゴ礁 島 とい う ３

つ の タ イ プ に分類 で き る。 火 山 島 には ， 西か らパ ラオ （Ｐａｌａｕ）諸 島 ， ヤ ップ （Ｙａｐ）

島 ， マ リア ナ （Ｍ ａｒｉａｎａ）諸 島 （グ ァム島 ， サ イパ ン島 な ど）， トラ ック （Ｔｒｕｋ）諸 島，

ポ ナ ペ （Ｐｏｎａｐｅ）島 ，コ シ ャエ （Ｋｏｓｒａｅ）島 が ふ くま れ る。 最 大 の 島 は，面 積 ４８０　ｋｍ２

の グ ァム （Ｇｕａｍ）島 で あ る。 隆起 サ ンゴ礁 島 は ， フ ァイ ス （Ｆａｉｓ）島 ，本 稿 の調 査 地

サ タ ワル 島 ， ナマ （Ｎａｍａ）島 ， ナ ウル （Ｎａｕｒｕ）島 とマ ー シャル諸 島 の数 島 を数 え る

の み で あ る。 そ して ， そ れ らの火 山 島 と隆 起 サ ンゴ礁 島 の ほか は， い ず れ も環 礁 島 で

あ る。 そ の よ うな ，高 い 島 （火 山 島） と低 い 島 （環 礁 島 と隆 起 サ ンゴ礁 島） とい う自

然 環 境 の異 な る島 々 にお け る土 地 保 有 の 問 題 が ，本 格 的 に人 類 学 者 の研 究 対 象 とさ れ

１）本稿 の基礎資料 は，昭和５３年 ６月～ ９月および昭和５４年 ６月～５５年 ３月の ２度にわたるサタ

　 ワル島での実地調査によ って収集 した。それ らの調査は，昭和５３年度および昭和５４年度文部省

　 科学研究費補 助金 （海外学術調査）の交付をうけて，「中央 カロ リン諸島における伝統 的 航 海

　 術の民族学的調査」の課題 のもとに実施 された。研究代表者は，国立民族学博物館の石 森秀三

　 （第 ４研究部 助手）で，研究分担者 として，本館の秋道智彌 （第 ２研究部助手） と筆者 が参加

　 した。資料の収集 には，英語 とサタワル語を使用 した。
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る よ う にな った の は， １９４０年 前 後 か らで あ る。

　　 １）　 研 究 史

　 ミクロネシア地域における初期の土地保有ないし土地所有の調査 ・研究は，植民地

統治および経済開発の必要性か ら実施された。日本が国際連盟の委任統治領としてい

た 「南洋群島」（グァム島を除くマ リアナ， カロリン， マーシャルの各諸島）の場合

は，１９２３年から南洋庁が行政官を派遣 して， サイパン （Ｓａｉｐａｎ）島を手はじめに，パ

ラオ，ヤップ， トラック，ポナペの各島々で 「官有地」を中心に土地の調査を実施 し

た２）。 そして，１９３５年 ころになると，行政官のほかに，人類学や経済学などの研究者

をも動員 して，「民有地」の調査を徹底的におこなうことになった。

　 このような背景のもとに，杉浦健一は，１９３８年からパラオとポナペにおいて，土地

制度の調査に従事 し，詳細な報告書をあらわしている ［杉浦　 １９４４＝１６７－３５０］。 こ

のなかで，杉浦は，島の人びとの土地の類別方法 と利用様態を把握 し，それと土地所

有の形態との関係を考察している。官有地と民有地 とを区別し，民有地のうち，原住

民有地を部落，氏族，氏族長，家族さらに個人という所有単位で分類 している。そし

て，それらの所有単位の性格の差異を多くの具体的な事例の分析をとおして明らかに

している。

　 彼は，パ ラオの土地所有の単位としては，母系氏族 （ｋｅｂｌｉｉｌ）が重要な集団 となっ

ているが， 実際に土地を保有する集団は， 男性の氏族成員を中心 とす る拡 大家 族

（ｔｕｌｎｇａｔｋ）であると述べている。そして，氏族有地には， ２種類あることを指摘 して

いる ［杉浦　 １９４４：２４４－２４５］。 １つは，初めから氏族で持ちつづけた土地 （ｃｈｕｔａｕｍ

ｂｌａｉ）で， もう１つは， 他氏族より取得 したり， 譲渡されたりした土地 （ｃｈｅｔｅｍｅｔ　ｒａ

ｔｕｌｎｇａｌｋ）である。 それ らの土地の相続については，前者が母系的であるのにたいし，

後者が父系的傾向を示す点を強調 している。後者の具体的な例として，夫方居住婚の

様式をとるパラオ社会において，婚出した女性は，子どもをもったあとで夫と死別 し

た場合，生家へもどることになる。そのとき，夫の氏族は，その女性に財宝ないし土

地をあたえる。

　 これは，彼女が夫の家で 「働いたり，子 どもを生んだりして くれた御礼兼将来彼女が

自己の氏族に帰って後の生活補償 という意味」であると説 明している ［杉浦　 １９４４：

２４７］。 そのような土地の相続は， 母系の出自規定と夫 方 （父方一母方オジ方）居住

２）南洋庁 は，１９２７年 より 「臨時土地調査事業」 を実施 し，官有地 と島民有地 の境界，地 目，面

積を調べた。１９３２年までに，主要な島の調査を終了 したが，土地の種類は，田，畑，椰子園，

宅地，社寺地，墓地 ，林野， 牧場など１４種 目に分 けられた ［南洋庁 　１９３０：３９４－４０１・１９３７ａ：

２１４］。

　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 ２０３
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様式を特徴 とするパラオ社会において，母系だけでな く父系の １ｉｎｅとおしても実行

されることを示すものである。また，この指摘は，同時に，土地の一部が氏族（集団）

間を移動す るという点で興味ぶかい。

　上記の傾向は，母系制の出自原理を優先するポナペ社会においても，１９１２年のドイ

ツ政庁による地券発行以来３）， とくに顕著になってきている。元来，ポナペでは， １

人の女性祖先を共有する３～ ４世代間の人びとが，「出自，所属， 土地，財産，位階

称号，特権，宗教等を同じくする」 ［杉浦　１９４４：２９１］母系の出自集団 （ｋａｉｎａｋ）を

構成 していた。 しか し，現実には，夫方居住様式が一般的であるため， １つの家屋に

住み，一定の土地を使用 して生活する集団は，Ｐｅｎａｉｎａｉとよばれる３世代間の父系的

な，直系家族の形態をとっていた。

　 これは，母系出自集団のなかに，その男性成員を中心 とする父系的な小集団が形成

されることを意味 している。 つまり， ポナペ社会には，「父系の直系長子相続」によ

って土地の 「永続的所有権の確保」 ［杉浦　 １９４４：３２８－３２９］を目的とした， ドイツ

政庁の地券発行を受容する素地が，すでにあったと解釈できる。杉浦 も指摘 している

３） ドイツ政庁は，ポナペ島の開発のため，島民の労働力を徴集する必要か ら，ポナペ社会 の伝

統 的な土地保有制度を改革 した。伝統 的な土地制度は，ポナペの政治組織 と関連 し， ５地 区の

第 １位の位階をもつ母系氏族の族長が，それぞれの地区の土地にたいす る総支配権を保有す る。

各地 区の土地は，ナヌェ （ηαπ吻 とカウシャップ （ん吻 ψ）に類別 され， 前者が氏族共有地で 山

林 原野をふ くみ，後者が氏族員に分配 して管理利用 させる宅地，ヤ シ林，畑などで，海 岸線 に

そ って 存在 する肥沃地で ある。各地 区の最高位 の族長 （首長）であるナ ンマルキ （παπ㎜ω撚 の

は，その地区の上位 の位階をもつ氏族 （シ ョウペイチ ：ゴψ翻 ）にカ ゥシャ ップを割 り あて，

ショウペチは，さらに，その土地を同 じ氏族や同系の氏族の成員に分配す る。そのため，各 カ

ウシャップは多数の単位 （シャップ）に細分化 され，パ リエ ンシャップ （ＰａｌｉｅｎｊａＰ）とよばれ る。

これは， １筆の土地 に相 当す る ［矢内原　１９３５：２３１］。 この １筆 の土地を保有す る集団は，前

述 した母系氏族 の １分節出自集団である ｋａｉｎａｋであ る。 つまり， ポナペ島においては，その

当時 ，土地の 「私有制」が認め られて いなか ったのである。それにたい し， ドイッ政庁は，各

島民 占有地 の境界を もうけ，その占有者 に 「私有財産権」 を創設する地券を交付 した。 ドイツ

政庁 は，実際に土地の調査を実施せず，海岸か ら ３０ｍ の幅を もった区域を私有地の範 囲 とき

め，全島１０９のカウシャップに分け，さ らに，９０９のパ リエ ンシャップに細分 し，各パ リエ ンシ

ャップごとに地券を発行 した ［松岡　 １９４３：３２２－３３３］。地券の様式 は，表面に，村 （ウエイ），

カ ウシ ャップ （字），パ リエ ンシャップ （土地），所有者，および保証人の名前を書 き，裏面 に

は，相続，処分など土地に関す る法律 ，な らびに，土地の所有者 とナ ンマルキとの関係 につ い

ての法律を記載するかたちを とっている。法律の条項 は，十一条よ りなってお り，第一 条は，

　「本証券 は，永続的所有権を確保する。ただ し，所有権者が流刑又は死刑の宣告を受けたる場

合 はその効力を失う」 とい う内容である。そ して，土地の相続 に関する規制は，第二条でつぎ

のように明記 されて いる。 「所有権者 が死亡 したるときは， 各土地は １人の相続権あ る男系の

親 族が包括的にこれを継承する。遺言 による土地 の処分は これを許 さず 。相続順位 は，下の如

し， １．最年長の生存男子， ２．同 じく男孫， ３． 同 じく兄弟， ４．同 じく甥， もし以上の親族

が欠 けた る場合は，所有権者 は自己の好む男子を相続人 として養子縁組す ることを得一 以下

略一 」 ［矢内原　 １９３５：２３４－２３５］。 このような内容 の地券は，各土地保有集団の成員 の申告

によ って発行された。 ドイツの ポナペ島支配は，１９１４年に終了 し，あとは， 日本 が統治するこ

とにな った。南洋庁 は，ポナペの民有地 について は干渉 しなか った。そのため，現在では，そ

の地 券の有効性をめ ぐる土地係争問題 が起 きている ［中山和芳氏か らの情報］。
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ように，ポナペにおいては，土地が広 く，地券によって土地を分割 しても，ほとんど

の人が土地を所有することができた。万一，母系ないし父系をとお して土地の分けま

えをもらえなかった人がいれば， 「国有または，藩有の山林原野 （撮鰍ω⑳ を開拓せ

しめてこれを私有地とさせることとした」［杉浦　１９４４：３２６］のである。

　パラオおよびポナペの土地保有に関す る杉浦の報告は，広大な島面積のわりに人口

が少ないという要因４）か ら，社会集団の構成 （出自）原理が母系イディオロギーを優

先させているにもかかわらず，土地の利用および相続の方法が，母系を貫徹せず，か

なり柔軟性のある構造をもっていることを示唆 している。日本が ミクロネシア （グァ

ム島，ギルバー ト諸島とナウル島を除 く）を統治 していた期間 （１９１５～１９４４年）の土

地所有に関する調査研究は，高い島に集中 していた。そして，高い島において も，わ

れわれが利用できる調査報告は杉浦の上記の論文にかぎられる５》。 低い島についての

それは，本稿でとりあつかうサタワル島の土方久功 によるもの ［土方　１９４３］だけで

ある。

　 １９４５（４７）年 か ら， 日本 の南 洋 群 島 は ， ア メ リカ合 衆 国 の 国連 信 託 統 治 領 とな った 。

それ と同 時 に， ア メ リカ海 軍省 の企 画 の も とに， ア メ リカの多 くの人 類 学 者 が 参加 し

て ， ミク ロ ネ シァ地 域 の総 合 調 査 が実 施 され た。 そ の成 果 は， Ｃ．１．Ｍ ．Ａ．レポ ー トと

い う シ リーズ ・タ イ トル の も と に， 民族 誌 の か た ちで 公 刊 さ れ ， ミク ロ ネ シア諸 地 域

の土 地 保 有 の実 態 が 明 らか に な って きた ６）。 ま た， 信 託 統 治 領 政府 で も， 政 策 施 行 の

必 要 上 ，１９５０年 か ら ６つ の行 政 区 に人類 学者 を派 遣 して 土地 保 有 に つ い て の 調 査 を

お こな った。 こ の成 果 は， １９５８年 に， Ｊ．　Ｅ．　ｄｅ　Ｙｏｕｎｇ 編 ，　 Ｌａｎｄ　Ｔｅｎｕｒｅ　Ｐａｔｔｅｒｎｓ　ｉｎ

ｔｈｅ　Ｔｒｕｓｔ乃 ７７劾 〃 げ 伽 Ｐα彫 ６み伽 必 の タ イ トル で 公 け にさ れ た。 こ こで， 報 告 さ

４） パ ラオ 島の バ ベ ルダ オ ップ 島 と コ ロー ル 島の 面 積 は， ３８５ｋｍ２，ポ ナ ペ島 の そ れ は， ３７５㎞ ２

で あ る 。そ れ らの１９４０年 と１９８０年 の 人 口 は， パ ラオが ７，０００人 と１０，３２６人 ， ポナ ペ が， ８，５００人

と２０，　８３３人 で あ る 。い ず れ の 島 も， ミク ロ ネ シァ の サ ンゴ礁 島 の人 口密度 とは ，比 較 にな らな

い ほ ど低 い ［ＡＬＩＫＩＲＥ　 ｌ９７７：２３］。

５） 土 地 保有 に関 す る記 述 は， 矢 内原 ［１９３５］，上 原 ［１９４０］，松 岡 ［１９４３］， 今 西 編 ［１９４４］の 各

報 告 書 の なか で もと りあ げ られて い る。 ま た， 南 洋庁 の 『習俗 慣 習 』 に お いて も， 断片 的で は

あ るが 南洋 群 島全 域 に わ た って ふ れ られ て い る。 上記 上原 の 報 告 は， 南 洋 群 島を 日本 の 移住 植

民 地 と して 開 発 す る ため の 調査 に基 づ い て い る。 内容 は， 農 業植 民 地 と して の 農 耕 適地 と人 口

収 容 力 ，地 目別 の 官有 地 と島民 有 地 との面 積 な どにつ いて の 詳細 な 記 述 で あ る。

６） 日本 が 委任 統 治 して いた南 洋 群 島 は， １９４７年 か ら国 際連 合 の 「太 平 洋諸 島信 託 統 治領 」 とな

り， ア メ リカ合 衆 国 の 内務 省 の管 轄 の も とに おか れ た 。行 政 的 に は， マ リア ナ， パ ラオ ， ヤ ッ

プ， トラ ック， ポナ ペ ， マー シ ャルの ６つ の地 区 に分 け られ た 。 Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ　ｏｆ

Ｍ ｉｃｒｏｎｅｓｉａｎ　Ａｎｔｈｒｏｐｏｌｏｇｙ （Ｃ・１・Ｍ ．Ａ） の報 告 書 の なか で ， 土地 保 有 の 問 題 に関 して比 較 的詳

細 な 記述 があ る ものは ， パ ラオの Ｂａｒｎｅｔｔ報 告 ［ＢＡＲＮＥＴＴ　 １９４９］， ヤ ップ ・ウル シー （Ｕｌｉｔｈｉ）

の Ｌｅｓｓａ 報 告 ［ＬＥｓｓＡ　 Ｉ９５０］ と イ フ ァ リ ック （Ｉｆａｌｉｋ）の Ｂｕｒｒｏｗ 報告 ［Ｂｕｒｒｏｗ　ａｎｄ　ＳＰＩＲｏ

１９５３］，トラ ックの Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ 報 告 ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 １９５１］，ポナ ペ の Ｆｉｓｃｈｅｒ報 告 ［Ｆ１ｓＧＨＥＲ

１９５７］，マ ー シ ャルの Ｓｐｏｅｈｒ報 告 ［ＳＰｏＥＨＲ　 １９４９］ を あ げ る こ とがで き る。

２０５



国立民族学博物館研究報告　　９巻２号

れ たパ ラオ ［Ｋ ＡＮＥｓＨＩＲｏ　 Ｉ９５８：２８８－３３６］ と ポ ナ ペ ［ＦｌｓｃＨＥＲ　 ｌ９５８：７７－１６０］ の

土 地保 有 に関 す る記 述 は ， 基本 的 に は ，杉 浦 の 報告 内容 と同 じ性 格 の もの で あ る。

　 それ ら ２島 と同 じ く火 山島 で あ るヤ ップ 島 の土 地 保 有 に つ いて は， Ｍ ａｈｏｎｅｙ が 明

らか に して い る。 そ こで は， 土地 保 有 の単 位 とな る集 団 は ，基 本 的 には ， ３世 代 間 の

父 系 ｌｉｎｅａｇｅ成 員 に よ って構 成 され る。 これ は，　ｔａｂｉｎａω と よ ばれ， 「一 つ の土 地 の人

び と」 の 意 味 で あ る。 土 地 保有 集 団 で あ る 励 伽 ω は ，成 員 が 居住 す る屋 敷 地 にあ る

家 屋 を 建 て る石 積 み の 基 壇 （吻 ガ ）に よ って 象 徴 され る。 そ の 吻 グ は ，固 有 名 を も

ち，特 定 の屋 敷 地 ， タ ロ イモ 田 ， コ コヤ シ林 ， ヤ ム イ モ畑 ，草原 地 ，礁 湖 内 の 漁 場 や

石 干 見 な どが １つ の セ ッ トと して構 成 され る。 ま た ，ｄａｙｚｆに は， そ の よ うな 食 料 資

源 だ けで な く， 社 会 的 な 位 階 ， 職 能 お よ び， 特権 もつ い て い る と考 え ら れ て い る

［Ｍ ＡＨｏＮＥＹ　 １９５８：２５４－２５６］。

　 そ して ，す べ て の生 活 資 源 が付 属 す る 吻 グ は， 父 系 の長 男相 続 が優 先 され るが ，

次 男以 下 に も，分 割 相 続 の権 利 が あ る。 女 性 成 員 は ，婚 出時 にわ ず か な ヤ ム イ モ畑 ，

タ ロ イモ 田 を分 けて も らえ るが ， こ れ は， 女 性 が 離婚 な ど で生 家 へ もど った と き に生

活 す るた め の財 を 意 味 す る。 しか し， 励 伽 ω の保 有 す るす べ て の 財 は ， 男 性 成 員

が い な い場 合 に は，女 性 成 員 な い しそ の配 偶 者 によ って相 続 され る こ と が お こ る。

Ｍ ａｈｏｎｅｙ は ， ヤ ッフ。の ダ リベ ビナ ウ村 に あ る１５８の 吻 ヴ の相 続件 数 を調 べ た 結 果 ，

７４例 が父 系 相 続 で ，４４例 が母 の ｌｉｎｅａｇｅか ら，２５例 が非 親 族 員 か ら， それ ぞれ 相 続 し

て いた と報 告 して い る ［Ｍ ＡＨｏＮＥＹ　 １９５８：２８０］。 この例 か ら もわ か るよ うに， 父 系

相 続 が 占め る割 合 が 多 い けれ ど も， ここ １００年 間 の あ い だ に人 口が極 端 に減 少 した た

め に７）， ｔａｂｉｎａｗ を維 持 で きな い場 合 に は ， そ れ以 外 のか た ちの相 続 が お こな わ れ て

い るの で あ る。

　 い ず れ にせ よ， ヤ ップ の あ らゆ る植 生 の 土 地 は ， １つ の セ ッ トと して 固有 名 の あ る

吻 び に付 属 して い る点 で 注 目さ れ る。 とい うの は， ヤ ップ社 会 に お いて は ， あ らゆ

る食 料 資 源 が ，各 ⑳ び 単位 に分 割 され ， 割 り当 て られて お り， そ れ を獲 得 （相 続）

しな い人 び と （男 性） は ，生 活 で きな くな るか らで あ る。 そ して ， ＠ グ を保 有 す る

こ とに よ って形 成 され る ｔａｂｉｎａｗ （父系 ｌｉｎｅａｇｅ） は ， 原 理 的 には ， それ 自体 で ， 独

７） ヤ ップ 島の人 口は ， １８００年 ころ に は ，家 の基 壇 の 数 か ら， ５０，０００人 い た と推 測 さ れ て い る

［ＬＡＢＢｙ　 １９７６：２］。 この 数字 は，過 大 に見 積 られて お り，２８，０００入 か ら３４，０００人 とい う線 が 妥

当な 人 口 とみ な され て い る ［ＬＩＮＧＥＭＮＦＥＬＴＥＲ　 ｌ９７５：１５］。 そ して ， １８９９年 の カ トリ ック布 教

団 の 調査 で は，７，８０８人 と報 告 され て お り， １００年 間 に人 口 が少 くと も， ４分 の １に 減少 した こ

とに な る。 Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒは ，１９４７年 ～４８年 にか けて ， ヤ ップ の ３つ の村 を対 象 に ， 人 ロ の減 少 と

親 族 集 団 の構 造 の変 化 につ いて 調 査 し， 集 団 が小 規 模 に な る点 を 指摘 し て い る ［ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ

１９７４］。な お ，現 在 の ヤ ップ 島の 人 口 は， ５，８４２人 （１９８０年 ） で あ る。
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立 した 自律 的 集 団８）を構 成 す る こ とに な り， よ り上 位 の 集 団 へ と発 展 す る こ とが な い 。

この ヤ ップ の 励 伽 ω は ， 土 地 を保 有 す る集 団 の性質 に お い て ， 前 述 した パ ラ オの

ｋｅｂｌｉｉｌや ポ ナペ の ｋａｉｎａｋ の土 地 保 有 集 団 とは ， 異 な る集 団構 成 を と って い る こ とが

指 摘 さ れ る 。つ ま り，励 醐 と ゐα∫η盈 は， 土地 を現 実 に保 有 す る集 団 と して は， そ

れぞ れ ，ｔｕｔｎｇａｌｋ と Ｐｅｎａｉｎａｉに分 節 化 して い るの で あ る。

　 つ ぎ に ， トラ ック諸 島 の 土 地保 有 につ いて み る こ とに しよ う。 Ｆｉｓｃｈｅｒの報 告 に よ

る と， トラ ック で土 地 を保 有 す る単 位 は ，通 常 ， ３世 代 間 の 母 系 の 出 自に基 づ く入 び

とによ って 構成 さ れ る ［ＦｌｓｃＨＥＲ　 ｌ９５８：１６４］。 この土 地 保 有 集 団 を さす トラ ック語

は， ｅｔｅｒｅｋｅｓ で ， そ の成 員 は ，土 地 にた い して 同等 の権 利 を も って い る。 実 際 に は ，

集 団 の 最 年 長 の 男性 が ，成 員 に土 地 を割 り当 てて 使 用 させ る権 限 を もち ，そ の 権 利 は ，

母 系 的 （姉 妹 の 男性 キ ョ ウダ イか ら彼 女 の息 子 ） に相 続 され る。 しか し， トラ ックの

男性 は， 彼 自身 の子 ど もに土 地 を あ た え る こ とに強 い情 熱 を も って お り，そ の た め に

自分 の 出 自集 団 か ら も ら った り， 自分 で 開墾 した り，購 入 す る こ とに よ って ，土 地 を

獲 得 す る傾 向 が見 られ る ［ＦｌｓｃＨＥＲ　 ｌ９５８：１６９］。

　 この よ うに して 父 か らえ た土 地 は ，彼 の子 ど もた ち に よ って 保 有 され ，母 の 出 自集

団 か ら相 続 す る土 地 とは区 別 され る。 この結 果 ， 土地 を保 有 す る母 系 １ｉｎｅａｇｅ の 内部

に， キ ョウダ ィ単 位 の分 化 が あ らた に生 じる こ と にな る。 Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ も， キ ョ ゥ

ダ ィ集 団 （ｄｅｓｃｃｎｔ　ｌｉｎｅ）が ，土 地 を保 有 す る 自律 的 集 団 の基 盤 を 形 成 す る 点 を 指 摘

８） 自律的集団 は，他者を排除す る規則のもとに，財産の共有，生産活動，政治行動や儀礼祭祀

の共同な どの機能を もつ実体をさす。 これは， 社会人類学で， ｌｉｎｅａｇｅ（出自集団） の基本的

機能を 説明するさいに もちい られる ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　ｇｒｏｕｐ の訳語であ る。 自律 的集団の訳語 は，

ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　ｇｒｏｕｐ の語意をあ らわ していな い欠点があ る。 それにもかかわ らず，筆者が使用 し

たの は， 集団の内容および機能を指示で きるか らである。 この用 語 の邦 訳には， 団体 ［村武

１９７３：３１］，共体的集団 ［長島　 １９７４：５６］などがある。団体 という訳語は，上記の機能 だけで

な く，特定の目的で構成 される政治集団や旅行集団を指示す ることば と混同す るおそれがあ る。

また，共体的集団の訳語は，「財産共有体 」という意味で，集団の 内容を的確 に表現 して い る

が，反面，個体 の集合体 とも解釈 され る。それ らの問題点を考慮 して，本稿 では， 自律 的集団

の訳語を採用する。なお， 自律的集団 とい う場合，上記のうち，財産の共有 を基本的機能 とす

るが，それ以外の諸機能 をもつ集団にたい して も， この用語を適用す ることが可能であると考

えている。石 川は，共 同体論の視角か ら，ｃｌａｎや １ｉｎｅａｇｅなどの単 系出 自集団の基本的性格 が

生産手段つま り土地の共有 によって形成 されそいる点を強調する。そ して，土地所有集団と し

ての出自集団を 「共同体」 と規定することを提 唱 している ［石川　 １９７０：１２３，１９７７：４８］。筆

者は，共 同体 という用語 を，土地が個 々の 出自集団 によ って所有されるけれ ども，その集団 が

所有 する土地にたい して，管轄ない し統制をする権限を もつ実体 （複数の集団の地域的まとま

り ：ム ラ，島な ど） に適用 したい と考 えて いる。 なお， 筆者のい う共 同体を，石川は，「地域

共同体」，また，土地所有の機能を失ない，宗教的な共同性 だけを残 すような出自集団を，「宗

教共同体」 とよぶ ことを提案 して いる ［石川　 １９７７：４８］。
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して い る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 １９５１：３４－－４６］　９）。 つ ま り，Ｆｉｓｃｈｅｒが調 査 した 当 時，す で

に， 土 地 保有 集 団 が小 単 位 へ と分 節 化 す る動 きが 顕著 に み られ た の で あ る。 これ を ひ

き お こ した 要 因 と して ，Ｆｉｓｃｈｅｒは ， ドイ ツ， 日本 の 統 治 の影 響 で ， 貨 幣経 済 が 浸透

した こ と によ って男 性 の 経 済 的 役割 が重 要 にな り， 財 産相 続 に お いて 男 系 の ｌｉｎｅが

強 調 され た こ とを あ げ て い る ［ＦＩＳＣＨＥＲ　 ｌ９５８：２１１］。 そ して ， 彼 は ，男 性 の 重 要性

お よび 男系 １ｉｎｅ の強 調 と い う傾 向 が ， 伝 統 的居 住 様 式 で あ った 妻方 居 住 か ら， 両 方

居 住 な い し夫 （父 方 ） 居 住 へ の 変化 を余 儀 な くさせ た と 主 張 す る１０）。 した が って ，

出 自原 理 と土 地 保 有 の 関係 は ，居 住 様 式 によ って大 き く左 右 さ れ るの で あ る。

　 以 上 で ，１９５０年 ま で に ミク ロ ネ シ アの高 い 島 を対 象 に実 施 さ れ た調 査 報 告 に基 づ い

て ， 出 自 と土 地 保有 お よ び利 用 との 関係 を考 察 して きた 。 こ こで指 摘 で き る こ とは ，

パ ラオ ， ポ ナ ペ， トラ ックの 各火 山 島 に お いて は， 母 系 の 出 自 集 団 （ｃｌａｎ な い し

ｌｉｎｅａｇｅ） が基 本 的 に は ， 土地 を保 有 す る 自律 的集 団 と して 機 能 して い る反 面 ， 現 実

に は， そ の集 団 内部 に集 団 の男 性 成 員 を軸 にす る父 系 的 な 小集 団 が形 成 され る傾 向 が

うか が え る こ とで あ る。 この傾 向 は， と くに， トラ ック社会 に お い て特 徴 的 で あ る。

つ ま り， そ れ らｑ）３社 会 で は，母 系 出 自 を集 団 構 成 の 原 理 と して い る もの の ，居 住 様

式 が 父 方 一 母方 オ ジ方 居 住 や夫 方居 住 の方 式 を と るた め に ，土 地 にた いす る権 利 の取

得 お よび 相 続 に お い て ，柔 軟 な方 法 が み られ る とい う点 で あ る。

　 他 方 ， ヤ ップ社 会 で は ，石 積 み の 家 の基 壇 が 財 を 保 有 す る象 徴 と され ， そ れ を所 有

す る ３世 代 間 の父 系 ｌｉｎｅａｇｅ （拡 大 家 族） が ， 自律 的集 団 の単位 とな って い る。 しか

９） Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ は， トラ ッ ク社 会 の 母 系 出 自集 団 を ，（１）共 通 名 ，（２）共 通 の祖 先 ，（３）同一 政治

　 区へ の共 住 ， （４）規 模 の大 きい 自律 的 集 団 へ の帰 属 ， （５）（４）にふ くま れ る小 さ い 自律 的集 団へ の

　 帰 属 ， と い う ５つ の規 準 に 基づ い て分 類 して い る。 そ して ， ｓｉｂ，　ｓｕｂｓｉｂ，　ｒａｍａｇｅ，　ｌｉｎｅａｇｅ と

　 ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅ とい う用 語 を そ れ ぞ れ に適 用 して い る。 この なか で ，土 地 保 有 の 単位 とな る の は，

　 ｌｉｎｅａｇｅ で ， トラ ック語 で 」’ｅｔｅｒｅｇｅｓな い し ‘ｏ とよ ばれ る集 団で あ る 。 ま た，　ｄｅｓｃｅｎｔ・ｌｉｎｅは ，

　 ｌｉｎｅａｇｅ の下位 概 念 で ， トラ ック語 の ｔｅｔｔｅｎ （「系 統 」， 「地 位 」， 「束 」 が 原 意 ） の カテ ゴ リー一で

　 指 示 され る 「１人 の 母 か らの子 ど もた ち」 を あ らわ す 。 そ して ，母 を 共 有 す る こ ど もた ち は，

　 長男 （ｍω６６ｎｉｉｃｉ）を 統率 者 と して ，　 ｌｉｎｅａｇｅ の 内部 で 財 産 を共 有 す る単 位 を 構成 す る。 こ の単

　 位 （ｓｉｂｌｉｎｇ　ｓｅｔ）は ， あ る財 産 を獲 得す れ ば ，　ｌｉｎｅａｇｅへ と発 達 す る可 能 性 が あ るの で ， 「潜 在 的

　 ｌｉｎｅａｇｅ」 とみ な して い る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 １９５１：６５－９１］。な お ，彼 は， カ ロ リン諸 島 に ひ ろ く

　 分布 す る。 母 系 出 自を さす こ とば ，ｒＯｊｉｎａｇを ｓｉｂの用 語 で 説 明 して い る 。つ ま り，卿 細 ９ は，共

　 通 の 出 自集 団 名を 共 有 す る人 び とよ り構 成 さ れ る集 団 を さす ので あ る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 １９５１：

　 ８０－８４］。 そ の機 能 は， 外婚 規 制 と異 な る 島 々に住 む 同 じ ｓｉｂ成 員 の援 助 な どで あ る。

１０） Ｆｉｓｃｈｅｒ と Ｇｏｏｄｅｎ・ｕｇｈ は， 同 じ時 期 に ， トラ ック諸 島 の ロ モ ヌム （Ｒｏｍ・ｎｕｍ）島 を 調 査

　 し， 居 住 様式 の資 料 の解 釈 で 見解 を異 に して い る。 Ｆｉｓｃｈｅｒは，６２の 居 住例 の うち ， 母 方 居 住

　 が５８パ ー セ ン ト，父 方居 住 が３２パ ー セ ン トと報 告 して い る。 そ れ に たい し， Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ は，

６５例 の うち ， 母 方居 住 が ７１パ ー セ ン ト， 父 方 居 住 １．５パ ー セ ン ト， そ して ， オ ジ方居 住 が １５

　 パ ー セ ン トと述 べて い る。 この差 異 は， 両 者 の あ い だで ， オ ジ方 居 住 方式 の位 置づ け によ る

　 ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 １９５６］。 ま た ， トラ ック社 会 で は，夫 婦 は， 異 な る島 な い し離 れ た村 の 出身者

　 ど う しの 場合 ， 数 年 間 隔で ， 夫 の ｌｉｎｅａｇｅと妻 の そ れ とに 居住 を 変 え る習 慣 が あ る。
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し，その基壇 （ｌｉｎｅａｇｅの所有する財）の相続は，父系の出自を優先するが，その原

理で貫徹できない場合には，女性を介 しておこなうことも可能である。

　以上でみてきたように ミクロネシアの火山島においては，土地面積にたいして人口

圧が低いという条件のもとでの出自原理は，土地保有を絶対的に規制する制度 となっ

ていないことがうかがえる。つまり，パラオ， トラックとポナペにおいては，母系単

系の出自集団に男性の子どもたち，逆に，ヤップにおいては，父系単系のそれに女性

の子どもたちをふ くむかたちで，土地保有集団が構成されているのである。それにた

いし，従来の報告をみるかぎ りでは， ギルバー ト諸島と一部のカロリン諸島１１）を除

く，多 くの ミクロネシアの低い島では，排他的な母系の出自原理に基づいて，土地を

保有する自律的な集団を構成 している。そして，サンゴ礁島という限定された資源環

境のもとでの人口圧と土地保有の問題は，出自原理に背反 しない措置によって解決さ

れている。

　 サンゴ礁の島における土地保有に関する具体的な調査報告が公け にされた のは，

Ｔｏｂｉｎのマーシャル諸島の報告 ［ＴｏＢＩＮ　１９５８：１－７６］以外は， いずれ も， １９７０年

以降のことである。個々の報告書で提示されている問題の検討は，サタワル島の土地

保有の体系を考察 したあとで，サタワル島の事例 と比較するために，第田章において

おこなう予定である。これまでで， ミクロネシア地域の土地保有に関する研究史の概

略についてふれてきた。つぎに，本稿の目的について述べることにする。

　 　 ２）　 目 的

　サ タ ワル社 会 で は ，土 地 （漁 磁 ）は， 食 料 （ｍωｏｎｇｏ）の 源 泉 とみ な さ れ て い る。 そ

して ， ｍｗｏｎｇＯ は，人 間 の背 骨 （　ノ　ダ　　リ　　ノγππη乙アａｒａｍａ５） にた とえ られて い る。 こ の ｍωｏｎｇＯと

い う こ と ば は，「食 べ る」 こ とを あ らわす と同 時 に， 「食 べ もの 」，「食 べ もの の み な も

と」， つ ま り 「土 地 」 を も さす 。 サ タ ワル の人 び とが ， 生 活 の根 幹 を な して い る と認

識 して い る土 地 （ｍωｏｎｇｏ）に た いす る彼 らの か か わ りか た を把 握 す るた め に は ， ま ず ，

土 地 の利 用 お よ び保 有 の形 態 を 明 らか にす る必 要 が あ る。

　 オ セ ア ニ ア の サ ンゴ礁 島 で 展 開 され る人 び との生 活 と資 源 利 用 との 関 連 に つ い て

は， １９５０年 代 か ら多 くの人 類 学 者 によ って調 査 研 究 がす す め られ て きた 。 そ こ で ，筆

者 は， 本 稿 の 目的 の １つ が ， サ タ ワル 社会 の 土地 保 有 の体 系 を ， 自然環 境 へ の適 応 様

１１） ギ ルバ ー ト諸 島の 出 自規 定 は ， 北 部 の マ キ ン （Ｍ ａｋｉｎ）島で は ，　 ａｍｂｉｌｉｎｅａｌの傾 向 が 強 く，

　 中 ・南 部 で は ，父 系的 で あ る ［ＬＡＭＢＥＲＴ　 １９６６，１９７１；ＬｕＮＤｓＧＡＡＲＤＥ　 ｌ９７４ａ；Ｍ ＡｕＤＥ　 ｌ９６３］。

　 カ ロ リ ン諸 島 で は， モ キ ール （Ｍ ｏｋｉｌ）島 と ポ リネ シア人 の 移住 した ヌ クオ ロ （Ｎｕｋｕｏｒｏ）島 お

　 よ び カ ピ ンガ マ ラ ンギ （Ｋａｐｉｎｇａｍａｒａｎｇｉ）島 で は ，父 系 出 自を優 先 して ，親 族 集 団 が構 成 され

て い る ［Ｗ ＥｃＫＬＥＲ　 ｌ９５３；ＣＡＲＲｏＬＬ　 １９７０；ＥＭｏＲＹ　 １９６５；ＬＩＥＢＥＲ　 １９７４］。
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式 と して と らえ る立場 ，つ ま りマ ク ロな視 点 か らの アプ ロー チ に よ って 把 握 す る こ と

に あ る と考 え て い る。 した が って，こ こで は，そ の立 場 を代 表 す る Ｓａｈｌｉｎｓと Ｇｏｏｄ－

ｅｎｏｕｇｈ の資 源 利 用 （土 地 保 有） と社 会 集 団 （出 自集 団） との 関連 性 につ い て の仮 説

を と りあ げ て ， サ タ ワル 社 会 に お け る土 地 保 有 の性 格 と原 理 とを解 明す る い と ぐ ち と

した い 。

　 Ｓａｈｌｉｎｓは ， ポ リネ シ アの人 び と の 自然 環 境 へ の適 応 （資 源 利 用 ） と社 会 ・政 治組

織 との 関 連 に つ い て の類 型 化 を 試 み た さ い に ，火 山 島 とサ ンゴ礁 島 と の あい だ に きわ

だ った 差異 の あ る こ とを 見 いだ した ［ＳＡＨＬＩＮｓ　 １９６７：２９１－３００］。 火 山 島 に お い て は ，

ｒａｍａｇｅ型 の 出 自集 団 が 形 成 され ， それ は， 分 散 した資 源 の集 約 的 開 発 と余 剰 生 産 物

の 集 積 と再 分 配 に役 立 つ 。 それ にた い し，環 礁 島 の社 会 で は ，ｔｒｕｎｃａｔｅｄ　ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅ

（切 頭 出 自系 統 ） 型 の親族 集 団 しか形 成 され ず ， この小 規 模 な集 団 は， 制 約 さ れ た耕

地 ，余 剰 生 産 物 の稀 少性 そ して 長期 の食 料 欠 乏 とい う環 境 に適 応 す る と述 べ て い る

［ＳＡＨＬＩＮｓ　 ｌ９６７：２９１－２９３］。 切 頭 出 自系 統 型 の 親族 集 団 の性 格 は ， 地縁 化 した ２～

３世 代 間 の 出 自集 団 で ，系 譜 の 深度 に基 づ く内 的 な序 列 が存 在 せ ず ， 集 団 の統 率 者 は ，

成 員 の個 人 的 指 導 力 に よ って 決定 さ れ る ［ＳＡＨＬＩＮｓ　 ｌ９６７：２９２］。 つ ま り， こ の集 団

は ，単 系 出 自集 団 へ の帰 属 方 式 に特 徴 的 な， 排 他 的成 員 権 の獲 得 によ って形 成 さ れ る

の で は な く， そ の成 員 は ， 複数 の集 団 へ 所 属 す る権 利 を保 有 す る こ と によ って な りた

つ の で あ る１２）。

　 他 方 で ，Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ は ， マ ラ ヨ・ポ リネ シ ア諸 社会 で普 遍 的 にみ られ る特 徴 と し

て ，親 族 集 団 に土 地 所 有権 が あ り，集 団 人 口の規 模 と土 地 分 配 で問 題 が生 じた と きに

は ，土 地 保 有 集 団 の 構 造 を 非 単系 にす る こ と によ って解 決 さ れ る側 面 を あ げ て い る

［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 ｌ９５５：７５］。 そ して ，土 地 が豊 富 にあ る （メ ラネ シア の） 島 々で は，

１２）Ｓａｈｌｉｎｓのい う ｒａｍａｇｅ型の社会 は， 出自規定がかな らず しも単系 に限定されず，居住 の選

　択などによ って複数の集団への帰属が許 され，成員間に系譜上の年長性の原理によって地位 の

　差が存在す る。つま り，集 団の 内部構造が階層制 によ って ランクづけ られ る出自集団である。

　 この構造原理 は，環境 と資源が土地ごとに異な り，食料資源 が分散化 してい る島社会での，資

　源の獲得，集積，分配の手段 と して役立つ。つま り，地縁化 した集団は，その地域の食 料資源

　だけに依存 して，自給 自足 的生活をいとなめない場合に，ｒａｍａｇｅの分枝的構成原理によ って，

　序列 の高い集団が，拡散 してい る下位集団か ら食料を徴集 して，再分配す る政治 ・経済機構で

　ある。具体的には，ハ ワイ （Ｈａｗａｉｉ）， トンガ （Ｔｏｎｇａ），タ ヒチ （Ｔａｈｉｔｉ），イースター （Ｅａｓｔｅｒ）

　島などが このタイプに属す 。

　　それ にたい し，切頭出自系統型の社会 は，環境が均一 的で，個 々の集団があ らゆる種類 の資

　源を少 しずつ入手で きるような ところで形成される。つま り，地縁化 した集団は，経済 的には

　自給度が高 く，地域 ごとに偏在化する資源を獲得するルー トをつ くるために，出自の紐帯 を遠

　隔の集団にまで拡張 させる必要 がないのである。 このタイプの社会 は， サモア （Ｓａｍｏａ）， ウ

　ベア （Ｕｖｅａ）やフツナ （Ｆｕｔｕｎａ）の島々にみいだされる ［ＳＡＨＬＩＮｓ　 ｌ　９５８］。 この ような社会の

　集団構成の原理が，無定形 の非単系出自であ り，その出自体系が，親族集団間の入 口の不均衡

　な増加 に適応することを，Ｅｍｂｅｒは，サモアにおいて検証 している ［ＥＭＢＥＲ　１９６２］。
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単 処 婚 に よ る単系 的 組 織 が発 達 す る。 この Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ の視 点 は，前 述 した Ｓａｈｌｉｎｓ

の見 解 と基 本 的 に 同 じも ので あ る。

　 Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ は ， 土 地 保有 集 団 へ の帰 属 の 要 因 と して ， 居 住 様 式 に注 目す る。 彼

は， 上記 の仮 説 に該 当 しな い ミク ロネ シァの カ ロ リン諸 島 の うち ，単 処 居住 と単 系 出

自の原 理 で土 地 保 有 集 団 が 形 成 さ れ る トラ ックの 例 を と りあ げ ，つ ぎ の よ う に説 明 し

て い る。 トラ ック に おい て は ，土 地 の再 分 配 のた め に ， 出 自 と居 住 の方 式 とは別 の装

置 を つ く りだ して い る。 そ れ は ， １つ に は， 土 地 所 有 集 団 の成 員 権 と土 地使 用 の権 利

との分 離 で あ り， ２つ め は，養 取 で あ る。前 者 は，か つ て，親 の居 住 が土 地 所有 集 団 の

成 員 権 獲 得 の規 準 で あ った が ，現 在 は， 土 地 所 有 集 団外 に用 益 権 を 伝 達 す るい くつ か

の規 準 の １つ で しか な くな っ た こ とを さ して い る１３》。 そ して，後 者 は ，土 地 を 多 く所

有 して い る集 団 が 土 地 の少 な い親 族 を 養 子 に す る方 法 で あ る ［ＧＯＯＤＥＮＯＵＧＨ　 １９５１：

８０］。

　 第 ［１章 以 下 で と りあ げ る サ タ ワル 島 は ，Ｓａｈｌｉｎｓの仮 説 に した が え ば ， 切 頭 出 自系

統 型 の社 会 に属 し， Ｇｏｏｄｅｌｌｏｕｇｈ の そ れ で は ， サ ンゴ礁 島 と火 山 島 との ちが いは あ

る もの の， トラ ックの例 に近 い こ とが 予想 さ れ る。 したが って ，両 者 の仮 説 の 有効 性

を ， サ タ ワル社 会 の土 地 保 有 の 体 系 に お い て検 証 す る こ とが ，本 稿 の 目的 の １つ を構

成 す る。

　 Ｓａｈｌｉｎｓ と Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ の 仮説 か らも うか が え る よ うに ， オ セ ア ニ ア諸 社 会 は ，

土 地 を 保有 す る基 本 単 位 が ， 親 族 集 団 に あ る点 で は共 通 して い る。 しか し， そ の集 団

の 構 成 原 理 に 関 して は ，多 様 性 を きわ め る。 Ｌｕｎｄｓｇａａｒｄｅ は ， そ の こ とを 考慮 して ，

オ セ ア ニ ア の個 別 社 会 の 土 地保 有 の記 述 に さ い して ， つ ぎ の ２点 に留 意 しな け れ ば な

らな い と述 べ て い る。

　１）　 出 自規 定 は，共 通 の祖 先 か らの 土地 に た い す る権 利 を 獲 得 す る手 段 と して ，人

　　 び とを類 別 し， カ テ ゴ ライ ズす るの に どの よ うに役 だ って い るか ， ま た ，

１３）Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈは，太 平洋地域にみ られる双系的出 自形態をオース トロネシア系言語を もつ諸

　社会 の祖型的体系 とみな してい る。そ して，祖型的体系は，集団の構成原理 としては，双系 出

　 自に基づ くが，集団成 員の土地 にたいする権利の獲得方法 と しては，婚後の居住規則を重要な

　規準 としている。つま り，居 住の選択が集団構成 の基本であ るという見かたであ る。その視点

　か らいえることは，土地利用と結 びつ く親族 （出自）集団の成員権 の獲得手段，つま り出自と

　居住規則が， きわめて融通に とみ，適応的にな る傾 向が強 くなるはずである。 しか し， トラ ッ

　 ク諸島の ロモヌム島のように，面積　Ｏ・２２　ｋｍ２，人 口２３０人 とい う社会では，母系の出身規定 と

　母方居住規則 とによ って出 自集団 が形成 されている。ロモヌム社会で は，集団の土地利用およ

　び人 口の不均衡を調整す るために，選 系出自，選択居住の方法をとらないで，集団間 （父 と彼

　の子 どもの集団）で，土地を使用す る権利 （使用権）を移譲する方法を とっている。これが，

　Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈの指摘す る 「用益権」である。彼は，用益権を父 の集団か ら贈与 された土地の土

　譲 を一時的に保有する権利 と規定 している ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 １９５１：１２７］。 つま り，土地その も

　 のにたいす る権利ではな く，その土地を耕や した り，樹木を植 えた りする権利である。
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　２） 共通の出自カテゴリーに属す人びとであっても，不均等な諸権利の配分がみら

　　れる場合には，どのような規制がはたらいているか，

という２点を明確にすることの必要性である ［ＬｕＮＤｓＧＡＡＲＤＥ　ｌ９７４：２７２］。

　これは，出自規定が，土地を保有する集団を組織する方法として，また，人びとが

土地の使用，占有，所有，管理および処分などの諸権利を取得する規準として有効で

あるか否かを明らかにすることをさしている。 Ｌｕｎｄｓｇａａｒｄｅのこの指摘は，オセァ

ニア諸社会の土地保有の体系を比較するうえで不可欠な記述方法である。サタワル社

会の親族集団は，母系の出自規定に基づいて構成されている。しか し，母系の出自規

定は，土地 にたいす る諸権利を獲得するいくつかの規準のうちの１つで しかない。

　筆者は，サタワル社会における土地保有の原理を把握するには，出自規定だけでな

く，居住様式および土地の移譲 （相続 ・継承）方式をも視野にいれる必要があると考

えている。 それで， 本稿でもちいる土地保有の概念を，「人びとが土地にたいする諸

権利を取得 し，使用 し，そして分配する方法」［ＣＲＯＣＯＭＢＥ　Ｉ　９６８：１］と規定 してお

く。いいかえれば，土地保有は，土地に関する人びとおよび集団間の関係性であると

いうこともできる。

　土地保有を土地と人びと （集団）とのかかわりあいと規定することは，いいかえれ

ば，土地を媒介としてなりたつ人びと （集団）の権利と義務の複合的関係 を意 味す

る１４）。たとえば，土地の所有者 とその土地を直接に使用して作物を植えた り，収穫し

たりする人とのあいだに生起す る権利と義務の関係である。本稿では，サタワル社会

の土地保有の原理を，うえで述べたように，人びと （集団）が土地に関して保有する

権利と義務の束によって成立する体系として把握する。 したがって，本稿の第 ２の目

的は，それらの束を，出自規定，居住様式，相続 ・継承の方式と関連させて分析 し，

サタワル社会の土地保有の原理を抽出することである。

　そのような方法と目的で，サタワル社会の土地保有体系の特質を明 らかにす るため

には，少なくともつぎの３点を把握する必要がある。サタワル社会では，

　１）　 自然環境のどの側面が財産としてカテゴライズされているか，

　２）　それら個々のカテゴリーとどのような保有の権利 ・義務が対応 しているか，そ

　　 して

　３）　そのような権利 ・義務は，どんな方法で取得され，維持され，消滅するか，

１４）Ｌｕｎｄｓｇａａｒｄｅは， 土地保有 を，「土地に関す る互酬的な権利 と義務の複合体系」 と規定 して

　いる ［ＬｕＮＤｓＧＡＡＲＤＥ　１９７４：２６６－２６７］。 これ は， 土地を受 贈ない し相 続 した人び と （集 団）

　が，土地を贈与ない し相続 させた人 びとに，何かをお返 しする ことが義務づ けられる互酬性を

　意 味 している。
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ということである。２）でいう財 （産）の内容は，ここでは，主 として，島の生活にと

って主食となる重要な食料資源をさすことにす る。

　本稿では，うえの３点にそって論述 し，第 Ｈ章で土地のカテゴ リーと保有形態 との

関係をとりあげる。第ＩＶ章では，ある土地保有集団が，約５０年間に，獲得，保持ない

し処分 した土地および財産の数量とそれ らの性格を，具体的事例に基づいて検討する。

そして，第Ｖ章では，ＩＶ章でとりあげられない土地保有および資源利用の実例をとり

あつかう。ＩＶ章とＶ章でおこなう記述には，集団名，土地名，個人名などすべて実名

をもちいる。本稿で，実名による具体的事例を資料 として提示する方法をとったのは，

まず，記述される内容が，サタワル島の１９８０年の 「記録」 として，将来に役立つこと

をねらっているからである。

　 ミクロネシアの島々において，土地についての知識を，秘密事項で部外者に伝授 し

てはいけないものとみな している社会が数多 くある。とくに，中央カロリン諸島のす

べての社会では，土地の移譲の歴史，相続，継承の系譜関係などは，集団ごとに伝承

される専門知識となっている。そのような要因もくわわり，従来のミクロネシアの土

地保有に関する調査 ・研究は，共時的視点から実施されたものがほとんどである。そ

の成果も具体的な資料の提示がなされず，観念的説明や抽象的表現のかたちをとるも

のが多い。 したがって，筆者は，調査で収集 した基礎資料を，まず，記述的方法によ

って提示することが必要であると考えている。その方法によって公けにされた事柄と

内容は，ほかの研究者の再分析にたえ，かつ将来，再調査を試みる研究者に貢献 しう

る性質のものでなければならない。つまり，筆者は，性急な抽象化やモデル化を希求

するよりも，「正確」なデータを提出することの方に高い価値と意義 とをおいている。

それらの点から，本稿の第 ３の目的は，サタワル社会 における土地保有の体系を具体

的事例の詳細な記述によって示すことにある。

　　 ３） 方 法

　サタワル社会の土地保有に関する資料の収集は，最初，島の地図づ くりか ら始 め

た１５）。地図ができあがった段階で， 地名を地図上におとしてゆき， 主要な個所 （居

住区と道路の付近）は，実測をおこなった （図２，表 ２参照）。 しか し，１９４個所の固

１５）ヤ ップ州の土地管理事務所では，サタワル島の実測図を，１９８０年以前 に作製 していなか った。

　そのために，利用可能な地図 は， 日本 の海上保安庁水路部 が，１９２５年の実測に基づいて作製 し

　た海図 とアメ リカ商務省海洋大気庁海洋測量局発行の海図であ った。それ らは，いず れも大縮

　尺の地図であるため，使用できなか った。筆者が作製 した地図 （図 ２） は， クロノメーターと

　巻尺による測量に基づいている。実測には，筆者 のほかに，共同調査者であ る石森秀三 ，秋道

　智彌の両氏が参加 した。

　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 ２１３
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有名をもつ土地および４６個所のタロイモ田のすべてについては，計測を実施 していな

い。それから，すべての土地保有集団各々の土地およびタロイモ田の現在の保有状況

を把握 した。そして，それらの集団間で保有する土地に移譲がみ られるものは，個々

の土地保有集団の系譜図を作成 しながら移譲の経路を明確にしていった。つまり，サ

タワルの人びとが，秘密にし，口頭伝承として継承 してきた知識を文字化，図式化す

る作業をつづけた。

　筆者は，そのような情報を，主に各集団の長老から聴 き書きによって収集した。そ

の結果，土地の保有関係に重複がみられる例もあった。けれども，ある集団でえた情

報を，ほかの集団の成員によって確認するという行為は，サタワル社会においては，

厳 しく禁 じられたので，筆者の判断によって決定 した場合 もある。ただし，本稿でと

りあつかう事例の内容については，筆者が不明確な部分を再三にわたって長老から情

報をうることによって確かめてある。

２．　 調査地の食料資源 と社会組織

　 　 １）　 島 勢 と 食 料 資 源

　 サ タ ワル 島 は，北 緯 ７度 ２１分 ，東 経１４７度 ２分 に位 置す る隆 起 サ ン ゴ礁 の 島 で あ る。

平 均 海 抜 ４ｍ とい う平 坦 な形 状 を して お り， 島 の周 囲 に は ， 幅 ５０　ｍ ほ ど の裾 礁 が

と りま い て い る。干 潮 時 に は ，裾 礁 内 の礁 原 が 海面 に姿 を あ らわ す 。 島 の面 積 は ，約

１ｋｍ ２で ，人 口 は ，４９２人 （１９８０年 １月 現 在 ）で あ る （表 １）。 島 の土 地 は， 地 味 に 乏 し

く，植 性 も比 較 的 単純 で ，植 物 の種 類 は，百 数十 種 をか ぞ え る にす ぎな い ［ＦＯＳＢＥＲＧ

ｌ９６９］。 主 要 な 栽 培 植物 は ， タ ロ イ モ （Ｃｏｌｏｃａｓｉａ　ｅｓｕｃｕｌｅｎｔａ，（］ｙｒｔｏｓＰｅｒｍａ　ｃｈａｍｉ∬ｏｎｉｓ），

パ ンノ キ （ＡｒｔｏｃａｒＰＵＳ　ａｌｔｉｔｉｓ）， ココ ヤ シ （ＣＯＣＯＳ　ｎｕｃｉ　ｅｒａ）で あ る 。 タ ロ イモ と コ コヤ シ

は ，年 間 を とお して ，収 穫可 能 で あ る が， パ ンノ キの 実 の結 実 ，成 熟 は， 季 節 的 （４

表 １ サ タ ワ ル 島 の 人 口 の 推 移

年

１８９０

１９０９

１９３１

１９３５

１９５８

１９６２

１９７１

１９８０

男（人）

？

１０４

１３５

１２４

？

？

２０４

２５５

女（人 ）

？

８４

１４５

１４３

？

？

１６０

２３７

計 （人）

２００

１８８

２８０

２６７

２８５

３２６

３６４

４９２

備 考

［ＤＡＭＭ　ｕｎｄ　ＳＡＲＦＥＲＴ　 ｌ９３５］

［ＤＡＭＭ　ｕｎｄ　ＳＡＲＦＥＲＴ　 １９３５］

ｒ土 方 　 １９４３］

［南 洋 庁 　 １９３７ｂ］

［Ｔ．　Ｔ．Ｐ．１．　 １９６０】

［ＡＬＫＩＲＥ　 １９６５］

［Ｔ．Ｔ．　Ｐ．１．　 １９７１］

筆 者 の調 査
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表 ２－１　 サタワル島の土地名 と保有 出自集団

土 地 名

元 来 の 保

有
ｃｌａｎ・

ｌｉｎｅａｇｅ

現 在 の保

有
ｌｉｎｅａｇｅ

土 地 名

元 来 の 保

有
ｃｌａｎ・

ｌｉｎｅａｇｅ

現 在 の 保

有
ｌｉｎｅａｇｅ

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

１◎．

１１．

１２．

１３．

１４．

１５．

１６．

１７．

１８．

１９．

２０。

２１，

２２，

２３，

２４、

２５，

２６，

２７，

２８，

２９，

 Nernlyennay 

 Mesernikempaktinelmay

 NtikeuarOng

 Pakimeimay 

 YapeneyOw

Nerheenow

 Nukunippiy 

 Rhapinippiy 

 Fayiiren

 Fayemg.ânting

 Flyechen 

 Raanemwaay 

 Yimwânipdy 

 NeiktinkUmwtirh 

 Mwusonikkerh 

 Yenânfera 

Matainatik 

 MwOrhonganikem 

 Ferhdfirak

Wenippan 

 Fââytaay 

 Rhapiitaay 

 Nemwey 

 WeytOwur 

Fankeengiy 

 Meseneik

 FOtomwor 

Neweta

 Neeke

SW 

MA 

SW

YA-W 

NE-P

 SS-Y

NE-R 

NE-R 

Wu

NE-R

NE 

NE-R

NE-R 

NE-R 

YA-N 

MA 

MA 

NE-P 

SS-A

NE-R 

YA-N 

YA-A 

MA 

NE-P

SS-A 

SS-A, 
MA

NE-P 

Wu, 
NE-P

MA, 
YA-A

NE-P 
MA 
SS-A, 
MA 
YA-W 
SS-A, 
NE-R, 
NE-P 
SS-Y, 
MA, 
 NO-N 
NE-R 
SS-A 
MA, 
NO-F 
NE-R, 
NO-K, 
YA-A, 
YA-N 
NO-F 
NE-R, 
NO-K 
NE-R 
NE-R 
YA-N 
NE-R 
MA 
SS-A 
SS-A, 
SS-Y, 
NO-N 
NE-R. 
SS-Y 
NE-R 
MA 
NE-R, 
YA-N 
NE-R 
SS-A,

 YA-N, 
MA 

SW 

NE-N, 
 KA-A, 
NO-K, 
NE-R 

MA, 
YA-A

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59.

Neyamman 

Nemaat 

 Neweriyem 

 NekiyemgOrhik 

 Nemwerttonong

Ｒａａｐｉｉｒａｋｉｒｈ※

（２個 所あ り）

Kkuwow

 Neyarepwann

 Nepokuw 

Nekao

 NemAayOn

 Neemw6no 

Neepiiy

 Yapeew 

 YApinipfiyi

 Faanimady 

 Mayikkit 
 Yâtiitrone 

 Yadna  tiwO 

 WenifayimwO 

Reewow 
Pwuroorhik 

 Yapinyimwenikal 

 Weysow

 FAaniwirh 

 NeepiytiwO 
 Yimwaffe  (Neydar) 

 Kaningeirek 

 Sikafina0

Ningiiccha

 PI

A-N

NE-R

NE-R 

NE-P, 
NE-N 

NE-R, 
YA-A

NE-P, 
YA-A 

KA-W

MA 

SS-A

NO-N

YA-A 

 SS-Y, 
SS-A 

SS-A, 
NE-P 

MA

FA 

FA 

 SS-Y 

YA-A 

NE-R 

NE-R 

NE-P 

NE-P 

MA, 
YA-A 

FA 

YA-A 

YA, 
NE-P

NO-K, 
YA-A 

NE-P

 O-F

ＰＩ，

ＮＥ．Ｐ

ＮＯ －Ｎ ，

ＮＥ－Ｒ

ＮＥ－Ｎ ，

ＮＥ．Ｐ

Ｎ Ｅ－Ｒ

Ｎ Ｅ－Ｎ

NE-R, 
 YA-A, 
NO-K 

NE-P, 
 YA-A 

NO-F, 
KA-W 

NE-R

SS-A, 
MA

NE-P, 
NO-K 

 YA-A 

 SS-Y, 
SS-A 

SS-A, 
NE-N

MA, 
 YA-N 

MA 

MA 

 SS-Y 

YA-A 

YA-A 

NO-F 

NE-P 

NE-P 

MA

MA 

 YA-A 

NE-P

NO-K

NE-P, 
NE-R 

NO-F
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60. 

61.

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67.

68. 

69.

70.

71. 

72. 

73.

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87.

88.

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95.

土 地 名

 Yastilaiwow0 

 NeyimwenikAt

Ropiy 

 Neepwiitik0 

 Tesweyisow0 

 Neyan 
 Fa.aniyOr 

 YOsukuna0

 NesâtikUw 

 Faaynen

Nemenak

Yawiiy 

 Nepâti 

 Wenikeyiya0

Neefay 

 Nes6OrOri 

 Noosomwar 

Newirh 

 Net.Ong 

 YanengAnipik 

 NemwAir 

 RopotiwO 

 Fanemwek 

 Weneyite0 

 Kaningatak© 

 YimwaniwO 

 nanarni 

 NenAdt

Pekinong

Kucchupey 

Suuren 

 FanAkun 

 Pwernlynimmong 

 Neemaanong 

 WennnUktirhan 

Yappwinis

元来 の 保有

ｃｌａｎ・

　ｌｉｎｅａｇｅ

SS-A 

NE-P, 
 YA-A 

 YA-A 

 YA-A 

 YA-A 

YA-N 

SW 

KA-A, 
SW 

 PI 

NO-K

NO-N

NO-N 

SW 

YA-W, 
YA-N

KA-A 

KA-A 

NO-K 

SW 

YA-N 

 PI 

NO-N 

 PI 

NO-K 

NO-F 

YA-W 

YA-W 

 YA-N 

YA-W

KA-W

KA-W 

KA-W 

KA-A 

KA-A 

KA-A 

KA-W 

Wu

現 在 の保有

ｌｉｎｅａｇｅ

SS-A 

NE-P

YA-A 

YA-A 

YA-A 

YA-N 

SW 

KA-A

 PI 

NO-F, 
NO-K 

NO-N, 
NO-F 

NO-N 

SW 

KA-W, 
YA-W, 
YA-N 

KA-A 

NO-F 

YA-A 

SW 

SW 

 PI 

SW 

 PI 

NO-K 

NO-F 

YA-W 

YA-W 

YA-N 

KA-A, 
YA-W 

KA-W, 
KA-A, 
NO-F 

KA-W 

KA-W 

KA-A 

NO-F 

KA-A 

KA-W 

NO-F

96. 

97.

98.

99.

100. 

101.

102. 

103.

104. 

105. 

106.

107.

108.

109.

110. 

111.

112.

113.

114.

115. 

116. 

117. 

118.

119.

土 地 名

 SOpwoniyan 

 Menayisewa

 YOmOmenaw

 PwAremenaw

 Nefaniyap 

Wuraaw

Neepw 

 NemwAring

 WuwOwu 

 Fdanere 

 Nenifaana

Neekopw

 Noonâ

 NeeyOroma

 Raakmaafang 

 Yatiyan

 Neyitânneew

 Pwennagang

 Apinipwen

 Fethynenwur 

 WeyinOmw 

 Fetdanâpwan 

 Fetannuwaanen

Raanimwar

元 来 の保有

ｃｌａｎ・

　ｌｉｎｅａｇｅ

KA-A 

NO-N

 YA-N

KA-A

NO-N 

 PI, 
KA-W

 PI 

KA-W, 
NO-N 

KA-W 

KA-A 

NO-N, 
 PI

Wu, 
YA-N 

YA-N

So, 
YA-W

YA-N 

NO-N, 
YA-N

 YA-N, 
KA-A 

KA-A

NO-K, 
KA-A 

KA-A 

KA-A 

NO-F 

 PI

YA-W

現 在 の 保

有ｌｉ
ｎｅａｇｅ

NO-F 

YA-W, 
 SS-Y 

YA-N, 
KA-A 

KA-A, 
NO-F

NO-N 

 PI, 
KA-A, 
KA-W 

 PI 

KA-W

KA-W 

KA-A 

YA-A, 
NO-K, 
 PI, 
KA-A, 
SW, 
YA-A 

NO-N, 
YA-N 

NE-P, 
NE-R, 
MA 

YA-W, 
NE-R, 
NO-F 

YA-N 

 NE-N, 
 SS-A, 
NO-F, 
 PI, 
YA-N, 
MA

KA-A, 
YA-N 

KA-A, 
NO-K 

MA

KA-A 

KA-A

NO-F 

 PI, 
YA-A, 

NO-F, 
KA-A, 
NE-R, 
 PI
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名地土

120.

121.

122.

123.

124.

125. 

126.

 127,

128.

129. 

130. 

131.

132.

133.

134.

135. 

136.

137.

138.

139. 

140.

141. 

142.

143.

144.

 FAankinife

 MengikOOn

 FaAyntiliwOn

 PpAyrhan 

 Nernâat

Newanetupw 

 Nengeneer

 Neemweyang

 Pweniiyeew

 Mayicchinong 

 WenimerhOr 

 Yâpiirhan

 Fa6yrhinIn

Sawiirorh

 WAAniyOr

 Pisiriyanworhow 

Nekarengas

 NennOn

 PpeenOmw

 Woneyina 

Fateyitopw

 Matayrang 

 Matdyreyiyap

 NtiktinUpwen

 Nenixinwenipwen

２１８

国立民族学博物館研究報告　　９巻２号

保

　
即

の

●
㎝

承
有
艦

現 在 の保有

ｌｉｎｅａｇｅ
土 　 地 　 名

元 来 の 保

有
ｃｌａｎ・

ｌｉｎｅａｇｅ

現 在 の保

有ｌ
ｉｎｅａｇｅ

 O-K

SW

 O-K

 O-F

-A

A-N

 O-K

NO-F

vvu. 
NO-N, 
 YA-N

 YA-A 

NE-R 

NO-K, 
Wu 

SW, 
 YA-A

SS-Y

KA-A, 
 YA-A 

NO-N 

NE-R, 
 YA-A

A-A

NO-K

NO-F 

 YA-A, 
MA 

NO-N 

SS-A

A-N

 PI

NO-K

SW, 
NO-F

NO-N, 
MA

NO-F 

KA-A, 
 YA-W

YA-N 

NO-K, 
KA-A, 
YA-N

NO-F, 
SW, 
NO-K

MA, 
SS-Y, 
 YA-N, 
NO-F

 YA-A 

SS-Y 

NO-K, 
MA 

SW, 
 YA-A, 
NE-R 

SS-Y, 
KA-A, 
 YA-A 

YA-A

SW 

NE-R, 
 YA-A, 
KA-A 

 YA-A, 
NO-K 

NO-K, 
NO-F 

NO-F 

MA, 
 YA-A 

NO-K 

SS-Y, 
NE-R

 YA-N, 
 PI, MA 
NE-P, 
NO-F, 
KA-A 

NE-R

145.

146.

147.

148.

149. 

150.

151.

152.

153.

154. 

155. 

156.

157. 

158.

159.

160. 

161. 

162. 

163. 

164.

165. 

166.

167. 

168.

169. 

170.

 Weniyan 

 Rongerhuw

 Wenipepe

Soonifay

 Newuune• 

 NemOOyitip

 NUkUnkeyun

Yeengiy

Wenutt

 Yapinifay 

Neepwa 

 Tewanipar

 YAngeintik 

 SOpweeton

 Yapita

 NemO6yrakirh 

 FetânwOwarik 

Netiwetiw 

 MAynuuk 

 Peniy6Or

 Yateraytip 

Neworor

 Mkanpwari 

Nepwunong

Nnak 

Senar

A-N

SS-A, 
Wu

 PI, 
KA-W

KA-A, 
SW

KA-A

SW

SW

 PI

SW

KA-A 

KA-A 

KA-A, 
MA

KA-A 

KA-A

KA-A

 PI 

KA-A 

 PI 

 YA-N 

KA-A

KA-A 

 YA-N. 
SS-A 

Wu 

MA, 
 YA-A 

NO-N 

NO-N

 YA-N

NO-K, 
 YA-N, 
 PI 

 PI,  SW, 
NO-F, 
KA-W, 
NE-R 

SW, 
 SS-Y, 
NO-F, 
 YA-N, 
 YA-A, 
NE-P 

NO-F

SW, 
NO-F, 
KA-A

SW, 
NE-R

 PI, 
NO-K, 
NE-R

SW

KA-A

KA-A

 YA-A, 
KA-A 
MA

KA-A 

KA,A, 
SW 

NO-F, 
MA 

 PI 

 YA-A 

 PI,  SW 

 YA-N 

KA-A, 
KA-W 

 YA-N 

KA-A,

NO-F 

MA, 
 YA-A 

NO-N 

SW, 
 SS-Y, 
NO-N
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171.

172. 

173. 

174.

175. 

176. 

177. 

178. 

179. 

180.

181.

土 地 名

 Sapen

 MAcchiis6mw 

 NetinenyAinet 

 WenimOng

 YOwutOnyOtott 

 Neesangênong 

 Pwene 

Neepat 

 MesAnikkar 

Neesang

 Yanayisong

元 釆 の保

有
ｃｌａｎ・

ｌｉｎｅａｇｅ

YA-N, 
SS-A

SW 

SW 

KA, 
YA-A

YA-A 

YA-W 

NE-R 

MA 

YA-N 

SW

NO-K, 
YA-N, 
 PI

現 在 の保

有ｌｉ
ｎｅａｇｅ

NE-R, 
YA-W, 
SS-A, 
YA-N 

SW 
SW 

NO-K, 
NE-R, 
KA-A, 
 PI,  SW 
NO-N, 
NO-F 
YA-A 

YA-W 

 NE-R 

MA 
YA-N 

SS-Y, 
NE-N, 
YA-W, 
SW 

SS-A, 
KA-A, 
NO-K, 
 PI, 
YA-N, 
YA-W

182. 

183.

184.

185. 

186. 

187.

188. 

189.

190.

191. 

192. 

193. 

194.

土 地 名

 Pwenntiktitiw 

Weniinang

Wenimaat

Rapot 

 Yimiuirakirh 

 NetOpwut

 Yamandw 

Yawirhiyya

 Pwenakapit

 FadnupOkuw 

 Teyirni 

 MwOrhognaniy6w 

Kinnup

元 来 の 保

有
ｃｌａｎ・

ｌｉｎｅａｇｅ

SS-A 

KA-A

YA-N

SS-A 

NO-N 

SS-A

YA-W 

NO-K

SS-A

NE-P 

YA-A 

SW 

KA-A

現在 の保

有１ｉ
ｎｅａｇｅ

SS-A 

NE-R, 
KA-A 

NE-N, 
YA-N 

SS-A 

NO-F 

SS-A, 
NO-F, 
SW, 
YA-N, 
SS-Y 

YA-W 

YA-A, 
NO-K 

SS-A, 
YA-A 

NE-R 

YA-A 

SW 

SW

註 ー
ム

リ
臼

り０

４

ｃｌａｎ と ｌｉｎｅａｇｅの 略 号 は ， 図 ３，表 ３の表 記 に した が う。

ＦＡ．　Ｓｏ．　Ｗ ｕ は， そ れぞ れ Ｆａａｎｉｗｉｒｈ，　Ｓ６６ｒ．，　Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕ　ｃｌａｎ の 略 号で あ る。

※ の 記 号 は， 現 在 の Ｐwｕｋｏｓ （居 住地 ） を示 す 。

◎ の記 号 は， カ ヌ ー小 屋 の あ る場 所 を あ らわ す 。

月 ～ ９月 ） で あ る。 後 者 の収 穫 量 は，年 間 の 降雨 量 と関 係 し，年 ご とに か な り変 動 す る。

　 それ らの ほ か に ， バ ナ ナ （．Ｍｕｓａ　ｓａｐｉｅｎｔｕｍ） と新 し く導 入 さ れ た サ ツマ イモ （ＩＰｏ－

ｍｏｅａ　ｂａｔａｔａｓ）， カ ボ チ ャ （Ｃｕｃｕｒｂｉｔａ　ＰｅＰｏ）， パ イ ナ ップル （Ａｎａｎａｓ　ｃｏｍｏｓｕｓｕ）， サ トウ

キ ビ （Ｓａｃｃｈａｒｕｍ　ＯＬＯｉｃｉｎａｒｕｍ）が あ る。 バ ナ ナ は ，１９５０年代 ま で ， その 幹 の 内 皮 か ら繊

維 を と るた め につ く られ て お り， 食 用 に す る こ とが禁 じられ て い た。 サ ツマ イモ は ，

家 の周 辺 の菜 園 に植 え られ るだ けで ， 主食 に 占 め る割 合 は， きわ めて 低 い。

　 そ れ らの栽 培 植 物 の ほ か に ， パ パ イ ヤ （Ｃａｒｉｃａ　ＰａＰａｙａ）が家 の まわ りに 植 え られ て

お り， 野生 の果 実 と して は， ジ ャ ワ フ トモ モ （Ｅｕｇｅｎｉａ　Ｊａｖａｎｉｃａ　Ｌａｍ）， パ ンダ ナス

（Ｐａｎｄａｎｕｓ　ｔｅｃｔｏｒｉｕｓ）の 実 が食 用 に され る。 ま た ，救 荒 用 の食 用 植 物 と して ， 野生 の タ

ロ イモ の一 種 （Ａｇｅｃａｓｉａ　ｍａｃｒｏｒｒｈｉｚａ）とタ シ ロイ モ （Ｔａｃｃａ　ｌｅｎｅｔｏＰｅｔａｔｏｉｄｅｓ）が 利 用 され

る こ と もあ る。 食 用 を 目的 と しな い有 用 植 物 と して は ，敷 物 の材 料 とな るパ ンダ ナス ，

２１９
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表 　２－・２ タ ロ イ モ 田 の 名 称

 Ti. Sawiirorh 

T2.  Yâpiirhan 

T3.  Ffiayrhithn 

T4.  Pwentlyeew 

T5.  Neenmweyang 

T6.  WA6miyOr 

T7.  Fdankinife 

T8.  Nen6Onwenipwen 

T9.  N6liripwen 

 T10.  Mengik6On 

 T11. Raannimwar 

T12.  Pwenndafâng 

 T13.  Nenifaana 

T14. Faayis 

 T15.  Faanere 

T16.  Fanakun 

 T17.  Pwerniynimmong 

 T18.  Weyin6mw 

 T19. Soonifay 

T20.  Nem66yi  tip 

T21.  Nem66yirakirh 

T22.  Nemâatiw 

T23. Neyangeyang 

T24.  Pwerrasat

T25.  Wenipepe 

T26. Nepwunong 

T27. Ngungunong 

T28.  PeniyOr 

T29. Senar 

T30.  SApen 

T31.  Matanpwari 

T32.  FAanpokilw 

T33.  YAnayiiong 

T34,  Pwerulfay 

T35.  Pwennamit 

T36.  Kkar 

T37.  Pwenmiklaw 

T38.  Mwaapwen 

T39. Yawirhiya 

T40.  Yfifisafo 

 T41.  Nelthr 

T42.  Nenngeneer 

T43.  Yatiyan 

T44. Rongerhuw 

T45.  Mayicchinong 

T46. Rrap

織物の繊維をとりだすハイビ気カス （ＨｉｂｄＳｃｕｓ　ｔｉｔｉａｃｅｕｓ）が重要である。

　現在のサタワルの食生活は，米の購入による米食もみられるが，多 くは，タロイモ

とパンノキの実に依存している。米食は，教師や保健夫などの俸給者の家庭で，平均，

１週間に １～ ２日程度である。それ ら以外の人びとは，コブラ販売の代金で米を入手

するために，米食の回数は，１か月に２～ ３回にとどまる。年間の食事パターンをみ

ると，パ ンノキの結実期は，ほとんどパ ンノキの実の料理，その枯渇期は，タロイモ

料理，というように分けられる。 とくに，１１月から翌年の３月 にかけてのパンノキの

実の枯渇期は，島の食料が欠乏す るときである。

　サタワル島の漁撈活動は，貿易風 と熱帯性低気圧の発生によって大きく制約される。

１年の半分以上にあたる１０月から翌年の５月にかけては，北東ないし東よりの貿易風

が卓越するために，島の周辺での漁撈 がおこなわれる日数は， １週間に２日ほどであ

る。その貿易風が弱まる夏季の６月～ ９月は，裾礁付近での漁が活発に実施される。

しかし，西からの風が強 くなる日には，それも不可能 となる。この点で，サタワル島

２２０
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は ，広 い礁 湖 を もつ 環 礁 島 に くらべ ，漁 業 資 源 の利 用 に お いて ，劣 悪 な環 境 下 にお か

れ て い る ので あ る１６）。 この 島 の人 び とは ，限 定 され た 海 の 資源 を有 効 に 利 用 す る た

め に ， い くつ か の工 夫 を こ ら して い る。 １つ は， 島 の周 辺 にあ る漁場 へ の立 ち入 りの

禁止 とい う規 制 で あ り， ２つ め は， 無人 島 お よび サ ンゴ礁 で の漁 獲 活動 の促 進 で あ る。

禁 猟 区 に指 定 され るの は ， 島 の 北方 ２００ｍ の と ころ に あ る サ ンゴ礁 （Ｗ ｅｎｉｍ ６ｎｇ

礁 ） で ，夏 季 の 時期 に は １か月 に ２回 の解 禁 日を も うけ て ，大 量 の 漁獲 を可 能 に して

い る。 ま た ，島 の北 西 およ び北 東 に あ る無 人 島 （Ｗ ｅｓｔ　Ｆａｙｕ 島 と Ｐｉｋｅｌｏｔ島） で は ，

大 型 帆走 カ ヌ ー に よ る漁撈 活 動 が お こな わ れ ， ウ ミガ メ， シ ャ コガ イ， サ ンゴ礁 魚 類

が ， 島 へ運 ばれ る。 島 の南 に あ るサ ンゴ礁 （Ｗ ｅｎｉｋｉｙ礁 ） は ， カ ツオ ， マ グ ロな ど

の外 洋性 表 層 魚 が 回遊 す る漁 場 で あ り，大 型 カ ヌ ーを 駆使 して の １本 釣 りや トロー リ

ン グに よ って ，大 型 魚 の漁 獲 物 が え られ る。 そ れ らの海 域 や無 人 島 で の漁撈 活 動 は ，

い ず れ も， 島 の首 長 の 管 轄下 に あ る。 そ して ， そ こで の漁 獲 物 は ，首 長 の差 配 の も と

に， 島 の人 び とす べ て に均 等 に分 配 され る。

　 うえ で み た よ うに， サ タ ワル 島 は ，海 の た だ 中 に位 置す る島 とは い え ，隆 起 サ ンゴ

礁 の 地 形 で あ る た め にそ の 島 で の魚 介 類 の獲 得 は ，大 きな制 約 を うけ て い る。 動 物 性

蛋 白源 と して は ，魚 介 類 の ほか に， イ ヌ， ニ ワ ト リ， ブ タ が飼 育 され て い る。 イ ヌや

ニ ワ トリは ，漁 掛 活動 が低 調 にな る１１月 ～ ３月 に食 用 とさ れ る。 しか し，各 出 自集 団

で飼 育 す るそ れ らの数 は ，平 均 １０匹 ほ どで 魚 介 類 に代 わ る役 割 を はた して い な い。 ブ

タ も， １集 団 あ た り， ２～ ３頭 を 所有 す る のみ で ， そ れ は ，主 と して 島 の祭 宴 用 の食

料 と して 供 され ， 日常 的 な食 用 とな って い な い。

　 島 の人 び とは ， 唯一 の 換金 作 物 であ る コ コヤ シの実 か らコブ ラをつ くり，販 売 す る

こ とに よ って 現 金 を 手 にす る。約 １，０００ｋｍ 西 方 に位 置 す る行 政 の 中心 地 ， ヤ ップ 島

か ら ２～ ３か月 に １度 ， 島 々 を巡 回 す る不 定 期 船 が， サ タ ワル 島を お とず れ る。 そ の

船 は ， コブ ラの 買 い つ け ，物 資 や人 び との輸 送 を 目的 と して い る。 人 び と は， そ の 船

で来 る商 人 に コブ ラを 売 り，必 要 な 日用 品 や食 料 を買 う。 食 料 と して ，前 述 の米 も あ

るが ， コー ヒー ，砂 糖 ，醤 油 ， な ど とと も に， サ バ や イ ワ シの か んづ め ， コ ンビ ー フ

が か な り購 入 され る。 これ らの か んづ め類 は，魚 介 類 を え られ な い と きの食 料 と な る

わ けで あ る。 この こ とか ら も， サ タ ワル 島 の人 び とは ，動 物 性 蛋 白 源 を 漁業 資 源 に依

存 で きな い こ とが うか が わ れ る。

１６）サタワル島の漁撈 活動と海面利用の問題につ いては，別稿で 発 表 す る の で 参 照 さ れ た い

　 ［ＳｕＤｏ　 １９８４］。 そこでは， １９７９年 ６月か ら１２．月にかけてサタワル島で実施 された漁撈 活動 の

　漁法別頻度を表示 してある。また，漁法 については，秋道が概略を報告 しているので参照され

　 たい ［秋道　 １９８１：７１］。
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　　 ２） 母系 出 自集団 と階層制

土地の保有関係 と密接に関連する社会組織 （集団）の性格について概略をのべるこ

とにする。現在， サタワル社会には， ８つの固有の名称をもったノｄｙｉｎａｎｇとよばれ

る母系出自集団がある。人びとは，かならず，それらのうちの，どれかに帰属 してい

Clan 

 Neyaar

 lineage 

 Neyimenikat 
(Pwuroorhik) 

 Neydar 

Rapiirakirh

略号

NE-P 

NE-N 

NE-R

 Yaanatiw

  Noosomwar

Kataman

 Yaanatiw 

 Neyan 

Wenikeyiya 

(Nemenak) 

Kaningeirek 

 Faayinen 

 YOsuknap 

Wenikeyiya

YA-A 

YA-N 

YA-W

NO-N 

NO-K 

NO-F 

KA-A 

KA-W

Piik  Nesatikaw  PI

 Sawen  FaaniyOr SW

 Sawsat  Yapêêw 

Yatiirong

SS-A 

SS-Y

 Maasanë Weyisow MA

※Ｎｅｍｅｎａｋの 集 団 は 、現 在Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋに 居 住 、

た だ し、財 は 、共 有 して い な い。

図 ３－１ Ｃｌａｎ の 分 節 と １ｉｎｅａｇｅ
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る 。 ８つ の ｐｄｙｉｎａｎｇ の 名 称 は ，

（１）Ｎ ｅｙゑａｒ， （２）Ｙ ゑゑｎａｔｉｗ， （３）

Ｎ ｏｏｓｏｍ ｗａｆ， （４）Ｋ ａｔａｍ ａｎ， （５）

Ｐｉｉｋ，　 （６） Ｓａｗ ６ｎ，　 （７） Ｓａｗｓ飢 ，

（８）Ｍ ａａｓａｎ６ で あ る。 そ れ ら の

う ち ， （１）～ （３）の 名 前 は ， い ず れ

も サ タ ワ ル 島 の 地 名 に 由 来 し て い

る 。 そ し て ， Ｎｅｙａａｒ，　Ｙ ａａｎａｔｉｗ ，

Ｎ ｏｏｓｏｍ ｗａｒ の ３つ の ■ｄｙｉｎａｎ９

は ， ほ か の 島 と の 関 係 に お い て は ，

同 じ く Ｍ ｏｎｇｏｎＵｆａｒｈ と い う 同

一 の 名 称 で よ ば れ る １７）
。 そ の 理 由 は ，

図 ３－２　 Ｃｌａｎの主 一 従 関 係

　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 ３つ の ７ｄｙｉｎａｎｇ が ，移 住 の起 源 地 （サ タ ワル

島 の 西方 に あ る イ フ ァ リク島） に お い て， 元 来 ， １つ の 出 自集 団 を構 成 して い た。 し

か し， そ の島 か ら， ほか の 島へ の移 住 の 過 程 で ３つ の独 立 した 集 団 に分 離 したか らで

あ る と伝 え られ て い る。 サ タ ワル 島 にお い て は ， そ れ らは ， 独 自の クｄｙｉｎａｎｇ とみ な

され て お り，相 互 に通 婚 が お こな わ れ て い る。

　 上記 の ８出 自集 団 の う ち， さ らに下 位 の集 団 へ と分 節 化 して い る も の が ５ つ あ る

（図 ３－１参 照）。 この分 節 集 団 を指 示 す るサ タ ワル語 は 存 在 しな いが ，２ｄｙｉｎａｎｇ と

の 関係 で ，ｒａａｎｉ　２ｄｙｉｎａｎｇ （「２ｄｙｉｎａｎｇ の枝 」） とよ ば れ る。 日常 の会 話 に お いて は ，

分 節 集 団 の 居住 区 の地 名 が そ の集 団 名 と して使 用 され る。 そ して ，分 節 した 出 自集 団

の成 員 が 居 住 す る区画 は ，Ｐωｕｋｏｓで あ らわ され る。 こ の Ｐωｕｋｏｓの こ とば は ，　Ｐｗｕｋ－

ｏｓａｙ （１人 称 ），　Ｐωｕｋｏｓａｎ （３人 称 ），　Ｐｗｕｋｏｓαｒ （３人 称 複 数） とい うよ うに語 尾 変 化

し， 「私 の （あ な た の， 彼 らの） 生 ま れ た と こ ろ」 を 意 味 す る。 した が って ，Ｐωｕｋｏｓ

は， 集 団 構 成 の 性 格 を指 示 す る こ と ばで は な く，人 び との 居住 地 （屋 敷 ） を言 及 す る

サ タ ワル 語 とみ な す こ とが で き る。

　 １つ の ／ｄｙｉｎａｎｇ か ら分 裂 した 複 数 の 出 自集 団 の女 性 祖 先 の相 互 の系 譜 関係 は， 明

確 にた どれ な い場 合 が 多 い 。 そ して， 他 島 の人 との あ いだ で ， 出 自の 確認 を お こな う

場 合 ，ｙｄｙｉｎａｎｇ の名 称 が 最 初 に 口 に され る。 そ の さい ，個 人 が 帰 属 す るそ れ ぞ れ の 島

の ■ｄｙｉｎａｎｇ の 名前 が 同 じで あれ ば， 系譜 関係 が 明確 で な くて も，両 者 は，同 じク顔 π一

ａｎｇ の 成 員 で あ る と同定 す る。 そ れ にた い し， サ タ ワ ル 島で 同 じ■ｄｙｉｎａｎｇ の成 員 で ，

１７）本稿でのサタ ワル語の音声表記 は， 須藤 ［１９８１：６５６］に したがう。 ただ し， 子音の硬 口蓋

　音にあたる 「そ り舌共鳴音」 は，前稿で は，ｆで表記 したが，本稿において は，　ｒｈの音声表記

を もちいる。
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同 じ Ｐωｕｋｏｓに居 住 す る人 び と は， 相 互 に系 譜 関 係 を 女 性 の始 祖 ま で た ど って一 致 さ

せ る こ とが で き る。 この よ うな性 格 を もつ ２ｄｙｉｎａｎｇ に， 本 稿 で は， 母 系 ｃｌａｎ の用

語 を適 用 す る こ とにす る。 そ して，■ａ■ｉｎａｎｇ の分 節 出 自集 団 （７ａａ　２ｚ１ａアｚｎａｎｇ）には ，

母 系 ｌｉｎｅａｇｅの 用語 を あ て る。

　 Ｎｅｙゑａｒ，　Ｙａａｎａｔｉｗ の各 ｃｌａｎ は，図 ３－１で示 した よ うに，そ れ ぞ れ ３つ の ｌｉｎｅａｇｅ

に ，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ，　Ｋ ａｔａｍａｎ，　Ｓａｗｓゑｔは， そ れ ぞ れ ２つ の ｌｉｌｌｅａｇｅに分 節 化 して い る。

つ ま り， サ タ ワル社 会 は ， ８つ の ｃｌａｎ とそ れ らか ら分 節 した １５の ｌｉｎｅａｇｅ によ っ

て 構 成 され て い るの で あ る。 そ して ， 土 地 を実 際 に保 有 す る基本 的集 団 は， 複 数 の

１ｉｎｅａｇｅ よ り成 る ｃｌａｎ に お いて は， 各 ｌｉｎｅａｇｅで あ り， 単 一 の １ｉｎｅａｇｅと ｃｌａｎ の

場 合 は， ｃｌａｎ で あ る。 前 者 にお い て ， 土 地 を 共 有 す る 自律 的集 団 を形 成 す る の は，

Ｉｉｎｅａｇｅで あ るが ， 第 ＩＶ章 およ び第 Ｖ章 で 例 が あ るよ うに ， あ る ｌｉｎｅａｇｅの土 地 が 少

な い場 合 には ， 同 じ Ｃｌａｎ の ほか の ｌｉｎｅａｇｅ が土 地 を調 達 す る。 これ は，　Ｃｌａｎ レベ ル

で土 地 の融 通 と調 整 が実 行 され る こ とを示 して い る。 つ ま り， ｃｌａｎ は， 通 常 ， 土 地

保 有 の実体 とは な らな い が ，潜 在 的 に は ，土 地 保 有 の 単 位 と して の機 能 を はた す 可 能

性 を も って い るの で あ る。

　 サ タ ワル 島 の ８つ の ｃｌａｎ は ，島 の 首 長 を世 襲 的 に輩 出す る ３つ の ｃｌａｎ （■ｄｙｉｎａｎｇｉ

５６〃ｚｗｏｏｎ） と， そ うで な い ５つ の ｃｌａｎ （■ｄｙｉｎａｎｇｉ／ａｒａｍａｓ） に 階層 化 して い る。 ５６〃２－

ｗｏｏｎ は，「島 お よび 出 自集 団 の統 率 者 」，　ｙａｒａｍａｓは ，「人 間 な い しふ つ うの人 び と」

を それ ぞ れ あ らわす 。 こ こで は，前 者 を 「首 長 ｃｌａｎ」，後者 を 「平 民 ｃｌａｎ」 と よぶ こ

とにす る。 こ の首 長 ｃｌａｎ と平 民 ｃｌａｎ の社 会 的 地 位 にお け る分 化 は ， 伝 承 の うえで

そ れ らの ｃｌａｎ の サ タ ワル 島へ の移 住 の歴 史 と土 地 の保 有 お よび 分 与 と に 関 連 して い

る と信 じ られ て い る。 そ の階 層 分 化 を正 当化 す る もの は１ 歴 史 伝 説 （ωｕｒＵＸＶＯｔｖ）で あ

る ［須藤 　 １９８１：６４７］。 個 々 の ｃｌａｎ の起 源 お よ び移 住 に関 す る伝 説 の 分析 お よ び そ

れ ら と ｃｌａｎ の形成 お よ び歴 史 につ いて の検 討 は ， 別 稿 に て論 述 す る予 定 で で あ る。

こ こで は ， 簡 単 に， 首 長 ｃｌａｎ と平民 ｃｌａｎ との地 位 差 の成 立 とそ れ らの現 在 の 関 係

につ いて 述 べ る こ とにす る。 ま ず ，ｃｌａｎ の移 住 伝 説 の 概 略 にふ れ て お く。

　 サ タ ワル 島 へ 最初 に移 住 して きた の は ，Ｓａｗｓａｔ　ｃｌａｎ で あ る１８）。 そ の ｃｌａｎ は ， サ

タ ワ ル島 を治 め る資 格 の あ る ｃｌａｎ を この 島 に招 聰 す るた め に ， 他 島 へ使 者 を お くっ

た 。 そ して，そ の要 請 に こた え て ，サ タ ワル 島 の ｓ６ｍωｏｏｎ で あ る ラ モ トレク （Ｌａｍｏ－

ｔｒｅｋ）島 か ら， １つ の ｃｌａｎ の人 び とが移 住 して きて 島 の南 部 に住 み つ い た。 そ れ が ，

Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ で あ る。Ｓａｗｓｉｔ　ｃｌａｎ の 人 び とは，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の 首 長 にサ タ ワ ル 島 の

統 治 す る権 限 を 譲渡 した 。 そ して，彼 らは， Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の輩 下 につ くこ とに な った．
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　 Ｎｅｙａ６ｒ　ｃｌａｎ のつ ぎ に， ラモ トレク島 か ら，　Ｙａｉｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ の 人 び とが来 島 し，

Ｎｅｙａゑｒ　ｃｌａｎ の 首 長 は ， 島 の北 部 に居住 地 を つ くるよ う に指示 して，土 地 を分 けて や

った 。 ３番 目 には ， や は り ラモ トレク島 か ら Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の 成 員 が渡 来 した 。

彼 らは ， 島 の中央 部 に住 む よ う にな った 。 この よ う に して，サ タ ワル 島 に ４つ の ｃｌａｎ

が共 存 す る時 代 が つ づ い た 。そ の あ と，Ｋａｔａｍａｎ，　Ｐｉｉｋ，　Ｓａｗ６ｎ，　Ｍ ａａｓａｎ６ の各 ｃｌａｎ

の 人 び とが移 住 して来 た。 Ｋａｔａｍａｎ と Ｐｉｉｋ　ｃｌａｎ は ， 北 部 に居 住 す る Ｙ舶 ｎａｔｉｗ

ｃｌａｎ の庇 護 の もと に， 土 地 を分 け て も らい ， 島で 生 活 す るよ うに な った 。 そ して ，

Ｓａｗ６ｎ は，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの保 護 下 に，　Ｍ ａａｓａｎ６は ，　Ｎｅｙａａｒの監 督 の も とに お か れ ，

それ ぞ れ か ら土 地 を 譲 り うけ て ， 島 に長 く住 む こ とに な った 。　 　 　 　 　 　 　 、

　 以 上 が ， 現 在 の ８ｃｌａｎ の 移住 の歴 史 を か た る伝 説 の大 す じで あ る。 この伝 説 は，

ラモ トレク島 か ら最 初 に来 島 した Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ が サ タ ワル 島 の 第 １位 の首 長 を だ す

集 団 で あ る こ との 由来 を伝 え て い る。 そ して ， 来 島 の順 序 に した が って ， 第 ２位 が

Ｙａａｎａｔｉｗ ， 第 ３位 が Ｎｏｏｓｏｍ ｗａｒの 各 ｃｌａｎ で あ る。 これ らの 首 長 ｃｌａｌ１よ りあ と

に ， サ タ ワル 島 へ移 住 して きた ｃｌａｎ は ， 首 長 ｃｌａｎ の保 護 の も と に， 土地 の分 与 を

うけ た と信 じ られ て い る。 そ のた め に， 土地 の贈 与 者 と受 贈者 との あ いだ に， 身分 的

な 差 が生 じ， 後 者 は，前 者 の 「い う こ とを よ く聞 くひ と」 （翅 耽 ππの と よ ばれ るよ う

にな った。 具 体 的 には ，Ｍ ａａｓａｎ６ は，　Ｎｅｙａａｒ，　Ｋａｔａｍ ａｎ と Ｐｉｉｋ は ，　Ｙａａｎａｔｉｗ，

Ｓａｗ６ｎ は ，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの ， それ ぞ れ ／ａｋｋｕｎｅ’に な る ので あ る （図 ３－２）。 この よ

うな ， 各 ｃｌａｎ 間 で の主 一従 関 係 は， 島 社 会 の レベ ルで は， 首 長 ｃｌａｎ と平 民 ｃｌａｎ

と い う階 層差 で 表 現 され る こ とに な る 。

　 現 在 ， サ タ ワル 社 会 は， それ ぞ れ の首 長 ｃｌａｌ１か らで て い る ３人 の首 長 に よ って 統

轄 され て い る。 首 長 間 に は，権 限 の差 は み られ ず ，海 の資 源 の責 任 ， 島 の食 料 資 源 の

管 理 お よ び島 の秩 序 の維 持 とい う ３分 野 で 役割 を分 担 して い る１９）。 それ ら 以 外 の 問

１８）Ｓａｗｓａｔの語 意は，「海の人」である。　Ｓａｗｓａｔ　ｃｌａｎは， サタワル島の最初の居住者 と信 じら

　れて いる。そ して，Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎの人び とがラモ トレク島か ら移住 して きて，　Ｎｅｙａａｒの女性

　 と Ｓａｗｓａｔの男性か ら生ま れた息子が， サタワル島 の最初の ｓ６ｍωｏｏｎ（首長）にな った と伝え

　 られてい る。 このとき，Ｓａｗｓａｔの父が，彼の息子に， サタ ワル島を支配す る資格 と権利 とを

　譲 ったといわれる。つま り，首長の地位の禅譲 を思わせ る伝説が語 られているのである。現在，

　Ｓａｗｓａｔ　ｃｌａｎ の族長 には， ウミガメが とれたときには，かな らず，その頭部を融上す ることが

　義務づけられている。 それは，その ｃｌａｎが， サタ ワル島の 「最初の人」だか らと説明 されて

　い る。また，島の首長には，特定 の魚 （スジァ ラ，大型のマグ ロ，メガネモチノウオ）が捕獲

　 されると，贈 られ る慣習があ る。それ らの魚は，いずれも大 きく，その泳 ぐ様が，首長 の行為

　を象徴 しているか らと理 由づけ られて いる ［秋道１９８１：１０８－１０９］。

１９）現在，Ｎｅｙａａｒ，　Ｙａａｎａｔｉｗ，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの ３ｃｌａｎか ら，それぞれ １人 の首長がでて， 島の伝

　統的な政治 ・経済 的統轄の責任を もって いる。それ らとは，別に，信託統治下で，政府 の行政

　的連絡や会議に出席す る行政首長が １人 いる。その職につ く人 は， ３人の伝統首長の選 出によ

　 る。また，首長 ｃｌａｎの長 は，　Ｓ６ｍωｏｏｎ とよばれるが，平民 ｃｌａｎのそれは，　ｔｅＰＰ とよばれ，名

　称 を異 にする。本稿で は，∫轡 の訳語 と して 「族長」をつ かうことにす る。
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題が生 じた場合には， ３人の合議 で決定が くだされる。 そして， 首長 ｃｌａｎ と平民

ｃｌａｎとの身分差は，日常的活動においては， ほとんどあらわれない。 しかし，人び

とは，パ ンノキの実の初収穫 物を，第 １首長である Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の首長に献納 し

なければならない。また，集会での発言権や儀礼の内容などでは，首長 ｃｌａｎと平民

ｃｌａｎとの差異が象徴的に顕在化する。男性全員が参加する島の集会では，平民 ｃｌａｎ

の男性は，基本的に，彼自身の意志で発言することが許されない。誕生，成人，葬送

などの人生儀礼においても，衣裳や儀礼のやりかたが両者のあいだで異なる。いずれ

にせよ，サタワルにおける現在の社会階層は，歴史的には，在島者 と薪参者，土地の

保有者 と非保有者という二者間関係に基づいて成立 したとみなすことができる。

亜． 土 地 の カテ ゴ リー と保有 形 態

　 周 囲 ６ｋｍ，平 均 海 抜 ４ｍ とい う平担 な隆 起 サ ンゴ礁 の小 島 に住 む サ タ ワル の人 々

は ，彼 らの 島 を と りま く自然 環 境 （生 活 空 間 ） を い くつ か の基 準 に よ って分 類 し， 名

称 を あた え て い る。 そ の基 準 とな るの は ，社 会 ・宗 教 的 観念 に基 づ くも のか ら，地 形

的 特 徴 ，資 源利 用 の形 態 ，植 生 に よ る ものま で あ る。 社会 ・宗 教 的 観念 か らの分 類 に

お いて は ， 彼 らの世 界 （ｆａｄｙｉｎａａｎｇ：天 空 の 下 の 意 味） は，ま ず，島 ・陸 地 （ｆａｎａｂ） と

海 （ｓａａｔ）と に ２分 さ れ る。ｆａｎｄｉは ， さ らに人 間 が居 住 し，支 配 す る空 間 で あ る ｎｅｅｍａｎ

（人 間 の場 所） と超 自然 的 存 在 （／ａｎｉｍ：カ ミ） に支 配 され る空間 で あ る ｎｅｅωａｎ （森 ）

と に大別 さ れ る。 サ タ ワル の人 び との考 え に よ る と，この ｎｅｅｍａｎ と ｎｅｅωａｎ とは ，明

確 な境 界 に よ って 分 離 され て い る。 境 界 が 人 び との活 動 に お いて 顕在 化 す る の は ，夜

間 の行 動 や資 源 の枯 渇期 に お け る農 耕 活 動 の局 面 で あ る。 彼 らは ， 日没 後 ， ｎｅｅωａｎ

が 「悪 い」クαπ伽 の彷 復 す る場 で あ る と信 じ， そ こへ 立 ち入 る こ とを恐 れて い る。 ま

た ，食 料 資 源 の欠 乏期 に は ，特 定 の 日以 外 に森 で の食 料 獲 得 の た め の農 作 業 が 厳 し く

禁 じ られ る。

　 ｎｅｅｍａｎ は， 具 体 的 に は ， 人 び とが 家 を建 て ， 炊事 小 屋 で料 理 を つ くって生 活 す る

空 間 で あ る。 ほ か に， 集 会 所 とな るカ ヌ ー小 屋 ，水 浴 場 ， 井戸 ，墓 地 な どが ふ くま れ

る。 キ リス ト教 へ の 改宗 （１９５２年） 以 前 には， 月 経 小 屋 ， 産 屋 （ｎｅｅｙｉｉｍｗｅｎｉｋａｔ）， 聖

地 （ｎｅｅｒｏｏｎｇ）な ど も存 在 した。 そ して ，政 治 ・行 政 的 に は，北 ， （中）， 南 とい うム ラ

に分 け られ る。 そ れ に た い し， ｎｅｅωａｎ は， 彼 らの主食 とな るタ ロ イモ を 栽 培 す る田

や コ コヤ シ ，パ ンノ キの繁 茂 す る区 域 で あ る。
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１． 資 源 利用 と土 地 の カテ ゴ リー

　このような分類 とは別に，サタワルの人びとは，地形的特徴および資源利用の観点

から島の空間を１０のカテゴ リーに分けている。このカテゴ リーは，彼 らの土地にたい

する考えを把えるうえで基本 となるものである。したがって，以下で個々のカテゴリ

ーを述べることにする
。

（１）pwunek

　 島 の 内陸 部 にあ る乾 い た土 地 （ｃｈｅｍａｏ）で ， コ コヤ シを 植 え る ため に開 墾 され た

区画 であ る。 な か に は ，パ ンノ キ も混在 す るが ，基 本 的 に は， コ コヤ シの実 を 収 穫

す るた め に雑 木 を伐 採 し，下 刈 りな どの手 入 れ の ゆ き と ど いた 土地 を さす 。 この 土

地 は ， １５０あ ま りの 固有 名を も った 小 区画 に分 割 され ， コ コヤ シの若 木 ， コ コ ヤ シ

の外 皮 や石 の 囲 い が境 界 の指標 に な って い る。

（２） ｎneeffot

　 島 の 内 陸部 に あ る水 が浸 み 出 る湿 地 で あ るが ， タ ロ イモ 田に 開墾 され て い な い土

地 を さす 。 タ ロイ モ 田 の周 辺 に存 在 し， タ ロイ モ の一一Ｐｔ，　Ｐｗｕｎａ（（］！ｒｔｏｓｔｅｒｍａ　ＳＰＰ．）

が ，手 入 れ を されず に 植 え られ て い る。 この ρ魏 紹 は ， 病人 が で た ときな ど に使

用 す る非 常 時 の食 料 と して重 要 で あ る。 こ こは ，ρωππ既 とタ ロイ モ 田 との 境 で ，

パ ンノキ や コ コヤ シ も植 え られ て い る。 ま た ，小 規 模 で はあ るが ，パ イ ナ ップ ル も

栽 培 され る。 この区 域 は ，ρωπη薦 の よ うに 固有 名 が つ け られ て お らず ， 土 地保 有

の観 点 で は ，ρωππ既 に付 属 す る土 地 とみ な さ れ て い る。

（３）　pween

　 島 の 内 陸部 に あ る， 水 分 を 多 くふ くん だ腐 食 土 よ りな る湿 地 を開 墾 して ， タ ロイ

モを 栽培 す るた め につ く った 田 で あ る。 うえ の ｎｅｅＬｆｆｏｔ との境 界 に巾 ５０　ｃｍ ， 深 さ

３０ｃｍ の溝 を掘 り め ぐ ら し， 土 を 盛 りあ げ て畝 をつ くる。 こ の畝 には ，　Ｐwｕｎａ と

wooｔ（Cｏｌｏｃａｓｉa　ｅｓｕｃｕｌｕｎｔａ）の タ ロイ モ が植 えつ け られ る。 タ ロイ モ田 は， ６個 所 に

分 散 し， そ れ らは固 有 の 名 前 を も った４６の区 域 に分 割 され て い る。 そ れ ぞ れ の 区域

は， 多 くの利 用 者 に細 分 され て い る。 １区域 が２０人 あ ま りの利 用 者 に よ って細 か く

分 け られ て い るタ ロ イ モ 田 もあ る。個 人 的 に利 用 され る田 の境 界 は， 土 地 を盛 った

畔 によ って仕 切 られ る。 小 さい もの に な る と ５０ｍ ２の小 区 画 もあ る。

（４）pwukos

　 人 び とが家 屋 を 建 て て 居住 す る屋 敷 地 で ， 島 の 西海 岸 側 に位 置 す る。地 面 に サ ン

ゴ礫 （fayimo） を 敷 きつ め ，地 床 式 の家 屋 （ｙｉｉｍｗ） と地炉 （wｕｕｍw） の掘 られ た 炊
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事 小屋 が も うけ られ る。 サ タ ワル の人 び と は， Ｐｗｕｋｏｓが 土地 の一 面 に石 垣 を築 き，

そ の 中 にサ ンゴ礫 を ま いた 空 間 （ｎｅｅｆａｙｉｍ６）で あ る と考 え て い る。 そ して ，　ｐωｕｋｏｓ

と して の 空 間 に は，基 本 的 に １軒 の共 同炊 事 小 屋 （ｍａｎｕｕｍω）と 中庭 （ｎｄｉｋｔｉｎｉ　ｉｉｍｗ）

を 囲 ん で数 軒 の家 が建 ちな らぶ 。 中 庭 を あ らわ す π撚 伽 卿 加 ω は， 「家 の 外側 」 の

意 味 で あ る。各 家 の背 後 に は， バ ナ ナや コ コヤ シが 植 え られ ， サ ツ マ イモ や葉 タ バ

コを 栽 培 す るた め の小 さ な畑 が 垣根 に囲 まれ て つ く られ て い る。

　 この Ｐωｕｋｏｓ は ，固 有 の名 称 を も って お り，現 在 ，１５個 所 に人 び とが居 住 して い

る。 そ して ，個 々 の 名称 を も った Ｐｗｕｋｏｓ は ，居 住 区 と して だ け で な く， サタ ワル

の人 び と に と って は ， 自分 の 出 自集 団へ の帰 属 を 同定 す る実体 と して も重 要 で あ る。

た とえ ば， 日常 の 会話 に お い て，yiｆｆａ　Ｐwｕｋｏｓｏｍ （「あな た の生 ま れ た屋 敷 地 ・集 団

は ど こか 」） とい う問 にた い し，Ｐwｕｋｏｓａy　Ｎｅｙａｎ （「私 の集 団 は ネ ヤ ンだ 」） と い う

よ うに答 え る。 この よ うに して ， サ タ ワル の人 び とは ， 自分 が 所 属 す る出 自集 団 名

を さす と き に，自分 が生 まれ た 屋 敷 地 の 名前 を述 べ る。 つ ま り，母 系 出 自集 団 （ノ妙 一

ｎａｎｇ）が分 節 化 した 最小 の社 会 集 団 （財 産 を 共 同 保 有 す る 自 律 的 集 団 ） の 名 称 に

Ｐｗｕｋｅｓの 固有 名 が使 用 さ れ る ので あ る。 １つ の Ｐωｕｋｏｓの成 員 は， ３～ ４世 代 の母

系 出 自を共 有 す る １ｉｎｅａｇｅ成 員 で あ るが ，実 際 の居 住 単 位 は，妻 方 居 住様 式 を とる

た め ，１ｉｎｅａｇｅ の女 性 成 員 と彼 女 らの夫 ，彼 らの子 女 ， お よび 養子 か らな る。

　 サタ ワル の各 １ｉｎｅａｇｃ の居 住 区 （クωｅｓｋｏｓ）は ， こ こ １００年 間 にか な り 移 動 して い

る。 そ の 主 な原 因 は ，病 気 に よ る成 員数 の極 端 な減 少 で あ る。彼 らの伝 統 的 な 宗教

観 念 に よ る と， 同 じ時 期 に多 数 の 集 団成 員 が病 死 す る と，住 ん で い る場 所 が 悪 い か

らだ と判 断 さ れ る。 そ のた め に， ほか の新 しい場 所 に居 を構 え な け れ ば な らな い と

考 え られ て い る。放 棄 した 場 所 に は，ココヤ シな どの樹 木 を植 えて ，形 態 上 ρω観搬

と同 じで あ る。 しか し， そ の土 地 にサ ンゴ礁 の敷 か れた 形 跡 が あ る か ぎ り， 彼 ら

は ，人 が住 ん で いな くて も屋 敷 地 とみ な して い る。 こ の よ うな ，放 棄 され た 無 住 の

居住 区 は ，Ｐwｏｓｏpｔｏｏsｕとよ ば れ ，pwenekと は ，別 の カ テ ゴ リー に分 類 さ れ て い

る。

（５＞ppen

　島の内陸部にあってココヤシ，パ ンノキ，タロイモなどの有用植物が植えられて

いない未開墾地である。雑木やハイビスカスなどが自生する土地であるが，現在で

は，島の北部にわずか存在するだけである。このような植生の土地は，独 自の名称

があたえられておらず，pwunekの 一部に存在するために， サタワルの人びとは，

資源利用の観点においては，pwunekに ふくめている。

２２８
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　 （６）　 ｍｅｒａａｒ

　 　 内陸 部 の 湿 地 に あ り， タ ロイ モ田 に開墾 した が ，地 味 や 給 水 な ど に恵 まれ ず， タ

　 ロ イ．モ の 栽 培 に適 さ な い土 地 で あ る。 この 土地 は ， 駕励 勧 π と も よ ばれ ，「タ ロ イ

　 モ を植 え る土 の あ る場 所 」 の意 味 を もつ 。 実 際 に は ， サ トウ キ ビが植 え られ る こ と

　 もあ るが ， 多 くは雑 草 （ｆｅｔｉｎ）に お おわ れ て い る。 前 述 した ，　ｎｅｅＬｆｆｏｔと ρω露η の あ

　 い だ に位 置 す る場合 が 多 い。 現 在 で は， タ ロ イモ 田 の よ うにタ ロ イモ 栽 培 に利 用 さ

　 れ て いな いが ， 良質 の腐 食 土 や 枯 葉 な どを くわ え る こ とに よ って ，可 耕 地 に変 え う

　 る土 地 とみ な され て い る。 そ の た め に ，サ タ ワル の人 び とは， この土 地 を 鋼 伽 の

　 カ テ ゴ リー にふ くあ て い る。

（７）nukunuwutt

　 島 の西 側 の海 岸 沿 い にあ り，Ｐωｕｋｏｓ と砂 浜 の あ いだ に位 置 す る土地 で あ る 。こ こ

には ，カ ヌ ー の収 納 庫 と集 会 所 とを兼 ね る大 きな建 て ものが あ る こ とか ら， ｎｅｅωｕｔｔ

（「カ ヌ ー小 屋 の あ る場 所 」）， とか π甑 伽 伽 躍 （「カ ヌー小 屋 の外 側」） と よ ばれ る。

この一 画 は ，区 切 られ ， 個 々に 名前 が つ け られて い る。 砂地 で あ るが ，砂浜 よ り に

はパ ンダ ナ スや ク サ トベ ラな どの雑 木 が は え ， 内 陸 よ り に は コ コヤ シが植 え られ て

い る。 現在 ， ８軒 の カ ヌ ー小 屋 が 建 て られ て い るが ， それ らは ，複 数 の Ｐωｕｋｏｓに

よ って 保有 さ れ て い る ［須 藤 　 １９７９］。

（８）yennap， 　yｎ，　ｒｈｅｅｒｈｅ

　 島 を 縦横 に は し る道 で あ る。 道 は， そ の 大 きさ や使 用 目的 によ って 区別 さ れ る。

yennapは， 「大 き い道 」 の 意 味 で 居住 区 （Ｐωｕｋｏｓ）ぞ い につ け られ た道 と 島 の 東 西

の海 岸 に連 な る道 を さす 。ク伽 は， カ ヌ ー小 屋 か ら居 住 区 を横 切 って水 浴 場 へ 通 ず

る道 を さす 。 そ れ ら以 外 の道 は ，一 般 に 伽 〃加 とよ ば れ， これ には ， ココ ヤ シ林

の 中を 通 る道 ， タ ロイ モ 田へ の道 な どが 含 ま れ る。 島 を南 北 に居住 区 を つな ぐ大 き

な道 か ら，特 定 の ｌｉｎｅａｇｅ に よ って 保 有 され る コ コヤ シ林 や タ ロ イモ 田 につ け られ

た小 道 に いた るま で ，道 はす べ て島 の人 び との公 共 の 財 とされ て い る。

（９）　 ｒｈａａｎ

　 居 住 区 と森 との あ いだ に 掘 られ た水 浴 場 で あ る。 現 在 ，２００ｍ ２ ほ ど の池 が共 同

の水 浴場 と して利 用 され て い る。 この水 浴 場 は， 特定 の Ｉｉｎｅａｇｅ が保 有 す る土 地 に

掘 られ て い るが ， そ の利 用 につ い て は ， 島 の人 び と （男 性） に 自 由 に認 め られて い

る。 最 近 で は， 各 居 住 区 の 内陸 部 に ６ｍ２ ほ どの池 を掘 り，　Ｐωｕｋｏｓの成 員 が個 別

に利 用 す るよ うに な って きて い る。 この小 規模 の水 浴 場 は， 掘 る人 が保 有 な い し管

理 す る土 地 につ くられ る た め， それ を 利 用 す る権 利 は ，製 作 者 の手 に ゆ だね られ る。

２２９
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もし，他人がそれをつかう場合には，製作者の許可を必要 とする。個別に保有され

る水浴場は，水浴のために使用されな くなると，ココヤシの外皮から繊維をとり出

すための若いココヤシの外皮を浸 したり，腰布を織るためのハイビスカスの内皮を

つけておく池として利用される。いずれにせよ，一度，水浴場として掘 られた池は，

埋められて農耕地として使用されることがほとんどない。

　 （１０） ．ppiy

　 島 の周 囲 を と りま く海 岸 部 の砂 浜 で あ る。 こ こ は， 家 の 周 囲 に ま い た り，石 蒸 し

料 理 用 の 焼石 に利 用 す る サ ン ゴ礫 の 採集 場 と して， 人 び と の 共 有 地 に な って い る。

以 上 で ， サタ ワル の人 び と が地 形 的 特 徴 を ふ ま えて ，資 源 利 用 の 観 点 か ら類別 した

土地 カ テ ゴ リー につ い て述 べ た。 そ れ らの カテ ゴ リー を農 耕 ， 地 味 ，植 生 とい う基準

で 整 理 した ものが ， 図 ４で あ る。農 耕 の基 準 は， サ タ ワル の人 び とが 主要 な栽 培 植 物

で あ る コ コヤ シ，パ ンノ キ， タ ロイ モ ， お よび 補 助 的 な植 物 性 食 料 とな るバ ナ ナ ，サ

ツマ イモ な ど を植 え るの に適 して い るか 否 か に よ って い る。 彼 らが 農 耕地 と して あげ

た の は，pwunek,neeffot,pweenの ３つ の カテ ゴ リー で あ り， 何 らか の人 為 的 な力 を く

わ えれ ば農 耕 地 と して 利 用可 能 な 土 地 と して あ げた もの は，汐ｗｕｋｏｓ，　ＰＰｅｎ，　ｍｅｒａａｒ の

３つ で あ る。 彼 らの考 え に よ る と， 潜在 的農 耕 地 の う ち，ＰＰｅｎ と ｍｅｒａａｒ は， そ れ ぞ

れpwunekとpweenと に転 換 可 能 との こ とで あ る。 そ の ＰＰｅｎ とは ，「人 が い な い土

地 」 とか 「人 の手 が くわ え られて な い土地 」 を 意味 す る。 そ して ，人 び とが雑 木 の は

え て い る土 地 を き りひ らい て ， コ コヤ シや パ ンノ キを植 え る とノ加 縦 ρωπ蹴 ） にな る

とみ な して い る。 サ タ ワル語 に お いて ル 磁 は 多 義 的 に もち い られ ， 前 述 した 島 を さ

す と と もに ， コ コヤ シの植 え られ た土 地 ， つ ま りpwunekを も指 示 す る。 同様 に， 半

ば開 墾 され た土 地 で あ る 膨 γααγは ， タ ロ イモ が 植 え られ る とpweenと よ ばれ る。

　 つ ぎに ， 彼 らが農 耕 地 とみ な さな い もの に ｎｅｅwｕｔｔ，　yｅｎｎａＰ，　ｒｈａａｎの ３つ の カ テ ゴ

リーが ふ くま れ る。 これ らは， い ず れ も公 共 性 の強 い性 格 を も って い る点 で共 通 して

い る。 ま た ，農 耕 地 と して 利 用 不可 能 な カ テ ゴ リー に砂浜 を あ げ て い る。 前述 した よ

う に， 砂浜 に は え て い るパ ンダ ナ ス や クサ トベ ラの 木 は ，人 び との手 に よ って植 え ら

れ る もの で な く， 自生 木 で あ る。

　 地 味 に関 す る類 別 の基 準 に な る の は，ｃｈｅｍａｏ （「固 い な い し乾 い た土 地 」），　ｗｅ２ｃｈｅｍａｏ

（「水 の あ る固 い土 地 」），pｅｔａｎ （「湿 地 」） と ｐｐｉ （「砂 浜 」） の ４つ の カ テ ゴ リー で あ

る。 半 湿 地 で あ るwｅｙｃｈｅｍａｏ は， 具 体 的 には，pwunekとpweenと の境 に あ る ｎｅｅｆｆｏｔ

を指 示 す る。 そ して ，植 生 に関 して は，ffot「 植 え た 植 物 」） かfetin（ 「雑 草 ・雑 木 」）

か とい う点 が 類 別 の 基準 に な る 。ffotの 原 義 は ，「植 え る」で あ るが ， 名詞 と して ，使

２３０
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図 ４ 土 地 の カ テ ゴ リ ー と 植 生

用される場合には，「栽培された食用植物」をさす。 腰布の繊維をとるハイビスカス

やその実を食用にするジャワフトモモの木などは．の彦にはふ くまれず，雑木とされる。

　 ２．　 土 地 カ テ ゴ リ ー と 保 有 形 態

　 サ タ ワル 社 会 に お いて ，上 記 の１０の カ テ ゴ リー の土 地 の う ち， そ れ らにた い す る使

用 お よび 保 有 の権 利 が 問題 にな って くるの は ， 基 本 的 に は，ρω雌 既，ｎｅｅＬｆｆＴｏｔ，ρω６珈 と

　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　 ２３１
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Ｐｗｕｋｏｓの ４つ で あ る。それ らにた いす る権 利 は，い ず れ も特 定 の ｃｌａｎ な い し ｌｉｎｅａｇｅ

な ど の集 団 に よ って保 有 さ れて い る。 ほ か の ＰＰｅｎ と ｍｅｒａｒは， 独 自の保 有 の権 利 が

と もな う対 象 地 と は認 め られ ず ， そ れ ぞれ ， ρωπη話 と ρ認 動 にふ くま れ る。 また ，

］ｅｎｎａＰ，　！ａｎ，伽 盈 ６，　ｒｈａａｎ と Ｐｌｌｂｉ は ， 島 の人 び と の公 共 の 用地 とみ な され ，だ れで も

利 用 す る こ とが で きる。

　 この よ うに ，人 び との公 共 の 目的 の た め に利 用 され る土地 は ，現 在 で は ，そ れ らの

ほか に， カ ヌー小 屋 ，教 会 ，小 学 校 ， 診 療所 ，共 同組 合 の 売 店 ，倉 庫 お よ び無 線機 格

納庫 の敷 地 が あ る。 そ れ らが建 って い る土 地 は，元 来 ，特 定 の １ｉｎｅａｇｅの了 解 の も と

に無 償 で提 供 され ， 島 の 首 長 の管 理下 （ｎｅｍｅｎｉ　ｉｎ　ｓ６ｍωｏｏｎ） にお か れ て い る。 サ タ ワ

ル の 人 び とは， 首 長 の 管 理 の も とに お か れて い る土地 お よ び建 物 を 「島 の もの」 とみ

な し，誰 で もが 自 由 に使 用 で き る公 共 財 と考 えて い る。 た だ し， それ らの う ち， ８軒

の カ ヌー小 屋 の維 持 ， 修 復 な ど に は， 責 任 を もつ ｃｌａｎ が あ る。 これ は ，　ｓ６ｗ　ｗｕｕｔｔ

とよ ばれ ，「カ ヌー 小 屋 を もつ人 」 の意 味 で あ る ［須 藤 　 １９７９］。

　 そ して ｎｄｉｋａｂｎｄｉｗｕｔｔの カ テ ゴ リ…一・ｌｃあ る土 地 は，特 定 の ｃｌａｎ な い し ｌｉｎｅａｇｅ に よ

って保 有 され るが ， そ の土 地 全 体 にた いす る権 利 が集 団 間 で 移譲 され る こ とは ない 。

そ こに は， コ コヤ シの木 が植 え られ て い る。 そ の コ コヤ シは ，そ の 実 を食 用 に利 用 す

るの で は な く，人 び との 身体 に塗 る コ コヤ シ油 （ｎｄｉｎｄｉｎｇａｐｉｔ）を 採 取 す るた め に栽 培 さ

れ る。 と くに，航 海者 で あ る男 性 は ， こ の土 地 には え て い る ココ ヤ シの 実以 外 の もの

を利 用す る こ とが 禁 じ られ る。 そ の理 由 は， 航 海 者 が 身体 につ け る コ コ ヤ シ油 は ，女

性 や 子 ど も と共 用 して はな らな い とい う禁 忌 に基 づ いて い る。 した が って ， 男性 は ，

その コ コヤ シ油 を と る数 本 の コ コヤ シの木 を この土 地 で 確 保 しな け れ ば な らな い。

　 この よ うに ，π倣 伽 伽 蜴 の土 地 は，サ タ ワル の人 び と の資 源利 用 に お いて ，土 地 そ

の ものが 意 義 を もつ の で は な く，そ こ には え て い る コ コヤ シの 木 が重 要 で あ る。 そ の

木 は ，父 の １ｉｎｅａｇｅか ら贈 与 され る。 各集 団 は ， そ の土 地 に あ る コ コヤ シの木 を １～

２本 ， その 集 団 か ら婚 出 した男 性 成 員 に贈 与 す る。 そ して ，父 の 集 団 は ，贈 った木 が

枯 れ た とき に は，別 の を あ た え ， 婚 出 した 男 性 成 員 の 磁 磁 ㎎ψ 髭 に責 任 を もつ 。 そ

の た め に ，そ の コ コヤ シは ， １本 ご とに所 有 者 が 異 な って く る。 以 上 の こ と か ら，

ｎｔｉｋｄｉｎｄｉｗｕｔｔには え て い る コ コヤ シの木 は， １本 単 位 で 島 の 男性 の個 人 的 保 有 とみ な さ

れ て い る点 で興 味 ぶ か い。 しか し， キ リス ト教 の受 容 後 ，航 海者 に関 す るタ ブ ーを 無

視 し，また ，島 の人 口が 増大 す る とい う要 因 で その 土 地 以 外 の コ コヤ シが， ｎｄｉｎｄｉｎｇａＰｉｔ

と して 贈 られ る よ うにな って きた 。 本稿 で は η砒 伽 伽 漉 の 土地 お よ び そ こに あ る コ

コヤ シの保 有 につ いて は ， とり あつ か わ な い こ とにす る。
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　 最 後 に，土地 保 有 お よ び資 源 利 用 を 考 察 す るに あ た っ て，重 要 な土 地 とな る ρω観既，

ｎｅｅｆｆｏt, pweenお よびpwｕ ｋｏｓの 邦 訳 の 用 語 につ い て ふ れ て お く。　ｐωｕｎｇｋ は ， 一 部 に

雑 木 やパ ンノ キが 生 え て い る区画 もふ くむ が ， 基 本 的 に は ，雑 木 や 雑 草 を伐 採 して ，

コ コヤ シの木 を植 栽 した 土 地 で あ る。 そ して ， サ タ ワル の人 び と も， そ こに コ コヤ シ

を 植 え る こ とに 強 い熱 意 を も って い る こ とか ら，ρ魏 π魔 の訳 語 と して 「ココ ヤ シ林 」

を も ちい る こ とにす る。ｎｅｅｆｆｏｔは ，ρω露ηを と りま くよ うに位 置 し，植 生 は， コ コヤ

シ にお お わ れ ， あ いだ にパ ンノキ や タ ロイ モ （汐ωπηα）が 植 え られ て い る土 地 で あ る。

サタ ワル の人 び とは， ｎｅｅＬｆｆｏｔそ の もの に 固有 の名 称 を あ た え て お らず ， ρωππ既 の 一

部 とみ な して い る。 した が って ，ｎｅｅＬＺ７Ｔｏｔは ，以 下 の記 述 に おい て 特別 に 明 記 しな いか

ぎ り コ コ ヤ シ林 の用 語 で表 記 す る。

　pweenは ， タ ロイ モを 栽 培 す るた め に開 墾 され た 湿 地 で あ るの で ， 「タ ロイ モ 田 な

い し田」 とよ ぶ こ とにす る。 ｐwｕｋｏｓは ， 人 び とが 居 住 す るた め に切 り開 き， 石 を周

囲 にめ ぐら し， そ の 中 に サ ンゴ礫 を敷 きつ め た 空 間 で あ る ので ， 「居 住 地 」 な い しは

「屋 敷 （地）」 の訳 語 を あ て る こ とにす る。 そ して ， サ タ ワル社 会 で主 食 の １つ とな

って い るパ ンノ キは ， そ れ が生 え て い る土 地 とは切 り離 され て ， そ の木 自体 が ，保 有

の対 象 と され る。 パ ンノ キは ，ρωππ既 と ％励 ’， つ ま り， 広 義 の コ コヤ シ林 に植 え

られ る た め に，木 の周 辺 の土 地 は， そ の 保 有 者 に よ って利 用 され る。 しか し，パ ンノ

キ そ の もの が ，倒 され た り，枯 れた りす る と， そ の木 の あ った 土 地 は， コ コヤ シ林 の

保 有 者 の もの にな る。 した が って， サ タ ワル 島 の土 地 保 有 を あつ か う さい に，パ ンノ

キ そ の もの の使 用 お よび保 有 につ いて の権 利 を くわ え る こと にす る。

皿． 土地保有の現 況

　現 在 ， サ タ ワル 社 会 に は， ８つ の ノｄｙｉｎａｎｇ （母 系 ｃｌａｎ） が存 在 し， さ らに， それ ら

か ら分 節化 した１５の 出 自集 団 （ｌｉｎｅａｇｅ）が あ る。 そ れ らの １ｉｎｅａｇｅの保 有 す る 財 を直

接 的 に管 理 ，使 用 す る人 び と は，ｌｉｎｅａｇｅ の女性 成 員 を 中心 に形 成 さ れ る 居 住 集 団

（Ｐｗｕｋｏｓ）の成 員 で あ る。居 住 集 団 の構 成 員 は， 前 章 で 述 べ た よ うに ， 妻 方居 住 方式

を と るた め ，ｌｉｎｅａｇｅの女 性 成 員 と彼 女 らの夫 た ち ，彼 らの子 女 ， と養 子 であ る。 本

章 で は， １９８０年 の 時点 で の各 ｌｉｎｅａｇｅ（pwｕｋｏｓ）の人 口 とそ の集 団 が保 有 す る ， 土 地

（コ コヤ シ林 ， 屋 敷 地 ， タ ロイ モ 田 な ど） およ びパ ンノ キ の数 量 との 関連 を 明 らか に

し， サ タ ワル 社 会 の土 地 所有 の性 格 を理 解 す るい と ぐ ちに した い 。 具 体 的 に は ， ま ず ，

各 ｃｌａｎ お よ び １ｉｎｅａｇｅ の財 の保 有 数 とそれ を 実 際 に利 用 す る居 住 集 団 入 口 との 関 係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２３３
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表 ３　 サタワル島の Ｌｉｎｅａｇｅ，人ロおよび土地保有数

Ｌｉｎｅａｇｅ

（Ｐωｕｋｏｓ）

土 地 タ ロ イ
モ 田

 1

（】ｌａｎ

 Neyââr
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2

3

4

5

6

7
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 Neyan 
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Weyisow
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YA-W

NO-K 

NO-F

KA-A 

KA-W

醤麟杢
区
数

総
画

来
土

元
の

パ ンノ

キ 婚入者婚出者

 PT

SW

SW-A 

SW-Y

MA

合 計 　８７
世帯

９２
人

４ ３２２ １５１ ２７８ ８５ １４５４

　本

３０
人

３ ２４
人
３

註 １． パ ンノキの数量 は，秋道氏 の資料 を利用 した。

　　２． 各 ｌｉｎｅａｇｅの世帯 と人 口は，　pwukos（ 居住地）に住んでい る人 びとの数であり，

　　　　１ｉｎｅａｇｅ成員の数を示 してはいな い。

　　３． 土地には， ココヤ シ林，屋敷地 およびカヌ ー小 屋周辺の土地 がふ くまれ る。
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を，表 ３に基づいて数量統計的に分析する２０）。つぎに，人口の増加および時間の経過

にともなって， １個所 （筆）の土地が数区画に分割される具体的事例をあげて，集団

間で贈与される土地の実態を示すことにする。

１．　 Ｃｌａｎ （１ｉｎｅａｇｅ） の 人 口 と土 地 保 有 数

　 財 を保 有 な い し， 直 接 に使 用 す る単 位 とな る Ｐωｕｋｏｓ集 団 の成 員 人 口 は ， 最 大 が

Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の Ｆａａｙｎｅｎ　ｌｉｎｅａｇｅ の１２世 帯 ， ７１人 で あ り， 最 小 が Ｙａゑｎａｔｉｗ

ｃｌａｎ の Ｗ ｅｎｉｋｅｙｉｙａ　ｌｉｎｅａｇｅの １世帯 ， ５人 で あ る。

　 この Ｗ ｅｎｉｋｅｙｉｙａ　ｌｉｎｅａｇｅの財 を 管 理 ，利 用 す る成 員 は ， １組 の 夫婦 と ３人 の未 成

年 の養 子 とい う家 族 構 成 で あ る。 この家 族 は， 独 立 した 生 計単 位 を維 持 す る こ とが で

きな い た め に ， １人 息 子 の婚 出先 の Ｐｗｕｋｏｓへ移 り住 ん で い る。 そ して ，彼 らは ， 息

子 の妻 の 居 住 集 団成 員 （７Ｓａｗｓゑｔ　ｃｌａｎ の Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ） とい っ し ょに 日常 的 な 食 料 獲

得 活 動 と消 費 生 活 を お く って い る。Ｗ ｅｎｉｎｋｅｙｉｙａ の居 住 集 団 が 保 有 す る財 は ， 基 本

的 に は ，Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ の それ とは別 財 とみ な さ れ て い る が ，実 際 には ， 前 者 の手 が届 か

な い タ ロ イモ 田 や パ ンノ キ は，後 者 の人 び とに よ って 使 用 され て い る。 ま た ， Ｋａｔａ－

ｍａｎ　ｃｌａｎ の Ｗ ｅｎｉｋｅｙｉｙａ　ｌｉｎｅａｇｅ の 場 合 も， ２世 帯 １０人 の 居 住成 員 に よ って財 が

維 持 さ れて い る。 この １ｉｌｌｅａｇｅに お い て も， １組 の老 夫 婦 に よ って １２区 画 の コ コヤ シ

林 ， ５個 所 の タ ロ イモ 田 と数 本 のパ ンノ キが管 理 さ れ て きたが ， そ れ らの 維 持 と食 料

の獲 得 が困 難 にな った た め に ， ２年 前 か ら彼 らの 息子 の娘 夫 婦 を 居 住 地 によ び よせ て

生 計 を た て て い る。

　 うえ で み た ２例 は， いず れ も， ｌｉｎｅａｇｅ の財 を相 続 ・継 承 す べ き子 孫 （娘） が い な

い こ とに よ って生 起 す る 「異 常 」 な 財 の保 有 形 態 で あ る。 この よ うに ， Ｉｉｎｅａｇｅ 成 員

の老 後 の生 活 の面 倒 お よ び財 の管 理 を ， 他 の Ｉｉｎｅａｇｅ 成 員 にま か せ る こ と は，ク伽 一

ｍｏｎａａｒとよ ば れ る。 それ らの事 例 は ， サ タ ワル 社 会 にお い て，　ｌｉｎｅａｇｅ な い し居 住 集

団 が独 自の 財 を保 有 し，独 立 して 経 済生 活 を い とな む に は ，夫 婦 の年 令 に もよ るが ，

基 本 的 には ， １組 の夫 婦 と （実子 で あれ 養子 で あ れ）， そ の子 女 とい う単 位 で は， 不

十 分 で あ る こ とを 示 して い る。 つ ま り， 複 数 の世 帯 構 成 を と る こ と によ って の み ，財

を保 有 す る 自律 的 集 団 の 形成 が可 能 に な るの で あ る。

２０）表 ３に示 した ココヤシ林，タロイモ田，パ ンノキの数 は，各 ｌｉｎｅａｇｅの長老か ら聞 きとった

　 ものである。婚 出 した男性 が使用 しているココヤシ林 は，基本 的には，男性の婚出 ｌｉｎｅａｇｅの

　保有 とした。 しか し，ｌｉｎｅａｇｅによ っては，婚出 した男性が， 妻の ｌｉｎｅａｇｅに贈与 した ココヤ

　 シ林 だけでな く，彼の ｌｉｎｅａｇｅのそれを使用 している場合 もあ り，その保有状態 が明確でない

　 もの もふ くまれる。 そのため に，表 ２の現在 の ｃｌａｎの保有数 と表 ３のそれ とに， 若干のちが

　 いが生 じてい る。
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　 他 方 で ，居 住 集 団 が 多 くの世 帯 に よ って な りた って い る場 合 に は ， そ の集 団 が 保有

す る財 が潜 在 的 に い くつ か の単 位 に分 割 され る傾 向 がみ られ る。 この よ うな き ざ しを

顕在 化 させ て い る例 は， 表 ３の ８． Ｍ ａａｓａｎ６　ｃｌａｎ の場 合 で あ る。 こ の ｃｌａｎ は，現

在 ，１３世 帯 ５７人 の 居 住集 団成 員 に よ り構成 さ れ て い る。 系 譜 上 ， この集 団 は， ４世代

間 の生 存 す る女 性 の ｃｌａｎ 成 員 を 中心 に して ま とま って い る。 社 会 ・政 治 的 に は，

Ｗ ｅｙｉｓｏｗ　Ｐｗｕｋｏｓに居住 す る人 び と と して １つ の社 会 集 団 とみ な さ れ て い る。 そ して ，

経 済 的 に も，島 レベル で の食 料 の分 配 の さ いに は ， ユつ の単 位 を 形成 す る。

　 しか し， この ｃｌａｎ が保 有 す る財 の 日常 的利 用 お よ びそ れ を 消 費 す る単 位 と して は，

３つ の小 集 団 に分 か れ る。 具体 的 に は ， 日 々の 食 料 にす べ き タ ロ イモ や コ コヤ シを採

取 して ，料 理 す る た め の共 同炊 事 小 屋 （ｍａｎｕｕｍω） を ３個 所 に建 て て い る。 そ れ ぞれ

の 炊事 小 屋 を所 有 す る単 位 は ，基 本 的 に は， 上 位世 代 の ４人 の女 性 キ ョウダ ィ の個 々

の 子孫 （娘 お よ び彼 女 の娘） た ちで あ る。 そ して ， 日常 的 な食 物 の獲 得 と料 理 は ， そ

れ ぞ れ の女 性 キ ョ ウダ イの母 系 集 団 ご とに お こな わ れ る 。 サ タ ワル の 人 び とは ， この

集 団 を クωｕｋＯＳの な か の小 さな ま とま りとみ な し，ωｏｓｏｗｅＣＳＵとよ ん で い る。　ＷＯＳＯωＵＳＵ

を 構 成 す る，最 上世 代 の女 性 の 子孫 た ち は ，Ｗ ｅｙｉｓｏｗ 居 住 区 の なか で も， 空 間 的 に

そ れ ぞ れ分 離 した住 みわ けを して い る （図 ５）。 この よ うな 性格 を もつ ｗｏｓｏｗｅｒｓｕを ，

こ こで は ，ｓｕｂ－ｌｉｎｅａｇｅ と規 定 して お く。

　 そ れ ら ３つ の ｓｕｂ－ｌｉｎｅａｇｅは ，形 態 上 ， 個別 の財 を保 有 す る集 団 とい う こ とに な る

が ，貯 蔵 用 パ ン ノ キの実 ＠ ααプ）の 製 造 ， 島 の祭 宴 へ の食 料 の供 出 ， カ ヌ ーの 建 造 や

カ ヌ ー小 屋 の修 復 な どへ の労 力 の提 供 な ど の さ い に は， Ｍ ａａｓａｎ６　ｃｌａｎ の Ｗ ｅｙｉｓｏｗ

ｌｉｎｅａｇｅ と して ， １つ に ま とま って 行 動 す る。 つ ま り，　ｓｕｂ－１ｉｎｅａｇｅ は ， ほか の ｃｌａｎ

の分 節 集 団 （ｌｉｎｅａｇｅ）の よ うに ，対 集 団 外 的 に は ，独 立 した 自律 集 団 と はみ な され て

い な い。Ｍ ａａｓａｎ６　ｃｌａｎ の よ うに，多 くの 成 員 人 口を か かえ る ｃｌａｎ （ｌｉｎｅａｇｅ） な い し

居 住 集 団 にお い て は ，分 節 化 して ， 小集 団 を形 成 す る動 きが み られ る。 こ の傾 向 は，

Ｎｏｏｓｏｍ ｗａｒ　ｃｌａｎ の Ｆａaｙｎｅｎ　ｌｉｎｅａｇｅ に も うか が われ る。 １２世帯 ，７１人 の成 員 人 口

を よ うす る そ の ｌｉｎｅａｇｅ は， ２つ の炊 事小 屋 を共 有 す る集 団 に分 離 して い る。 以 上 で

述 べ た集 団 構 成 員 の 人 ロ規 模 を考 慮 す る と， サ タ ワル社 会 にお い て ，財 を保 有 す る 自

律 集 団 は ，単 世 帯 に よ る形成 ・存 続 が困 難 で あ り，逆 に ，１０世 帯 を こす段 階 に な る と

分 節 集 団 を形 成 す る動 きが顕 在 化 す る と い う傾 向性 を指 摘 で き る。

　 つ ぎ に ，各 集 団 （ｃｌａｎ お よ び ｌｉｎｅａｇｅ） の人 口 と財 の保 有 数 との 関係 に つ い て検 討

して み よ う。 こ こで こ とわ って お か な け れ ばな らな い の は ，土 地 （コ コヤ シ林 ，居 住

地 な ど） とタ ロイ モ 田の す べ て の面 積 につ いて は，実 測 して いな い こ とで あ る。 表 ３
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言ｉ捨

１．¢ は 故 人 を 示 す

２．養 子 は 、す べ て こ のｃｌａｎか ら婚 出 し た 男性 の 娘

３．６、 ７、 １５は 、 ５の 息 子 の 娘 、 ８は 、 １０の 弟 の 娘 、９は 、 １０の 妹 の 息 子 の娘 。

４．１．ＩＬ　ＩＩＩは 、　ｓｕｂ－ｌｉｎｅａｇｅの 単 位 で 、 １．は 、　Ｗ ｅｙｉｓｏｗ 、　ＩＩ．は 、　Ｆａａｎｉｍ ａｙ、

　 ＩＩＩは 、　Ｍ ａｙｉｋｋｉｔに そ れ ぞ れ 炊 事 小 屋 を もつ 。

５．この 図 に は 、既 婚 者 の み を記 入 して あ る 。

６．… … … は 、養 取 関 係 を示 す 。

　 　 　 　 　 　 図 ５　 Ｍ ａａｓａｎｅ　ｃｌａｎ の ｓｕｂ－１ｉｎｅａｇｅ

に 示 した そ れ らの数 量 は， サ タ ワル の人 び とが ， 「１区 画 」 と して あ げた もの を そ の

ま ま 採 用 して い る。 図 ２お よび表 ２で 明 らか な よ う に， サ タ ワル 島 で 固有 名 称 を つ け

られ た 土地 お よ び タ ロ イ モ 田 は， そ れ ぞ れ ，１９４と４６個 所 で あ る。 とこ ろが ， 表 ３の

土 地 数 は ，３２２区 画 ， タ ロイ モ 田 は， ２７８区画 とな って い る。 これ は ， １個 所 （筆 ） の

土 地 が ，複 数 の 区画 に分 割 され て い るか らで あ る。 そ の 具体 例 は ， あ とで と りあ げ る

予 定 で あ る。 そ の よ うな 条 件 の も とで ，表 ３か ら指 摘 で き る こ とは ，成 員 人 ロの 多 い
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居住集団が相対的に多 くの財を保有 している点である。

　具体例をあげると，ｃｌａｎ全体で最多人口をもつ Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ集団は，土地保有数

で１位， タロイモ田のそれで １位となっている。 また， 人口数で ２位の Ｙａａｎａｔｉｗ

ｃｌａｎ は，土地保有数で １位， タロイモ田のそれで ２位，パ ンノキの保有本数で ２位

を示 している。逆に人口のもっとも少ない，Ｐｉｉｋ　ｃｌａｎ の場合は，土地，タロイモ田

の保有で最下位，パンノキの数で７位である。また，ｌｉｎｅａｇｅ（Ｐωｕｋｏｓ）レベルにおい

ても，最多人口の Ｆａａｙｎｅｎは，タロイモ田の保有数で， １位，土地のそれで １位を

示 し，最小人口の Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎの Ｗｅｎｉｋｅｙｉｙａは，土地の保有数で１４位，タロイ

モ田のそれで１３位になっていることから，ｃｌａｎ レベルの結果 と同様の傾 向がうかが

える。

　 この集団成員の人口と集団の保有する財の数量とが比例して，相関関係を示すのは，

サタワル社会の土地保有の 「原理」によって生起する現象である。その詳細な記述 と

分析は，第ＩＶ章 と第Ｖ章でおこなうが，ここでその原理について簡単にふれてお くと，

各集団の財が人の移動 （婚姻および養取などの契機）とともに集団間を流れることで

ある。つまり，それは，男性が婚入する集団 （の子ども）へ，養子の実母が養ｉ母の集

団へ，それぞれ財を贈与す る慣行に基づいているのである。

　各集団の財が婚姻や養取を契機に集団間で贈与されるということは，ある集団の婚

姻件数と財の保有数とが関連 している可能性がある。それで，表 ３の右端の欄に個々

の ｃｌａｎへの婚入者とそれらの ｃｌａｎか らの婚出者の数を参考までに掲げておいた。

それらの数は，サタワルの人びとが系譜をたどれるかぎりの範囲での総数である。最

古の ｃｌａｎ の場合，現世帯主から７世代を数えることができる。サタワルの婚姻件数

の婚出者 と婚入者の人数の総数を較べてみると，ほぼ同数となっている。 しかし，各

ｃｌａｎ ごとでみると，婚入 と婚出の婚姻件数は，かなりのちがいがみられる。 その相

違は，婚姻が起きた時代 （世代）や婚入者 ・婚出者のもつ子どもの人数や性比などの

要因によって生ずる性格のものである。

　 ここで，ある集団における婚入者 ・婚出者の人数と，財の保有数 との関係をみるこ

とにしよう。原理的には，婚入者が婚出者より多い ｃｌａｎ の方がその逆の場合より，

多 くの財を獲得することになる。 たとえば，婚入者の方が多い Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ は，現

在の人口総数が４位であるのに，ココヤシ林の保有数で ３位，パンノキの保有数にお

いては， ２位を示しており，その妥当性を肯定できる例 もある。 しかし，Ｙａａｎａｔｉｗ

ｃｌａｎ のように， 婚出者の方がかなり多いにもかかわらず， 財の保有数においては，

最上位に位置する例もあり，その関連性はうかがえない。表 ３の統計か らは，あ る
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ｃｌａｎの婚入者 と婚出者 との人数の差が， その集団の財の保有数と直 接に関連するこ

とを指摘することはできない。 しか し，個々の集団の各世代における男女の人数など

を検討すれば，その関連性を把握できるはずである。それの具体的な検証は，第ＩＶ章

とＶ章別稿にて試みることにしたい。

　最後に， 表 ３で土地およびタロイモ田の欄 に掲載してある，「集団元来の土地」の

内容について説明 しておこう。 サタワルの人びとは， ｃｌａｎないしｌｉｎｅａｇｅで保有す

る土地を，その集団が 「古来から相続 してきたもの」 と，歴史的経過とともにほかの

集団から 「贈与されたもの」 とに区別 している。前者は，できるかぎり，集団内にと

どめておきたいという願望がある。 しか し，集団の人口の増加，とくに婚出する男性

成員にくらべて，女性成員の人数が少ない世代があったりすると，集団本来の土地を

分割 して，男性成員の婚出する集団に贈与する事態が生ずる。このような事態が多発

すると，集団の保有する本来の土地の数は，減少することになる。

　表３の土地およびタロイモ田の欄のそれぞれ，右側の欄は，各 ｃｌａｎが，現在保有す

る集団本来の土地の数を示 したものである。それからいえることは，Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ

のように，いまだに，「元来の土地」を多く保有する集団もあるが， そのほかの ｃｌａｎ

においては，「元来の土地」の数は， 総数の半数にも満たない。 このことは，サタワ

ル社会において，かなりの土地が，集団間でやりとりされている事実を明らかにして

いる。

　 ここまでで，表 ３から数量統計的資料に基づいて指摘できる土地保有の特徴的傾向

について述べてきたが，つぎに，一筆の土地の分割 と分割された土地を保有ないし使

用する権利について述べることにしよう。

２．　 土 地 の分割， 贈与 と保有

　 サ タ ワル 島 は， 固 有 の土 地 名 の あ る １９４個 所 の ρω麗η既 （コ コヤ シ林），Ｐωａｋｏｓ （居

住 地 ）， と難 肱 π枷 鰯 （カ ヌ ー小 屋 周 辺 の 土地 ） に 細 分 され て い る。 また ， タ ロイ モ

田 （ρω露η） は ，４６個所 の 固有 名 の あ る土 地 に 分 け られ て い る。 しか し， それ らの 土

地 が保 有 の対 象 にな る と，前 者 は ，３２２区画 ，後 者 は， ２７８区 画 の小 区画 に ， そ れ ぞ れ

分 割 さ れ る。 前 者 に おい て ， １個 所 の土 地 が 複 数 に分 割 さ れ る の は， コ コヤ シ林 に か

ぎ られ て お り， 居 住 地 や カ ヌ ー小 屋 周 辺 の 土 地 は ， １筆 の ま ま で あ る。 コ コヤ シ林 は ，

分 割 さ れ た と して も ２～ ３区画 が一 般 的 で あ る。 こ こで は ， ８区画 に分 割 され た例 を

と りあ げ て ，分 割 が生 じた背 景 ，分 割 され た 区 画 の 贈 与 お よ び相 続 の方 式 ， そ れ を保

有 な い し使 用 す る権 利 につ い て考 察 す る。
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　 図 ６－１で 示 した 土 地 ，ＮＵｋｉｎＵｐｗ６ｎ （図 ２の１４３） は ，元 来 ，　 Ｙａｉｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ の

固 有 の ρω槻 議 で あ った。 それ は，現 在 ， ８区画 に分 割 さ れ ， そ れ ぞ れ異 な る人 に よ

って 保有 な い し使 用 され て い る。 こ こに は ， １７本 の パ ンノ キの ほか ， ２９０本 の ココ ヤ

シが 植 え られて い る。 総 面 積 は ，約 １９，０００ｍ ２で あ る。 ま ず ，図 ６－２を参 考 に して ，

ＮＵｋ丘ｎＵｐｗ６ｎ の分 割 の歴 史 を 検 討 して み よ う。

　 現在 ， そ の土 地 の １区 画 （Ｂ１）を 保 有 して い る Ｎｅｒａｋ （２２）か ら数 え て ， ３世 代前

に ＮｔｉｋｄｎＵｐｗ６ｎ は，　 Ｍ ａｎｕｏｎ （３），　 Ｎａｕｒｕｐｉｙ （４），　Ｐｗｉｔａｍ ａｒ（５） の ３人 の キ ョ

ウダ イ に よ って 分 割 され た 。 Ｍ ａｎｕｏｎ は，　Ａａ，　Ａｂ の ２区 画 を 婚 出先 の Ｍ ａａｓａｎ６

ｃｌａｎ （の彼 の子 ど も） へ 贈 与 した 。 彼 は ， ２区画 を分 与 した が ， そ の理 由 は， 彼 が 多

く （９人） の 子 ど もを も った か らで あ る。 最初 に，Ａａ を 贈 り， ４番 目 の子 ど もが生

ま れ た とき に，Ａｂ を追 加 した。 そ の 当時 ，　Ａａ に は， コ コヤ シの木 が植 え られ て い

た が ，Ａｂ は ， 雑 木 に お おわ れ て い た とい わ れ る。 これ ら ２区画 の土 地 の うち ，　Ａｂ

は ，Ｍ ａｎｕｏｎ の 息子 Ｙａｔｅｒｙ （６） が ，婚 出 した Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ に贈与 し，現 在 ，

彼 の娘 の夫 （１３’）が使 用 して い る。彼 が Ａｂ を婚 出先 に贈 った 理 由 の一 つ は， 父 （３）

図 ６－１　コ コ ヤ シ 林 の 分 割
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１。Ａａ．　Ａ２．　Ｂａ… … は 、 図 ６－ １の 土 地 の 記 号 に 対 応 す る。

２．Ｍ Ａ 。　ＮＥ，　ＫＡ．　ＮＯ．　ＰＩ．は 、　ｃｌａｎの 略 号 。

３．一一ゆ は、分 割 した コ コヤ シ林 の移譲 先 を示 す。

　 図 ６－２ コ コ ヤ シ 林 の 分 割 と 系 図

と と もに そ の土 地 に コ コヤ シの木 を植 え た か らで あ る。Ａａ 土 地 は ，　Ｍ ａｎｕｏｎ （３）の

子 ど もた ち に よ って 保 有 され て いた が ，Ｐｏｎｇ （１４）の婚 姻 時 に ２区 画 （Ａ１と Ａ２）に

分 け られ ，Ａ２が彼 の婚 出先 で あ る Ｐｉｉｋ　ｃｌａｎ に分 与 され た 。 そ して ，　Ａ１ は， い ま

で も Ｍ ａａｓａｎ６　ｃｌａｎ に 残 って お り，養 子 に入 った Ｓａｕｃｈｏ （２１）が使 用 して い る。

　 Ｐｗｉｔａｍ ａｒ （５）は， 分 割 した土 地 Ｃａ を婚 出 した Ｋａｔａｍ ａｎ　ｃｌａｎ に贈 与 した。 そ

の 土 地 は ，彼 の子 ど も （１１，１２）に よ って ，再 分 割 され ，Ｙｉｋｉｎａｐ （１２）が ，そ の一 方

（Ｃ１）を婚 出先 の Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ に分 与 した。 現 在 ， 彼 の娘 （２０）の夫 （２０’）が使 用 し

て い る。他 方 の土 地 （Ｃ２）は ，　Ｋａｔａｍａｎ　ｃｌａｎ に保 有 され て お り，　Ｐｗｉｔａｍａｒの孫 娘

（１９）の夫 （１９’）の管 理 責 任 の も とに あ る。 そ れ ら以 外 の Ｙゑａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ に残 され た

土 地 ，Ｂａの う ち， 現在 ， この ｃｌａｎ が保 有 して い るの は ，　Ｂ１の １区 画 にす ぎな い。

ほか の 区 画 （Ｂ２）は ，　Ｓａｐｅｎ （１０）が ，婚 出先 の Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の彼 の 子 ど もた ち （１７，

１８）に贈 った 。 そ の土 地 は， さ らに ２分 割 さ れ， Ｂｉが Ｎｅｔａｙｒａ夫 婦 （２３，２３’），　Ｂｉｉ

が Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の Ｙｉｐｏｉｎｕｋ（２４）に よ って ， そ れ ぞ れ ，管 理 ， 使 用 さ れて い る。

　 うえ の 事 例 は， ４世 代 ま え まで ，Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ の 「元 来 の土 地 」 で あ った Ｎ丘ｋ一
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貢ｎ丘ｐｗ６ｎ が ，分 割 され ，現 在 ，そ の ｃｌａｎ の保 有 す る区 画 （Ｂ１）以 外 に，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ

（Ａｂ，　Ｂｉｉ），　Ｍ ａａｓａｎ６（Ａ１，　Ａ２），　Ｎｅｙゑａｒ（Ｂｉ，　Ｃ１），　Ｋａｔａｍ ａｎ （Ｃ２） の ４ｃｌａｎ 成 員

に よ って 保 有 さ れ ，直 接 的 に使 用 さ れ て い る こ とを 示 して い る。 そ して ， そ の 土地 も

Ａａ，　Ｂａ，　Ｃａ とい う ３分 割 には じま り，世 代 の経 過 と と もに ， さ らに，小 区画 へ と分

割 を く りか え して きて い る。 土 地 の小 区画 化 とそ の 土 地 を 多 くの集 団 が保 有 す る とい

う現 象 は， うえ の事 例 か らうか が え るよ うに，

　 （１） 男 性 は， 婚 出先 の集 団 （の 彼 の子 ど も） に土 地 を 贈 り，

　 ② 　 その 土 地 の一 部 は ，子 ど もの 集 団 で保 有 （母 系 的 に相続 ） さ れ る が ，息子 が い

　 　 れ ば ， その 土 地 を さ らに分 割 して 彼 の婚 出先 へ と贈 与 す る，

とい う分 割 方 法 に 基 づ い て い る点 を 指摘 す る こ とが で き る。 した が って ， う え の方 法

が 実行 され るか ぎ り， 土地 は ，人 （男性 ） の移 動 に した が って ，集 団間 を循 環 す る こ

とに な る。

　 タ ロイ モ 田 の場 合 も， コ コヤ シの分 割 の方 法 と基 本 的 に は同 じで あ る。 た だ ， タ ロ

イモ 田 の場 合 ， 固有 の 名称 を あた え られ た 田 の全 体 が， １つ の ｃｌａｎ に よ って 「元 来

の土 地 」 と して 保 有 され て い る こ とはな く， そ れ が 開墾 され た 段 階 で ，す で に ，複 数

の ｃｌａｎ によ って 分 割 保 有 され た よ うで あ る。 タ ロ イモ 田 の 面 積 が 広 い Ｗ ゑａｎｉｙ６ｒ

（図 ２の Ｔ ６） の場 合 は， ４つ の ｃｌａｎ が そ こ に 「元 来 の 土地 」 を も って い る。 １個

所 のタ ロ イモ 田 に た い して ， ２つ の ｃｌａｎ が ，「元 来 の土 地 」 を 保 有 す る形 態 が一 般 的

で あ る。

　 こ こ で， Ｎｅｐｗｕｎｏｎｇ の タ ロイ モ 田 （図 ２の Ｔ ２６） を と りあげ ， そ の 分 割 と保 有

の実 態 を のべ る こ とに しよ う。 そ の 田 は ，Ｓａｗｓａｔと Ｎｅｙａａｒ との ２つ の ｃｌａｎ 「元来

の土 地 」 と考 え られ て い る。 そ して ， 現在 ， そ の タ ロイ モ 田を 利用 して い る ｃｌａｎ は ，

そ れ らの ほか に， ５つ あ る。 こ の数 は， Ｎｅｐｗｕｎｏｎｇ の タ ロイ モ 田を ， 島 の ７つ の

ｃｌａｎ が使 用 して い る こ とを示 して い る。 さ らに， そ こ に 田の 区 画 を保 有 し， タ ロ イ

モ を栽 培 して い る女性 の総 数 は， １９人 で あ る。 と い うこ と は， そ の タ ロイ モ 田 は， 最

低 ，１９区画 に分 割 され て い る こ とに な る２１）。

　 Ｎｅｐｗｕｎｏｎｇ の 面 積 は，約 ８００　ｍ ２で あ るか ら， １区画 の平 均 は，４２　ｍ ２の広 さで

あ る。 そ れ ら小 区画 の タ ロ イモ 田 を保 有 す る女 性 の う ち，Ｓａｗｓゑｔと Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の

成 員 は， そ れ ぞ れ，４入 と ２人 で あ る。 ほか の１３人 は，Ｎｅｐｗｕｎｏｎｇ を 「元来 の 土 地」

と しな い ｃｌａｎ の成 員 で あ る。 つ ま り， そ の事 実 は， そ の土 地 の区 画数 の う ち， ７割

近 くが ， 時 間 （世 代 ） の経 過 と と もに Ｓａｗｓａｔと Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ か ら，ほ か の ｃｌａｎ へ

贈 与 され た こ とを もの がた って い るので あ る。 そ の贈 与 方 法 は ，前 述 した コ コ ヤ シ林
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の分割 ・分与のやりかたと同様， 婚姻を契機に， それらの ｃｌａｎの男性 が婚 出 した

ｃｌａｎの彼の子ども （女性）へ贈る形態をとる。そ して， さらに， つぎの世代には，

彼の息子が，そのタロイモ田を再分割 して彼の婚出先へ分与する。

　ただし，贈与された財の利用においては，贈与されたタロイモ田を保有 し，使用す

るのは，女性 （娘）の責任とされる点で，ココヤシ林の場合とは異なる。ココヤシ林

の場合は，贈与 した当人 （男性 ：父親）が，直接に使用 し，彼の死後，彼の息子にそ

れを使用する権利が譲渡されるからである。このように，父親の集団から贈与された

財にたいする保有，管理および使用の権利を子どもの性別によって，区別 し，分担す

るという慣行は，サタワル社会における生業活動の性的分業の制度に関連 している。

いずれにせよ，以上のココヤシ林とタロイモ田の分割と贈与の事例か ら，現在，それ

らの小区画が，多 くの集団によって保有されていることが明 らかになった。

ＩＶ． ５０年間の財の保有 と移譲

一 Ｎ・ｃｌａｎ の 事 例

　サタワル社会において，タロイモ田，ココヤシおよびパ ンノキは，集団間での贈与

対象物とされるために，それらにたいする権利が，かなり移動 している。移譲は，前

述 したように，婚姻および婚姻による子どもの誕生，養取などの契機におこなわれる

が，ほかに，他島か らの居住者の後見や病気治療のお礼などのさいにもおこなわれる。

２１）Ｎｅｐｗｕｎｏｎｇのタ ロイモ田の分割 は，現在の保有者の ４世代まえか ら始ま った。　Ｓａｗｓａｔ　ｃｌａｎ

　の 「元来の土地」の うち，現在 ，その ｃｌａｎが保有 してい るのは， １区間にす ぎない。あとは，

　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒが ４区画，　Ｙａａｎａｔｉｗが １区画，　Ｓａｗ６ｎが １区間，　Ｋａｔａｍａｎが ２区画をそれぞれ

　保有 し，使用 している。ＮｅｙａＥｒ　ｃｌａｎのそれの場合は，　Ｎｅｙａａｒが保有 しているのが ２区画で ，

　ほかは，Ｋａｔａｍａｎが ３区画，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｔが １区画をそれぞれ保有 している。 しか し，　Ｓａｗｓａｔ

　とＮｅｙａゑｒの両 ｃｌａｎは，「元来の土地」である Ｎｅｐｗｕｎｏｎｇのタロイモ田をすべて， ほかの集

　団 に贈与せず，現 在でもい くらかの区画を保有 している。その区画 は， Ｎｅｐｗｕｎｏｎｇの中央部

　に位 置し， その面積 もほかの区画のそれより， かなり広い。 サタワルの人 び と は， 自分 の

ノ４ｙｉｎａｎｇが保有す る 「元来の土地 （タ ロイモ田）」のすべてを， ほかの集団にわた して はな ら

　ないと考えて いる。 その理 由は，「元来の土地」の中心部を残すことによ って， その タロイモ

　田の ｓｉｐｅｋｉｎｉ　ｌａｍａｍ　ｆａｎｆｉ「土地のほん とうの持主」であることを示 すためだといわれる。また，

　集団が保有す るタロイモ田のなかで， もっとも重要な土地の一部 は，絶対にほかの集団に分け

　てはな らないと信 じられている。これは，キ リス ト教 に改宗するまでは，そのよ うな性格の土

　地 で，タロイモの豊穰儀礼 （ノ灘吻απ髭ω）をお こな っていたか らで ある。 この儀礼 は，呪文を唱

　えながら，呪薬をタ ロイモ田の畦にま くものであ る。その儀礼が実施 された田に，ほかの集団

　の成員が足を踏 みいれると病気になると考え られた。そ して， この儀礼がおこなわれる田 は，

　肥沃な土壌の田であ るので，ほかの集団への分与が，忌避 されたと考え られる。以上で述べた

　 ことは， ココヤシ林の分与においても実行された。
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表 ４ １９３１年 当 時 の 財 の 保 有 状 況

ｒａｐｉｎ　 （元来 の 財 ）

１．　 コ コヤ シ林

２．　 パ ン ノ キ

３．　 タ ロイ モ 田

９箇所　 　４７０本

８個所　 　１０６本

　　７個所

ｆaａｎｇ（贈与 された財）

９区画　 　４２０本

９個所　　 ３３本

　 ２０区画

註．区画は， １個所の土地を分割 した部分をあ らわす。

本章 で は， そ れ らの財 産 ２２》が ， 時 間 の経 過 に と もな って ， どれ ほ ど の 量 が ， ど の よ

うな機会に，どのような関係者 （集団）のあいだで移譲されるかを具体的事例をとお

して考 察 す る。

　 こ こで と りあ げ る例 は ， Ｎｏｏｓｏｍｗａｒク顔 ηα㎎・の １分節 集 団 で あ る Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ

Ｐωｕｋｏｓの １９３１年 か ら１９８０年 ま で の４９年 間 に お け る コ コヤ シ林 ， パ ンノ キ とタ ロ イモ

田 の保 有 およ び 移譲 の実 態 につ いて で あ る。表 ４に示 した １９３１年 の資 料 は ，土 方 の調

査 資 料 ［土 方 　 １９４３：３０１－３０３］ に基 づ いて ， 筆 者 が， １９７９年 に 確認 した も ので あ る。

ま た ，１９８０年 の資 料 は ， 筆 者 が 収集 した もので あ る。 Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ は ， １９１０年

当 時 ， ３つ の １ｉｎｅａｇｅ に分 節 し， そ れ ぞ れ異 な る Ｐωｕｋｏｓに居 住 して い た 。 そ れ らの

Ｐωｕｋｏｓは ，　Ｎｅｍｅｎａｋ，　Ｆ飴 ｙｎｅｎ，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒで あ る （図 ２の６９， ７０，７６参 照）。 そ

して ，１９２０年 ごろ に 島 を襲 った台 風 の た め に，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒに い た ｌｉｎｅａｇｅ成 員 は ，

２派 に分 か れ ，Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ （図 ２の４７） と Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ （図 ２の５７） に住 む よ う にな

った２３）。 しか し，異 な る ＰωｕｋＯＳに居 住 しな が らも， この ｌｉｎｃａｇｅ は ，財 産 を分 割 せ

２２） サタ ワ ル語 で 総称 して の 財産 を指示 す る語 は，存 在 しな い 。 サ タ ワル の人 び とが ，彼 らの生

　活 に と って 大 事 で 価 値 あ る もの （ｎ・ｍωｏｔ）と考 え て い るの は ，土 地 （ｆａｎｔｉ）， 食物 （ｍωｏｎｇＯ）， 品

　物 （ｐｉｓｓｈａｋ）と特 別 な知 識 （ｒｅｅｎｇ）で あ る 。土 地 は， 具体 的 に ， コ コヤ シ，パ ンノ キや タ ロイ モ

　 が栽 培 さ れて い る耕 地 を さ し， も っと も重 要 な 資 源 と して あ げ ら れ る。 そ して ， 「土 地 は ，

　 ｍωｏｎｇＯで ，　ｍωｏｎｇＯ は ，人 間 の背 骨 （ｒｄｉａｂｎ）だ 」 とい う よ うに説 明 され ， 土 地 とそ こか ら とれ

　 る食 料資 源 を 同一 視 す る こ と もあ る。 品物 の カテ ゴ リーの 総 称 と して もち い られ る ｐｉｓｓｈａｋは ，

　 カ ヌー ，釣 り道 具 ，手 斧 ， 腰布 ，綿 布 な ど， 多 くの 労働 力 を投 下 して つ く った もの な い し入 手

　 した ものを ， と くに指 示 す る 。秘 儀 的 知 識 （ｒｏｏｎｇ）は ，伝 統 的 航海 術 （ＰＰ・）， 占い （Ｐｗｅ），呪薬

　 （５⑳ ）， 嵐 しず め の 術 （ｓｅｒａωａｙ）な ど，特 別 な儀 礼 を とお して 伝 授 さ れ る知 識 の体 系 を さす ［石

　森 　 １９８０：４２］。Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ は， トラ ック諸 島 の 財産 の 所 有 と移 譲 との関 連 で ，土 地 ， 家財 ，

　家 畜 を 「物 質 財 」，呪 術 ，技 術 ，知 識 を 「非 物 質 財」 とに分 け ， さ らに ， 「物 質 財 」 を 「生 産 的

　財 」 と 「非 生 産 的 財」 とに 分類 して い る 。そ して ，生 産 的 財 に は， 領 土 ，土 壌 ，樹 木 ，礁 湖 ，

　笙 ， カ ヌ ー， 家畜 が属 し， 非物 質 財 に は， 家 屋 ，道 具類 ，農 業 ・漁 業 の用 具 が ふ くまれ ると述

　べ て い る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 １９５１＝３４－３５］。 筆 者 が本 稿 で 使 用す る財 産 な い し財 とい う用 語 は ，

　Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈの 分 類 に よれ ば ，基 本 的 に は ，生 産 的 財 に相 当す る性 格 の もので あ る。 しか し，

　彼 が，領 土 （領域 ） と土壌 とを区 別 す る こ と には疑 問を も って い る。 そ こで ， 本稿 の財 産 （財）

　 は， 具体 的 に は ， コ コ ヤ シ林 ， タ ロ イモ 田 とパ ンノ キを指 示 す る こ とにす る。

２３） Ｓａｗｓａｔ・ｃｌａｎ の居 住 地 で あ る Ｙａｔｉｉｒｏｎｇに移 り住 ん だ の は，　 Ｎｅｍａｔｅｙａｎ （図 ８の ２） の系 統

　で あ る 。 そ の理 由 は， 彼女 の夫 （図 ８の２”） が Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ の 出 身者 だ か ら で あ る。 ま た ，

　Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋは，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ土 地 で あ り，そ こへ移 住 した の は，　Ｙｉｎａｔｉｎｕｋ （図 ８の １）

　の 系 統で あ る。
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註

１．（ ）は、図２の地 図上 の番号。

２．一一→ は、居住区の移動先 。

３．ｏ－一 レは、各年 代の居住区における、女性の族長 とその権利の移譲 を示 す。

　 　 　 図 ７　 Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の 居住 区 の 移動

ず 土地 を共 有 す る １つ の 集 団 と して機 能 して い た 。他 方 ，Ｎｅｍｅｎａｋ の居 住 者 は ，人

口が 減少 した た め に， １９２８年 ころ に現 在 の居 住 地 で あ る Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ に移 り住 ん だ 。

ま た ，Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ にい た 人 び と も１９３６年 に，　Ｋ ａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ の Ｐωｕｋｏｓ に移 動 した ので ，

現 在 で は ，Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ の居 住 区 に ，　Ｎｏｏｓｏｍ ｗａｒ／ａｉｎａｎｇ の ２分 節 の ｌｉｎｅａｇｅ成 員

が共 住 して い る （図 ７参 照）。

　 Ｋａｌｌｉｎｇｅｉｒｅｋ に居 住 す る ２つ の ｌｉｎｅａｇｅの成 員 は，　Ｐωｕｋｏｓを 共 有 す る もの の ， タ

ロ イモ 田 ， コ コヤ シ林 ， パ ンノ キの保 有 に 関 して は，別 個 の集 団 と して 存在 して い る。

つ ま り， 移住 前 に保 有 して いた 財 産 を そ れ ぞれ が 保 有 し，炊 事 小 屋 も別 個 に所 有 して

い る。 しか し， 島 レベル の 政 治 ・社 会 的集 団 と して は ， １つ の単 位 と みな され て お り，

毎 週 土 曜 日の食 物 づ く りや 島の 行 事 な どで大 きな 食 料 を調 達 す る と きに は ，共 同 で タ

ロイ モや パ ン ノ キの 実 を採 取 し， １つ の 炊事 小 屋 を使 って 調 理 して い る。 つ ま り， 日

常 的 な経 済 生 活 は，別 個 の集 団 と して 営 ま れ るが ，大 き な労 働 力 や食 物 の提 供 が必 要

とな る場 合 に は ， １つ の集 団 を形 成 す る こ とに な る。

　 この よ うに ， 同 じ居住 区 に住 む ２つ の ｌｉｎｅａｇｅ は ，状 況 に応 じて ，分 節 と融 合 とを

くりか えす 。 そ れ らは，社 会 的脈 絡 に お いて は ，分 離 され な い集 合体 と して機 能 す る

性 格 を もつ が ，財 産 の保 有 ，利 用 な ど に おい て は ，独 立 した 自律 的 集 団 を形 成 して い

るの で ， こ こで は ，１９２０年 ころ か ら，Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ に居 住 して い た ｌｉｎｅａｇｅ と Ｙａｔｉ－

ｉｒＯｎｇ か ら移 住 して きた ｌｉｎｅａｇｅ の例 を と りあ つ か う こと にす る。 そ の １ｉｎｅａｇｅ は ，

Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の系 譜 に お い て ， 最 上 位 に ラ ンクづ け られ る系 統 で ，　ｃｌａｎ全 体 の
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首 長 （ｓ６ｍωｏｏｎ）を輩ｉ出す る。 現 在 は ，　Ｏ ｔｏｎｉｉｋ （図 ９の１２） が最 年 長者 で あ る た め，

首 長 の地 位 にあ り，次 期 首 長 は， 弟 の Ｙｉｐｍａｙ （図 ９の １４） で あ る。

　 １９３１年 に， この集 団 が保 有 して い た 財 産 を み る と ρωθπ疏 は ，１８個所 で ， そ こに ，

植 え られ て いた コ コヤ シは ，約 ８９０本 で あ った 。 そ して ，パ ンノ キ は１７個 所 の ρωπη既

に １３９本 が存 在 した （表 ４参 照）。 また ，２７区画 に タ ロ イモ 田 を保 有 して いた 。１９３１年

当 時 ， こ の集 団 の居 住 家 族 の成 員 数 は ，Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ に１５人 ，　Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ に ３人 で あ

った 。

１．　 １９３１年 までの財 の保有 と移譲

　 １９３１年 段 階 で ，Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ に住 む Ｎｏｏｓｏｍ ｗａｒ　ｃｌａｎ の人 び とは ，１８個 所 の コ コ ヤ

シ林 を 保有 して い た。 そ の う ち， ９個 所 は代 々，母 系 の系 統 を とお して相 続 さ れて き

た 土 地 で あ るが ， ほか の ９個 所 の土 地 に はえ て い るヤ シの木 は， この集 団へ 婚 入 した

男 性 の 集 団 か ら贈 与 され た もの で あ る。 サ タ ワル の慣 習 によ ると ， 代 々 ，ｃｌａｎ な い

し ｌｉｌｌｃａｇｅ の成 員 に よ って相 続 され て きた土 地 は ，　ｒａｐｉｎｕｉｆａｎｄｉ（「元 来 の 土地 」，「幹 と

な る土 地 」） とよ ばれ る。 そ れ に た い して 人 の移 動 （婚 姻 な い し養 取 な ど） に よ っ て

贈 与 され た 土 地 は，声 伽ｇ伽 力 磁 （「贈 られ た 土 地 」）２４、とよ ば れ る。 つ ま り， サ タ ワ

ル の人 び とは， 土地 に た いす る権 利 を ，ｒａｐｉｎ と ノ如 ηｇ とい う ２つ の カ テ ゴ リー に分

け て い る。

　 　 　 １）　 出 自 集 団 へ の 贈 与 財 と 贈 与 の 方 法

　 ｒａｐｉｎ と ｆａａｎｇ の カ テ ゴ リー によ って ， この ｌｉｎｅａｇｅ が１９３１年 に保 有 して い た コ コ

ヤ シ林 ，パ ンノ キお よ び タ ロイ モ 田を 分類 す る と，表 ４の とお りで あ る。 この う ち，

ｆａａｎｇ の カ テゴ リー に あ る財 産 は， い ず れ も， ２～ ３世 代 間 に ， ほか の ｌｉｎｅａｇｅか ら，

こ の ｌｉｎｅａｇｅに贈 与 され た もの で あ る。 そ れ らの移 譲 の契 機 は， 婚姻 お よ び 養 取 で

あ った の で ，以 下 で ， この 集 団 に婚 入 した 男 性 およ び養 子 に は い った 人 び とが ， ど の

程 度 の財 産 を贈 与 した か を 具 体 的 に述 べ る こ と にす る （図 ２，図 ８， 表 ２参 照 ）。

事 例 １

　 Ｙａｇｏｐｉｙ（２’）と Ｙｉｎｉｓａｎｉｙｏｎ （２”）は ，　Ｓａｗｓａｔ・ｃｌａｎ の成 員 で ， 実 のキ ョウダ イで あ り，前

　 者 の 死 後 ， 後者 が Ｎｅｍａｔｅｙａｎ （２）の夫 とな った 。　Ｙｉｎｅｓｕｋｕｍａｒ（５）と Ｎｅｆａｙｉｓｓａｏ （６）は ，

２４）サワタル語の ｆａａｎｇは，名詞と して も動詞 として も使用 される。一般的 に，名詞 と して もち

　い られ るときは，「そのもの」とか 「何 かをすること」を指示す る接頭辞 ｎｉ一と接合 して，　ｎｚ：ｆｆａｎｇ

　というかたちを とる。 その意味は， それぞれ，「贈 りもの」 と 「贈 ること ・行為」で ある。動

　詞形の場合は，方向をあ らわす接尾辞 吻 （「こちらへ」）や 一泌 （「あち らへ」） といっ しょにな

　 り，声αη９伽，．加 π９謡 となる。ｆａａｎｇｇｔｏは， 話者 の方へ ものが 「贈 られて くる」ことをあ らわ

　 し，ルσπ９躍 は，話者 の方か らものを 「贈 る」 ことの意味である。
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註

１．ｉ２ｓ ¢ は 、故 人 を あ らわ す 。

２．ＮＥ ：Ｎｅｙａａｒ、　ＳＳ ：Ｓａｗｓａｔ、　ＫＡ ：Ｋａｔａｍ ａｎ、　ＹＡ ：Ｙａａｎａｔｉｗ 、　Ｍ Ａ ：Ｍ ａａｓａｎ６、

　 ＳＷ ：Ｓａｗ６ｎの 各 ｃｌａｎの 略 で 、 そ れ ぞ れ 、 出 自ｃｌａｎを 示 す 。

３．① 、 ② 、 ③ は 、結 婚 の 順 序 。

４．… … … は 、養 取 関 係 をあ ら わ す 。

　 　 　 　 　 　 図 ８　 １９３１年 当 時 の Ｋ ａｎｉｎｇｅｉｒｋｅ　ｌｉｎｅａｇｅ の 系 譜

Ｙａｇｏｐｉｙの 子 ど もで あ る。 ２人 の キ ョウダ イ は ， ２個 所 の ココ ヤ シ林 （図 ２の ３５， １４６） の

　 コ コ ヤ シを合 計 ７０本 ，パ ンノキ ２本 （図 ２の ３９）お よ び タ ロ イモ 田 ３区 画 （図 ２の Ｔｌ４，　Ｔ３３，

　 Ｔ４６） を 彼 らの妻 お よ び ２人 の 娘 に贈 与 した 。

事 例 ２

　 　 Ｙｏｕｋ（２’”）は，　Ｋａｔａｍａｎ　ｃｌａ猛 出身 で Ｎｅｍａｔｅｙａｎの ３番 目の 夫 に な った 。　Ｒａｎｇａｐｉｙ が

　 彼 の 息 子 で あ る。 彼 は ， タ ロ イモ 田の ２区画 （Ｔｌ４，　Ｔｌ９）を 贈 った 。

事 例 ３

　 　 Ｙｉｋｉｓｓｏ（５’）は，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の成 員 で ，妻 との あ い だ に １人 の娘 （８）を もち ，彼 の 妻 お よ

　 び子 ど もに １５０本 の コ コヤ シの あ る コ コ ヤ シ林 （１４１）と２０本 の コ コヤ シ （４０）お よ び４０本 の コ

　 コヤ シ林 （１６１）， パ ンノ キ１０本 （１４１）， タ ロ イ モ田 の １区画 （Ｔ６）を あ た えた 。

事 例 ４

　 　 Ｎｉｐｗｏｎ（６’）は，　Ｍ ａａｓａｎ６・ｃｌａｎ の成 員 で ，１９３１年 ま で に ， 妻 Ｎｅｆａｙｉｓｓａｏ（６）との あい だ

　 に ， ５男 ２女 の 子 ど もを も った 。 彼 は， ２個 所 の コ コ ヤ シ林 （４０，１２７）の コ コ ヤ シ２０本 ， ５

　 個 所 の土 地 （２９，４５，４６，１２７，１８１）に あ るパ ンノ キ １６本 を 贈 与 した。 そ して ， ３区画 のタ ロ
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　 イ モ 田 （Ｔ３，　Ｔ９，　Ｔ３０）も彼 の集 団か ら贈 られて いる 。

事 例 ５

　 　 Ｆａｙｋｕ （１７）は，　 Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎの 成 員 で，　 Ｎｅｍａｒｅｉｋ（８）の養 子で あ る が ，彼 の 養取 に さ

　 い し， 彼 の 母親 が １区 画 の タ ロ イモ 田 （Ｔｌ９）を Ｎｅｍａｒｅｉｋに贈 った 。

事 例 ６

　 　Ｙｉｎｉｐｏｗｐｉｙ（９）は，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎの 成 員で ， 最初 ，　Ｎｅｍａｔｅｙａｎ（２）の養 女 とな り，　Ｎｅｆａｙ－

　 ｉｓｓａｏ （６） の 「義 理 の 妹」 と して 育て られ て い た。 彼 女 の父 親 は， 養 母 と類 別 的 キ ョウダ イ

　 の 関係 に あ り，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の成 員で あ る 。 つ ま り， 彼女 は ，父 の ｃｌａｎ の養 子 に な っ

　 たわ け で あ る。 しか し， Ｎｅｍａｔｅｙａｎ の死 後 ， 「義 理 の 姉 」 を養 母 と して Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ　ｐｗｕｋｏｓ

　 に居住 して い る。彼 女 の 養取 に さい して は，彼女 の ｌｉｎｅａｇｅか ら ５区 画 （Ｔ６，　Ｔ２９，　Ｔ３５，　Ｔ３６，

　 Ｔ４２）のタ ロイ モ田 と １本 のパ ンノ キ が贈 与 され た 。 彼 女 に は， 最 初 の養 母 の 夫 （２’）の ｌｉｎ－

　 ｅａｇｅか ら も ２区画 の タ ロイ モ田 （Ｔ７，　Ｔ３０）が贈 られて い る 。　ＹｉｎｉｐｏＷｐｉｙの 場合 は， 前 述 の

　 Ｆａｙｋｕ の養 取 と く らべ ，数 倍 もの タ ロイ モ 田が ， 贈与 され た こと にな る。 この 背 景 に は，養

　 父 （２’）の １ｉｎｅａｇｅの女 性 成 員 が少 な く， そ こで 保有 す るタ ロイ モ 田の 世 話 を しきれ な い とい

　 う事 情 が あ った とい われ る。

事例 ７

　 　 Ｎｏｏｍａｎ （８’）は，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の成 員 で ，１９３６年 以降 に ３入 の息 子 を も った。 彼 は， ２個

　 所 の土 地 （２８，１４３）に はえ て い る５０本 の ココ ヤ シとパ ン ノキ １３本 とタ ロイ モ 田 （Ｔ４２）１区 画

　 を彼 の妻 と子 ど も に贈 与 した。

　 これ ま で で ， Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ　Ｐｗｕｋｏｓに居 住 して い た Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の １分 節 集 団

で あ る Ｎｅｍ ａｔｅｙａｎ （２）の系 統 の財 産 の移 譲 につ いて 述 べ た が ， つ ぎに Ｙｉｎａｔｉｎｕｋ

（１）の系 統 の それ につ い て述 べ るこ と にす る。 １９３１年 の時 点 で この 系統 は ， Ｙｉｎｅｐｉｉ－

ｒａｎ （４） と彼 女 の夫 Ｓａｏｐｕｎａ （４”）が Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ に住 ん で お り， 彼 らに は 子 ど も

が な く， Ｎｅｆａｙｉｓｓａｏ の次 男 Ｙｉｋｏｍｕｒ（ｌｌ）を養 子 に して い た 。 この 系統 の財 産 の移

譲 に 関 して は ， いず れ も婚 入 した ３人 の男 性 ， Ｍ ｅｉｎｕｋ （１’），　Ｙａｋｉｒｉｐｗｅ （４’），　ＳａｏＰ－

ｕｎａ （４”） と関 連 して くる。

事 例 ８

　 　Ｍ ｅｉｎｕｋ （１’）は ，　 Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の成 員で ， １個 所 の コ コヤ シ林 （１０６）に は えて い る ココ ヤ

　 シ３０本 を 贈 与 した 。 そ して ， タ ロイ モ田 の １区 画 （Ｔｌ３）も贈 って い る。

事例 ９

　 　Ｙａｋｉｒｉｐｗｅ（４’）は ，　Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎの 首 長で ，　 Ｙｉｎｅｐｉｉｒａｎ （ｚｌｒ）の 最 初 の夫 で あ る。 彼 は，

　 子 ど もが な か った け れ ど も， ４０本 ほ どの ココ ヤ シが は えて い る 土地 （１３８）お よ び １００本 の コ

　 コヤ シの あ る土 地 （１３７）， パ ンノ キ ５本 （１３７）を贈 与 した 。 しか し， タ ロ イモ 田 は， 贈 って

　 い な い。

事 例 １０

　 　Ｙｉｎｅｐｉｉｒａｎの ２番 目の 夫 Ｓａｏｐｕｎａ（４”）は，　 Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎの 首長 で， パ ンノ キ ２本 （１３３）

　 と タ ロ イモ 田 （Ｔ２６）の １区画 を贈 与 して い る。

ま た ， 同一 の ｌｉｎｅａｇｅ内 で の 養 取 が １例 み られ る が ，　Ｙｉｋｏｍ ｕｒ（ｌｌ）の場 合 は ，財
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産 の 移 譲 が な され なか った 。

　以 上 で ，Ｎｏｏｓｏｍ ｗａｒ　ｄａｎ の １分 節 集 団 で あ る Ｎｅｍａｔｅｙａｎ と Ｙｉｎａｔｉｎｕｋ の ２系

統 の１ｉｎｅａｇｅ が１９３１年 ま で に，他 の ｌｉｎｅａｇｅか らの 贈 与 に よ って えた ココ ヤ シ林 ， パ

ン ノキ お よ び タ ロ イモ 田 に つ い て述 べ て きた 。 そ して ， 財 の移 譲 の契 機 や 内 容 が 明 ら

か に な って きた。 こ こで ， そ れ らの特 徴 的 な 側 面 を指 摘 す る と，つ ぎの ３点 を あ げ る

こ とが で き る。

　 第 １点 は ，財 の なか で も， タ ロイ モ 田 が不 可 欠 の贈与 財 で ，優 先 的 に贈 られ る こ と

で あ る。 贈 与 さ れ た財 産 の 数 量 を 単純 に加 算 す る と， コ コヤ シ林 が ９区 画 ， パ ンノ キ

が ３３本 ， タ ロイ モ 田 が ，２０区 画 とい う こ とに な る。 こ こで 注 意 しな けれ ばな らな い の

は， コ コヤ シ林 とタ ロイモ 田 にお い て は ， 固有 名を も った １つ の土 地 が ， 数 区 画 に 分

割 され て お り， と くに タ ロ イモ 田 の な か に は ，前 述 した よ うに２０区 画 あま りに細 分 化

され て い る と ころ もあ る と い う点 で あ る。 した が って ， そ れ らの面 積 の大 小 につ い て

は， 言 及 で きな い が ， ｒａｐｉｎ とノ諏 πｇ の 土地 （コ コヤ シ林 とタ ロイ モ 田） お よ び パ ン

ノ キの 総 数 とを比 較 して み る と， 数 量 的 に は ， コ コヤ シ林 とタ ロイ モ 田 は ，か な りの

数 が集 団 間 を 移動 して い る こ とが わ か る。具 体 的 に ｒａｐｉｎ と ．ｆａａｎｇ の比 率 は ，パ ンノ

キが ３：１， コ コヤ シ林 が １：１， タ ロイ モ 田が １：３であ る。 これか らも， と くに， タ

ロイ モ 田 は， 小 区 画 に分 割 され て ， 贈 与 され る率 の高 い こ とが うか が わ れ る。

　 ２つ め は， 財 の 贈与 関係 が ，特 定 の 集 団 間 に集 中 す る傾 向 で あ る。集 団 間で の財 産

の移 譲 つ ま り婚 姻 お よ び養 取 に基 づ く集 団 間 の 関係 と い う観 点 か らみ る と，Ｎｏｏｓｏｍ－

ｗａｒ　ｃｌａｎ は，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ との あ い だ に ５件 ，　Ｙｉａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ との あ い だ に ２件 ，

Ｓａｗｓ６ｔ，　Ｋａｔａｍ ａｎ，　Ｍ ａａｓａｎ６ の各 ｃｌａｎ とで そ れ ぞ れ １件 の婚姻 （婚 入 ） な い し養

取 （養 入 ） の関 係 を も って い る こ とに な る。 つ ま り，特 定 の集 団 との あ い だ に移 譲 関

係 が集 中 す る傾 向 のあ る こ とが うか が え る。 この 背 景 に は ，事 例 １の よ う に，兄 の死

後 ，弟 が兄 嫁 と結 婚 す る レヴ ィ レー ト婚 もみ られ る。 この種 の婚 姻 は， 「兄 の 贈与 し

た 財 を管 理 し， 兄 の 子 ど もの世 話 をす る」 と い う理 由 で ， サ タ ワル 社会 で は ，優 先 さ

れ ，多 くの例 数 が あ る。 ま た ，父 親 の ｃｌａｎ に子 ど もが 養 子 にゆ く とい う事 例 も， こ

の傾 向 を裏 づ け る要 因 とな って い る。

　 ３番 め の点 は贈 与 財 の数 量 が婚 出者 の子 ど もの有 無 や人 数 ， お よび そ の地 位 に 関連

して い る こ とで あ る。 多 くの場 合 ， と くに婚 入 者 に子 ど もが い る場 合 には ， コ コヤ シ

林 ，パ ンノ キ とタ ロイモ 田 が １セ ッ トと して 贈 与 され て い る 。子 ど もが な い場 合 は ，

コ コヤ シ林 とタ ロイモ 田 の双 方 な い しど ち らか が贈 られ る こ とが多 い。 つ ま り，子 ど

もの有 無 に よ って ， 贈 与 財 の種 類 と数 量 に ち が いが 存在 す る とい う こ とで あ る。他 方 ，
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子どもの有無にかかわらず，婚入者が ｃｌａｎの首長である場合には， ほかの男性とく

らべ，より多 くの財を贈る傾向がある （事例 ９，１０）。 また，贈与財の数量は，それ

らの要因のほかに，事例 ６のように，集団の保有する財の数 とそれを使用，管理する

成員数 とによって左右される性質であることも指摘される。

　以上の３点の性格および意味については，次節で考察することにして，ここでは，

事例の検討をつづけることにする。

２）　出自集団か らの贈与財と贈与の方法

　 つ ぎ に，１９３１年 の段 階 で ， この ｌｉｎｅａｇｅ が ほか の ｌｉｎｅａｇｅへ 贈 与 した財 産 につ いて

述 べ る こ とに しよ う。 つ ま り， こ の １ｉｎｅａｇｅか らの 婚 出者 お よ び養 出者 が どの程 度 の

財 産 を ほか の ｌｉｎｅａｇｅに 贈与 した か につ いて で あ る。 そ れ らに関 連 す る この ｌｉｎｅａｇｅ

の 人 数 は ， ４人 で あ る。

事 例 １１

　 　 Ｙｉｋｅｎｕ（３）は ，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の女 性 と結 婚 し， ２人 の娘 （幼死 ） を も った。 彼 が ，彼 の 妻

　 　お よ び彼 の娘 に贈 与 した の は， パ ンノ キ ２本 （１０６）， とタ ロイ モ 田 ２区 画 （Ｔ２６，Ｔ４６）で あ

　 　る 。パ ンノ キ は父 （１’）， タ ロ イ モ田 Ｔ２６ は，姉 の夫 （４”），　Ｔ４６は ， 母 の 妹 の 夫 （２’）がそ れ

　 　ぞ れ持 参 した も ので あ る。

事 例 １２

　 　 　Ｒａｎｇａｐｉｙ （７）は，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎの 首 長 で，　Ｍ ａｓａｎ６・ｃｌａｎへ 婚 出 し， １人 の娘 （幼 死 ）

　 　を も った。 彼 は ， コ コヤ シ林 を １個 所 （１４６）， パ ンノ キを ２本 （１４３）と タ ロ イモ 田 ２ 区 画

　 　 （Ｔ２，　Ｔ３０）を ，妻 の ｌｉｎｅａｇｅ に贈 与 した。 コ コヤ シ林 は， 「義 理 の 父」 （２’），タ ロイ モ田 （Ｔ３０）

　 　 は， 「義 理 の姉 」 （９）の ｌｉｎｅａｇｅか らそ れぞ れ 贈与 され た もので あ る 。

　事 例 １３

　 　 　Ｙｉｔｕｒｕｐｉｙ（１３）は，　Ｓａｗ６ｎ　ｌｉｎｅａｇｅへ 養 子 に 出 た が， そ の さ い， 母親 （６）は， タ ロ イ モの

　 　 １区画 （Ｔｌ９）をつ けて や った。 彼 が ， 後 年 ， 養 取 先 か ら Ｙａａｎａｔｉｗ・ｃｌａｎへ 婚 出 した と き に

　 　 も， 母 親 は ， コ コ ヤ シ林 の １区 画 （６９）， パ ンノ キ ２本 （１８１）と タ ロ イ モ田 の １区画 （Ｔｌ９）

　 　 を 婚 出先 に 贈与 した 。 この タ ロイ モ 田 は，事 例 ５で Ｆａｙｋｕの養 取 の さい に ，　Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ

　 　 か ら贈 られ た もので あ る。

　 事 例 １４

　 　 　 Ｎｅｐｏｙａｒｅｙ （１４）は， 父 親 （６’）の姉 （Ｍ ａｓａｎ６　ｃｌａｎ）に養取 され た 。 こ の と き，母 親 は， タ

　 　 ロ イモ の １区 画 （Ｔ２０）をつ けて や った 。 しか し， 彼女 は， 養 取 後 ， 数 年 して 自分 の Ｐωｚ「ｋｏｓ

　 　 に帰 り現 在 にい た って い るが ，贈 与 した タ ロ イモ 田 は ，養 母 の保 有 とな って ， 現 在で も養 母

　 　 の娘 が 使用 して い る 。

　 以 上 の ４つ の 事 例 に み ら れ る財 の 移 譲 の 内 容 は ， 基 本 的 に は ， 前 述 し た 事 例 の 性 格

に 共 通 す る 。 養 取 お よ び 婚 出 に よ る 財 の 贈 与 に 関 し て ， と く に ， つ ぎ の ３ 点 を 特 徴 的

性 格 と して あ げ る こ と が で き る 。

　 １つ は ， 養 子 に で た 子 ど も が ， 成 人 後 ， 養 取 先 か ら婚 出 す る と き に は ， 養 子 の 生 家
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の ｌｉｎｅａｇｅか ら もそ の婚 出先 に財 の贈 与 を お こな って い る こ とで あ る。 サ タ ワル社 会

で の養 子 は，養 出 後 ，養 親 の １ｉｎｅａｇｅの成 員 と して生 活 す る こ と が義 務 づ け られ て い

る。 しか し，養 子 は ，養 子 自身 の ｌｉｎｅａｇｅ の成 員 権 を失 う こ とな く， 彼 め 生 ま れ た

ｌｉｎｅａｇｅ の財 を 使 用 す る権 利 も保 持 して い る。 つ ま り， 養 子 は， 実 親 およ び養 親 の

ｌｉｎｅａｇｅの 双方 に帰 属 す る こ と にな り， 実 親 の ｌｉｎｅａｇｅか らも婚 出 時 に は ， 財 の分 与

を う け る権 利 を も って い る ので あ る。

　 ２つ め は，養 取 の さ い に子 ど もの 実親 か ら養 親 に贈 られ た 土地 は ，子 ど もが成 人 に

達 す るま え に養 親 の もとを逃 げ だ した （ノ６５ππの 場 合 ， 実 親 の １ｉｌｌｅａｇｅへ 返却 され な

い とい う点 で あ る。 養取 を契 機 にお こな わ れ る土 地 の贈 与 は ，養 子 と な っ た子 ど もの

「食 べ ものを う るた め」 と同時 に，「養 親 の世 話 にた いす る お礼 」 とみ な され て い る。

そ の ため に， 養 親 が養 子 の幼 少 期 の面 倒 を み た に もか か わ らず ，養 親 の も とか ら去 る

こ とは， 養 子 が 養 親 へ の 「気 持 が な い」 とい う こ とにな る。 した が って ，養 親 は，養

子 の 「扶 養 」 （ク伽 祝ｏπαα７）の 代 と して ，実 親 か らの土 地 を保 有 す るこ とがで き る。

　 ３つ め は， こ の ｌｉｎｅａｇｅか らの婚 出者 （男性 ） が ，彼 の妻 およ び子 ど もの あ た え る

財 は ，彼 の父 ，姉 の 夫 な ど が贈 与 して くれ た もの を優 先 す る点 で あ る。 この集 団 か ら

の贈 与 財 のす べ て が ， ほ か の集 団か ら贈 られ た もので 占め られ るわ け で は な い けれ ど

も，集 団 の元 来 の土 地 （ｒａｐｉｎ）よ り も，集 団へ は い って きた 土地 （ｆａａｎｇ）を ， 優 先 的

に 贈与 す る傾 向 が うか が え る。 この こ と は， 「ｒａｐｉｎ の 土地 は，クｄｙｉｎａｎｇ の ｍωｏｎｇｏ

（食 料 ） だ か ら， よ そヘ プ初 η８６η６ （贈 与） しな い」 とい うサ タ ワル の 人 び との 考 え に

基 づ い て い る。 集 団 固有 の 土地 を確 保 す る と い う指 向性 は， サ タ ワル 社 会 の ω槻襯 πη

（「規 範 」） で もあ る が， 現 実 に は ，第 皿章 の表 ３で み た よ うに， 各集 団 が 現在 保 有 す

る ｒａｐｉｎ カ テ ゴ リーの土 地 は ，全 体 の 半分 に もみ た な い。

　 １９３１年 時点 で ， こ の １ｉｌｌｇａｇｅ か ら他 の １ｉｎｅａｇｅへ贈 与 した財 産 は ， コ コヤ シ林 １個

所 ， パ ンノ キ ４本 ， タ ロ イモ 田 ６区画 と い うこ と にな る。 これ らの数 を ， 前述 した こ

の 集 団 に贈 与 さ れ た数 量 と比 較 す る と，後 者 の方 が は るか に多 い こ とが 指 摘 され る。

サ タ ワル 社会 に おい て は ，事 例 で も明 らか の よ うに， そ れ らの贈 与 が ，主 と して ， 婚

姻 お よ び養 取 を 契 機 に実 施 され るの で ， 財 の移 譲 の多 寡 は， あ る集 団 へ の婚 入 者 ， 養

入 者 の人 数 とそ こか らの婚 出者 ， 養 出者 の そ れ との差 に対 応 す る。つ ま り，集 団 に と

って ，男 子成 員 よ り も女 性 成 員 の 方 が 多 け れ ば ，多 い ほ ど， ほ か の集 団 か ら多 くの財

を獲 得 す る こ とが で き る。 した が って ， Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の Ｋ ａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ

の場 合 は ，１９３１年 の 時点 で は ，婚 ・養 入 者 の方 が婚 ・養 出 者 よ り多 い の で ， そ れ以 前

よ り多 くの コ コヤ シ林 ，パ ンノ キ ， タ ロ イモ 田 を うる こ と がで きた こ とに な る。
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　 この段 階 で の 土 地 の 移譲 で気 がつ くこ とは ，土 地 を贈 与 され た 集 団 と贈与 した集 団

との あ いだ には ， そ れ が生 起 す る以 前 に ２集 団間 です で に土 地 の 移譲 関係 が存 在 した

とい う点 で あ る。 これ は ，集 団間 の婚 姻 およ び養 取 の問 題 と密 接 に関 連 して くる。 た

とえ ば ，Ｙｉｎｉｐｏｗｐｉｙ （９），　Ｎｅｐｏｙａｒｅｙ （１４）は ， そ れ ぞ れ父 親 の １ｉｎｅａｇｅへ 養 出 して

い る し， Ｒａｎｇａｐｉｙ （７）は ， 自分 の姉 の夫 （６’）の ｌｉｎｅａｇｅへ 婚 出 して い る。 こ の よ

うに， 土 地 の 移 譲 は ， あ る集 団 か ら他 の集 団 へ一 方 的 にな され るの で は な く， ２集 団

間 で 時 間 （世代 ） を た が え た り ，同 世 代 に お いて 男 性 を 交 換 した りす る方 法 に よ って ，

相 互 に お こな う傾 向 が み られ る。 この傾 向 は ， まえ で 指 摘 した ， 土地 の移 譲 が特 定 の

集 団 間 に集 中 す る とい う結 果 に反 映 して い る。

２．　 １９８０年 まで の財 の保有 と移譲

　 前 節 で 記 述 した 事例 に よ って ， サ タ ワル社 会 に お け る お おま か な 財 の 移譲 の契 機 お

よび そ の 内 容 が 明 らか に な っ た。

　 本 節 で は ，１９３１年 以 降 ，１９８０年 まで の４９年 間 に，Ｎｏｏｓｏｍ ｗａｒ　Ｋ ａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ

で お こな わ れ た財 （コ コヤ シ林 ， パ ンノ キ ， タ ロ イモ 田） の 移譲 の実 態 を考 察 す る。

最 初 に， 表 ５と図 ９を参 照 しな が ら， 数 量 的傾 向 につ いて 述 べ る こ とに す る。 そ して ，

つ ぎに 前 節 の事 例 に は ，み られ な か った移 譲 の実 例 を 紹 介 し， そ の性 質 を検 討 す る。

表 ５－１　 ５０年 間 に Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ に は い った財

1 

2 

3

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

人 名

Nooman 

Fanak 

Rumay

 Rap  ok 

Manganiik 

Fiti 

Netawerechip 

Naipokuman 

Namoniik 

Sao 

Niko

計

系図番
号（図
９）

1' 

16' 

17'

19' 

34' 

24 

10 

34 

23 

21 

22

ココ ヤ シ林

地図番号

 28,14 

     1 

28,138,15

2

2

１７４

１１３

個所

2 

1 

3

1 

1

8

ココヤ シ

本数

50 

20 

240

270 

50

630

パ ン ノ キ

地図番号

 28,143 

      38 

 28,35,51,73 
 138,152,182 

 41,118,134 

 35,41

28 

134 

28

本数

13 

1 

18

3 

2

1 

1 

1

40

タ ロイ モ 田

地図番号

 T39 

 Tl, T32

 T10 

T16 

T6 

T6 

T6 

T6 

T6

区画数

1 

2

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1

10

註 　 １． 系 図 （図 ９） には 上記 の婚 入者 の ほか に ２人 の 婚入 者 が い るが ， Ｍ ｏｓｅｓ（１０’） は， 他 島

　 　 　 出 身者 ，Ｆｒａｎｃｉｓ（２９’）は ，結 婚 して間 もな く， まだ 財 を 贈 与 して いな い 。

　 　２．　 コ コヤ シの 数 量 は ， イ ンホー マ ン トの指 示 によ る 。
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　表 ５－２　 ５０年 間 に Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ か ら出た 財

人　　名
系図番号

（図 ９）

ココ ヤ シ林 パ ン ノ キ タ ロイモ 田

地図番号 個所
ココヤシ

本数
地図番号 本数 地図番号 区画数

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12

13

14 

15 

16

Otoniik 
Yipmay 

Yiturupiy 

Tokomey 

Yipoinuk 

Recho 
Rappow 

Yaisouman 

Puitak 

Roman 
Yachime 

Namenuk 

 Junta 
Tomeita 

Emoinuk 
Sauchoman 

Yinipowpiy 

 Oft

12 

14 

15 

18 

6 

8 

9 

25 

3 

4 

7 

26 

28 

43 

35 

36 

11

161 

69 

111 

143

127

114 

146 

126

1 

1 

1 

1

1

1 

1 

1

 8

30 

30 

60 

70

20

30 

(40) 
40

280

122,127 

  141 

  181 

  189 

 122,127

143

71 

106

127

8

3 

2 

2 

2 

2

2

2 

(1)

2

17

   T7 

   T6 

   T6 

   T6 

T7, T42 

T6, T26 

TM, T35 

    T6

T45

T9

T6 

T26

 T6,  T35,  T42 

   T9, T40

10

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1

1

1

1 

1 

3 

2

20

註 　１．

２

ｈδ

４

Ｒａｐｐｏｗ （９） は， 同 じ ｃｌａｎ の Ｆａａｙｎｅｎ　ｌｉｎｅａｇｅ へ 養取 さ れ ， そ の とき ，　Ｔ　ｌ　４ を贈

与 した。

そ の他 の 内 訳 は， 同 じ ｃｌａｎ の成 員 が養 出 した と き に贈 与 した り， 使 用 しなか った た

め に， 同 じ ｃｌａｎ 成 員 に 没収 され た り した もの で あ る。

ココ ヤ シ数 量 は， イ ンホ ーマ ン トの 指 示 した数 で あ る。

（ ） は， 贈 与 して ，取 り返 した ので 統 計 に 加算 して い な い人 。

　 　　１）　 贈 与 財 の 数 量 統 計 的 傾 向

　 ４９年 間 に ， この １ｉｎｅａｇｅ が他 の ｌｉｎｅａｇｅか ら贈与 を うけ た コ コヤ シ林 は， ８個 所

で ， コ コヤ シの総 本 数 は， ６３０本 で あ る。 同 様 にパ ンノ キ は４０本 ， タ ロ イモ 田 は ，１０

区 画 とな って い る。 そ して ， そ れ らの移 譲 の 契機 とな る婚 姻 お よび 養 取 によ る人 の移

動 を み る と，婚 入 者 が ７人 ， 養子 が ５人 で あ る。 婚入 者 の うち ， コ コヤ シ林 を 贈与 し

な か った 男性 が ２人 お り，逆 に ３個 所 もの ココ ヤ シ林 を贈 った 男性 が １人 い る。 つ ぎ

に， こ の ｌｉｎｅａｇｅ か ら他 の １ｉｎｅａｇｅへ 贈 与 した 財 を み る と コ コヤ シ林 が ８個 所 ， コ コ

ヤ シの数 が２８０本 ，パ ンノ キが１７本 ， タ ロ イモ 田 が ２０区画 で あ る。 そ れ らを贈 与 した

こ の ｌｉｎｅａｇｅか らの婚 出者 は ，１１人 ，養 出者 は ， ６人 を 数 え る。

　 婚 出者 お よ び養 出者 １７人 に た い し， 贈 与 した タ ロイ モ 田 の区 画 が 多 いの は ， Ｎｏｏｓ－

　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　 ２５３
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ｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の別 の系 統 （Ｆａａｙｎｅｎ　ｌｉｎｅａｇｅ）の成 員 に分 与 した り， 他 の ｃｌａｎ に と り

返 さ れ た タ ロイモ 田が ５区画 も存 在 す るか らで あ る。 ま た ， 婚 出者 の なか に は， サ タ

ワル 島 で生 まれ た この ｌｉｎｅａｇｅ 成 員 の ほ か に ， 他 島か ら来 た 同 じ ｃｌａｎ 成 員 （２人 ）

や非 血 縁 者 （１人 ） もふ くま れて い る。 い ず れ にせ よ， この ｌｉｎｅａｇｅが ４９年 間 に獲 得

した財 の数 量 と贈 与 した そ れ とを く らべ て み る と ， コ コ ヤ シ林 は ，贈 与 した もの と入

手 した もの と が同 数 な の に コ コヤ シの本 数 は ， 贈与 した も のが ３５０本 も少 な くな って

い る。 そ して ，パ ンノ キ は ，獲 得 した 方 が ，贈 与 した もの よ り１３本 多 い。 そ れ にた い

し， タ ロ イモ 田 は ，贈 与 した区 画 数 が ， え た もの の ２倍 に もな って い る。

　 こ の よ うな 数量 的 デ ー タか ら， ま ず ， こ の集 団 にお い て は ，婚 出 ・養 出 者 の 人数 が

婚 入 ・養 入者 の そ れ よ りも多 いの で ， コ コヤ シ林 とタ ロイ モ 田 は， 獲 得 した 数 よ り贈

与 した 数 の 方 が多 い とい う点 が 指 摘 で きる。 しか し， コ コヤ シお よび パ ンノ キの数 量

に関 して は， そ れ ら とは逆 の結 果 にな って い る。 この不 一 致 は ，前 節 で もふ れ た よ う

に ， 贈 与 財 の内容 お よ び数 量 が ， 婚 姻 ， 養 取 の件 数 と対 応 す る側 面 と と もに ， 婚 入

（出） 者 が も もつ 子 ど もの 人 数 の 多寡 と い う要 因 に も関連 して くる。 つ ま り，一 定 区

画 の コ コヤ シ林 とタ ロイモ 田 は ， 基本 的 な 贈 与 財 で あ る が ， ココヤ シの木 とパ ンノ キ

は，状 況 （子 ど もの数 の 増 加 な ど） に応 じて そ れ ら自体 が （土 地 と分 離 して） 移 譲 の

対 象 物 と され るの で あ る。

　 つ ぎ に， 財 の移 譲 が お こな わ れ る集 団 間 の 関係 につ い て み る こ と に しよ う。１９３１年

の段 階 で も，財 の贈 与 が 特 定 の 集 団 に集 中 す る傾 向 が顕 著 で あ った が ， この４９年 間 に

お いて も同 様 な傾 向 が指 摘 され る。Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅへ の 婚 入者 ，養 入 者 の出 身

ｃｌａｎ は ，　 Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ か ら ５人 （婚 入 ３人 ，養 入 ２人 ），　 Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ か ら ４人

（婚 入 １人 ，養 入 ３人 ） で あ る。 そ れ以 外 の ｃｌａｎ か らは皆 無 で ， 島外 か ら ２人 が 婚

入 して い る。 この ｌｉｎｅａｇｅ成 員 の婚 出 ・養 出先 を み る と，　Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ へ ６人 （婚

出 ４人 ，養 出 ２人），Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ へ ５人 （婚 出 ２人 ，養 出 ３人 ），　Ｍ ａａｓａｎ６　ｃｌａｎ へ

４人 （婚 出 ２人 ， 養 出 ２人 ），そ の 他 の ｃｌａｎ へ 婚 出者 ２人 とい う結 果 で あ る。 この よ

うに ， この集 団 と婚 姻 お よ び養 取 の 関係 を結 ぶ他 の集 団 は，ほ とん ど Ｎｅｙａａｒ，　Ｙ舶 ｎ－

ａｔｉｗ，　Ｍ ａａｓａｎ６の各 ｃｌａｎ に よ って しめ られ て い る こ とが わ か る。１９３１年 まで の事 例

で も， そ れ ら ３集 団 との 関係 が存 在 して お り，現 在 にい た るま で ， そ の関 係 が 存 続 し

て い る こ とが うか が え る。

　　 ２）　財 の移譲 と贈与 財 の意味

　以上で，４９年間における財の移譲についての数量的な動向が明らかになってきた。

以下では，いくつかの具体的事例を述べながら，財の移譲についてのサタワルの人び
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註

１．爽 ¢ は 、故人 を示 す 。

２．　 　　 は 、養取 関係 を指示 す る。

　 一 ・一 は 、擬制 的 キ ョウダイ関係

　 一一一は 、他 島出身 のｃｌａｎ成員

　 一… ウ は 、養 出先 をあ らわす 。

３．ＮＥ（ＭＡ）は、　ＮＥ　ｃｌａｎの成 員 だが 、　ＭＡ　ｃｌａｎへ 養取 され たこ とを示す 。

４．（７０）は、年 齢 をあ らわすが 、４０歳 以上 は、 推定 に よる。

図 ９ Ｋ ａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ の 系 譜



須藤　 サンゴ礁の島における土地保有と資源利用の体系

と の考 え か た を考 察 す る こ と に しよ う（図 １０）。

事例１５

　　Ｒｕｍａｙ（２）は，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ出身者で この ｌｉｎｅａｇｅへ１９４７年 に婚入 した。彼は，現在まで

　 に，妻 Ｎａｙｋｅｒｕ（２’）とのあいだに ８人 の子 どもをもうけている。 そ して， ３個所の ココヤ

　 シ林 （ココヤシの総数２４０本），１８本のパ ンノキ， ２区画のタロイモ田を贈与 している。彼が

　贈 った これ らの財の数量 は，サタワルの男性が妻および彼の子どもの集団に贈与する平均的

　数量か らみれば，かな り多い。それ らを彼に分与 した彼の親 族関係者は， ５人にのぼる。ま

　 た，贈与 した時期 も一度 にではな く，数次にわ たって いる。そ こで，図１０を参照 しなが ら，

　 それらの贈与財および贈与 した関係者を詳細 に検討 してみよ う。

　　Ｒｕｍａｙ は，現在 ，島の第 １位の首長の地位 にあるが， １人 息子のために， 彼の ｌｉｎｅａｇｅ

　 を継承する実 の女性キ ョウダ ィが い な い。 そ のために， 彼の母親 （１６）は， 彼女の 兄 の娘

　 Ｎｅｔａｙｒａ（１）を養女に して， この ｌｉｎｅａｇｅの財 の実質的管理をまかせ た。　Ｒｕｍａｙは， １人息

　 子であ るに もかかわ らず ，母の 「姉」 （１７）へ養子と して乳幼児の ころか らひ きとられ，そこ

　 で育 った。彼の養 子先 は，同 じ Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎではあるが，土地およびその他 の財塵の保有を

　 異にす る別系統 の ｌｉｎｅａｇｅである。　Ｒｕｍａｙの 「義理 の姉」になる Ｎｅｔａｙｒａにも子ど もがで

　 きなか ったために，Ｒｕｍａｙは， 自分の次男 （５）と長女 （６）とを養 子として自分の生 家にお

　 くった。現在 ，Ｒｕｍａｙの生 まれた Ｐωｕｋｏｓに住み，彼の ｌｉｎｅａｇｅの財を直接的に管理 ・使用

　 しているのは，Ｎｅｔａｙｒａ夫婦 （１，１’）と Ｒｕｍａｙの長女夫婦 （６，６’）と次男 （５）および Ｎｃｓａｎｕｋ－

　 ｕｃｈｏ夫婦 （４，４，ｔ）と養女 Ｋａｓｉａｎａ（７）の ８人 である。

　　 Ｒｕｍａｙは，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋの女 Ｎａｙｋｅｒｕと結婚 した とき，　Ｎｅｔａｙｒａ（１）と彼の

　 養母 （１７）か ら １区画ずつのタロイモ田 （Ｔｌと Ｔ３２）を譲 りうけて，妻に贈与 した。そ して，

　 彼 は，父 （１６’）が もって来た７０本 のココヤ シとパ ンノキ １本が植 えて あ る ココヤシ林 （１５２）

　 を Ｎｅｔａｙｒａの了解 をえて，妻 の集団にも って きた。そのほかに，　Ｒｕｍａｙが毎 日身体 に塗 る

　 ための油を とる ココヤシの木 ２本を彼の父の Ｉｉｎｅａｇｅか らもらい，持参 した。 サタワル社会

　 で は，男女を問わず ，水浴びのあと身体にコブラを紋 ってその油をつけるのが習慣 とな って

　 いる。 このコブラ油をとるココヤ シは， ｎ丘ｎ伽 ｇａｐｉｔ（「身体塗布用 ココヤシ」） とよ ば れ，

　 森 にあ って食用ない しコブラをつ くる目的で利用するココヤシとは区別され，家やカヌー小

　 屋の近 くにあ るものにか ぎられる。 とくに，成年男性の場合，航海術，カヌー建 造術 などの

　 秘儀的知識を修得 した男 は，自分専用の ココヤシを確保す ることが義務づけ られている。 こ

　 れは，伝統的知識の保持老が，それ らを保持 しない男性や女性 との共用を禁ず るというタブ

　 ーに基づ くか らである。とにか く，サタ ワル社会 において は，成人男女は，自分の身体 につ

　 けるコブ ラ油を とるココヤシは， 自分の父の ｌｉｎｅａｇｅの保有する．ココヤシか らえなければな

　 らない とされてい る。

　　 このよ うに，Ｒｕｍａｙは，結婚 とほぼ同 じ時期 に， １個所 のココヤ シ林， 身体塗布用のコ

　 ブ ラを採取す るココヤシ２本 と ２区画のタ ロイモ田を，妻 （の集団） に贈 った。それか ら，

　 長子が生まれたときに，５０本の ココヤシと ７本 のパ ンノキの はえているもう’１個所の ココヤ

　 シ林 （２８）を贈 り， ４番 目の子どもが生 まれてか ら，さらに，１２０本の コココヤシ林 （１３８）を

　 Ｎｅｔａｙｒａに話 して妻の集団に分与 した。その後 も， 子どもが生まれると， 彼の ｃｌａｎ成員で

　 女性キ ョウダイにあた る Ｙｉｎｅｎｕｋｕｍａｎ（３）か ら， ４本，　Ｎｅｔａｙｒａか ら３本のパ ンノキが，

　 それぞれ妻の集団に贈 られて いる。　　 　　　　　　　　 ・．　　　　　　　　 『　 ・
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註

Ｌ ¢ ｅ２｛は、故 人 を示す。

２．一 は、養取 先 を示す 。

３．：… 一一一は、養ｉ取 関係 をあ らわす。

４．ＹＡ，　ＳＷ ，　ＮＯ．　ＳＳ．　ＫＡ．・ＰＩ．は 、それ ぞれ 、　ｃｌａｎ名の略号 であ る。

５．Ｒｕｍａｙの子 ど もの三 男以下 の順序 は、 出生順 に従が って い ない。

　 　　図 １０ Ｒｕｍａｙ（Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ）を 中心 とす る系譜

　 以 上 で， Ｒｕｍａｙ が 結 婚 後 ， 彼 の妻 の集 団 に贈 与 した 財 の 内容 とそ れ ら を 贈 った

親 族 関 係 者 ， お よ び贈 与 の時 期 を 述 べ た 。 この事 例 に お いて ， サ タ ワル社 会 の財 の 集

団 間 で の移 譲 に 関 して ，注 目す べ きい くつ か の側 面 が 明 らか にな って きた 。

　 ま ず ， 第 １点 は ，Ｒｕｍａｙ が 贈 与 した財 が非 常 に多 い こ とで あ る 。彼 の説 明 に よ る

と， そ れ は ，彼 の生 まれ た １ｉｎｅａｇｅが ，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ で首 長 をだ す 系 統 で あ り，多 く
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の土 地 を保 有 して い るの に，ｌｉｎｅａｇｅの 成 員 が少 な い こ と と， 彼 の子 ど もが多 いか ら

だ との こ とで あ る。 この よ うな傾 向 は ，Ｒｕｍ ａｙ の 場 合 にか ぎ らず ， サ タ ワル 社 会 に

お い て ，婚 出先 で 多 くの子 ど も （実子 ，養 子 を とわず） を も った 男性 の 場合 に もみ ら

れ る。 つ ま り，結 婚 を 契機 に お こな わ れ る財 の 移譲 の数 量 は ，男 性 の ｌｉｎｅａｇｅお よ び

ｃｌａｎ の 財 の 保有 状 態 と彼 が 婚 出後 に も うけ る子 ど もの 人数 とに よ っ て 規 定 され る と

い う こ とが で き る。

　 第 ２の点 は ，財 の移譲 の 時期 が婚 姻 のす ぐあ と，子 ど も の 出生 時 と い う よ う に，数

次 にお よ ん で い る点 で あ る。 サ タ ワル の 人 び とは ，結 婚 時 の タ ロ イモ 田 と コ コヤ シ林

の贈 与 は， 婚 入 した 当人 の ｍωｏｎｇｏ「食 べ もの 」 を とる た め の も の と考 えて い る。つ

ま り， 婚 入 者 の食 料 を獲 得 す るた め の タ ロイモ 田 で あ り， コ コヤ シ林 と い う こ と にな

る。 しか し，贈 与 財 のな か で も，男 性 の 婚 入 時 に ， と りあ えず タ ロ イ モ 田 の １区 画 と

身 体 塗 布 用 の コ コヤ シの木 ， １～ ２本 を男 性 の集 団 か ら妻 の集 団 に贈 与 す るの が ，一・

般 的 な 方 法 とさ れ て い る。 この こ とは ，婚 姻 だ けで な く，養 取 の場 合 に もひ ろ くみ ら

れ る習 慣 で あ る。 そ して ， タ ロ イモ 田 の ほ か の財 （コ コ ヤ シ林 やパ ンノ キ） の移譲 は，

子 ど も誕 生 と と もに順 次 お こな わ れ る。

　 この事 例 の 場 合 ， 財 の移 譲 が， ３つ の 時期 に お こな わ れ て い るが ， そ れ を決 定 す る

権 限 は ， あ る とき には ，婚 出者 自身 で あ った り，彼 の女 性 キ ョウダ イで あ った りす る。

これ につ いて ， サ タ ワル の人 び と は，一 定 の方 法 をつ くりだ して い る。 Ｒｕｍａｙ の場

合 ，父 親 が持 ち こん だ コ コヤ シ林 は ，結 婚 時 に彼 の妻 （の集 団 ） に与 え て い る 。 こ の

よ うに ，婚 入 者 （父 ） か ら贈 与 さ れ た財 を直 接 に管理 し，使 用 す る権 利 は ，父 の子 ど

もに ゆ だね て い る。 彼 は ， １人 息 子 で あ った た め に ，父 か らの コ コヤ シ林 の処 分 は ，

彼 １人 で 決 め る こ とが で きた の で あ る。

　 と ころ が ，彼 の １ｉｎｅａｇｅの保 有 す る ココ ヤ シ林 やパ ンノ キ ， タ ロ イモ 田 に 関 して は ，

彼 独 自の判 断 で は ，決 め られ な い。 実 際 に， それ らの財 は ，婚 入 お よび 養 入 して ， 彼

の ｌｉｎｅａｇｅ に住 ん で い る人 び とに よ って ， 利 用 さ れ て い る。 そ のた め に， １ｉｎｅａｇｅ の

男 性 が ， 自分 の １ｉｎｅａｇｅの 財 を彼 の婚 出 した ｌｉｎｅａｇｅに 贈 る場 合 に は，　ｌｉｎｅａｇｅ成 員

の了 解 を う る こ とが不 可 欠 で あ る。一 般 的 な や りか た は ， コ コヤ シ とパ ンノ キ につ い

て は，ｌｉｎｅａｇｅの 首 長 （男性 ）， タ ロイ モ 田 の場 合 は，　ｌｉｌｌｅａｇｅ の女 性 の最 年 長 者 に 申

し出 な け れ ば な らな い 。 そ れ か ら， ｌｉｎｅａｇｅ の首 長 お よ び女 性 の首 長 が ， １ｉｎｅａｇｅ の

成 員 の合 意 をえ た うえ で ，贈 与 を承 認 す る。

　 この さ い に問 題 にな るの が ，婚 出 した 成 員 が ，彼 の妻 お よび 彼 の子 ど もの集 団 に贈

与 す る財 の数 量 につ い て で あ る。 あ る 出 自集 団 の財 の移 譲 が お こな わ れ る さい に は ，
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多 くの場 合 ， ｌｉｎｅａｇｅ 成 員 の成 人 男 女 に よ って ｍωｉｃｈｅｎ　ｐｗｕｋｏｓ（「ｌｉｎｅａｇｅの集 会 」）

が もた れ ， そ の場 で検 討 され る。 た とえ ば ，婚 出者 で多 くの子 女 を もつ男 性 は ， よ り

多 くの コ コヤ シ林 や パ ンノ キを 要求 し，彼 の母 親 も彼 の要 求 に同調 す る 場 合 で も，

ｌｉｎｅａｇｅ の首 長 は，　ｌｉｎｅａｇｅ の 成 員 や子 ど もの人 数 な どを考 慮 して ， 贈 与 す る財 の規

模 を 決 め る。 ま た ，男 性 キ ョ ウダ イ か らタ ロイ モ 田 の追 加 を 求 め られ た女 性 は， ｌｉｎ－

ｅａｇｅ の女 性 成 員 と話 し合 い ，女 性 族 長 の 判 断 を あ お ぐ。 この よ う に，　ｌｉｎｅａｇｅ の財

産 に関 す る最 終 的 な処 分 権 は ， コ コヤ シ林 とパ ン ノ キに関 して は ， 男性 首 長 ， タ ロ イ

モ 田 につ いて は，女 性 首 長 が掌 握 して い る。

　 ま え で もふ れ た が ， ｌｉｎｅａｇｅ へ 婚 入 した 男性 （父 ，母 の 父 な ど） の財 につ いて は，

そ の 男性 の実 の子 ど もが ，彼 らの判 断 に よ って処 分 す る こ とが 可能 で あ る。 この こ と

は， サ タ ワル の人 び とが ， 子 ど もの 誕生 後 に， 贈 与 した コ コヤ シ林 や パ ン ノ キ は，

「子 ど もの ｍωｏｎｇｏ」 のた め で あ る とい う説 明 と関連 して くる。 形 態 上 は ，夫 が妻 の集

団 へ財 を贈 与 す るの で あ るが ，実 際 に は， 夫 は ， 自分 が も ち こん だ コ コヤ シ林 や パ ン

ノ キの手 入 れや そ れ らの 実 の収 穫 を お こな う。 タ ロイ モ田 は， 妻 が使 用 して ， タ ロ イ

モ の栽 培 に責 任 を もつ 。 そ して ，子 ど もが成 長 し，成 人 にな る と， そ れ らの使 用 お よ

び 管 理 は ，子 ど もた ち にま か され る。

　 た とえ ば ， タ ロ イモ 田 の場 合 ，夫 か ら贈 与 さ れ た 田 は， 彼 の妻 に よ って 優 先 的 に利

用 さ れ るが ，娘 が成 人 に達 す る とそ の田 を使 用 す る権 利 が 娘 に ゆ ず られ る。 そ して ，

そ れ以 降 ， そ の 田は ， 娘 （長女 ） の保 有 対 象 物 とみ な され る。 この よ うに ， あ る ｌｉｎ－

ｅａｇｅの 財 は ，　Ｉｉｎｅａｇｅの所 有 な い し保 有 す る もの と父 親 （と母 親 ） を 同 じ くす る子 ど

もた ち の保 有 す る もの とに類 別 され るの で あ る。 そ して ， 後 者 の処 分 権ｉは， ｌｉｎｅａｇｅ

成 員 全 員 に よ って で な く，父 母 を共 通 にす るキ ョウダ イに ゆ だ ね られ る。 つ ま り， １

つ の ｌｉｌｌｅａｇｅが保 有 す る財 は， そ れ にた いす る所 有 な い し使 用 の権 利 にお いて ， ２種

類 の性 格 が存 在 す る こ と にな る。

　 第 ３の点 は， 財 の贈 与 が 婚 姻 関係 の成 立 した 当事 者 ｌｉｎｅａｇｅ （２つ の ｌｉｎｅａｇｅ） 間

だ けで な く， 親族 関係 の あ る ほか の １ｉｎｅａｇｅを もま き こむ こ とで あ る。 この事 例 に お

い て ，Ｒｕｍａｙ は ，彼 自身 の ｌｉｎｅａｇｅの 財 の ほ か に ，彼 の 父 親 の ｌｉｎｅａｇｅ，彼 の養 母 ，

そ して 彼 と同 じ ｃｌａｎ で あ るが別 系 統 の ｌｉｎｅａｇｅか ら も コ コヤ シ， タ ロ イモ 田 ， パ ン

ノ キを も らい ，妻 の集 団 に贈 与 して い る。 Ｒｕｍ ａｙ の 場 合 は ， 同 じ ｃｌａｎ 成 員 （女 性）

に男 性 が 養 取 され た例 で あ るが ， 異 な る ｃｌａｎ （主 と して 父 の） に養 取 さ れ た 男性 で

も， 養 母 の ｌｉｎｅａｇｅか ら財 の贈 与 を うけ る例 は， 数 多 く見 られ る。 つ ま り， サ タ ワル

の 養 取 慣 行 に お いて ，男 性 が 養母 の ｌｉｎｅａｇｅか ら， コ コヤ シ林 な い しタ ロ イモ 田 を分
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与 して も らい ，婚 出 した （妻 の） ｌｉｎｅａｇｅ に贈 与 す る こ とは ， 当然 の権 利 とみな され

て い る。

　他 方 で ， 養 取 関係 が な くて も， 同 じ ｃｌａｎ の成 員 だ か ら とい う理 由 で，あ る １ｉｎｅａｇｅ

が ，他 系 統 の ｌｉｎｅａｇｅの男 性 成 員 の婚 姻 時 に， タ ロイ モ 田や パ ン ノ キを贈 与 す る こ と

が あ る。 この 事 例 に お い て は ，ｌｎｅｎｕｋｕｍａｎ （３）が ，　Ｒｕｍａｙ に ４本 のパ ンノ キを 贈

った よ うな場 合 で あ る。 この様 式 の財 の 贈 与 は ， 同 じ ｃｌａｎ 内で ， 人 口の わ りに多 く

の 財 を保 有 して い る Ｉｉｎｅａｇｅか ら，財 の 少 な い ｌｉｎｅａｇｅの成 員 にた い して お こな わ れ

るの が一 般 的 で あ る。 この こ とは ，各 々 の ｌｉｎｅａｇｅの 財 が ，前 述 した よ う に，基 本 的

に は， ｌｉｎｅａｇｅ 単 位 で 保 有 され る もの と父 親 を共 通 にす る キ ョウダ イ単 位 で 保有 され

て い る もの とで構 成 され て い る けれ ど も， とき に よ って は， 分 節化 した い く つ か の

ｌｉｎｅａｇｅの 集 合 体 で あ る ｃｌａｎ の レベ ルで も ，財 の融通 が な され る こ とを 示 して い る。

つ ま り，基 本 的 には ，財 産 の保 有 単 位 と して機 能 して いな い ｃｌａｎ が ， 各 １ｉｎｅａｇｅ の

財 産 の保 有 の不 均衡 を調 節 す る集 団 と して 顕在 化 す る ので あ る。

３）　島外 出身者の財の獲得方式

　いままでの事例は，サタワルの人びとの財の取得，および贈与のありかたを示すも

のばかりであった。つぎに，サタワル島への来島者が，この島の財にたいする権利を

獲得 した例をとりあげることにしよう。

事 例 １６

　 　 Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ　１（は， 他 島 で生 ま れ た 同 じ ｃｌａｎ の ４人 の男 性 が 帰属 し

　 て い る （図 ９参照 ）。 Ｗ ａｋｉｎ （２），　Ｐｕｉｔａｋ （３），　Ｒａｆａｅｎ（２０），　Ｒｏｍａｎ （４）で あ る。　Ｗ ａｋｉｎ は，

　 サ イパ ン島生 まれ で ， １９３９年 に サタ ワル島 へ来 た。 彼 は ， サ イパ ン島 で 母親 か ら， サ タ ワ ル

　 島 に 同 じ ｃｌａｎの人 び とが 住 んで い る ことを 聞 き２５）， 日本 の 貿 易会 社 の仕 事 を しな が ら， ヤ

　 ップ島へ 来 た 。 そ こで ， サ タ ワ ル島 か ら出て きた 同 じ ｃｌａｎの男 （Ｙ）と知 り合 い ， サ タ ワル

２５）サタ ワル島をふ くめ，中央カロ リン諸島の住民の一部 は，１８１０年 ころにサイパ ン島へ移住 し

　たといわれる。それは，この一帯 をおそ った台風によ って，島に海水があがり食料が枯死 した

　か らである。その当時，サイパ ンを無人島であった。その理 由は，マ リァナ群 島を植民地 と し

　ていたスペイ ンが，１８世紀 にキ リス ト教を布教す るために， サイパ ン島にいたチャモ ロ系の人

　び とをグ ァム島に強制移住 させた ことによる。サタワル島の航海者 たちは，そのころか ら，ス

　ペ イン人か ら金属器な どを入手す る目的で，大型帆走カ ヌーを駆使 して グァム島へ航海 し，サ

　 イパ ン島の状況 を知 っていた。サタ ワルの人びとは，台風のあと，島の人 口を ２分 し，半数 が

　 サイパ ン島へ，あとの半数が島に残留 したと伝え られている。そのために，現在 でも，サイパ

　 ン島に居住 しているその ときに移住 したカロ リン系の人び との子孫 とサワタル島の住民 とのあ

　 いだでは，系譜関係 をたどることができる。 本稿でとりあげている Ｋａｒｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅは，

　 １９世紀後半 に，サイパ ン島か ら帰 島 した女性の子孫によって構成 されている ［ＭｃＣｏＹ　 ｌ９７６；

　 須藤 　１９７９］。 また， サイパ ン （Ｓａｉｐａｎ）の語源 は， トラック系言語の ｓａｙｐ６６ｎに由来 し，　ｓａｙ

　 （「カヌーによる航海」）と ｐ６６ｎ （「何 もない土地」） との合成語で，「人のいないところへの航

　 海」 の意味であ るといわれる。
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島に は い った 。 彼 は， ヤ ップで あ った男 に， 彼 の母 親 の 名前 や サ イ パ ン島 の 彼 の Ｃｌａｎの 系

譜 を か た った 。 それ で ２人 は， 同 じ ｃｌａｎ に属 し， キ ョウダ イ にあ た る ことが相 互 に確認 で

きた 。彼 は， サ タ ワル島 に お いて ， 彼 の ｃｌａｎの 首長 か ら， 彼 が責 任 を もつ べ き土 地 を 分 け

て も らい， 雑 木 の伐 採 ， コ コヤ シの植 樹 な どの 仕 事 に従 事 した。 そ して ， 食事 も ｌｉｎｅａｇｅの

女 性 た ち が用 意 した もの を と り， ｌｉｎｅａｇｅ成 員 と して 生 活 を続 けた 。

　 Ｐｕｉｔａｋ （３）は， サ タ ワル 島 の東 方 に位 置 す る プル ワ ッ ト （Ｐｕｌｕｗａｔ）島 で生 ま れ た が，父 親

が サ タ ワルの 出身者 であ るの で， １５歳 の ころ に サ タ ワル 島 へ 来 た 。 そ して ， 彼 の ｃｌａｎ が

Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ と同 じで あ った た め に，　Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｃｋ　ｌｉｎｅａｇｅの 成 員 とみ な さ れた 。 彼 は ，

２０歳 の ころ に Ｍ ａａｓａｎ６・ｃｌａｎ の女 性 と結 婚 し，そ の と きに， この ｌｉｎｅａｇｅか ら， コ コ ヤ シ林

（１１４＞を も らい ，妻 に贈 与 した。 彼 と妻 の あ い だ には ， 子 ど もが いな い が， ４人 の養 子 を と

ったの で ，Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ か らパ ンノ キ ２本 を贈 与 した。

　 Ｒａｍｏｎ（４）は ， サ イパ ン島生 ま れ の男 で ， 西 隣の ラモ トレク島 へ来 て 結 婚 した 。 彼 の妻

の母 親 が サ タ ワル 島 の Ｐｉｉｋ　ｃｌａｎの 出 身者 で あ った た め， 彼 は妻 とい っ しょに １９６０年 ころ サ

タ ワル 島 へ来 た。 そ の とき， 彼 は ， 自分 の ノａＰｔｉｎａｎｇ が Ｎｏｏｓｏｍａｗａｒであ る とか た った の

で ，Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　Ｈｎｅａｇｅ の人 び とは 彼 の い った こ とを信 じて ，彼 の世 話 を した。 そ して ，

彼 が Ｐｉｉｋ　ｃｌａｎ の女 性 と結婚 してい た の で， この ｌｉｎｅａｇｅ で は，彼 の妻 の １ｉｎｅａｇｅ に コ コヤ

シ林 （１０６）と １本 の パ ンノ キを 贈 与 した 。Ｒａｍｏｎ と同 じサ イパ ン島 出身 の Ｗ ａｋｉｎは ，１９４７

年 ころか らサ イパ ン島へ 帰 り，潜 水 夫 の 仕事 を して い たが ， 身体 を害 して １９６９年 に サタ ワル

島へ も ど って きた 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぞ

　 Ｗ ａｋｉｎは ， 島 に帰 って か ら，　Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ の人 に，自分 の 土 地 （１０６）が ど うな って い る か

を たず ね た。 この土 地 は， 彼 が最 初 に 島 へ来 た と きに ，この ｃｌａｎ の 首長 で あ った Ｒａｎｇａｐｉｙ

（Ｙ）か ら，使 用 と管理 の 責 任 を まか され ，雑 木 林 を切 りひ らい て コ コ ヤ シや パ ンノ キを 植 え

た と ころで あ る。しか し，そ の土 地 を サ イパ ンか ら来 た Ｒａｍｏｎに くれた こ とを聞 い た Ｗ ａｋｉｎ

は， Ｒａｍｏｎ が Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの人 で な い こ とを知 って いた の で ，　 Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ の人 び とに そ

の件 を 教 え ，Ｒａｍｏｎ の 系譜 を 確 か めな か った ことを せ め た。 そ して ，彼 は ，　Ｐｉｉｋ・ｃｌａｎへ 贈

与 した 土地 を と り返す こ とを主 張 した 。

　 彼 は， あ る 日， そ の土 地 へ 行 き ， Ｐｉｉｋ　ｃｌａｎ の 人 び とが 集積 して あ った コ コ ヤ シの実 を 割

って コブ ラをつ くり始 めた 。 Ｗ ａｋｉｎ の この 行 動 を見 た Ｐｉｉｋ　ｃｌａｎの 人 び とは， 彼 の “不 法”

な 占拠 に抗 議 した 。 そ れ で， 彼 は ， Ｐｉｉｋ　ｃｌａｎ の 人 び とに ， 自 分 の して い る こ とが ま ちが っ

て い るな ら， サ イパ ンの男 （Ｒａｍｏｎ）に この 場 へ来 て “決 闘” す るよ うに伝 え ろ とい った 。

この Ｗ ａｋｉｎ の実 力 行 使 で，　 Ｒａｍｏｎ が 出 自を 偽 って い た （ノ６’ｚ卿 ψ） こ とが 判 明 し， そ の土

地 は， Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅに返 却 さ れ た。 この事 件 の あ と，　Ｒａｍｏｎ夫婦 は， ラモ トレク島

へ帰 った 。

　 うえ の事 例 は， よ そ の 島 か らの訪 問者 が ， 自分 の ｃｌａｎ とサ タ ワル 島 の ｃｌａｎ との

名 称 や系 譜 関 係 を 確 認 ・同定 す る こ と に よ って ， この 島 の ｃｌａｎ へ帰 属 で き る こ とを

示 して い る。 そ して ， 同 じ ｃｌａｎ 成 員 で あ る こ とが 確定 す れ ば ， 来 島者 で あ って も

ｃｌａｎ の保 有 す る土 地 に た い して ， 島 で生 ま れ た ｃｌａｎ 成 員 と同等 の権 利 を行 使 で き る

こ とを 明 らか に して い る。

ヤ ップ島 か ら トラ ック島 に いた る カ ロ リン諸 島 の人 び と に と って は ，他 島 を訪 問 す
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る場 合 に 自分 と同 じ ｃｌａｎ が 訪 れ た 島 に存 在 す るか否 か が最 大 の 関 心 事 とな る。 そ の

た め に ， ど この 島 に 自分 と同 じ祖先 を共 有 す る人 び とが い るか （ωｏｏｆａｎａｌ）， 祖 先 が ど

の 島 か ら移 住 して き たか （ｒａｐｉ　ｔｏｎｆａｎｄｉ）， 祖 先 の 系 譜 が ど の よ うに つ な が って い るか

（ωｕｒｕωｏωｕｎ／ｄｙｉｎａｎｇ） な ど の知 識 は，人 び とに と って の 必 須 の修 得 事 項 で あ る。

　 こ の地 域 の島社 会 で は， 他 島 か らの訪 問 者 （ωａａｓｕｎａ：「カ ヌー な い し船 で 来 た 人 」）

は ， 島 に上 陸 す る とかな らず 海 岸 に あ る集 会 所 で ， 島 の首 長 に 出身 地 ，来 島 の 目 的 な

ど をつ げ る。 そ れ か ら， 自分 の ｃｌａｎ 名 を か た り， 関係 す る ｃｌａｎ が存 在 す れ ば， そ

の ｃｌａｎ の入 び とに ，前 述 の ３事 項 を述 べ る。 相 互 に， 同一 の ｃｌａｎ 成 員 で あ る こ と

が判 明す れ ば， 島 の ｃｌａｎ 成 員 の居 住地 で生 活 す る こ とが 許可 さ れ る。 しか し， 同 じ

ｃｌａｎ が な い 場合 に は ， 島 に滞 在 中 ，集 会 所 兼 カ ヌー 小屋 を客 舎 と して 寝起 き し，首 長

の指 示 で 島 の人 び とが提 供 す る食 事 を とる こ と にな る。 そ して ，彼 らが 島 の 中 を 許可

な く動 き回 り， 島 の人 び との家 に立 ち寄 り，食 事 を す る こ とな ど は， 厳 し く禁 じ られ

て い る。

事 例 １７

　 　 １９６５年 こ ろ， トラ ック諸 島 の南 東 に位 置す る ナ モ ル ック （Ｎａｍｏｌｕｋ） 島か ら， ２人 の 青 年

　 が サタ ワル 島へ や って 来 た 。 彼 らは， プ ル ワ ッ ト島 にい る 同 じ ｃｌａｎ の人 び との と こ ろ に寄

　 留 して い たが ， サ タ ワル島 へ来 る カ ヌー に便 乗 して ，島 を 「見 物 」 す るつ も りで訪 れ たの で

　 あ る。 そ の う ちの １人 ，Ｙａｃｈｉｍｅ（７）は， サタ ワ ル に来 て カ ヌ ー小 屋 で 起 居 して い る う ちに ，

　 サ タ ワル の青 年 ，Ｙｉｐｏｉｎｕｋ（６）と気 が合 い ，「友 達」 （ｍａｒｅ２ａｒ）に な った 。 そ して ，　Ｙｉｐｏｉｎｕｋ

　 は， ナモ ル ック島 の友 人 を 家 に連 れ て ゆ き， 食事 を共 に す る よ うに な った 。 そ の た め に，

　 Ｙｉｐｏｉｎｕｋの ｌｉｎｅａｇｅの人 び と も，２人 の 関係 を 「キ ョウダ イ」 （ｐｗｉｐωｉｉｐ）とみ な し，　ｌｉｎｅａｇｅ

　 の コ コヤ シ採 取 や小 型 カ ヌー の使 用 を認 めた 。 彼 らは， ｌｉｎｅａｇｅ で の男 の 仕 事 （コ コ ヤ シの

　 手 入 れ ，パ ンノキ の採 取 ，漁撈 活 動 な ど） を い っ し ょにお こな った 。

　 　 Ｙａｃｈｉｍｅは， この よ うな生 活 を続 け る うち に Ｙｉｐｏｉｎｕｋの ｌｉｎｅａｇｅの世 話 に な って サタ ワ

　 ル 島で 暮 らす こ とを決 意 した 。 島の 入 び と も彼 が ， Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ の 世話 にな り， そ

　 の監 督 下 にあ る （ｔｅｉｋａｎｎｕ／ｄｙｉｎａｎｇ　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ）ことを 認 め た 。そ して ，彼 は ， 島 に滞 在 して

　 ２年 目に ，Ｋａｔａｍａｎ　ｃｌａｎ の 女 性 と結 婚 す る こ とに な った。 しか し，彼 女 の ｃｌａｎ の なか に

　 は， 彼 が ω砺∫観α（「カ ヌー で来 た男 」） であ るか ら， 「土 地 を持 って な い」 とい う こ とで反 対

　 す る もの も いた 。 そ の よ うな意 見 もあ った が， 結局 ，彼 が Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅの Ｙｉｐｏｉｎｕｋ

　 と ρ吻 ω妙 の 間 柄 で ， しか もその ｌｉｎｅａｇｅの ｔｅｉｋａｎで あ る との理 由で ，彼 の 結 婚 は ，許 され

　 た 。 そ して ， 彼 が 結婚 して か ら， Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ の ｌｉｎｅａｇｅ は， １区画 の タ ロ イ モ 田 （Ｔ４５）

　 を 分 与 し，子 ど もの誕 生 後 ， ４０本 の コ コヤ シの は えて い る コ コヤ シ林 （１２６）を 贈 与 した 。

　 この事 例 は ，サ タ ワル 島 に 同 じ ｃｌａｎ を もた な い他 島 か らの 居住 者 に た いす る土 地

の利 用 ， お よ び分 配 の 方 法 を示 して い る。 訪 島者 に た い して は， ま ず ， カ ヌ ー小 屋 で

の “検 問” か らは じま り， 島 の 人 び と との あ いだ で ， ｃｌａｎ の名 称 ， 祖 先 との系 譜 の

認 知 ， 確 認 が お こ な わ れ る。 そ の 結果 ， 同 名 の ｃｌａｎ や親 族 関 係 者 が サ タ ワル 島 に存
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在 しな い場 合 に は ，訪 島者 の行 動 は， 厳 し く制 限 され る。 も し，訪 島者 が， サ タ ワル

の習 慣 を無 視 した り， 破 った り した ら， 首 長 の命 令 で ，島 か らの “退去 ” （∫観 の を 余

儀 な くさ れ る。他 方 ， 訪 島者 が ， カ ヌー小 屋 （客舎 ） に起 居 し， “不 法” な ふ るま い

を しな い か ぎ り，首 長 の 保 護下 に おか れ ， 食 料 そ の他 の生 活 必 需 品 は ， 島 の人 び と に

よ って 提 供 され ，手 厚 くもて な され る。 そ して ， 島 の誰 か と “良 い関係 ” が で き る と，

彼 の家 で の 食 事 や諸 活 動 が 許 され る。 そ の結 果 ， 島 の特 定 個人 との あ い だ に，「キ ョ

ウダ イ」 関係 を結 び ， そ の人 の ｃｌａｎ の 「監 督 」 の も とに お かれ ， 島 の人 と同 様 な行

動 が許 可 され る。 つ ま り， 訪 島 者 は ， 島 の人 と 「キ ョウダ イ」 （ρωψω吻 ）に な る こ

とが ， この 島 に長 期 的 に居 住 す るた め の前 提 条 件 と され るの で あ る。

４）　贈与財の返却 とその方法

　 サ タ ワル 社 会 にお い て は ， あ る出 自集 団 は ， ほか の 集 団 に贈 与 した財 であ って も，

特別 の状 況 の もとで は そ の財 を と りか え す こ とが で き る。 ま た ，贈 与 財 が特 定 の 集 団

に一 方 的 に流 れ た り， そ の集 団で 長 く保 有 され て い る と， そ の財 を 流通 させ る 目的 で

の婚 姻 が お こなわ れ る。

　 事例１８

　　 　前節の事例 ６で １人の女性，Ｙｉｎｉｐｏｗｐｉｉｙ（１１）が，　Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　Ｈｎｅａｇｅの養子 とな り，

　　 ７個所 のタ ロイモ田を移譲 した ことを述べた （図 ９参照）。 彼女 は， 日本人 と結婚 したが，

　　 子どもを もたず に１９６０年 ころに死亡 した。彼女が贈与 したそれ らのタロイモ田の うち，現在，

　　 この １ｉｎｅａｇｅが保有するものは， ２個所 （Ｔ７，　Ｔ３６）にす ぎない。 ２区画の土地は，養母 の娘

　　 た ち （１７，１９）が，それぞれ管理 ，利用 して いる。けれども，ほかの， ２区画 （Ｔ２９，　Ｔ３０）は，

　　 この Ｉｉｎｅａｇｅか らの婚出者 （２人）が，婚 出先へ贈与 した。

　　 　それ らの婚出者 は，いずれも Ｙｉｎｉｐｏｗｐ三ｉｙの養取 によ って成立 した ｍωｅｎｇｄｉｎｇ（「異性キ ョ

　　 ウダイ」） のカテゴ リーにある男性成員であ る。 彼女の 「義理の弟」へのタロイモ田 の分与

　　 は，彼女 の意志に基づ くものであ った。その当時，養母の ｌｉｎｅａｇｅには， 子 どもが多か った

　　 ので，養母 のタロイモ田ではな く，彼女のタロイモ田を贈与 したとの ことであ る。彼女 はそ

　　 れ らを贈与するにあた って は，彼女の ｌｉｎｅａｇｅ成員か ら了承をえなか ったといわれる。そ し

　　 て残 りの ３区画 （Ｔ６，　Ｔ３５，　Ｔ４２）は，彼女 の ｌｉｎｅａｇｅへ返却 された。 彼女 の死後， 彼女の生

　　 まれた ｌｉｎｅａｇｅ成員 によ って ３区画のタロイモ田がとり返された理由は，彼女 に子どもがな

　　 か ったか らである。

　 この 事 例 が示 す よ うに ，１ｉｎｅａｇｅ間 で 贈与 さ れ た タ ロイモ 田 で あ って も， あ る状 況

の も とで は ， 贈与 者 が ，分 与 した 土地 を取 り返 す とい う事態 が生 ず る。 過 去 に 贈 与 し

た財 を 返 却 させ る とい うこ の慣行 は ， サ タ ワル 社 会 の 土 地所 有 の性 格 を把握 す る うえ

で興 味 ぶ か い 事 例 で あ る。 サ タ ワル の人 び とは，婚 姻 およ び養 取 に よ って移譲 され た

土 地 にた い す る権 利 は ， 当事 者 の生 存 中 は ，贈 与 した 集 団 が保 有 して い る と考 え て い

る。 そ して ， 当 事 者 の死 に よ って ， 当事 者 の集 団 は ，贈 与 した 土地 へ の権 利 の 譲 渡 に
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関 して ， 選 択 的判 断 を下 す 。 婚 姻 を 契 機 とす る土 地 の 贈与 の場 合 ， 基 本 的 に は， 前

節 で み た よ うに ， 父 の １ｉｎｅａｇｅ か ら贈 られ た 土 地 に た いす る権 利 は ， 父 の婚 入 した

ｌｉｎｅａｇｅの全 成 員 に よ って 共 有 さ れ る ので な く， 父 を 同 じ くす る ｌｉｎｅａｇｅの子 ど もた

ち に よ って保 有 さ れ る。 そ して ，父 の死 後 も， そ の権 利 は ，子 ど もた ちに継 承 され る。

しか し，婚 入者 な い し養 入 者 （女 性 ） に子 ど もが な い場 合 に は ，彼 な い し彼 女 が もち

こん だ財 にた い す る対 応 の しか た が ，子 ど もの あ る場 合 と異 な って くる。

　 一 般 的 にい え る こ とは ，婚 入者 （男 性 ） に子 ど もが な い と き に は ，彼 が贈 与 した土

地 は ，彼 の死 後 も，婚 出 した ｌｉｎｅａｇｅに贈 られ た ま ま に な る。 こ の土 地 は ， コ コヤ シ

林 な い しタ ロ イモ 田 の １区画 程 度 の 内容 で ，婚 入 者 の 食 べ もの を え るた め と考 え られ

て い る。 しか し， 上記 の事 例 の よ うに，女 性 の養 子 で，数 多 くの土 地 が 彼女 の ｌｉｎｅａｇｅ

か ら，養 母 の １ｉｎｅａｇｅ に贈 与 され た場 合 に は， 彼女 の ｌｉｎｅａｇｅが ， それ らの 土 地 を と

り返 す権 利 を 行 使 す る こ とが可 能 とな る。この権 利 の行 使 は ，実 際 に は双 方 の ｌｉｎｅａｇｅ

の保 有 す る土 地 の 数 と ｌｉｎｅａｇｅ 成 員 の人 口 な ど の要 因 を 考 慮 し て お こ な わ れ る。

Ｙｉｎｉｐｏｗｐｉｉｙ の例 で は ， 贈 与 され た ７区画 の タ ロイモ 田 の うち ， ３区 画 が ， 彼 女 の

１ｉｎｅａｇｅ に返 さ れ ， ４区画 が養母 の １ｉｎｅａｇｅに よ って 保 有 な い し処 分 され た こ と にな

る。

　 以 上 でみ た よ う に， 集 団 間 で贈 与 され た財 の保 有 ， 使 用 お よ び処 分 に関 す る権 利 は，

コ コヤ シ林 ， タ ロ イモ 田 ，パ ンノ キが 移譲 され た時 点 で ，完 全 に譲 渡 さ れ る性 格 の も

の で な い こ とが 明 らか に な った。 それ らが ，譲 渡 され る と きは ， 婚 姻 な い し養 取 の関

係 の解 消 時 で あ る。 財 の移 譲 の契 機 （婚 姻 ，養 取 な ど） を つ くりだ した本 人 が ，婚 姻

な い し養 取 の関 係 を 維 持 して い る か ぎ り， 財 を贈 与 した 集 団 は， そ の財 に た いす る権

利 を保 持 して い るの で あ る。 贈与 を う けた集 団 は ， そ の財 を 使 用 す る こ とはで きる が ，

贈 与 側 の許 可 な くほか の 集 団 に あ たえ る こ とは許 され な い。 そ して ，集 団間 で の婚 姻

な い し養 取 の関 係 が 消 滅 す るの は ， 当事 者 の死 亡 な い し離 縁 で あ る。 この と きに ，財

を 保有 す る権 利 の譲 渡 な い し返 却 が ，贈 与 側集 団 に よ って 実 施 され る。 この さ い ， そ

の権 利 が譲 渡 され るか 否 か は ， 当事 者 の子 ど もの有 無 が ，主 要 な 要 因 とな る。

　 事例１９

　　 　 いままでの例のなかで特定の ｃｌａｎ間で財の贈与がおこなわれる場合がみ られた。 こ の事

　　 例は，あ る １ｉｎｅａｇｅがそこか ら婚 出した男性の贈与 した 財を， 婚 出先の １ｉｎｅａｇｅか ら 「とり

　　 返す」ためにおこな った婚姻の例であ る。

　　 　Ｒｅｃｈｏ（１）は， 父の ｌｉｎｅａｇｅの女性 と結婚 した （図１１参照）。 彼の ｌｉｎｅａｇｅには， 彼の父

　　 （４’）および彼の母の父 （５’）の ２人 が， ２世代 にわ たって Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎの同 じ ｌｉｎｅａｇｅか ら婚

　　 入 してい る。これまでに， 事例 ３，事例 ７で みたよ うに， その ｌｉｎｅａｇｅか ら彼の ｌｉｎｅａｇｅへ

　　 贈与 した財は，ココヤシ林 ４個 所，パ ンノキ２３本 とタ ロイモ田 ２区画である。彼の妻の母，
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註

１．／ Ｓ２ｓは 、故 人 を 示 す 。

２．「一一一『「は 、類 別 的 キ ョ ウ ダ ィの 関 係 をあ らわ す 。

３．▲ は 、Ｅｇｏ（Ｒｅｃｈｏ）を示 す 。

図 １１ 父 の ｌｉｎｅａｇｅ 成 員 と の 結 婚

Ｉｎｅｎｕｋｕｍａｎ （２）の話 によ る と，彼 女 は娘 ，　Ｎｉｋｏｋｋ（１’）に ，　 Ｒｅｃｈｏ（１）と結 婚 す るよ う にす

す め た と の こ とで あ る。 彼女 の 真 意 は ，自分 の ｌｉｎｅａｇｅか ら ２人 の 男性 が，　Ｒｅｃｈｏの ｌｉｎｅａｇｅ

へ 財 と家 屋 建 築 の知 識 を贈 った か ら， 娘 婿 と して Ｒｅｃｈｏを とる こと によ って， そ れ らの財

と知 識 を彼 女 の ｌｉｎｅａｇｅにか えす こ とに あ った ２６）。 現 在 ，　Ｎｉｋｏｋｋ は，父 の ｌｉｎｅａｇｅ （父 の妹 ，

３） の養 子 にな って い る が ，養 母 の死 後 ， 実母 の と ころ に帰 る こと に な って い る。

　 Ｒｅｃｈｏ夫 婦 には ， ３人 の 娘 がお り，Ｒｅｃｈｏの ｌｉｎｅａｇｅか ら贈 与 した の は， タ ロ イモ 田 ２区

画 （Ｔ６，　Ｔ２６）で あ る。 こ れ らの タ ロ イモ 田 は，　 Ｒｅｃｈｏ の父 お よ び母 の 父 が持 参 した もので

２６）サタ ワル社会では，航海術，カヌー建造術，カヌー小屋 や家屋の建築技術，占い，パ ンノキ

　の豊穣，魚の豊漁，嵐 しずめなどの儀礼 の知識を修得することに，高 い価値がおかれている。

　それ らの専 門知識は，各 ｃｌａｎで継承されなければならない と考え られてい る。 継承方法は，

　母系 （母のキ ョウダイか ら彼女の息子）の ｌｉｎｅにそ ってお こなわれるのが基本形態 で あ る。

　 しか し，息子 も父親か らそれ らの知識を修得する資格を もつ。 この場合には， 父の ｃｌａｎの重

　要な知識が，ほかの集団へ伝え られることになる。そのために，ｃｌａｎ固有の専門知識が，　ｃｌａｎ

　成員に伝承 されていない状況では， Ｃｌａｎの知識を修得 して いる男性成員 の息子を彼の ｃｌａｎの

　女性 と結婚 させる ことによ って，その知識を とりもどす手段 がこうじられる。
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　 　 はないが，養母の死後， Ｎｉｋｏｋｋの実母 の ｌｉｎｅａｇｅに移譲されるとのことである。いままで

　 　 には， ココヤシ林 とパ ンノキが贈与されていないが，これは， 養母の １ｉｎｅａｇｅにそれ らを多

　 　 く保有 しているので不要であるとの養母の意見によるか らである。

　 上 記 の事 例 の よ うに ， あ る集 団 か ら他 の集 団 に財 が一 方 的 に流 れ るの を抑 制 す るた

め に実 施 す る婚 姻 は ， ほ か に も数 例 み られ る。 そ して， サ タ ワル の人 び とは ，財 の 移

譲 の歴 史 お よ び経 路 に つ い て 強 い関 心 を も って い る。 と くに， 個 々の ｌｉｎｅａｇｅ お よび

ｃｌａｎ か ら贈 与 され た元 来 の土 地 （π顔 磁 プ加 の が ， 現 在 ， どの ｃｌａｎ に よ って保 有 さ

れ て い るか を記 憶 して い る。 土地 の歴 史 につ いて この知 識 （ωｕｒｕｗｏｗｕｎｆａｎｄｉ）は， 各

ｃｌａｎ 成 員 に と って重 要 な 継 承 事項 とな って い る。 そ して ， 彼 らは， 機 会 が あ れ ば，

他 の集 団 成 員 に よ って保 有 さ れ て い る ｒａｐｉｎ　ａｂ　ｆａｎａｂを 自分 の集 団 に と り返 した い と 考

え て い る。 事 例 １８は，彼 らの そ の よ うな 気 も ちが顕 在 化 した も の と いえ よ う。

　 サ タ ワル社 会 で は，財 の移 譲 が， ほ とん ど の場合 ，集 団 聞 で の人 の移動 に と もな っ

て生 起 して い る。 した が って ， あ る集 団 か ら流 出 した財 を ， と り返 す 方 法 と して は ，

原 理 的 に は ， この事 例 の よ うに ，男 性 が父 の女性 キ ョウ ダ イ の娘 と の結 婚 ，つ ま り，

父 方 交 差 イ トコ婚 を 優先 的 に お こな え ば よ い こ と にな る。 しか しな が ら， 現在 の サ タ

ワル社 会 に お いて は， そ の よ うな優 先 婚 が ，制 度 と して確 立 して いな い 。

　 最 後 に，現 在 ，Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ が 保 有 して い る コ コヤ シ林 とコ コヤ シの数 量

お よび パ ンノ キの本 数 と１９３１年 当時 の そ れ らとを 比較 し，財 の移 譲 にみ られ る特徴 的

性 格 を指 摘 して ， 本 章 を 終 え る こ とに しよ う （表 ６参 照）。 表 ６は ，事 例 １か ら事 例

！Ｑま で の 財 の 贈与 内 容 と表 ５－１お よび 表 ５－２とに 基 づ い て作 成 され て い る。 しか し，

現 在 ， この ｌｉｎｅａｇｅ の保 有 す る コ コヤ シ とパ ンノ キの 総数 量 が ，表 ３ と表 ６とで 異 な

って い る。 そ れ は ，表 ６に Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｐｗｕｋｏｓ　ｌこ居住 して い る Ｎａｉｒｏｐｉｙ系 統 （図

７） の ｓｕｂ４ｉｎｅａｇｅの財 を加 算 して い な い か らで あ る。

　 表 ６か らうか が え る こ とは， ま ず ，１９３１年 と１９８０年 との 財 の総 数 に お いて ， １９８０年

で は ， コ コヤ シの 数 量 が約 ２倍 に増加 して い るの に， パ ンノ キの本 数 が ，逆 に約 ３分

の ２に減 少 して い る こ とで あ る。 そ の 理 由 と して ，パ ンノ キは ， この５０年 間 に， 家屋

の建 材 ， カ ヌ ーの 用材 や 台 風 な どの た め に５１本 が倒 され て い る こ とが あ げ られ る。 ま

た ，パ ンノ キが 植 え られ る場 所 （土 壌） は ，湿 気 の多 い と ころ で あ るた め に， ココヤ

シ と く らべ 限 定 され る こ と もそ の理 由 の １つ で あ る。 ココ ヤ シの数 量 の増 加 は， コブ

ラ生 産 の増 産 化 と関 連 して お り， この５０年 間 に雑 木 林 が な い ほ どに植 栽 が促 進 され た

か らで あ る。

　 つ ぎ は ， こ の ｌｉｎｅａｇｅか らの 婚 出者 の うち ，財 を ほか の ｌｉｎｅａｇｅへ 贈 与 した もの が ，
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表 ６　 Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ の ５０年 間の 財 の増 減

土 地 名 地図番
号

１９３１年 １９８０年

1. 

2. 

3. 

4.

5. 

6. 

7. 

8.

9.

10. 

11. 

12. 

13.

14. 

15. 

16.

17.

18.

19. 

20.

21. 

22. 

23. 

24.

 FA:4n  en 

 Fânemwek 

 FAS.nkinife 
 Fâayrniliwon

 Nengeneer 

 Yapiirhan 

 PpeenOrnw 

 YandyisOng

Yawirhiyya

そ の 他

① 小 計
 Râapiirhakirh 

 Nemââyon 

 Nenifaana 

 NeemweyAng

 NennOn 

 PpeenOrnw 

 Ma  tayrang

 Rongerhuw

 FetanwOwarik

そ の 他

② 小 計

 Rdanemwaay 

Neweta

 Pwennadfang 

 Ppeen6mw 

Yeengiy 

 WenimOng

69 

82 

120 

122

126 

131 

138 

181

189

35 

40 

106 

127

137 

138 

141

146

161

贈与老

12 

28

113 

138 

152 

174

そ の 他

小 計

総 計

R 

R 

R 

R

R 

R 

R 

R

R

2" 

 5', 6' 

1' 

6'

 4' 

4' 

5'

2"

 5'

コ コ

ヤ シ

30 

30 

20 

40

150 

80 

60 

40

20

ノ’ξン

ノ キ

10

10

12

6

7

61

４７０本 １１０６本 １

40 

20 

30 

10

100 

40 

150

40

30

１４６０本

ｌｇ３０本

7

5

10

11

３３本 １

１１３９本

コ コヤ

シ

30 

35 

40 

46

50 

30 

80 

150

35

膳与者

４５０本

100 

20 

60 

10

200 

40 

300

60

７９０本

21 

50

98 

120 

70 

270

６２９本

１８６９本 【

 16' 

 1',  17'

34' 

17' 

17' 

19'

管理

19' 
16' 

16' 

 X

2 

2 

17' 

17'

17'

17' 

1 

16' 

2

17' 

17' 

19'

2

16' 

17'

 34' 

17' 

17' 

19'

パ ン １

ノキ ｛

4

12

2 

2

4

4

１２８本１

4 

3 

8 

3

7

2

２７本

10

2 

1

21

贈与者１

３４本

８９本

 17', 34'

他集団への贈与

一 部 を （１５）が ＹＡ へ

パ ンノ キを （１２）が ＹＡ

へ ， （６）が ＮＥへ

一 部 を （７）が ＫＡへ

 1',17' 
 21,  34'

17' 

17'

パ ンノ キ を （１５）が ＹＡ

ヘ

パ ンノ キ を （１８）が ＮＥ

へ

一 部 を （９）が ＹＡ へ ，
パ ンノキ を （１２）が Ｙ

へ ， （６）が ＮＥ へ

パ ンノ キを （１４）が ＹＡ

へ

全部を （４）が ＰＩへ，没収

全部を （１５）が ＹＡへ

註 １． そ の他 は， 上 記 の土 地 以 外 に 存在 す るパ ンノ キで あ る。

２． Ｒ．は， 元 来 の土 地 を示 し， １９３１年 の贈 与 者 は ， 図 ８に ，１９８０年 の そ れ は 図 ９に対応

す る 。

３． ※ は， Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋｐｗｕｋｏｓに 居 住 す る別 の 土 地保 有 集 団 が ，使 用 責 任 を も って い る 。
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表 ５－２で は ， ８名 い るの に ， 表 ６に掲 載 され て い るの は ， ５名 にす ぎな い点 で あ る。

表 ６に名 前 が 掲 載 さ れ て い な い ３入 の う ち， １人 は ， Ｙｉｐｏｉｎｕｋ （図 ９の ６） で あ る

が ，彼 は ， 父 （１’）が贈 与 した コ コヤ シ林 （１４３）を その ま ま ， １９６０年 ころ に彼 の婚 出

先 へ贈 ったた め に表 ６に は ，提 示 され て いな い 。 そ して ， ほ か の場 合 は ， Ｐｕｉｔａｋ （３）

と Ｔｏｋｏｍ ｅｙ （１８）で ，彼 らは ，そ れ ぞ れ ， コ コヤ シ林 （ｌｌ１と １１４）を 彼 らの妻 の集

団 に贈与 して い る。 それ らの 土 地 は ， こ の ｌｉｎｅａｇｅの 財 で は な く， いず れ も，前 述 し

た Ｎａｉｒｏｐｉｙ の集 団 が 保有 す る ものを 分 与 して も ら った か らで あ る。 そ の理 由 は ，彼

らの集 団 の成 員人 口 が多 く， Ｎａｉｒｏｐｉｙ の 集 団 が 人 口の わ りに 土地 を多 く もって い た

か らで あ る。 つ ま り， 同 じ居 住 区 に共 住 す る ｓｕｂ－ｌｉｎｅａｇｅ が財 を 融通 した ので あ る。

　 そ して ，同 じ ｃｌａｎ の ｓｕｂ－ｌｉｎｅａｇｅか らの 土 地 の 分 与 とい う例 もあ るが ，こ の ｌｉｎｅａｇｅ

は， １９３１年 に保 有 して いた 財 を１９８０年 まで ， １件 （１６１）を の ぞ き， ほ とん ど保 持 し

て い る点 も注 目 され る。 これ は ，現 在 の時 点 で 未 婚 の 子女 （男性 ） 成 員 の人 数 が多 い

こ とで ，彼 らの父 の集 団 か ら大 量 の財 を受 贈 した こ と によ る もの で あ る。将 来 にお い

て ，彼 らが 婚 出 す る とき に は， か な りの財 の流 出 が予 想 され る。 ま た ， こ こか ら ほか

の集 団 に贈 与 した 土地 （コ コヤ シ林） は ，「元 来 の 土 地 」 が ２件 （６９，１２６）で ， いず

れ も分 割 して 贈 って い る。 そ れ に た い し， 「贈与 さ れ た 土 地 」 は ， ４件 （１３，１７，１８，

１４３）を 数 え る。 そ の うち，３件 は，全 部 の 区 画 を贈 与 して い る。 この こ とか ら も 「元

来 の 土 地 」 よ り も 「贈 与 され た 土地 」 を 優 先 的 に，他 集 団 へ 贈与 す る傾 向 に あ る こ と

が うか が え る。

Ｖ． 土地の移譲様式 と権利

　前章では，土地保有単位 となっている ｌｌｉｎｅａｇｅ集団の約５０年間にわたるココヤシ

林，パンノキ，タロイモ田の保有および移譲の諸側面について考察 してきた。筆者が

各事例について特徴的な側面と傾向を指摘 したので，サタワル社会の土地保有に関す

る性格の概略は，明らかになってきた。そこで，本章では，まず，土地の移譲が生起

する契機に焦点をあて，移譲される財の意味を把握することにしたい。つぎに，サタ

ワルの人びとは，前述 したように財を，集団の固有のもの （ｒａｐｉｎ）， と贈与されたも

の （ｆａａｎｇ）という２つのカテゴリーにわけている。 それで， そのように類別される

財が，彼 らの所有および保有の観念とどのように関連 しているかを検討することにす

る。
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１．　 移譲の契機と条件

　 サ タ ワル社 会 に お いて コ コヤ シ林 ，パ ンノ キ ， タ ロイ モ 田 が財 産 の保 有 単位 で あ る

ｌｉｎｅａｇｅ 間 で や り と りされ る主 な 契 機 は，事 例 が示 す よ う に， 婚 姻 （子 ど もの誕 生 を

ふ くむ） と養 取 関係 の成 立 お よ び 消滅 時 で あ る。 そ して ， そ れ らの移 譲 を う け る資 格

は， ま ず ，１ｉｎｅａｇｅ お よ び ｃｌａｎ の成 員 で あ る こ とに よ っ て獲 得 され る。 この資 格 は，

居 住 の要 因 に よ って は制 限 され な い 。 他 島 の 同 じ ｃｌａｎ の 成 員 な ら誰 で も， サ タ ワル

島 にあ る自分 の ｃｌａｎ の 財 を 利 用 す る こ とが で き る。 ま た ， 他 島 か らの 非 ｃｌａｎ成 員

で あ って も，所 定 の方 式 に よ って サ タ ワル 島 の あ る ｃｌａｎ へ の帰 属 が認 め られ ， そ の

ｃｌａｎ が保 有 す る財 を 使 用 す る権 利 を獲 得 で きる。 この よ うに ， サ タ ワル の 人 び とが ，

財 にた い して何 らか の権 利 を う る には ，財 を保 有 す る出 自集 団成 員 で あ る こ とが前 提

条 件 とな って い る。 けれ ど も， そ の権 利 は ，集 団 によ って排 他 的 に保 有 され るの で は

な く， か な り柔 軟 性 のあ る方 法 で移 譲 され る性 格 の もの で あ る。 以 下 で ， 婚姻 ，養 取 ，

非 ｃｌａｎ 成 員 の 島 入 り，病 気 治療 の さ い に お こな わ れ る財 の贈 与 の条 件 と意 味 に つ い

て 検 討 して み よ う。

　 　 　１）　 婚 姻 と 財 の 贈 与

　 あ る集 団 が ， そ の集 団 の男 性 成 員 の婚 出 した集 団 へ 財 を 贈 る こ と は，プ加 η８ （「贈

与 」） で あ る。 そ して 個 々の財 を贈 与 す る場 合 ， た とえ ば，ｆａａｎｇｅｎｅ’　ｐωｕｎｇｋ （「コ コヤ

シ林 を 贈与 す る」） と表 現 す る。 サ タ ワル の 人 び とは ，男 性 が 婚 出先 に 財 を贈 る の は，

彼 が 妻 の集 団 で 「食 べ も のを 確 保 す るた め」 で あ る と説 明 して い る。 婚 姻 が成 立 して ，

男 性 が妻 の も とへ ひ き移 る時 期 に，彼 の集 団 は ， タ ロイ モ 田 な い しコ コ ヤ シ林 の １区

画 を 妻 の集 団 に分 与 す る。 多 くの 場合 ， タ ロイ モ 田が優 先 さ れ る。 そ の タ ロ イモ 田 は ，

妻 に よ って使 用 ，管 理 され る。 た だ し， コ コヤ シ林 が贈 与 さ れ た と き に は， そ の コ コ

ヤ シの手 入 れ や ，実 の採 取 は， 婚 入 した男 性 当人 の 責 任 とな る。 つ ま り， 婚 姻 時 に贈

与 した 財 を使 用 し，管 轄 す る権 利 は，婚 姻 当事 者 （夫 と妻） に よ っ て保 持 され るの で

あ り，妻 の集 団 のす べ て の成 員 に よ って共 有 さ れ る性 格 の もの で な い。

　 男 性 が婚 出先 で子 ど もを も う け る と，彼 は，自分 の集 団 の成 員 に た い して ，ｎｇａｔｏｍωｏ

／ｅｋｕｓ　ｒａｋ　ｍｗｏｎｇｏ （「私 に少 しだ け の食 べ もの を わ けて くだ さい」） と財 の 分 与 を 申 し

で る。 こ の ｍｗｏｎｇｏ は ， こ こで は ，「食 べ ものを う る資 源」 の意 味 で あ り， 具体 的 に

は ， コ コヤ シ林 ，パ ンノ キ， タ ロ イモ 田 を さす 。 彼 の 集 団 （ｌｉｎｅａｇｅ）で は， 首 長 を 中

心 に，ｍｗｉｃｈｅｎ　■ｄｙｉｎａｎｇ （「１ｉｎｅａｇｅの 集 会」） を ひ らき， ど の種 類 の ， ど こ に あ る土地

の ， どの く らい の財 を彼 に贈 与 す るか を決 め る。 サ タ ワル社 会 で は， 樹 木 （コ コ ヤ シ，

パ ンノ キ） とタ ロイ モ の使 用 お よび管 理 の責 任 が， 男性 と女 性 と に よ って 明 確 に分 担
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されている。そのために，集団が保有する財の管理と使用は，男性成員 と女性成員と

によって分割される。したがって集団の共有財の処分にたいする最終的権限は，ココ

ヤシ林 とパンノキに関しては，男性首 （族）長，タロイモ田については，女性首 （族）

長が，それぞれ保持している。男女それぞれの首長は，婚出した男性成員から財の分

与の申し出をうけたときに，集団が保有する財の状態や集団の成員数を念頭において，

贈与する財の内容と数量を決定する。

　Ｉｉｎｅａｇｅ集会の場では， 婚出 した男性成員が彼の妻の集団および彼のこどものため

に，より多 くの財の分与を主張 し，彼の母親 も彼に加担する状況がしばしば生ずる。

このさい，彼の父親の集団から贈与された財が，残っていれば，それが優先的に贈与

の対象になる。 しかし，彼に年長のキョウダイが多 く，そのために父親の財がすでに

贈与されて しまった場合は，ｌｉｎｅａｇｅの共有財ないし父親以外の婚入者の贈与財の分

与をめぐる話 し合いになる。話 し合いがこじれたときには，それを解決 し，成員の合

意をとりつけるのは，ｌｉｎｅａｇｅの首長の責任 となって くる。婚出した男性成員が， よ

り多 くの財を妻の集団に贈与 したいとのぞむ真意は，妻の集団から自分の集団が 「け

ちんぼう」＠ω醐 とみなされるのを嫌 うことにある。 このような指向性は，サタワ

ル島の首長を輩出する３つの ｃｌａｎにおいて顕著にみられる。 とくに，首長自身の婚

姻においては，事例 ９，１０，１５で明らかなように，平均的数量以上の財を贈与 してい

る。

　子どもの誕生にともなって，父親の集団から子どもの集団へ財を贈与 す るの は，

「子どもを ｍωｏｎｇｏでこまらせないようにするため」といわれる。事実，父親の集団

は，子どもの出生につれて，順次，パ ンノキやココヤシを分与 している。このような

贈与慣行は，基本的には，子どもの食料資源を父親の集団でも確保するという理念に

基づいて実行されているとみなすことができる。父親の集団か ら贈られた財にたいす

る権利は，父親の生存中，父親が保有するもので，母親の集団成員の共有財とは別個

のカテゴリーに属 している。父親の死後においても，その財の使用，管理，処分など

の権利は，父親を同じくする子どもたちによって保持される。具体的には，男性キョ

ウダィがココヤシ林 とパ ンノキを，女性キョウダイがタロイモ田をそれぞれ共有する。

そして，それらの財は，男性キョゥダイの婚出を機会に，ほかの集団へ贈与される。

　このように，男性の集団が贈与する財は，彼の婚出先の集団が一時的に保有するけ

れども，原則 としては，世代をへるにしたがって人 （男性）の移動 とともに集団間を

循環する性質のものである。だから，財が，ある集団からほかの集団へ一方的に流れ

たり，特定の集団で長期に保持される状態がつづ く場合には，事例１８のように，財を
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とりもどすための婚姻がおこなわれる。この結婚方式は，財の集団間での循環を促進

させ る手段 とみなすこともできる。

　サタワル社会で，婚姻時に男性の集団か ら彼の妻の集団へ財を贈与するという慣行

は，集団間を移動する人の 「食料資源を確保する」という理念に基づいて実行される。

この理念は，人の移動および移動にともなう人口の増大に対処するかたちで現実化す

る。たとえば，男性が結婚後にもつ子どもの人数に比例 して，贈与する財の数量 も多

くなる。 もし，子どもを多 くもった父親の集団は，子どもの人数にみあうだけの財を

贈 らないと子どもの集団から，批難される。このように，集団の人口の増加 にともな

って，多 くの財が移譲される傾向は，第ＩＶ章 と第Ｖ章でとりあげた Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ

Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅの事例か ら実証される。

　１９３１年の時点で，その ｌｉｎｅａｇｅ成員の居住集団人口が１８人，保有するココヤシ林１８

個所，タロイモ田２７区画であった。それが，１９８０年では，人口４２人，ココヤシ林２３個

所，タロイモ田２７区画とそれぞれ増加 している。そして，増加分は，ほとんど，その

ｃｌａｎ へ婚入 した男性の集団が贈与 したものである。 したがって，資源利用の観点か

らみれば，その慣行は，出自集団間での食料資源と人口との均衡をたもつ制度として

重要な機能をはたしていることがわかる。そして，サタワルの人々は，ｆａｎｎｇのカテ

ゴ リーの財を集団外への贈与財として優先的に贈り，ｒａｐｉｎ のそれを集団内に祖先か

らの財 として保有するものと考えている。それは，出自集団の維持 ・存続のために不

可欠で基礎 となる生活資源を ｒａｐｉｎの財によって確保 し，人口の増大でそれだけでは

まかなえない食料資源を プ加πｇ の財によって補なうことを意味 している。 つまり，

ｒａｐｉｎの財は， 第一義的な生活保障資源であり，　ｆａａｎｇ のそれは， 補完的な生活保障

資源 とみなす ことができるのである。

　　 ２）　養 取 と財の贈 与

　サタワル島は，養取慣行が発達 している社会である。最近の人口増加にともなって，

養取の例数は，ますます多 くなり，現在，２０才未満の人びとで養子になっている人数

は，全体の６０パーセントをこえている。そして，このような養取は，ほとんど親族関

係者間でおこなわれ，とくに，子どもが父の集団 （父の姉妹や母）の養子になる場合

が多い。これは，子供のうち，少な くとも１人が父の集団の養子にならなければなら

ないというサタワル社会の 「規範」によるものである。

　その規範の背景には，子どもは，養取によって，「父の地位を代理する」（ＳＵＵ１ｅｎｎｔ

ｓａａｍ）という理念がある。このような考えのもとでおこなう養取は，たんに，父親の

集団が子どもをひきとって養育することだけを目的としているのではない。つまり，
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多 くの財を保有する集団が財の少ない集団を助けるために養子をとる養取の形態 とは，

性格を異にする。そのことは，実母の集団が，養取関係の成立時に養親へ財を贈る慣

行か らも明らかである。財の内容は，ふつうタロイモ田の１区画ないしパンノキ１本

程度で，子どもの誕生時の財の贈与量よりは，はるかに少ない。この養取にともなう

集団間での財の贈与は，それをうけとる養親 （とその集団）が子どもの 「糞 の世話を

する」（ｒｅyｔｏpw）からだと説明される。 それは，子どもの養育にたいする代償として

の財の贈与を意味する。子どもに 「食扶持」をつけるかたちの，この養取慣行は，興

味ぶかい性質をふくんでいる。

　この慣行によると，子供が，父の姉妹ないし父の母親の養子になる場合，子どもの

父の集団と母の集団とで財の互酬的交換をおこなうことになる。 とい うの は，父 親

は，母親の集団に婚入するさいに，タロイモ田を持参 し，逆に子どもを養取するさい

には，逆に，母親の集団は，父親の集団ヘタロイモ田を贈るか らである。養取の機会

に贈与される財は，かならずしも，父親が持参 したそれと同一のものではないが，と

にかく，父親と母親との ２集団問で，財の給付 と反対給付が短期間のうちに実施され

る。この反対給付は，形態上，ある集団が，贈与した財の少なくとも一部を相手集団

から返却 して もらうことを意味している。つまり，ある集団は，男性成員が婚出した

集団へ，婚出および子どもの誕生の契機に一方的に財を贈与するのではな く，彼の子

どもを養子にとることによって，その財の一部をとりかえす ことになるのである。

　 　 ３）　 来 島 者 へ の 財 の 贈 与

　 来 島者 で ， サ タ ワル 島 に同 じ ｃｌａｎ お よ び ｌｉｎｅａｇｅを もつ 人 び とは ， そ の集 団成 員

とみ な さ れ ， そ の集 団 の保 有 す る土地 に た いす る権 利 を獲 得 す る。 この 場合 ， ｃｌａｎ

の異 同 を判 定 す る方 法 は， ｃｌａｎ の 名称 だ けで な く，　 ｃｌａｎ の 移 住 の 起 源地 や移 住 の経

路 ， お よ び ｃｌａｎ の系 譜 な ど をか た りあ い ， 確 認 す る こ とで あ る。 しか し， 自 分 の

ｃｌａｎ が サ タ ワル 島 に存 在 しな い人 び との場 合 は ， 事例 １７でみ た よ うに， 土 地 を利 用

す るた め に ， サ タ ワル の どれ か の ｃｌａｎ に帰 属 す る手 続 きが必 要 とな る。 そ れ には ，

ま ず ， 同 じ年 輩 の人 との あ いだ に 「キ ョウダ ィ」 （pwiipwiy） の 関係 をむ す ば な け れ

ばな らな い。 そ れ か ら，キ ョゥダ イ に な った 人 の 集 団 を 「保 護 ・監 督 の ｃｌａｎ」 （ｔｅ１ｋａｎ

muyayinanｇ）に す る承 認 を う け る義務 が あ る。 それ らの 「契約 」 が成 立 す れ ば ， サ タ

ワル社 会 に親 族 関係 者 が いな い訪 島者 で あ って も， 島 の資 源 を利 用 す る こ とを 許 され

る。 そ して ，結 婚 に さ い して は， 砂 肋 η の承認 を うけ た集 団 か ら財 の 分与 を期 待 で き

る。 現 在 ま で に， この よ うな契 約 を む す び ， サ タ ワル 社 会 で生 活 した ，な い し， して

い る人 は， ４人 い る。 いず れ も男 性 で あ る。一 般 的 に ，ｔｅyｋａｎ とい う関 係 は， 島 内 の
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図 １２ サタ ワル の男性 と結 婚 した女 性 の ｌｉｎｅａｇｅ

集団と男性の来島者 とのあいだに成立する性格のものである。

　来島者が女性である場合，従来の例では，２種類のケースがある。 １つは，この島

の男性と結婚 した他島の女性の場合であり，もう１つは，島の男に連れられて来島し

た女性の場合である。前者の例で，島への滞在が一時的 （当事者世代かぎり） の場合

には，夫の集団の土地を使用することが認められ る２７》。しかし，その夫婦の子孫がサ

タワル島に居住 しつづけると，夫の集団は，彼 らに土地を分割 して贈与する。このよ

うな例は， ３例ある。 そのうちの １例，Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ の １分節集団を形成 してい

るオレアイ島からの来島者の例を簡単にのべることにする （図１２参照）。

２７）他 島の女 性がサタ ワルの男性 と結婚 した場合，その夫婦 は，数年 ごとに住む島をかえる こと

　 が好まれる。 夫の ところ （サタワル島）に住む とき，妻 は，夫 の Ｐｗｕｋｏｓに居住 し， その女性

　 首長の指示 に したが って， タ ロイモ田のわ りあてをうけたり， ｌｉｎｅａｇｅの女性成員 とともに，

　食料の取 得や料理づ くりの仕事に従事する。そ して，少な くとも子 どもの １人 は，夫 の母や姉

　妹 の養子になるのが一般的慣行であ る。 これは，父が島にいないので，その子 どもが，ｌｉｎｅａｇｅ

　 の財の管理 を し，父の両親の老後の世話をす るためと説明 される。
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事 例 ２０

　 　Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎの 男 ，　Ｍ ｅｒｕｐ （１）は ，今 世紀 の初 め ころ サ イパ ン島 ヘ カ ヌー で 航海 した 。

　 そ して， そ こに数 年 間 滞在 し， Ｎｉｐｏｕｒ（１’）と結婚 した 。 彼女 は， オ レア イ島 か らサ イパ ン

　 島 へ １９世紀 初 頭 に移 住 した Ｓａｕｆａｎａｃｈｉｋ・ｃｌａｎ の 子孫 で あ る。　Ｍ ｅｒｕｐ 夫 婦 は， 結 婚 後 ， オ レ

　 ァ イ 島で 生 活 し，２人 の 娘 （２，３）を も って か らサタ ワル 島へ きた 。こ の 島 には ，　Ｓａｕｆａｎａｎｃｈｉｋ

　 ｃｌａｎが 存在 しな い た め ，夫 ，　Ｍ ｅｒｕｐ の所 属 す る Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎが ， 彼女 た ちの世 話 を した 。

　 彼 らは， 最 初 ，夫 の集 団 の居 住 区 で あ る Ｎｅｅｐｉｙｔｉｗ （図 ２の ５５） の Ｐωｔｔｋｏｓ に住 ん だ 。 それ

　 か ら，Ｎｅｃｐｉｙｔｉｗ に いた Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎの 人 び と と別 れ ，　Ｙ６ｍ６ｍｅｎａｗ （図 ２の ９８） に新 た

　 に Ｐωｔｔｋｏｓを つ く った。 この と きに，　Ｙａａｎａｔｉｗ・ｃｌａｎ か ら， ７個 所 の タ ロイ モ田 と ２個 所 の

　 パ ンノ キの あ る コ コ ヤ シ林 を 分 割 （kiyniykin）して も ら った ２８）。

　 　 それ らの 財 は， いず れ も Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ の元 来 の 土地 （rapinu fanu)で あ った 。 現 在 ， こ

　 の ｌｉｎｅａｇｅ 成 員 は， 財 を分 割 して くれ た ｌｉｎｅａｇｅ 成 員 と Ｙａａｎａｔｉｗ　Ｐωｕｋｏｓ （図 ２の ４８） に共

　 住 して い る。 それ らの ｌｉｎｅａｇｅは ，財 の 保有 お よび 管理 を ， 別 々 に し，炊 事 小 屋 も個 々 に所

　 有 して 食 事 を つ くって い る。 しか し，毎 週 土 曜 日の料 理 づ くりや 大 きな祭 宴 の食 料 調達 ， お

　 よ び 島 レベル で の分 配 の さ い に は，合 体 して １つ の単 位 とな る。 そ して ， サ タ ワル の社 会 生

　 活 に おい て は ，Ｎｉｐｏｕｒ（１’）を 始 祖 とす る この 出 自集 団 は，　Ｓａｕｆａｎａｃｈｉｋで は な く，Ｙａａｎａｔｉｗ

　 の 名称 を 使 用 して い る。 したが って ， この 集 団 の成 員 が Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ の 成 員 と通 婚 す る

　 こ とは，禁 忌 （yeｐｉｎ）で あ る。 つ ま り， 社 会 的 に は， この集 団 は，　 Ｙａａｎａｔｉｗ・ｃｌａｎ の １分 節

　 集 団 と みな さ れて い る２９》。

　 サ タ ワル社 会 で は， この 事 例 が 示 す よ うに ， こ の 島の 男性 が他 島 で ， この 島 に所 属

す べ き ｃｌａｎ の な い， 女性 と結 婚 して 島 に帰 り， この 島 に居 住 しつ づ け た場 合 ， 男性

の集 団 が ， 多 くの財 を 分 割 して 贈 与 す る こ とが慣 行 とな って い る。 この財 の 分 割 贈 与

は，kiyniykinと よ ばれ ，fanｇ （「贈 与」） と は区別 され る。 こ こで注 目 され るの は，

男性 の集 団 が ，元 来 の 土 地 （rapin）の一 部 を 贈 与 す る点 で あ る。 そ の理 由 は ， サ タ ワ

ル の人 び とに よれ ば， 「１ｉｎｅａｇｅ が分 か れ る （ｒｈａａｎｉ　pｗｕｋｏｓａy）と きに は， 『元 来 の 土

地 （rapinu fanu』 を分 割 しな い とあ とで 問 題 が お きる」 か らで あ る。

　 「問 題 が お きる」 と い う説 明 は ， そ の ｌｉｎｅａｇｅ へ 贈与 さ れ た財 ， つ ま り ｌｉｎｅａｇｅへ

婚入 な い し養 入 した人 び との 集 団 か ら贈 られ た コ コヤ シ林 や タ ロ イモ 田 は ，元 来 の財

と ちが って彼 らの子 ど もた ちだ け が保 有 し，利 用 す る もの であ り， １ｉｎｅａｇｅ の共 有 財

２８） Ｓａｕｆａｎａｃｈｉｋ　ｃｌａｎ の Ｎａｉｔｅｗａ（２）が ，　Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ か ら分割 贈 与 され た ２箇 所 の ココ ヤ シ

　 林 は ，図 ２の ３５と１４０の 土地 で あ る。 ま た ，タ ロイ モ 田 は， Ｔｌ２，　Ｔ１６，　Ｔ１９，　Ｔ２４，　Ｔ３５，　Ｔ４０ と

　 Ｔ４６の ７個所 にあ る区 画で あ る。

２９） 現在 ， オ レア イ 島か らきた Ｓａｕｆａｎａｃｈｉｋ　ｃｌａｎ の直 系 の 子 孫 は， 図 １２か らうか が え る よ う に，

　 ２人 の男 性 成 員 （９・１０）のみ で あ る 。そ して ， オ レア イ島 か ら，同 系統 の ｃｌａｎ成 員 で あ る女 性

　 （８）が 来 島 して ， Ｙａａｎａｔｉｗ　Ｐωｕｋｏｓに 居住 して い た 。 しか し， 彼女 夫 婦 は，娘 と と もに現 在 は，

　 サイパ ン島 に住 んで い る。 そ のた め に ， そ の ｃｌａｎ の財 は，　Ｙａａｎａｔｉｗ　ｌｉｎｅａｇｅに 養 子 １こはい っ

　 た Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の女 性 （５）の 子孫 た ち （１２，１３，１４，１５）が ， 管 理 ， 使用 して い る。 つ ま り，
Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎか ら分 割 贈与 され た 財 は， 現 在 ，　Ｙａａｎａｔｉｗ の 財 と合 併 さ れ てい るわ けで あ る。

　 男性 成 員 （９・１０）の子 ど もた ちの う ち ４人 が， そ の ｃｌａｎ 女 性 の （１５）養 子 に な って い る。
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で な い こ と と関 連 す る。 つ ま り， １ｉｎｅａｇｅ内 で 特 定 の保 有 主 体 が き ま って い る財 を 分

与 す る こ とは ，集 団成 員 の財 にた いす る権 利 に混 乱 を生 じさせ る事 態 を まね くの で あ

る。 そ れ で ， サ タ ワ ル の人 び とは ，贈 与 され た 財 を来 島者 に分 与 す べ きで な い と考 え

て い る◎

　 女 性 の来 島者 が サ タ ワル 島 に居 住 し，数 世 代 にわ た って子 孫 を もつ 場 合 に は ，通 常 ，

新 た な ｌｉｎｅａｇｅを形 成 す る傾 向 が み られ る。 しか し， サ タ ワル 社 会 に お いて は ， そ の

ｌｉｎｅａｇｅ は，女 性始 祖 の本 来 の ｌｉｎｅａｇｅの 名 称 で な く， 彼 女 の 夫 の Ｉｉｎｅａｇｅの それ を

使 用 す る。 上 記 の事 例 で も， そ の集 団 は ，Ｓａｕｆａｎａｃｈｉｋ　ｌｉｎｅａｇｅで は な く， 始 祖 の 夫

の ｃｌａｎ が分 化 した ，　Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ の １分 節集 団 とみ な され る。 そ して ，社 会 ・政

治 的 単 位 と して も，外 婚 の 単位 と して も，Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ と して の規 制 を う け る。

　 逆 に ， サ タ ワル の人 び とが ， そ の集 団 成 員 に た い して，Ｓａｕｆａｎａｃｈｉｋ とい うこ と ば

を 口 にす る こ とは ， タ ブ ーで あ る。 も し， そ の 名称 を よぶ とす る と， そ の行 為 は ， 彼

らに 「この 島 か ら出て ゆ け」 （woosuune yen faney） とい った に ひ と しい。 そ れ は，サ タ

ワル 社会 に お い て は ， も っ と も厳 しい禁 忌 を 犯 した こ とに な る。 そ して ，彼 らの 集 団

と Ｙゑａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ お よび サ タ ワル の人 び との あ い だ に 「悪 い 感 情 」 （feeringaw） を

ひ きお こす 。つ ま り，他 島 か ら婚 入 した 女 性 を 始祖 とす る母 系 出 自集 団 の成 員 は， 彼

女 の 夫 の集 団 の １分 節集 団 の成 員 と して くみ こま れ るか た ちで ， 社 会 的 承認 を う けて

い るの で あ る。 そ の条件 の も とで ， そ の集 団 は ，経 済 的 に も，始 祖 の 夫 の集 団 か ら分

与 され た独 自 の土 地 を保 有 す る自律 的集 団 を 形成 した こ とにな る。

　 他 方 ，婚 姻 関係 を む す ば ず に この 島 の男 性 に 連 れ られて 来 島 した女 性 （お よび そ の

家 族） の場 合 は ， うえ の事 例 とは異 な る形 態 を と る。 サ タ ワル の 人 び とは ， それ を 事

例 １７や事 例 ２０とは，別 の カ テ ゴ リー とみ な して い る。 ここで ， そ の 内 容 お よ び性 格 に

つ いて 図１３を参 考 に して検 討 す るこ とに しよ う。

事 例 ２１

　 　Ｎｅｔａｒｅｉｐｕｎｇ（２）は ， エ ラー ト （Ｅｌａｔｏ）島 の生 まれ で ，　ＮｕｋｕｎｆａｎＵ・ｃｌａｎ の成 員 で あ る。 彼

　 女 は ，２０歳 の ころ， エ ラー ト島 を襲 った 台 風 で 島 に食 料 が な くな った ため に ， サタ ワル 島へ

　 きた 。そ の と き， 彼女 を 連 れて きた の は， Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎの 男 で あ った 。 彼 女 の ｃｌａｎ が この

　 島 に ない の で ，彼 女 は ， Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の Ｐｗｕｒｏｏｒｈｉｋ　ｌｉｎｃａｇｅ の居 住 地 （図 ２の ５１） に寄 留

　 した 。彼 女 は ，社 会 的 に は， Ｐｗｕｒｏｏｒｈｉｋ　Ｐωｕｋｏｓ に住 ん で い た サ イパ ン島 出身 の Ｙａａｎａｔｉｗ

　 ｃｌａｎ の女 ，　Ｎａｐｏｒｏｎｉｙｏｒ（１）の 「養 子」 とな った。 そ して ，「養 母 」 の 息 子，　 Ｐｕｎａｋ五ｔｔ（２’）

　 と結婚 し， ２人 の娘 と ２人 の 息 子 を も うけ た 。 サ タ ワル社 会 の 婚 姻規 制 で は ，女 性 が養 母 の

　 息 子 と結 婚 す る こ とは禁 止 され る。 この場 合 は ，養 女 が他 島 出身者 で異 な る ｃｌａｎ に属 して

　 い る ことで 許 さ れた とい われ る。

　 　Ｎｅｔａｒｅｉｐｕｎｇ は， 夫 か らコ コ ヤ シ林 とタ ロイ モ 田の 贈与 を うけ た。 ま た ，養 母 の住 ん で い

　 る １垣ｅａｇｅ の財 を使 用 す る こ とが許 されて いた 。 そ の 当時 ，養 母 の 夫 （１”）の ｌｉｎｅａｇｅ は，
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須藤　　サンゴ礁の島における土地保有と資源利用の体系

図 １３ 他 島 出 身 の 女 性 の ｌｉｎｅａｇｅ

成 員数 が少 な くて ，保 有 す る財 を管 理 し きれな か ったか らで あ る。 この よう な 状況 の も とで

生 活 して い る うち に ，彼 女 の ２人 の娘 ， Ｎｅｐａｎｉｋａｒ（３） と Ｎａｉｔｅｒｉｐｉｙ （４）は ， 彼女 が属 して

い る Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の別 系統 の ｌｉｎｅａｇｅの男 性 と結 婚 した 。 娘 た ちの 結 婚 後，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ は，

Ｎｅｔａｒｅｉｐｕｎｇに コ コヤ シ林 を ６個 所 ， パ ンノ キを ５本 ， タ ロイ モ 田を ７区画 ， それ ぞ れ 分 割

贈 与 （ん加 漉 π）しそ の ｃｌａｎ の別 の ＰωｕｋＯＳに 住 む よ う に 要 請 した３０）。 そ れ で ， 彼 女 は ，

Ｎｅｙａａｒ（図 ２の５６）の土 地 を居 住 地 と し，家 を建 てて 住 む よ う にな った 。 分 与 され たそ れ ら

の 財 は， い ず れ も，Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の ｒａｉｐｎ４ｆａｎａで ，　Ｐｗｕｒｏｏｒｈｉｋ　ｌｉｎｅａｇｅが保有 して いた もの

３０） エ ラー ト島 か ら移 住 して きた ＮｕｋｕｎｕｆａｎＵ　ｃｌａｎ の ２代 目，　 Ｎｅｐａｎｉｋａｒ（３）と Ｎａｉｔｅｒｉｐｉｙ （４）

　 が ， Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎか ら分 割 贈与 を うけ た コ コ ヤ シ林 は， 図 ２の ２８， ３２，３４， ４３の土 地 であ る。

　 そ して ， タ ロ イモ 田 は ，Ｔ６，　Ｔｌ６，　Ｔ３６，　Ｔ４２の ４個 所 の 場 所 にあ る区画 で あ る。 ２人 は， 母 親

　 の養 母 の ｃｌａｎ で あ る Ｙａａｎａｔｉｗ か ら も， １区 画 の土 地 （１８４）とタ ロイ モ 田 （Ｔ３０）を 分 与 して　 も

ら った 。
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　 　であ る。

　 　　このように，Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ が他島か らきた女性 とその子 どもた ちに，財 を贈与 し，独立 し

　 　た自律集団を形成 させた理由は，Ｐｗｕｒｏｏｒｈｉｋ　ｌｉｎｅａｇｅの成員が少なか ったか らである。それ

　 　と， Ｎｅｔａｒｅｉｐｕｎｇと彼女 の娘た ちがその ｌｉｎｅａｇｅのためによ く働き， その ｌｉｎｅａｇｅの秘密 と

　 　 して伝承されている諸知識 （ｃｌａｎの歴史，土地の伝承 など）を修得 した という事実があった

　 　か らである。サタ ワルの人び との表現によると，そのよ うな人び とは 「ｃｌａｎのなかに入 りこ

　 　ん だ人」（ｒｈ６６ｎｄｎ）とよばれる。現在では，この集団の財 は，　Ｎｅｐａｎｉｋａｒ（３）とその娘 Ｎｅｙａ－

　 　ｋｉｎｉｋ（６）によって保有，管理されている。そ して，彼女 たちの集団 は，サタ ワル社会 におい

　 　て は， 始祖 の ｃｌａｎである ＮｕｋｕｎｆａｎＵとはよばれず， 財の分与 を して くれた Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ

　 　の １分節集団とみなされている３１）。

　 　　島 レベルでの食べ ものの供 出や分配 の単位 として は，本来の ＮｕｋｕｎｆａｎＵ　ｃｌａｎが独自の集

　 　団とな らず，Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎのなかに包括される。また，この集団成 員と Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎの他 の

　 　ｌｉｎｃａｇｅ成 員との婚姻は，禁止 されて いる。 つま り，　ＮｕｋｕｎｆａｎＵの ｌｉｎｅａｇｅ成員の外婚規制

　 　 は，Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎの成員 として のそれが適用 されるのであ る。

　 うえ の事 例 は ，成 人 した女 性 が ，生 まれ た 島 に住 め な くて サ タ ワ ル 島へ の 移住 に よ

って ， この 島 の 出 自集 団 へ 帰属 し， そ して 土 地 にた いす る権 利 を獲 得 した 過 程 を示 し

て い る。移 住 して き た女 性 は， ま ず ，彼 女 を 招 来 した 男 性 の責 任 の も とに ，彼 の 集 団

の居 住 地 に 寄 留 し， そ の集 団 の 土 地 を利 用 す る こ とを 許 され る。 そ れ か ら，彼 女 は，

サ タ ワル の 男性 と結 婚 し， 子 ど もを生 み ，世 代 をへ る こと によ って 多 くの子 孫 を もつ 。

彼 女 が生 活 して い た集 団 は ，彼 女 な い し彼 女 の子 ど も が その 集 団 に継 承 さ れ て きた 知

識 や 土 地 の 歴 史 な ど を修 得 し，か つ ，集 団 に貢 献 した との評 価 を くだ した 時点 で ， 彼

らに土 地 や 樹 木 を分 与 し， それ らの財 の使 用 や管 理 を ま かせ た 。 そ して ，彼 らは ，一

定 の財 を 獲 得 し， 保有 した段 階 で ，独 自の 自律 的集 団 を形 成 す る。 サ タ ワル社 会 で は ，

この よ うな 過 程 を へ て ，形 成 さ れた 集 団 の こ とを ， 「（あ る ｃｌａｎ の） 使 い を す る人 び

と」 ＠ ０６６ηク磁 肋 ηの とよん で い る。 この 意 味 は ， 土 地 を も って い な い人 び とが ， 多

くの土 地 を も って い る集 団 の土 地 を分 けて使 わ せ て も ら う とい う こ とで あ る。 つ ま り，

この ２つ の集 団 間 に， 土 地 を媒 介 と して ， 「地 主」 と 「借 地 人 」 の関 係 が 成 立 した こ

とに な る。

　 この二 者 （集 団） の あ い だ に は ，主 一 従 関係 が存 在 し，借 地 人 は， 地 主 の 指示 に 従

う義務 が あ る。 借 地 人 は ，借 地 料 と して 定 期 的 に収 穫 物 を貢 納 す る こ とを義 務 づ け ら

れ て いな い が ，地 主 の 集 団 の 家 屋 や カ ヌ ー の建 造 な どで 多 大 な労 力 お よ び食 料 が 必 要

な と き に， そ れ らを 提 供 しな けれ ばな らな い。 つ ま り， ｃｌａｎ の成 員 が は たす と同 様

の責 務 を分 担 す る こ とにな る。 この よ うな 関係 は ，世 代 が た って も保 持 さ れ る。 ま た ，

３１） Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の １分 節 集 団 を形 成 した Ｎｕｋｕｎｆａｎｔｉの現 在 の成 員 は ，　 Ｎｅｐａｎｉｋａｒ（３）を 女 性

　 族長 と し，２７名 を 数 え る。 この うち， Ｎａｉｔｅｒ五ｐｉｙ（４）の娘 ，　Ｎｅｙａｒｏｉｎｕｋ（７）は，父 （４’）の ｃｌａｎ

　 に養取 され， 現 在 ，Ｙゑｔｉｉｒｏｎｇ　Ｐωｕｋｏｓに 居住 して い る。
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主 一従 関係 に あ る集 団 成 員 間 で の婚 姻 は，一 般 に禁 止 さ れて い る。 しか し，図 １３に お

い て 土地 が分 与 され る以 前 で は ， Ｎｅｐａｎｉｋａｒ（３）や Ｎａｉｔｅｒｉｐｉｙ （４） が Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ

の １分 節 集 団 の Ｐｗｅｃｋｏｓ に居住 して い る に もか か わ らず ，彼 女 た ち は， その ｃｌａｎ の

ほか の分 節 集 団 の成 員 と結 婚 して い る。 こ の時 点 で は ， 彼女 た ち は ， 他 島 か ら き た

ＮｕｋｕｎｆａｎＵ　ｃｌａｎ の女 性 の 娘 で あ り，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ 成 員 とは み な され て い なか っ た

ので あ る。

　 そ して ， 彼女 た ち は ，Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ か ら居 住 地 ， コ コ ヤ シ林 ，パ ンノ キ， タ ロイ モ

田の 分 割 贈 与 を うけ る こ とに よ って ， サ タ ワル 島 に お け る Ｎｅｙｉａｒ　ｃｌａｎ の 「成 員」

と して の 社会 的地 位 を獲 得 した 。 この こと か ら， 婚 姻規 制 の適 用 を ふ くむか た ちで ，

自分 の ｃｌａｎ で な い ほ か の ｃｌａｎ へ の帰 属 権 を獲 得 す る条件 は ，居 住 だ けで な く財 の

分 与 と い う要 因 が重 要 で あ る こ とを指 摘 で き る。

　 事 例２０と２１で ，他 島 出身 の女性 が サ タ ワル 島へ きて か ら， 土 地 にた い す る権 利 を 獲

得 した様 子 につ いて述 べ た 。 こ こで ， そ れ らの性 格 を比 較 し， 共 通 点 と相 違 点 を明 ら

か に して み た い 。事 例 ２０ （サ タ ワル の 男性 と結 婚 して 来 島 した女 性 の場 合 ） と事 例２１

（島 の男 性 と婚 姻 関係 を結 ばず に来 島 した女 性 の場 合 ） とで ， 共 通 す る側面 は ，つ ぎ

の ２点 で あ る。

　 第 １点 は ，他 島 か ら きた女 性 が子 孫 を もつ こ とに よ って ，独 自 の 出 自集 団 を形 成 し

うる こ とで あ る。 そ の 時期 は ，彼 女 な い し彼女 の子 ど もた ち が ，夫 （父 親） な い し寄

留 して い る集 団 か ら， 自立 で き る規 模 の い くつ か の財 を分 与 され た と きで あ る。 そ し

て ， それ らの財 は， い ず れ もそ の集 団 が 保 有 す る固有 の もの にか ぎ られ る。 こ の財 は，

ノ磁 η９ の カ テ ゴ リーで な く，ｋｉｎｉ　ｋｉｎ とみ な され る。

　 第 ２点 は ，彼 女 自身 の ｃ工ａｎ の名 称 を サ タ ワル社 会 で使 用 す る こ と は許 され ず ，財

を分 割 贈与 して くれた 集 団 の ｃｌａｎ の 名 前 が 彼女 の集 団 名 と して適 用 され る こ とで あ

る。 これ は ，彼 女 を 始祖 とす る出 自集 団 が ， サ タ ワル社 会 に お い て ，新 しい固 有 の 出

自集 団 と して 創 設 され た こ とを意 味 す るの で は な く，彼 女 が帰 属 した ｃｌａｎ の １分 節

集 団 と して存 続 しう る こ とを示 して い る．

　 他 方 で ， ２つ の 事 例 の性 格 に み られ る顕 著 な 差異 は ，来 島 した女 性 の集 団 と財 を分

与 した母 集 団 と の 関係 に お いて で あ る。 事 例 ２０にみ られ るそ の集 団 と母 集 団 との 関係

は ， サ タ ワル社 会 の婚 姻 お よび養 取 の さ い に， 当 事者 集 団間 で お こなわ れ る財 の移 譲

によ って生 ず る関係 と同 じ性 格 で あ る。 つ ま り， 両 者 の 関係 は ，夫 お よ び父 の 集 団 か

ら妻 お よ び彼 女 の子 ど も （の集 団） へ の財 の 贈 与 を 契機 と して成 立 し， それ ら ２集 団

間 に お い て は ，地 位 の 優 劣 関係 が 固定 化 した 形 態 で は生 じな い。 そ れ に た い し，事 例
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２１においては，財を分与 した集団が主，その贈与をうけた集団が従という集団間での

地位差が確立され，維持される。この関係は，クαん肋房 とよばれる。その語意どおり，

財を給付された集団は，給付 した集団の 「いうことを聞 く」 ことが義務づけられ，労

働力や食物の提供によって反対給付のお返 しをしなければならない。

　 この ２つの事例は，われわれの目からすれば，女性の来島者が，来島時にサタワル

の男性と結婚していたか否かの差にすぎない。 しか し，サタワルの人びとの考えでは，

その条件の差がひじょうに大きな意味をもっている。彼 らの説明によると，この島の

男性と結婚 して来島した女性の子どもは， その男性の ■ａｆａｋｄｉｒ（「ｃｌａｎ の男性の子ど

も」）になるから，男性の ｃｌａｌ１のためにつ くすことがきまっているとのことであ る

［須藤　１９８１：１０１９］。これは，婚姻後，来島する女性およびその子どもとの関係を，

サタワル社会の既存の親族カテゴ リーの枠内に位置づけられることをさしている。

　他方，未婚の成人女性の来島者の場合は，島に住みついてか ら新たな姻族，親族な

どの諸関係をあみだすことになり，その関係の性格が予測できない。そのために，来

島者およびその子どもは，ある期間，彼らの言動をサタワルの人びとによって 「監視」

される。そして，彼 らが身をおいている ｃｌａｎ にたいして， 彼 らのふるまいが， 「従

順」（ｒｏｏｎｇｏｒｈｉｋ）であるとの認定をうけることによって， はじめて， サタワル社会の

成員 として生活することが許される。このような彼 らと母集団との関係は，親族関係

ではなく，土地の貸与者と借用者とのあいだに成立する契約的な性格を特徴とする主

従関係である。この関係は，ほぼ，「永久」に存続す るとみなされている。

　 　 ４）　 病 気 治 療 と財 の 贈 与

　 サ タ ワル社 会 で ，病 気 を 治療 して くれ た 人 に た い して ，病 人 の １ｉｎｅａｇｅが贈 る財 は，

ふ つ う， 腰布 （碗 ７）で あ る。 そ の数 量 は ， 病気 の種 類 に よ って 異 な るが ， ３日～ ４日

間 の 民 間 医 薬 （ｓａｆｅ７）の投 与 に よ る治療 の お礼 と して は， 腰 布 の２０～３０枚程 度 の もの

で あ る。 けれ ど も，５⑳ の投 与 と蒸気 に よ る治 療 （漉 η妙 ）に た い して は，腰 布 の２００

枚 が 必 要 にな る。 ま た ， 木 か ら落 ちた り， 海 で けが を し， マ ッサ ー ジを 必要 とす る治

療 に は， それ を ほ ど こ した人 （∫６ωπ７ゐ露γ姥）３２）に ，ｍｗｕｍｕ　ｃｃｈａ （「血 の お礼 」） と して ，

腰 布 の ２００枚 程 度 を 贈 る。 ほ とん ど の場 合 ， 治 療 の支 払 い に は ，腰 布 が も ちい られ る

が ， それ を大 量 に持 ちあ わ せ て な い と き に は， タ ロ イモ 田 が贈 られ る。

３２） マ ッサー ジに よ る治 療 は ， ノａｍａｒａｓな い し 漉幽 雇 とよ ばれ る 。 そ れ に使 用 す る薬 （ｒ舷蝕α）

　 は ， あ る種 の 草木 とバ ラ科 の ｐａｉｓ（Ｐａｒｉｎａｒｉｕｍ　ｇｔａｂａｒｒｉｍｕｍ）の 木 の実 とを 混 ぜ て す り つ ぶ し，

　 さ らに， 芳 香 性 の植 物 油 を くわえ た もので あ る ［Ｍ ＡＨｏＮＹ　 １９７０：６８］。 そ の薬 を 患、部 に ぬ り

　 つ け て マ ッサ ー ジを ほ ど こす 。 こ の療 法 の専 門知 識 を も って い る人 が， ５６ω励 房７屠 （「マ ッ サー

　 ジ の知 識 のあ る人 」） で あ る 。
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　現 在 まで に， 腰 布 で な く土 地 が贈 与 され た 例 は ， ３例 を数 え るの み で あ る。 そ の う

ちの １例 は ，未 婚 の女 性 が腰 部 に激 痛 を 訴 え ， １か 月 にわ た って 治 療 を お こな った と

きの お礼 で あ る 。彼 女 の ｌｉｎｅａｇｅ成 員 は ，最 初 ，　ｃｌａｎ 成 員 で薬 の知 識 の あ る人 （∫６ω一

ｕｓａｆｅ７） か ら， 治療 を うけて いた が快 方 に む かわ な か った 。 そ れ で， ほか の ｃｌａｎ成 員

で η４廊ψ の治 療 ので き る人 に依 頼 した 。彼 らは， 彼 女 の 身柄 を カ ヌ ー小 屋 に 移 して

治 療 の 経過 を見 守 った 。 そ して ，経 過 が 良 くな く，一 時 は ，彼 女 の死 を 覚悟 した とい

わ れ る。彼 女 は ，約 ３週 間 に およ び η４珈ψ の療 法 に よ って 完 治 した 。 そ の 治 療 に た

い し， 彼女 の ｌｉｎｅａｇｅ の成 員 は ，約 １００枚 の腰 布 を その ５６ω麗３物 に贈 った 。 そ の ほ

か に，彼 女 の父 親 は，彼 の Ｉｉｎｅａｇｅか らタ ロイ モ 田の １区 画 を分 けて も らい，５６ωπ∫⑳

に π４伽 ψ の お礼 と して贈 与 した 。

　 ほ か の ２例 は ， いず れ も， コ コヤ シの木 か ら落 ち た 男性 の マ ッサ ー ジの 場合 で ， 治

療 にあ た ったsowurheerheに お礼 と して タ ロ イモ 田 を支 払 って い る。 この マ ッサ ー ジ

は，rheewaと よ ば れ る民 間 医 薬 を 患部 に塗 布 しな が らお こな わ れ ， 治療 の期 間 が ２

か 月 にお よ ん だ。 前 例 と同 様 に，sowurheerheを 患 者 と異 な る ｃｌａｎ 成 員 に依 頼 して い

る。 この よ うに ，病 気 治療 の お礼 と して土 地 （タ ロイ モ 田） が移 譲 され る のは ， 患 者

と治 療者 とが異 な る ｃｌａｎ 成 員 の 場合 で あ る。 そ して ， そ の お礼 と して 土 地 が 登場 す

るの は ， ご く限 られ た例 に しか み られず ，通 常 は，腰 布 に よ って治 療 の支 払 い が 実 施

され て い る 。

２．　 Ｃｌａｎ の 消滅， 異常事 件 にお け る財 の 移譲 と没収

２０世紀 初 頭 ， サ タ ワル 島 には ，１１のyayinang（ ｃｌａｎ）が あ った とい わ れ る３３》。 そ の

うち， ３つ の ｃｌａｎ の子 孫 が 死 に絶 え ， 現在 ， ８つ の ｃｌａｎ が 存在 す る。　ｃｌａｎ が 消 滅

３３） ドイツ のハ ンブルグ探検隊の １員であ った Ｓａｒｆｅｒｔは， １９０９年の１１月 にサタワル島を訪れ，

　 １週間滞在 して調査をお こな って いる。彼 の報告によると，北 ，中，南 の ３つの ムラ （村）に

　わかれて人 びとが生活 していた ［ＤＡＭＭ　ｕＮＤ　ＳＡＲＦＥＲＴ　１９３５：１３２－１３７】。そ して， ３つ の 村

　は，いずれ も８個所の居住区に住む集団によ って構成 されている。つま り，その当時，サタワ

　ル島には，２４の居住区 （Ｐωｕｋｏｓ）があ ったのである。 彼 は， それ ら個 々の居住区を地図上 に明

記 した うえで，各居住区の住民の名前をすべて書 き残 している。住民の名前 は，居住 ・家単位

　に表記 され， その関係や年齢 も説明 されて いる。 家が３６軒あ り，総人 口が１８８人であ った。 し

　か し，住民 が帰属する ｃｌａｎの名称や数 について は報告されていない。 筆者 は， 彼の住人名簿

　を手がか りに系図をつ くり， 現在の人びとの系譜関係を確認 した結果， １１の ｃｌａｎがあ った こ

　 とを明 らかにで きた。 それ らは， 現存する ８つの ｃｌａｎのほか に，　ｗｕｉｓｕｕｓｕとオ レァィ島か

　 らの寄留者 ｃｌａｎである。 短期間の滞在に もかかわ らず， 詳細 な居住区，家族構成 を調べて記

　述 してある Ｓａｒｆｅｒｔの報告書 は，筆者の調査 にひ じょうに役立 った。 とい うのは，１９８Ｑ年まで

　の７０年間にわたる島の社会変化の過程が，「適確」に把握で きた か らで あ る。 なお， Ｓａｒｆｅｒｔ

　の報告書に名前が明記 されている人のなかで ，筆者が最初の調査を した１９７８年 に，生存 してい

　たもの は，１２名にものぼ っている。最長老の人 は，８３歳の女性で あった。
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す る こ と は，ｒｈoosｏｎａ　ｍａａｎｅ’とよ ば れ ，「（ｙｄｙｉｎａｎｇ の） 人 び とが 死 ん で しま う」 の意

味 で あ る。絶 え た ｃｌａｎ の 名称 は ，　Ｆａａｎｎｉｗｉｉｒｈ，　Ｓ　６６ｒ，　Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕ で あ る。 そ の原 因

は， Ｓ６６ｒ　ｃｌａｎ の場 合 が ，流 行 病 によ る成 員 の死 で あ り， ほか の ２ ｃｌａｎ の場 合 が ，

後 継 者 とな るべ き女 性 が 生 ま れ な か ったか らで あ る。 そ の よ うな要 因 で ， ρｌａｎ の存

続 が 不可 能 に な る と，そ れ らが保 有 して いた 土地 の移 譲 方 法 が問 題 にな って くる 。本

節 で は， ま ず ，消 滅 した ｃｌａｎ の土 地 の保 有 ， 管 理 に つ い て ，具 体 的 例 を あ げ て検 討

す る こ と に しよ う。 つ ぎ に，集 団 間 で移 譲 され た 土 地 が ， あ る事 件 を 契 機 に贈 与 集 団

に よ って と り返 さ れ る例 を と りあ げ る こと にす る。

　 サタ ワル 社会 で は ， い まま で に数 多 くの事 例 で み て きた よ うに ， 財 が 贈 与 （ｆａａｎｇ）

と い うか た ちで集 団 間 を移 動 して い る。 しか し， こ のよ うな贈 与 は， 受 贈 者 に 一 定 の

付 帯 義 務 を おわせ る条 件 で お こな わ れ る。 も し，受 贈 者 が そ の 義務 を お こた った り し

た ら， 贈 与 者 は，分 与 した財 を と りか えす 権 利 を保 持 して い る。 ま た， 既 婚者 の あ い

だ で姦 通 が発 覚 した場 合 に も ， 土 地 の 「差 し押 え」 （ｍｅｒｈａａｎ） とい う事 態 が生 ず る。

この さ い に ，差 し押 え に な った土 地 にた いす る権 利 を め ぐって ， そ の土 地 の 贈 与 者 お

よ び そ の土 地 の元 来 の保 有 者 な ど の あ いだ で争 い が く りひ ろげ られ る。 そ こで ， 異 常

な事 件 の解 消 に登 場 す る財 （土 地 ） の 意 味 お よ び性 格 につ い て も考 察 して み た い。 最

初 に ，ｃｌａｎ の 後継 者 が存 在 しな い と きの移 譲 の方 法 を と りあ げ る こ とにす る。

１） １ｉｎｅａｇｅの廃 絶 と土 地 の移譲

　 サ タ ワル の人 び と に と って ，ｃｌａｎ の存 続 は ， も っ と も重 要 な 関心 事 で あ る。 も し，

ｃｌａｎ の成 員 人 口が 減 少 した り，女 性 成 員 の 後継 者 が い な か った りす る と，　 ｃｌａｎ の継

承 者 を う るた め に い くつ か の方 法 を こ うず る。 それ に は， 他 島 に い る同 じ ｃｌａｎ 成 員

の招 聰 と島 内 の親 族 関係 に あ る異 な る ｃｌａｎ の成 員 の養 取 が主 要 な手 段 とな る。 そ こ

で ，１９２０年 こ ろ に消 滅 した Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕ　ｃｌａｎ の例 を参 考 に，　ｃｌａｎ存 続 の た め に と った

方 法 と土地 の移譲 の性 格 につ いて 検 討 して み よ う （図 １４参 照）。

　 事例 ２２

　 　 　Ｗｕｉｓｕｕｓｕ　ｃｌａｎの居住地 （ｐｗｕｋｏｓ）は，　Ｙａｐｉｉｒｈａｎ（図 ２の１３１）であ ったが，成員 の人 口が

　 　少 な くな ったために， Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ（図 ２の７６）に移動 した。 そ れ は，　Ｎａｐｕｕｃｈｅ（１）の夫

　 　 （１’）は，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の成員であったので， 彼の Ｐωｕｋｏｓへ妻 と娘を連れてきたか らで

　 　あ る。その当時 （１９２０年 ころ），Ｎｏｏｓｏｍｗａｒには，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎの成員 も居住 していた。

　 　Ｎａｐｕｕｃｈｅ は， １人 の娘 Ｎｅｐｏｒｏｉｓｕｒ（２） しか もたなか った た め に，　Ｋａｔａｍａｎ　ｃｌａｎ か ら

　 　Ｎｅｓｏｗ （４）を養女 にむかえ た。　Ｎａｐｕｕｃｈｅの死後 も，娘夫婦は，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒに住みつづけ

　 　たが，養女 Ｎｅｓｏｗ が死んだ ときに， 彼女 の娘た ちは， 東隣の居 住地，　Ｎｅｙａｎ （図 ２の６５）

　 　 に移 り住ん だ。そのときには，Ｗｕｉｓｕｓｕ　ｃｌａｎ のココヤシ林 やタ ロイモ田を， 分割せず， 双

　 　方の家族 が共同で保有，管理 した。 しか し，Ｗｕｉｓｕｕｓｕ　ｃｌａｎの最後の成員であ った ＮａＰｏｉｒｕｓ
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図 １４ Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕ　ｃｌａｎ の 系 譜

（３）に は， 子 ど もが な く， また ，Ｎｅｓｏｗ の娘 た ちに も女 の子 が い な か った た め に，　Ｋａｔａｍａｎ

ｃｌａｎ か ら再 度 ，養 女 を と った。 これ が Ｎｉｙａｒ（１０）で あ る 。彼 女 が ２０歳 （１９３０年 ） の こ ろ，

Ｎａｐｏｉｒｕｓが 死 に， しば ら く， Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕ の財 は ，彼女 の 養 母 Ｎｅｙａｉｍｏｒｏｗ （８）と Ｐｅｓｉｗｏ（６）

が管 理 して いた 。

　 養母 が 死 ん だ と きに ，Ｎｉｙａｒ（１０）は ，養母 が 管理 して い た土 地 を 譲 り うけた が ， 自分 の夫

婦 だ けに な ったた め に 自分 の Ｐωｕｋｏｓ（Ｗ ｅｎｉｋｅｙｉｙａ：図 ２の７３） へ 帰 る こと に した 。 こ の と き

に ，Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕ　ｃｌａｎ が保 有 して いた 財 は ， コ コ ヤ シ林 が ６個 所 ， タ ロイ モ 田が ７個 所 で あ っ

た 。 これ ら は， いず れ も Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕ　ｃｌａｎ の 元来 の 土地 （γαψ滋 卿 ηの で ， ほ か に， 婚入 者

（２’，３’，４’，５’，７，８’） の集 団 か ら贈 られ た財 もあ った。 Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕ の ７ψ滋 ．海滋 の保 有 ，管

理 ，処 分 につ いて は， Ｐｅｓｉｗｏ（６）と Ｎｉｙａｒ（１０）が 中心 に な り，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒと Ｙａａｎａｔｉｗ の

ｃｌａｎ と話 しあ って 決 め た。　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ へ 相 談 を も ちか け た の は，　 Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕ　ｃｌａｎ の女 性

（１，２，３）が ， そ の Ｐωｕｋｏｓに 住 みつ づ け た こ と と，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ の人 び とが ，　 Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕ の

最 後 の女 性 とな った Ｎａｐｏｉｒｕｓ（３）の 老 後の 面 倒 をみ た （yoｍｍｏｎａａｒ）か らで あ る 。 しか し，

そ の ｃｌａｎ は， 当時 ，多 くの土 地 を も って いた ので ，　Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕ の財 の 世話 をす る こ とが で き

な い とい う理 由 で ，そ の 財を と らな か った 。

　 他 方 ，Ｙａａｎａｔｉｗ・ｃｌａｎ は ，　Ｎｉｙａｒの養 母 （８）の死 後 ，彼 女 の長 姉 （５）の夫 で あ る Ｋｉｎａｙｎａｙ

（５’）が， 妻 の キ ョウダ イ （７，８，１１，１２）の住 む 場 所 （Ｎｅｙａｎ）を提 供 した か ら Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕ の土

地 にた い して 一 定 の権 利 が あ った 。 つ ま り，Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕの 養 子 に な った Ｎｅｓｏｗ （４）の 子 ど も

た ちが ，Ｙａａｎａｔｉｗ の土 地 に居 住 した とい う理 由 に基 づ く。Ｎｉｙａｒ と Ｐｅｓｉｗｏ は， そ の こ と
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を 考 慮 して ，Ｙａａｎａｔｉｗ・ｃｌａｎ に， ２個所 の コ コヤ シ林 と ３個 所 の タ ロイモ 田 を贈 与 した 。 残

りの財 は ，Ｎ三ｙａｒの 属 す る Ｋａｔａｍａｎ　ｃｌａｎ の Ｗ ｅｎｉｋｅｙｉｙａ　ｌｉｎｅａｇｅの 責任 にな った。 しか し，

そ の ｌｉｎｅａｇｅに も多 くの 土地 が あ り， タ ロ イモ 田 の １個 所 を ひ き と っただ けで あ る。 ほか の

４個 所 の コ コヤ シ林 と ３個 所 の タ ロイ モ田 は ，Ｐｅｓｉｗｏ が 婚 出 した Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の Ｆａ－

ａｙｎｅｎ　Ｐωｕｋｏｓ （図 ２の ６９） へ贈 与 した 。 当時 ，　Ｐｅｓｉｗｏに は， ６人 の子 ど もが いた の で ，多 く

の財 を あ た え た とい わ れ る３４）。 そ して ， 婚 入 した男 性 た ちの 集団 か ら贈 られ た 財 は ， す べ

て ， それ らの 集 団 に返 した 。

　 Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕ　ｃｌａｎ の財 が 分 割 され て か ら， ほぼ ５０年 にな る が ，そ れ を譲 り うけ た各 ｃｌａｎ は，

そ の財 を ほか の 集団 に贈与 す る こ とな く， 現在 で も保有 して い る。そ の 理 由 は， ほか の 島 に

い る Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕ　ｃｌａｎ の人 がサ タ ワル 島へ 来 た と きに ， それ らの財 を 返 さ な けれ ば な らな い

か らだ と説 明 され る。 そ して ， サ タ ワル の人 び とは ，絶 え た ｃｌａｎ の 土地 は， 贈 与 （ｆａａｎｇ）

され た ので はな く， 世 話す る責 任 を まか され た （２６ｍｍ・ηα㎜ωｏηｇ伽 ８：「食 べ もの の と れ る資

源 の 面 倒 を み る」） も の と考 えて い る。 したが って， 管 理 を ゆだ ね られた 集 団 は ， そ の財 を

ほか の 集 団 に贈 与 す る こ とを さけて い る。

　上記の例は，廃絶 した ｃｌａｎ の財が，養取の方法によって一時的に保持されたけれ

ども，結局，養子関係者および親族関係者のあいだで分割保有されたことを明らかに

している。その財の移譲に関する権限は，養子になった女性および彼女の子どもの手

にまかされる傾向にある。他方で，消滅する ｃｌａｎの世話をした親族 （姻族）関係者，

具体的には，居住地を提供 した ｌｉｎｃａｇｃ成員にも，その移譲に関与する権利が認めら

れる。そのような関係者が，権利を行使するか否かは，それらの集団の土地保有状況

によって左右される。つまり，譲りうける財の管理の可能性の有無によって決定され

るのである。もし，譲 りうけたとしても，消滅 ｃｌａｎの元来の土地は，それを使用 し，

管理する集団が自由に処分できる性質のものではない。ほかの島にいるその ｃｌａｎ 成

員が来島した場合には，それを返却する義務がある。このような性格から，消滅 ｃｌａｎ

の財の移譲は，それを直接的に使用する権利ない し，一時的に保有する権利の譲渡で

あり，排他的に所有する権利の継承を意味 していないことがわかる。

２）　土地の返却と没収

　第ＩＶ章の事例１５で，養取を契機に贈与された土地が，養子の死後，養子の集団へ返

却された例にふれておいた。その場合は，養子にその土地をみるべき子 どもがいなか

ったことが主要因であった。いいかえれば，土地を直接に相続するものがいなかった

ために，生 じたものである。他方，サタワル社会で土地の返却問題が顕在化するのは，

３４） Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕ　ｃｌａｎ の 「元 来 の土 地 」 の 分 配 は ，　Ｙａａｎａｔｉｗ・ｃｌａｒｉが，図 ２の２８と１０７を ，　Ｋａｔａｍａｎ

　 ｃｌａｎ の Ｐｅｓｉｗｏ （６）が， ９，９５， １１２，１６７の コ コヤ シ林 を と るか た ちで 実 施 さ れ た。 ま た， タ

　 ロ イ モ田 は， Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎが ，　 Ｔ９，　Ｔ　ｌ　９，　Ｔ４０ に あ る ３区 画 を，　 Ｐｅｓｉｗｏが ，　 Ｔ４，　Ｔ　１９，　Ｔ４６

　 の ３区 画 ，そ して ，Ｎｉｙａｒ（１０）が ，　Ｔ３１の １区画 を， そ れ ぞれ ひ き と った 。
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土地をもらった集団がそれをくれた集団にたい して，反対給付をしなかったときであ

る。ここでは，反対給付の不履行によってひきおこされる問題について述べることに

しよう。

　財の贈与の多 くは，父親の集団から彼の子ども （の集団）へとおこなわれる。そ し

て，その財を使用する権利および処分する権利は，父親を同 じくする子どもにゆだね

られる。サタワル社会では，ある集団とその集団から婚出した男性の子どもおよび子

どもと集団の関係は，yafakurと よばれる ［須藤　１９８１：１０１９－１０２０］。クａｆａｋｄｉｒの関

係にある子 どもは，彼 らの父の集団から，ココヤシ林，パ ンノキ，タロイモ田を分け

てもらう権利をもっている。その分与をうけた，子どもたちは，父の集団にたいし多

くの義務をおうことになる。

　 その義務は，基本的に，足 しげく父の集団に顔を出し，「気持が父の集団か ら離れ

ていない」ことを示す行為によってあらわされる。 そして，父の集団で大きな事 業

（カヌー小屋の屋根がえ，家屋の建築，カヌーの建造）があるときには，男の子ども

は，率先して労働力を提供 し，女の子どもは，それらの労働者のために食事の用意を

しなければならない。また，父の集団に，病人が出たさいには，彼 らは，ココヤシの

実，魚，タロイモ料理を持参 して看病することが要求される。さらに，その集団の成

員が死んだ場合には， 多くの腰布を贈ることが義務づけられる。 とにか く，クψ ん〃

は，父の集団にたいして 「その集団の成員がすると同 じほど」の忠誠をつ くすことが

期待されるのである。

　 父親の集団は，yafakurが 自分の集団にたいしておこな うそのような言動や貢 献 の

内容を観察する。 そして，父の集団はyafakurが 自分たちの期 待にこたえていない

と判断 した場合には，贈与 した財をとり返すという行動にでる。筆者は，実際にこの

ような事態がおこった例を， ２例 しかえていないが， サタワルの人びとの口 か ら，

yafakurと父の集団との関係の良し，悪 しの評価をたびたび耳にした。いずれにせよ，

サタワルの人びとの財にたいする考えかたとして，父の集団が，財の移譲後において

も贈与 した財にたいして，ある種の権利を保持しているという点は重要である。

　 土地の贈与に関 して，７ａｆａｋａｌｒが，父の死後，父の集団から贈与された土地にたい

する権利を継承する。彼らは，表面上，その土地を使用 したり，ほかの集団へ贈与す

る権利をもっている。けれども，父の集団も潜在的には，その土地にたいする権利を

留保 している。 この権利の留保は，父の集団がyafakurの 父の集団にたいする貢献度

によって，yafakurに 贈与 した財にたいする権利を移譲するか， それとも没収するか

を決定する権限の存在を示 している。つまり，贈与された土地の処分に関 して，土地
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註

１．… 一一レ は 、正 式 な婚 姻 に よ ら な い「性 的関 係 」を示 す 。
２．① 、② は 、結婚 ｇ）順 序 。

　 　 　 　 図 １５ 一 時 的 「重婚 」 の 関係 図

を贈与 した集団の方が，受贈 し

た集団 （前者の男性成員の子ど

もたち）よりも，強い潜在的権

利を保有 しているのである。

　 このような傾向は，贈与され

た土地の管理および利用の内容

についてもみられる。夫から贈

与されたタロイモ田を妻が手入

れせず，草におおわれる状態に

すると，夫の集団では，「いら

ない田」とみな して返却を要求

することができる。また，子ど

もたちが，父の集団からもらっ

たココヤシ林やパンノキの下刈

り，枝うちなどをしないで放置

すると，父の集団成員がそこに

はいって手入れをしたり，コプ

ラを つ くっ た りす る こ とが で きる。 この 場 合 ，夫 の集 団 は ，妻 およ び そ の子 ど もの集

団 に は ，多 くの 土 地 が あ り，贈 与 した 土 地 を 「手 が届 か な い」 とみ な して ，使 用 す る

の で あ る。

　 この よ う に， 財 の 贈 与 に 関す る権 利 の 譲渡 は ，受 贈 側 が 贈 与 を うけ た財 を ど の よ う

に使 用 ，管 理 す るか とい う状 況 に よ って 決 ま る性 質 で あ る こ とが うか が え る。 以 上 の

こ とか ら， 財 の 贈 与 と財 にた いす る権 利 の移譲 ， とが 同時 に お こな わ れ るの で は な い

こ とを指 摘 で き る。 贈 与側 は ，少 な くと も， ２世 代 間 （贈 与 した本 人 とそ の子 ど も の

世 代 ），贈 与 した 財 の使 用 ， 管 理 ， 処 分 に関 して の権 限 を 保 持 して い る こ とが 明 らか

で あ る。

　 つ ぎ に， あ る集 団 の元 来 の土 地 （rapinu fanu） に た い して は， 世 代 に限 定 され ず ，

そ の も と も との保 有 者 （集 団） が ，最 終 的 に没 収 す る権 限 を もって い る こ とを示 す事

例 を考 察 して み よ う。

　 事例２３

　 　　 図１５において Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎの男，　Ｙｉｋｅｋｕｎ（１）は，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎの女性，　Ｙｉｎｅｎｕｋｕｍａｎ

　 　 （１’）と結婚 し， １男 １女 をもうけて いた。彼は，１９４７年 ころに，仕事のために半年間島を離

　 　れてオ レアイ島で過 ごした。帰島後 ，彼は，妻の もとへ帰 らず，カヌー小屋で暮 らしていた。
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そ のあ い だ に ，彼 は， Ｙａａｎａｔｉｗ の女 性 ，　 Ｎａｙｉｔｅｍａｙ （３）の もとへ 結婚 す るつ も りで通 って

い た。 彼 の ｃｌａｎ の入 び と は， そ の こ とを 知 らず に い たが ，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎの成 員 は ，　Ｙｉｋｅｋｕｎ

が ，夜 ，Ｎａｙｉｔｅｍａｙ と一 緒 にい る との情 報 を えて い た。 あ る 日， 彼 らが ２人 で い る現 場 を

Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の成 員 に見 られて しま った 。 それ で ，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の人 び とは ，　Ｙｉｎｅｎｕｋｕｍａｎ

に離 婚 の代 を 支払 わ な い で ，Ｎａｙｉｔｅｍａｙを 「盗ん だ」 （■６ｍｏｒｏω），つ ま り，「重 婚 」を した と

い う理 由 で， 彼 の ｃｌａｎ の Ｐωｕｋｏｓ へ押 しか け， 目ぼ しい物 品 を奪 った 。 この とき， 彼 の

Ｐωｕｋｏｓの 大人 た ちは ， タ ロ イモ 田 と コ コヤ シ林 で仕 事 中 で ，　Ｐｗｕｋ・ｓにい な か った 。彼 らが ，

Ｎｅｙａａｒの 人 び とが 「差 し押え 」 （ｍｅｒｈａａｎ）を した とい う ことを 聞いて ３５》，　ＰＷｔｔｋｏｓへ帰 った と

き には ， ほ とん ど の 「品 物」 （μ勲 α紛 が ， 奪 わ れて しま ってい た 。 そ の 情 景 に つ い て ，

Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の長 老 は，「Ｐωｕｋｏｓがか ら っぽ にな った （ツψ吻 の」 と表現 して いた 。

　 そ れ か ら， Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎの 人 び と は， 「南 京 箱」 （Ｐωａｒ）３６》に ，腰 布 を５０枚 ， 綿 布３０枚

（１尋 の 長 さ の もの） を っ めて Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ に届 け た。 これ は ，　ｒｕωａｒと よば れ， 「謝 罪 の支

払 い」 を 意味 す る。男 側 の Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ が ， 奪 わ れ た 品物 は， お もな もの で も，紋 帳

３帳， 上 掛 け （毛 布 ） ４枚 ， 腰布 ３０枚 ， 鍋 ，釜 ， 手斧 ， 斧 ， 釣 糸 ，釣 針 の入 った漁 具 箱 と手

漕 ぎカ ヌー一・３そ うな どで あ る。 この ほか に ， 帆走 用大 型 カヌ ー １そ うが差 し押 え とな った 。

そ して ，女 側 の Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎが持 ち去 られ た もの は， 手 漕 ぎ カ ヌー ２そ う，漁 具 箱 ２個 ，

紋 帳 １帳 り，綿 布 １０枚 な どで あ る。 そ して ，Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の女 た ち は，取 るべ き 品物 が 少 な

か った ので ， この ｃｌａｎ の タ ロ イモ 田 へ走 り ２区画 に ｍｅｒｈａａｎ をか け た 。 そ れ に たい し，

Ｙａａｎａｔｉｗ・ｃｌａｎで は ，南 京 箱 に腰 布 ３０枚 と綿 布 ２０枚 を つ めて Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ に ｒｕωａｒと して 支

払 った。

　 この よ うに ，Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ成 員が ，　Ｎｏｏｓｏｒｎｗａｒ　ｃｌａｎの Ｐωｕｋｏｓ（Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ と Ｆａａｙｎｅｎ）

と Ｙａａｎａｔｉｗ の Ｐωｕｋｏｓ（Ｙａａｎａｔｉｗ と Ｎｅｙａｎ）へ お しか け ， 手 あ た り しだい 目ぽ しい 品 物 を

持 ち去 った の で あ る。 そ して ， そ れ らの ｃｌａｎか ら ｒｕｗａｒと して 腰 布 と綿 布 が支 払 わ れ た結

果 ，Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ は，　 Ｎｏｏｓｏｍｗａｒへ は ， 鍋 ２個を 返 し，大 型 帆 走 カ ヌー の差 し押 え を解 い

た （ｍｗｅ］　ｍｅｒｈａａｎ）。 鍋 につ い て は ，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ の人 び とが， 煮 沸 具 が な く，料 理 を つ くれ

な いか らと の理 由 で， 返 却 を懇 願 した といわ れ る。 ＹａＡｎａｔｉｗ に は， タ ロ イモ 田 ２区 画 に か

け られ て い た ｍｅｒｈａａｎを 外 した 。

３５）「差 し押え」 の意味に訳 した ｍｅｒｈａａｎは， ある空間への立ちいりやあるものの使用を規 制 な

　い し禁止することである。それは，若い ココヤシの葉をその場所や ものに結びつけることによ

　 って示 される。ｍｅｒｈａａｎをかける主体は， この例のように， ものを没収する目的で被害者 ｃｌａｎ

　の成員の場合 もあるが， 通常は，島の首長や ｃｌａｎ の族長で ある。 それが実行 される機会は，

　次章で述べるような資源 の枯渇期のほか に，儀礼のさいにもみ られる。たとえば，伝統的航海

　術の修得儀礼 （ＰＰｏ）においては，儀礼場 となるカヌー小屋の ４隅の柱に ココヤシの若葉をま き

　つける。 これは，すでに ＰＰｏの儀礼を終了 した航海者と新入者以外の人び とが，そこへの立 ち

　いることを禁止す る しるしとな る。また，カヌーの完成祝いのときにも，カヌーの周 囲にその

　葉がつ けられ，儀礼実修者以外が，カヌーに接触す ることの禁止をあ らわす。これ らの儀礼に

　み られる 加盈 α伽 は，その場所 ない しカヌーに，カ ミが降臨 して くるという観念 とむすびっい

　てお り，カ ミの存在を象徴 している。

３６）サタ ワル社会で， 貴重品 とされ る品物 （ｐｉｓｓｈａｋ）は， 各家で もって いる木箱 に収納されて い

　 る。たて ｌｍ， よこ ６０ｃｍ，高さ５０ｃｍ のふたつ きのこの箱は， 「ナ ンキンバコ」 とよばれ，

　 日本統治時代に入手 された。そ れには，錠がつけ られてお り，世帯主 ，彼の妻は，別 々に所有

　 している。 この箱が，各家の貴重な家財の象徴 と考え られて いる。最近では，大型の樹 脂製旅

　行 カバ ンにかわ って きてい る。
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　 この事 例 は， 男性 が 正式 な離 婚 の手 続 きをへ な いで ， 妻 以外 の女 性 との 結 婚 を前 提

と した 「性 関係 」 を もち ， そ の現 場 を発 見 さ れた 場 合 に生 起 した財 の 没 収 お よ び差 し

押 え の実 際 を もの が た って い る。 サ タ ワル社 会 の慣 習 法 に基 づ く離 婚 は ， 夫婦 が別 居

し， ど ち らか先 に再 婚 す る方 が ，相 手 に腰 布 ２０～３０枚 を贈 る こ と によ って成 立す る。

ま た ，ｃｌａｌ１の男性 が妻 以 外 の女 性 と関係 を も って い る場合 ， ふつ うは， そ の ｃｌａｎ 成

員 は， 妻 の ｃｌａｎ の ｍｅｒｈａａｎを予 測 して 重 要 な 品 物 を保 管 す るな どの 予 防策 を とる。

しか し， Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の例 で は ， その 対策 を こ う じなか った た あ に ， 品物 を こ

と ご と く取 られ て しま い， そ の 日か らの 食 事 に も困 る状 況 にな って しま った。

　 こ の事 例 で は ，女 性 が未 婚 で あ った ので ， 差 し押 え の行 動 にで た ｃｌａｎ は ， １つ で

あ った 。既 婚女 性 と の姦 通 の場 合 は ， その 女性 の夫 の ｃｌａｎ も くわ わ り， さ ら に， 「凄

惨 」 な 事 態 が生 じる。 こ のよ うな行 動 にた い す る謝罪 と して ，腰布 や綿 布 が支 払 わ れ

る。 そ の 品物 は ，ふ つ う， 島 の第 １首 長 の も とへ届 け られ る。 そ して ，彼 が双 方 の 当

事 者 ｃｌａｎ の仲 介 に あた る。　 この事 例 で は， 差 し押 え を した ｃｌａｎ が第 １首 長 を輩 出

す る ｃｌａｎ で あ った の で ， その ｃｌａｎ へ 直接 届 け られた 。

　 こ こで注 目 され るの は， ｒｕωａｒの支 払 い に よ って ，大 型 帆 走 カ ヌ ー とタ ロイ モ 田 の

没収 が 回避 され た こ とで あ る。 品物 の持 ち去 り およ び差 し押 え は， 男性 が カ ヌ ー小

屋 の カ ヌ ーや道 具 類 ， 女 性 が Ｐωｕｋｏｓ の各 家 にあ る 品 物 お よび タ ロイ モ 田 と い う よ

うに分 担 して お こな わ れ る。 この 事 例 で ， Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の男 た ちが カ ヌー小 屋 に あ

る Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の 大型 カ ヌ ー に ｍｅｒｈａａｎ を か け た が ， この カ ヌー の権 利 は，

Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ だ け に よ って保 有 され る もの で は な か った。 つ ま り， カ ヌ ーの 用

材 ， と くに船体 に使 わ れた パ ンノ キ は ，Ｎｏｏｓｏｍ ｗａｒ とそ の集 団 に婚 入 した 男 性 の 集

団 の もの で あ った。 そ の た め に， Ｎａｅｙａａｒ　ｃｌａｎ は， カ ヌー を没 収 して ，持 って ゆ く

こ とが で きな か った。

　 ま た ， タ ロイ モ 田 に関 して も，ｍｅｒｈａａｎを か け た ２区画 は ，　Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ の元 来

の 土地 （rapinu fanu）で な く， ほ か の ｃｌａｎ か ら贈 与 さ れ た ものだ った た め に ， 差 し押

え が 解 か れ た。 つ ま り， この土 地 は ，Ｙａａｎａｔｉｗ の完 全 な所 有 物 で はな か った の で あ

る。 この よ うな事 件 が 発 生 した場 合 ，土 地 にた い す る最 終 的 な保 有 権 を主 張 で きる の

は， そ の土 地 の も との所 有 者 で あ る。 そ して ， 土 地 の所 有 者 は， 差 し押 え を した集 団

にた い して ， そ の土 地 が 自分 の集 団 の ｒａｐｉｎ　ｄｉ　ｆａｎｄｉで あ る こ とを説 明 し， 没 収 され る

こ とを拒 否 す る権 利 を も って い る。 状 況 によ って は ，贈 与 した集 団 か らそ の土 地 を と

りか え す こ とが で き る。

　大 型 カ ヌ ーや タ ロ イモ 田 の よ う に， 即 時 に持 ち さ る こ とが で きな い財 に た い して は，
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ｍｅｒｈａａｎをかけて差 し押えのしるしをつける。それか ら，謝罪の品物の数量や内容を

判断 し，さらに，それらを保有する権利の性質を見きわめて，実際に没収するか否か

を決める。そのさい，カヌーやタロイモ田を保有ないし所有する権利が，社会的にも

っとも重要な争点 となってくる。うえでみたように，ほかの集団のそれらの権利が差

し押えた財にかかわっている場合には，没収は不可能 となる。つまり，土地は集団間

で贈与され，移動するけれども，それにたいする処分権をもふ くむ完全な所有権は，

移譲されない性格であることが明らかである。筆者は，いままでに，この種の事件の

資料を５例収集 している。そのうち，大型帆走 カヌーの没収は，１件あるが，土地 （タ

ロイモ田）のそれは皆無である。 しか し，サタワル社会では，土地の差 し押えおよび

没収とそれを防止す る方式が，慣習法として確立されている。その方式の目的は，土

地が正当な手続 き （贈与）でない手段によって，他集団に流出することを抑制す るこ

とにあるとことを指摘できる。

Ｗ． 資源利用 と共同体規制

　 サ タ ワル 島 の ココ ヤ シ林 ， パ ン ノキ ， タ ロイ モ 田 の利 用 およ び そ れ らか らの食 料 の

採 取 は， 日常 的 に は ， ｃｌａｎ お よ び ｌｉｎｅａｇｅ単 位 で お こなわ れ る。 実 際 に は ，居 住 集

団 で あ る Ｐωｕｋｏｓご とに ， そ の 日に食 料 と して 必 要 な タ ロ イモ な い しパ ンノ キ， コ コ

ヤ シの数 量 が 決 め られ，Ｐωｕｋｏｓの成 員 は ， そ れ に 応 じて仕 事 を 分 担 す る。 女 性 成 員

は ，女 性 族 長 の 指示 に 基 づ い て ， タ ロ イ モ 田で の タ ロ イモ の掘 り出 し， 植 え つ け ， 除

草 ，畝 づ く りな どの 作 業 に あ た る。 誰 の管 理 す る タ ロ イモ か らイ モ を と るか は ， 彼 女

た ちの話 し合 いで 決 め られ る。 ２人 ～ ３人 つ れ だ って タ ロ イモ 田へ ゆ くが， 仕 事 を す

るの は ，個 々人 で あ る。 早 朝 に イ モ 田 へ 出 か け ，一 連 の作 業 を 終 え て ， コ コヤ シの葉

で編 ま れ た籠 に イ モ をつ めて 家 に帰 るの は ，午 後 の ３時 こ ろで あ る。 そ れ か ら，炊 事

小 屋 で 料 理 づ くりが始 ま る。 タ ロ イモ を 掘 るの は ，パ ンノ キ の実 の な い時期 で ，平 均

して週 に ３～ ４回 で あ る。

　 パ ンノ キ の実 が食 用 に で き る ４月 か ら ９月 に か け て は ，食 事 は ， ほ とん どそ の 実 に

依 存 す る。 この時 期 は，朝 ， 男女 が そ の 日 に実 を と るパ ンノ キ を選 定 して ，森 へ 出 か

け る。 男性 は ， ロ ープ で 木 に登 り，枝 の先 端 につ いて い るパ ンノ キ の実 を も ぎ と り棒

で 引 き落 とす 。 女 牲 は ，地 上 に落 ち た そ の実 を拾 い集 め る。食 用 と して のパ ン ノ キの

実 は，成 人 １人 あた り， １～ ２個 で １日分 を まか な え るの で ， １日に採 取 す る数 量 は，

Ｐwuｋｏｓ 成 員 の 人数 で決 ま る。 しか し， パ ンノ キ の実 の欠 乏期 の た め に ， 貯 蔵 用 と し
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て 大 量 の 実 が集 め られ る。 １日 に ３００個 を落 とす 日 もあ る。 この実 は， 外皮 を 削 り，

中 の芯 を 除去 した あ と， 小 片 に刻 ま れ て地 中 に埋 蔵 され る。 これ は， 解α¢プ とよ ばれ ，

地 中 で発 酵 し， ３か月 後 か ら食 べ る こ とが で きる３７）。 ｍａａｒづ く りは ， 女性 の仕 事 と

み な され て い る。

　 男 性 は， コ コヤ シの木 の枝 打 ち， 下 刈 り， そ の実 の採 取 に責 任 を もつ 。 コ コ ヤ シの

実 は ，主 と して成 長 した 果 肉を 食 用 に した り， コブ ラ と して 出荷 す るた め に利 用 され

る。 ほか に，未 熟 の実 は ， なか に あ る果 汁 を 飲 む た め に も と られ る。 また ， コ コ ヤ シ

の実 を つ け る新 芽 の先 端 を 切 って ， そ こか ら出 る液 汁 （ノαγ吻 ）を採 取 して ， 女 性 や

子 ど もた ちの飲 み もの とす る。 その 液 を 自然 に発 酵 させ た もの が， ！ａｒｈｉ　ｍｍａｎ と よ

ば れ る 「ヤ シ酒 」 で あ る。 これ は， 男性 の 飲料 とな る。 パ ン ノ キの実 の採 取 時 期 が

終 る ９月 か ら翌 年 の ２～ ３月 にか けて ， 男 た ち は ， グル ープ をつ く って ， 毎 夕 ， ヤ シ

酒 を飲 む ３８♪。 ヤ シ酒 を と る木 は， 成 人 男 子 １人 あた り ３～ ４本 と決 め られ， そ の 時

期 も 島の 首 長 の指 示 に よ る 。首 長 は ヤ シ酒 を と る コ コヤ シの 木 には ，実 がな らな い た

め ，食 用 お よび コブ ラ生 産 に支 障 を きた さな い よ うに配 慮 して ， 男 た ち に ヤ シ酒 つ く

３７） サタ ワルの人び とは，パ ンノキの実を地中に埋蔵するとき，小片 に した実のうえに有種子品

　種 のパ ンノキの実 （Ａｒｔｏｃａ？’Ｐｕｓ　ｍａｒｉｅｎｅｎｓｄＳ）の成熟 した ものをのせる。 その うえを， バナナ， タ

　 ロイモやパ ンダナス （Ｐａｎｄａｎｕｓ・ｄｕｂｉｕｓ）の葉でおおい，石 のおもしをす る。そ して ，１０日間ごと

　に，そのおおいを とって発 酵が進行 している ｍａａｒを，上部 と下部をいれかえた り， 混合 させ

　る作業をお こなう。 発酵 した ｍａａｒを食用 にす るときは， 穴 か らとりだ した ｍａａｒを布袋 につ

　めて水を注ぎなが ら手足で こね る。 これを１０回以上 もくりかえす とペース ト状 の練粉になる。

　水洗 いの過程は，パ ンノキの実のあ く抜 きの作業である。料理法は，練粉に ココヤシの果 肉か

　 ら紋 りとった ミルクを くわ えて，石蒸 しにす る。また， ココヤシ ミルクを混ぜないで，練粉 を

　そのまま石蒸 しに した ものは， ちまきと同 じ形状 と味が し，最低１０日間，食べることができる。

　これは，カヌーによる他 島への航海中の重要な食料 となる。

３８）現在， ヤシ酒 を飲むのは，午後 と夕方の ２回であ る。午後飲む分 は，朝に採取 した もので あ

　 り，夕方か ら夜 にかけての分は，夕方 にとった ものである。男た ちは，居住集団ごとに組 をつ

　 くり，カ ヌー小屋や砂浜 の うえで輪になって酒を くみかわす。話題 は， うわさ話が主 で，興ず

　れば歌いだす。 しか し，キ リス ト教に改宗する以前で，伝統的航海 術の修得儀礼 （ＰＰｏ）が実施

　 されていた ころには，ヤ シ酒を飲む組 は，航海者である男性を中心に，彼の息子 （類別的ムス

　 コもふ くむ）や彼の女性 キ ョウダィの息子 とい ったか ぎられた男性 によって構成 されていた 。

　それは，酒を飲む のが，統統的航海術の私的伝授の機会であ ったか らで ある。そのために，息

　子たちは，ヤ シ酒 を師匠に贈ることによ って，教えを乞 うことができたのである。つま り，そ

　の当時 のヤシ酒は，師匠の知識をひ きだすための，贈与対象 物の １つであ った。そのよ うなヤ

　 シ酒 は，「月 の下での酒」 （ノα而 珈動 吻 とよばれ， 現在の利用法 とは，性格を異 に していた。

　現在 ，パ ンノキの実の収穫期 にヤシ酒の採取を禁止 している理 由は，そ の時期 の海象が穏やか

　で男性が漁撈 活動 に従事する ことと，ヤ シ酒 に酔 って ココヤ シやパ ンノキか ら落ちて，けがを

　する男性がかな りでて くるためである。つま り，直接的な禁止の理由は，危険防止の 目的によ

　 る。ヤシ酒は， ココヤシの液汁を採取す る容器 （ココヤシの内殻）を洗浄せずに １週間ほど使

　用すると，その容器に集め られた液汁 は，酸味をおび る。そのなかには，少量のアルコール分

　がふ くまれている。 この甘味のある液汁か らアルコールへの変化 は，液汁 のなかにあ る糖分が

　 スターター （発酵源） となる と同時に空 中の酵母の作用による自然発酵 に起因するものである。

　 ヤシ酒，ノα擁ψ窺配απは，「す っぱいココヤ シの液汁」の意味である。 それ にたい し， 女性や子

　 どもの飲料 とな る液汁その ものは，ノαγ妙 駕窺α祝 ともよばれ，「甘い液汁」をあ らわす。
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りの許 可 を あた え る３９）。

　 ヤ シの実 の 食 用 と して の利 用 は， 以 上 で述 べ た もの で あ るが ， コ コヤ シの 実 の 外 皮

は ， ロ ー プの 繊 維 や 火 のつ け木 と して ， そ の葉 は ，屋 根 材 や 籠 の材 料 と して ， 幹 は ，

カ ヌー小 屋 の垂 木 な どの建 材 と して 不 可 欠 で あ る。 い ず れ にせ よ， タ ロイ モ， パ ンノ

キ， コ コヤ シの利 用 は ，個 々 の集 団 の 管 理 の も とに お か れ る。 そ して ，集 団 の 女 性成

員 ， と くに， 女性 族 長 は ， 日々 の食 用 に供 す るタ ロイ モ お よ びパ ン ノキ の実 の 収 穫 料 ，

貯 え て お くそ れ らの数 量 を判 断 す る。 そ れ に た い し， 男性 成 員 （未婚 の ｌｉｎｅａｇｅ成 員

と婚 入 男 性） は，パ ンノ キ の手 入 れ とそ の 実 の 採取 ， お よ び コ コヤ シ林 の維 持 ， 管 理 ，

成 熟 した コ コヤ シの集 積 ， コブ ラ生 産 な どの わ りあ て られ た仕 事 に責 任 を もつ 。

　 サ タ ワル の人 び とは ，主 食 と して ， タ ロ イモ とパ ンノ キ の実 に依存 して い る。 現 在

ま で に ， タ ロ イモ の 栽 培 に適 した 島の 湿 地 は， ほ とん ど開 墾 され て お り，新 た に タ ロ

イ モ 田 を造 成 す る こ とが ，不 可 能 で あ る と考 え られ て い る。 そ して ， タ ロイモ は， 周

年 ，収 穫 す る こ とが で き るが ， そ れだ け によ って 島 の全 人 口 の食 料 を まか な う こ と は

で きな い。 そ のた め に ， １年 の うち， 約 半 年 間 は，パ ンノ キ の実 の 採 取 に た よ る。 こ

の期 間 の食 事 は，９０パ ー セ ン ト以 上 が パ ンノ キの 実 の料 理 に よ って 占め られ る。

　 そ して ， パ ンノ キが 実 を つ け な い あ と の半 年 の 食 料 と して ， 鋭ααγがつ く られ る。

しか し，パ ンノ キ の実 は，年 間 の降 雨 量 が極 端 に少 な くな る と結 実 せ ず ，ｍａａｒと して

貯 蔵 す るこ と が不 可 能 な年 もあ る。 この よ うな 年 は ，「島 に食 べ もの が な い」（ηα㎎ 吻 ）

の で ， １日に ，手 の拳 大 の タ ロ イモ １個 で ，飢 えを しの ぐとい った 状 況 に直 面 す る。

そ れ ほ ど極 端 な年 は， ５年 に １度 くらい といわ れ るが ，一 般 的 に， サ タ ワル の人 び と

３９） ココヤシの液汁や ヤシ酒を採取す るココヤシの木 は，居住地 に近い ところにあるものが利用

　 される。それは，朝夕のそれ らの収集と昼 にそれ らの滴 出を促進 させるために，新芽の先端 を

　切る作業が ともなうか らである。首長か らそれ らを採取す る許可 がでると，男たちは， 自分 が

　利用 しようと思 うココヤシの木 にココヤシの葉を くくりつけ， 「占有」の しるし （ｒ・ｗｒ・ω）とす

　る。 しか し，居住地の近 くに適 当な ココヤシの木をも っていない男は，他人の木 を使用させて

　 もらうことになる。 彼は，まず，利用す るのに良い木を見つけ， ｒｏωｒｏｗ をつける。そ れか ら

　その木 の所有者に使用を許 して くれ るように依頼 （ノｉｔｉｎｇｏｒ）する。 他人 のココヤシの木か ら実

　を とる場合 には，事前に承諾をうる必要があ るが， ヤシ酒をつ くるときには， ｒｏｗｒｏω をつ け

　てか ら木をつか う許可をえればよい。これ は，他人 のココヤシの木の葉を切 って籠を編んだ り，

　他人 の ココヤシ林 の雑木を切 り倒 してたき木 にするときの慣習 と同 じで，その行為をするまえ

　にそれ らの所有者 にことわ らな くて もよい。また，パ ンノキの幹か ら，カヌーの部材 （舷側板

　な ど）の接合 に使用す る樹液 （ク勿 ω藤 ∫）を採取す るときも同様である。 しか し，他人の所有

　す るココヤシの実やパ ンノキの実を無断で とることは，「盗み」 （ｍｏｒｏω）とみなさ れ る。 この

　よ うに， サタ ワル社会において，労働力を投下 し，その結果，食用 としてかたちにな ったもの

　 （ココヤシやパ ンノキの実） は， 排他的な所有権が存在するが， そ うでない ものの 利 用 は，

　 「共 有」 とみなされてい る。そ して，他人 の所有物の使用を許 して もらう ７ｉｔｉｎｇｏｒとい う方法

　 は，その使用にたい して義務 が付与 されな い性格のものである。ココヤシの木の借 り主は，そ

　の持 ち主 に採取 したココヤシの液汁やヤ シ酒の一部 を贈与する義務をおわず，自分の判断でそ

　れ らを自由に消費す ることがで きる。
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は，１年のうちにパ ンノキの実のある半年間 （４月～ ９月）を豊かな食料に恵まれる

が，残 りの半年間を欠乏 した食料事情のもとで暮 らさなければならないことになる。

　 １．　 島の資源 利用 と首長 の役 割

　 うえでみたように限定された食料資源を有効に利用するために，首長は，いくつか

の規制を くわえる。彼は，資源の枯渇期や儀礼的交換をおこなうために，食料の貯え

が必要な場合，島の人びとの食料の浪費や資源利用にからむ争いが生起 したときなど

に，人びとが食料獲得のために活動することを制限する。 この規制は，ｍｅｒｈａａｎとよ

ばれ，一定期間，島の人びとのタロイモ田やココヤシ林への立ち入りを禁止すること

である。食料資源の利用を規制するｍｅｒｈａａｎは， ４種類ある （図１６参照）。本節では，

島の食料資源の利用とそれにたいする首長の役割と規制の性格についてを検討するこ

とにしよう。

　　 １）　 食 料資 源の 枯渇 期に おけ る規制

　パ ンノキの結実量が少な く，脚 αγを十分につ くれなかった年には， かならず島の

食料資源が不足する。最近では，１９７９年の１月から３月にかけて，極端な食料の欠乏

という事態がおこった。サタワルの人びとは，１９７８年のパ ンノキの実が枯渇 してか ら，

その年内は，貯蔵 したパンノキの実，タロイモで食料を確保できたが，年末のクリス

マスの祭宴で，ｍａａｒをほとんど消費 して しまった。 そのために，首長は，１９７９年の

１月に，島の人びとが森に出かけてタロイモを収穫したり，ココヤシの実を採取する

活動を制限 した。この規制は，島の居住空間 （ｎｅｅｍａｎ）と森　（ｎｅｅωａｎ）との境界 （図 ２）

にあるココヤシの木に，ココヤシの葉をまきつけること（ρωα妙）によって人びとに表

図１６ 食 料 資 源 規 制 の 種 類
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示 さ れ る。 これ は ，pwaayinifanuと よ ば れ ，「島 の食 料 を とる土 地 へ の 立 ち入 り禁 止 」

を意 味 す る。

　 首 長 は，pｗａａｙ を か け た あ と，島 の女 性 た ちが １週 間 に ２日だ け森 へ行 くこ と を許

可 した。 森 へ 入 れ る 日 には ， 早 朝 （５時 こ ろ） ホ ラ貝 （ｓａｗｉ）をふ き鳴 ら して ，・森 で

の食 料 獲 得 の仕 事 を す る こ とを知 らせ る。 彼女 た ちは ，’家 で待 機 して お り， そ の音 で

一斉 に森 へ急 ぐ
。 そ して ， 首 長 は ， お昼 にな る と も う １度 ， ホ ラ貝 で 合 図 して ，森 で

の作 業 を 中止 して 家 へ 帰 るよ うに指 示 す る。 この約 ７時 間 の あ いだ に， 女性 た ち は ，

タ ロイ モ 田 へ入 り，食 用 にす る イモを 掘 り起 し， そ の あ とに ，畝 を つ くって子 株 を植

え つ けた り，植 栽 後 の タ ロ イモ 田 の除 草 ， 施 肥 な どの仕 事 を お こ なわ な けれ ば な らな

い。 そ して ， お昼 の ホ ラ貝 を 聞 くと，女 性 た ち は， た だ ちに収 穫 した タ ロ イモ や サ ト

ウ キ ビを 持 って家 へ帰 る。 女 性 が この 時間 内 で掘 れ るタ ロ イモ の量 は ，通 常 の 半 分 に

も満 た な い 。 ま た ，周 囲 の コ コ ヤ シ林 で た き木 を拾 い 集 め る。男 性 は ，女 性 よ りお く

れ て コ コ ヤ シ林 に 入 り，成 熟 して 落 ち た コ コヤ シの実 を 集 積 した り，木 の枝 打 ちや 下

刈 りな ど の作 業 を す る４０）。

　 首 長 は，この規 制 が 守 られ て い る か ど うか を調 べ るた め に，数 人 の 監 視人 （γ乃６６π珈 α・

ａｓ：「隠 れ て 見 る人 」） を選 ぶ。 監視 に は ， 首 長 ｃｌａｎ の 青 年 が あ た るが ，公 表 しな い

た め に ， 島 の人 び と には わ か らな い。 彼 らは ，家 へ 帰 る合 図 の ホ ラ貝 の な った あ と森

の 中 を見 て ま わ って ， 人 の有 無 を検 証 す る。 そ して ， まだ 森 にの こ って い る人 が あれ

ば，違 反者 と して，首 長 に密 告 す る。違 反 者 に は，「ホ ラ貝 の あ とか ら来 た人 」 ＠ ω副 η

sawi）とよ ば れ ，所 定 の罰 が 科 せ られ る。 首 長 の命 令 や 島 の慣 習 法 を守 らな い人 に た

い す る制 裁 （yariya）は ，ふ つ う，罰 金 （Ｐａｋｋｉｎｇ）の徴 集 で あ る。 この場 合 は ，１０ドル

４０）島の食料資源の利用 が規制され る期間にふかれるホラ貝 には４種類ある。未 明に，女性 がタ

　 ロイモ田へい くことを許可す る ホ ラ貝 は，ｎａａωａｎｄｉπ６ψω露π（「タロイモ田へ はい ることの許

　 し」）とよばれ る。 そ して， 女性がタロイモ田か ら帰る こと を知 らせ る ホ ラ貝 は， ∫αω加 滋

　ｎｅωａｎｏωａｓ（「お昼 のホ ラ貝」）であ る。 男性 たちのうちで， 森の区域 にココヤ シの液汁やヤシ

　酒をつ くっている ものは，未 明のホラ貝で，その木 に登 ってそれ らを採取する。そ して， ココ

　 ヤシ林に出か けて， 手入れを した り， 落 ちている実を 集 積 す る仕 事 は， 明け方のホ ラ貝 ，

　πα伽 α磁 ω卿如彿ω （「固い土地への入域の許 し」） の合図で森へ出かける。男性 たちが， ココヤ

　 シ林での作業を終了 して帰 るのは，午後の ３時 ころにふかれ るホラ貝， ∫αω卯朋 緬磁 （「水浴

　 びの ホラ貝」）の合図によってである。 そ して， このホラ貝は，森を閉 じた ことを意味 し，そ

　 れ以後，森へ はいる ことが厳 しく禁 じられる。

　 　このよ うに，男性 と女性 との森での活動の時間帯がず らされてい る。男性は，この期間に収

　集 した ココヤシを道 のそばに集積 した り，ならべた りす ることがで きるが，それ らすべてを森

　 か ら運びだすことがで きない。彼が消費可能な ココヤシは，数 日分の食料に必要な数量だけで

　 ある。ただ し，この期間に，大量のココヤ シや タロイモがいる出来事がおきた場合 には，まえ

　 もって，首長に申 しでる ことによ ってその禁が とかれる。具体的には，死者がでたとか，病人

　 の治療のための呪薬 （５⑳ ）のなお らいがあるとき，他 島か ら来客 （ｗａａｓｕｕｎａ）がきた場 合 な

　 どである。 このさいには， それ らの出来事 に関係 する ｃｌａｎの入びとだけでな く， すべての人

　 び とが，首長のホラ貝の合図で森にはい ることが許 される。
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と決 め られ て い る。 そ れ を支 払 えな い 人 は ， 女性 な ら腰 布 ２０枚 ， 男 性 な ら コ コヤ シ

の繊 維 で な った ロー プ １００尋 を も って首 長 の と こ ろへ 謝 ま りに ゆ く。 それ らの な い人

は ， 島 の大 きな 道 の 草 と りや 清掃 の仕 事 を 労 役 と して お こ な う。 違 反 者 を 出 す こ とは，

ｃｌａｎ の恥 （ｓａａw）と され ，　ｃｌａｎ 成 員 の連 帯 責 任 とな る。 そ のた め に， この ｍｅｒｈａａｎ

を無 視 す る人 は ， ほ とん ど いな い とい わ れ る。

　 以 上 で述 べ たpwaayinifanuの 規制 は， 一 定 期 間 ， 島 の食 料資 源 の消 費 を 抑 制 す る

こ と に よ って，少 な い 資 源 の枯 潟 化 を 防 ぐ 目的 で実 施 され る４１）。 この期 間 の タ ロ イモ

の収 穫 回 数 およ び そ の収 量 は ，そ れ ぞ れ ，通 常 の ２分 の １に も満 た な い。 限 られ た 時

間 内 で 女性 が掘 り起 す タ ロイ モの 数 量 で は ，集 団 の 人 び とに十 分 な食 料 を提 供 す る こ

と が不 可 能 とな る。 ま た ， この時 期 は ，北 東 か らの貿 易 風 が 強 ま り，嵐 が多 発 す るた

め に海 洋 や気 象 の条 件 が悪 く，男 性 の漁撈 活動 も制 約 され る。 海 の荒 れ る 日が つ づ く

た め に ，島 の 周 囲 で魚 と りが で きるの は ， １週 間 に １日な い し ２日程 度 で あ る。 大 型

帆 走 カ ヌ ー によ るサ ンゴ礁 で の竿 釣 りや 引 き釣 り，無 人 島 で の カメ 捕獲 活動 もお こな

え な い。 そ のた め ， 狭 い礁 湖 内 での 突 き刺 し漁 が 中心 とな る。 つ ま り， 島 か らの植 物

性 食 料 の獲 得 が 制 限 され る期 間 は，同 時 に 海 か らの動 物 性 食 料 とな る漁 獲 に も期 待 が

で きな い。 数 か 月 の あ い だ ， 島 の人 び とは ， １日に タ ロ イモ １個 と小魚 １匹 と い う食

生 活 を つ づ け な け れ ばな らな い 。

　 この よ うな 環 境 の も とで の， 食 料 資 源 の 維 持 と消費 は ， 土 地 を保 有 す る 集 団 単 位

（ｃｌａｎ な い し ｌｉｎｅａｇｅ）で ， そ の集 団 独 自の 方 針 に基 づ い て実 行 され る こ とが不 可 能 と

な る。集 団 の枠 を こえ て ， 島 レベ ルで ， 資 源 利 用 の調 整 お よ び規 制 が 実 行 さ れ る こ と

に よ って ， 限定 さ れ た食 料 資 源 が有 効 に利 用 され る こ とに な る。 その た め に ， サ タ ワ

ル 社 会 で は ， 島 の首 長 に， コ コヤ シや タ ロ イモ の 栽培 と収 穫 に関 す る管 理権 な い し統

轄 す る権 利 が ゆ だ ね られて い る。首 長 は， 島 の 食 料 状況 を 的 確 に掌 握 した うえ で ， タ

ロ イモ 田 や コ コヤ シ林 を 保 有 す る人 び と （集 団） が そ れ を個 別 的 にか つ 自由 に使 用 す

る権 利 を ，一 時 的 に抑 制 ， 停 止 す る権 限 を 保 持 して い る。 この よ うな， 首 長 の統 制 に

基 づ く島 の食 料 利 用 の制 限 は， 「共 同 体 規 制」 とみ なす こ とが で き る４２）。

４１） この数か月 におよぶ禁忌を意 味す るＰωａａｌという話は， 「踊」を指示す る総称で もある。 こ

　 の期間は，島の人びとの生産活動 が抑制 され ることになる。キ リス ト教 に改宗するまえは， こ

　 の時期は，連 日のよ うに男女間で踊 りの競演がお こなわれたといわれる。土方 も，日記のなか　
で ，１０月か ら翌 ２月に力玉けて島の人びとが昼夜，踊 りに明け暮れ した ことを報告 している ［土

　 方 １９４３］。そ の意味でも，Ｐωａａｙの語が，「食料利用の禁止」 とともに 「踊」を指示す ること

　 は，ま とをえてい るというよ う。
４２）本稿で使用す る 「共 同体」 という用語は，註 ８で もふれたが，生産手段つま り土地を共有す

　 る集団を指示 しない。筆者 は，生活資源の根源である土地および領域の所有単位が出自集団で

　 あるけれ ども，社会全体 の資源の確ｉ保のために，土地所有集団が保有する土地 にたいす る諸権

　 利 を抑制，停止 させ る権限を もつ共同組織 を 「共同体」 と規定 する。その権限は，生活資源に
　 たいす る統轄権 ない し統制権 とよべる性質のものである。
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２）　食料資源の浪費と規制

　 島 の人 び とが食 べ もの を粗 末 に あつ か った 場合 に ，首 長 が，一 定 期 間 ，食 料 の獲 得

活 動 を 禁止 す る。 この規 制 は ｍｅｒｈａａｎuｎ　ｍwommwongonngawと よ ば れ ， 「食 べ もの を

悪 い よ う （む だ） に した こ とにた いす る禁 止」 の 意味 で あ る。 この対 象 にな る の は，

若 者 や 女性 が森 で コ コヤ シの 実 を と って ，実 の 中 に あ る胚 乳 （furan）だ け を食 べ ， 果

肉 を 放 置 した場 合 で あ る４３）。 男 た ちは ，漁 の帰 りや コ コヤ シ林 で の作 業 ，女 た ち は ，

タ ロイ モ 田 の仕 事 での 空腹 時 に ， コ コヤ シの胚 乳 を好 ん で 食 べ る。胚 乳 は ，成 熟 して

地 上 に落 ちた コ コヤ シの 実 か ら芽 が 出 る段 階 に な る と ，実 の 中で 拳 の大 きさ に成 長 す

る。 これ は 甘 味 が あ り， 主 と して乳 幼 児 や 病 人 の食 飛 もの とな る。

　 首 長 や前 述 の 監視 人 が森 で胚 乳 が抜 き と られ ， 果 肉 のつ い た コ コヤ シの実 を発 見 す

る と， 首 長 は ，集 会 の場 で 人 び とに注 意 を うな が す。 この よ うな 事 態 が く り返 さ れ る

と， 彼 は， 前 述 したpwaayinifanuと 同 じや りか たで ，人 び と の森 へ の 立 ち入 りを禁 止

す る。 この 期 間 は ， １週 間 か１０日 ぐ らい で あ る。１９７８年 の１０月 に この 規 制 が実 施 され ，

人 び と は， １週 間 に ２回 しか森 へ入 れ な か った 。

　 この ほか に ，女 性 が料 理小 屋 の 回 りに， ココヤ シの 実 を割 った ま ま で ，果 肉 を 削 ら

ず に投 げ 捨 て て お い た のが 発覚 した とき に も ｍｅｒｈａａｎが か け られ る。 ま た ，パ ンノ キ

の 実 が成 熟 して ，木 の周 囲 に落 ちて 腐 って い るに もか か わ らず ， そ の 実 を収 穫 しな い

と き に も ｍｅｒｈａａｎの対 象 とな る。 これ らの場 合 には ，森 へ の立 ち入 りの 禁止 と と もに

肉 体 的 な 制裁 が あ た え られ る。 首 長 は ，島 の 女性 た ち全 員 を集 会 所 （カ ヌー小 屋 ） に

集 め て ， コ コヤ シやパ ンノ キを無 駄 に した 例 を あ げ ，警 告 す る。 そ の あ とで， 実 際 に

４３）サタ ワル社会の伝統的な食生活において，男性および女性が生産活動 （タロイモ耕作や漁撈 ）

　 に従事するときには，朝に十分な食事 をとることが忌避 されていた。彼 らが 口にす るのは， １

　片のタ ロイモや ココヤシの果 肉程度のものである。 このような食事法 は，伝統 的カ ミ観念 と関

　連 している面 もある。 女性は， 早朝にタ ロイモ田へゆ くとき， 魚介類をおかず （ｓｈａｎｉｅ２ｎｉ）に

　 して食事 をす ることが タブー （クψ∫π）とされる。また，男性は， 魚 とりにでかけるときには，

　パ ンノキの実やタロイモの料理を食べ ることがタブーとなる。女性 が海か らとれる食料，男性

　が陸か らとれ る主食を食べることを禁止 される理 由は， タ ロイモ の豊 穣 を つ か さ ど る カ ミ

　 （！ｉｎａａｔｏｗＰｄｅ’ｎ）と豊漁 に責任を もつ カ ミ （翅η嬬 ∫勧 ）とが， そ れ らの 料 理 の にお い を嫌 悪

　 するか らであると説明され る ［須藤 　１９８４］。 その観念 は， 現在ではうすれたようであるが，

　食事法は，いぜん としてま もられている。彼 らが生産活動 に従事する日々の 「朝食」を とらな

　 い理由は， もちろん，伝統的カ ミ観念 だけに帰因す るか らで はない。食生活において，タ ロイ

　 モを堀 りおこすのは，料理 したイモがな くな ってか らであるので，タロイモ田へ ゆ く朝 には，

　 ほとん ど主食 にな るべ き食べものが底をついている。彼 らの料理法は，通常，石蒸 し （ω協祝ω）

　 に した り大鍋で煮沸 （ρ魏 切 したパ ンノキの実やタロイモを石杵 （Ｐｏ）でっ き， それに ココヤ

　 シミル ク （■ａｒｕｎ）をかけるものであ る。 ココヤシ ミルクは，すえ るのがはや く，料理 した翌 日

　 には食べることができない。 また，それを使用 しない料理 で も， 貯蔵 パ ンノキの実 ＠卿 ）を

　 のぞけば， ２日たてば腐敗が進 み食用にで きない。 このような料理法 も，朝食を欠 くことの要

　 因にな っているのである。
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それらの食料を利用 しないで放置したＰωｕｋｏｓの女たちは， カヌー小屋の海岸寄りの

砂浜の上に座 らされる。 彼女たちのまわりには， ロープがはられる。 この制裁は，

躍 とよばれ，前述のpwaayinin fanu．角磁 のきまりに違反しても， 罰金や物品を支払わず，

労役にも服 さない人びと （ｌｉｎｅａｇｅ成員）にたいしても適用される。 炎天下で砂浜の

上に座り続けることは，相当の苦痛で，ｆｆｚ７は，２時間 くらいで解かれる。

　 うえでみた２種類の ｍｅｒｈａａｎは， 食料資源の欠乏期のみに実施されるのではなく，

パ ンノキの実の収穫期であっても，食料が有効に利用されないとき実施される。首長

は，頻繁に森へ出かけて，島の人びとのココヤシやパ ンノキの実の維持 ・管理の様子

を見てまわる責任がある。そしてタロイモの作付けや成長の状況についても彼の妻や

ｃｌａｎ の女性から聴取する。 彼は， その年の食料資源の豊かさを把握す る （／ｅｋｉ　ｅｋｉｎ

ｍwongo）ことに，重要な任務をおっている。そのために，食料の欠乏期にそなえて，

食料事情が豊かなとき （wuuwa）で も， 人びとの資源利用の実態を監視する。 そして，

合理的で有効な方法で食料が消費されていない場合には，短期間ではあるが，体罰を

も含めた資源利用を禁止する命令を出す。

　　 ３）　食 料資 源 の盗 用 と規 制

　若者がほかの集団のココヤシやコブラなどを無断でとったり，女性が他人のタロイ

モ田へ勝手に侵入 した場合にも首長の権限で資源利用の規制が実行される。これは，

merhaanun yaramas non yomorowとよばれ， 「人が食料を盗んだことにたいする禁止」

の意味である。ココヤシ，サッマイモ，バナナなどを植えた人から，他人に盗まれた

との報告が首長に伝えられると，彼はまず，犯人を探す行動にでる。犯人がわかった

場合には，犯人のＰωｕｋｏｓの人びとは， ５ドルないし腰布か綿布１０枚をもって首長の

ところへ謝罪にゆ く。そのお金ないし品物は，被害者へ渡されることなく，島の公共

の物品とみなされる。 しかし，犯人が不明のときには，島の人びとすべての共同責任

ということで，首長は，自由な食料資源の獲得活動を制限する。森への立ち入 りを規

制するために，ｍｅｒｈａａｎがかけられるが，その期間は，数日ない し， １週間程度で，

前の ２つの場合よりも短い。

　 この短期間の規制は，タロイモ田で生ずる争いのさいにも適用される。女性は，自

分の栽培しているイモ田に他人の足あとがついていたり，タロイモをひき抜かれたり

した場合に，それを した人が ｃｌａｎの成員でないことを確認 したうえで，首長に申 し

出る。また，タロイモ田の畔が，自分の方にくいこんでつけられたときには，被害者

は，首長にその件を申し出て，仲裁 してもらう。集団間でこのような境界争いが，続発

すると，首長は，資源が盗用されたときと同じ規模の規制を実施する。 この ｍｅｒｈａａｎ
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は，いずれも，島の人びとが食料資源を利用する慣習法 （ＰｚｖａｎｇｉＰｗａｎ）を犯 した場合

にかけられるものである。

　ここで注目されるのは，他人の物を盗んだゆ，他人の土地に侵入することによって

生起する事件や問題は，加害者 （集団） と被害者 （集団） との二者間で解決されるの

でなく，政治的統率者である首長の判定によって決着されることである。そして，島

の食料資源の反社会的，非経済的消費が個人のレベルで実行 された場合で も，そのこ

とにたいする責任は，島の人びと全員のものとみなされる。この連帯責任の制裁とし

て，短期間ではあるが，食料の獲得活動の禁止 という措置がともなう。このことから

も，島の食料資源の維持，管理に関する権限は，首長の統轄下におかれていることが

明らかである。

　 　 　 ４） 死 者 儀 礼 と食 料 資 源 利 用 の 規 制

　 死 者 にた いす る葬 送 お よび追 悼 の儀 礼 と関 連 して ， 特定 の土 地 に あ る コ コヤ シ，パ

ンノ キ，タ ロ イモ の 消費 が 一 定 期 間 ，禁止 さ れ る こと が あ る。 この規 制 は， 膨 γ加侃 伽

ｔｉｋｉｓｏｏｍａ とよ ばれ ， 「死 者 の た め の食 料 使 用 の禁 止 」 とい う意味 で あ る。 これ’には ，

集 団 （ｃｌａｎ）単 位 で 実 施 さ れ る ρωα妙 翻 磁 と島 レベ ル で の ｆａｒｉｋｋ とが あ る。

　 カωα碗 ηｆ磁 は ，「コ コヤ シの使 用 禁止 」 の意 味 で ，ｃｌａｎ の族 長 が ，彼 の ｃｌａｎ の保

有 す る コ コヤ シ林 の １区 画 に ｍｅｒｈａａｎをか け ， そ この コ コヤ シを利 用 す る こ とを 禁止

す る。 期 間 は ， ３か月 く らい で あ る。 そ の あ いだ ｃｌａｎ の 男性 は ， そ の土 地 へ 入 り，

コ コヤ シの手 入 れ を し， 成 熟 した コ コヤ シの実 を 拾 い 集 め て ， １個 所 に集 積 す る。 し

か し， そ の 実 を持 ち 出 して ，使 用 す る こ と は， 禁 じられ るの で ，大 量 の ココヤ シが貯

え られ る。 この禁 が解 か れ る 日に ，蓄 積 され た ココ ヤ シは ，死 者 の 出た 家 に運 ばれ て ，

ｃｌａｎ成 員 に分 配 され る。 これ は ， 一 連 の葬 送儀 礼 で 消費 した コ コヤ シの 補充 と死 者

を追 悼 す る 目的 で お こなわ れ る。

　 ｆａｒｉｋｋ は ，「死 者 の お祝 い」 の 意 味 で あ る が ，首 長 ｃｌａｎ の成 員 が死 ん だ 場 合 に，首

長 の指示 で ，一 定 期 間 貯 え られ た食 料 を集 積 し， 分 配 す る儀 礼 的交 換 で あ る。 ま た ，

ｆａｒｉｋｋは 首 長 ｃｌａｎ の 死 者 を追 悼 す る ため に お こな う と説 明 さ れ て い る。 首 長 は， 葬

送 儀 礼 が 終 る と， 島 の食 料事 情 を考 慮 して ｆａｒｉｋｋ を実 施 す る 日を 人 び とに知 らせ る。

それ は，食 料 が豊 か なパ ンノ キの 実 の結 実 期 に実 施 され る こ とが多 い。 た とえ ば，１１

月 に死 者 が で た と きで も，パ ンノ キの 実 が な る翌 年 の ５月 に もよ おす 。

　 首 長 は，ｆａｒｉｋｋ を タ ロイモ （女 の責 任 ） で 実 施 す るか パ ン ノキ の実 （男 の責 任） で

す る かを 決 め る。 そ の指 示 に基 づ い て ，人 び と は ， よ り多 くの収 穫 を うる ため の 努 力

をす る。farikkが タ ロイ モで お こな わ れ る こ と に な る と，女 の人 び とは ， それ に供 出
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す る タ ロ イモ を つ くる た め に ， タ ロイモ 田 の 一 区画 に棒 を 立 て て ρωα妙 を結 ぶ。 こ

れ は ， そ の タ ロ イモ 田 へ の他 人 の立 ち入 り とそ こか らの タ ロ イモ の掘 り起 しの 禁止 を

示 す。 彼 女 た ちは ，ｆａｒｉｋｋ にむ け て，　Ｐｗａａ］ を した イモ 田 か ら大 きな タ ロ イモ が 多 く

収 穫 で き る よ う に入念 な手 入 れ をす る。 ま た ， パ ン ノキ の実 で ｆａｒｉｋｋ が実 施 され る

場合 に は ，男 は， そ の た め に選 ん だパ ンノ キ の木 に コ コヤ シの 葉 を 結 び つ けて ρωα妙

の しる しと し， 木 の周 囲 の下 刈 りをす る。

　 タ ロイ モ が使 用 され る ｆａｒｉｋｋ の 日に は ，女 た ち は早 朝 か ら Ｐωａａｙ を か けた タ ロ イ

モ 田 へ 出 か け ，手 を くわ え て 栽 培 して き た イ モを す べ て掘 り出 し籠 につ め て ， カ ヌ ー

小 屋 へ運 ぶ 。 各 ｌｉｎｅａｇｅ （pｗｕｋｏｓ）か らどれ だ けの タ ロイ モ が供 出 され るか が ， 争 そ

わ れ る。 １人 の成 人 女 性 が ， 少 な くと も ２籠 を 出す の で ， こ の 日 に集積 さ れ る タ ロ イ

モの 数 量 は ，膨 大 な もの にな る。 ま た ，パ ンノ キの 実 で実 施 され る場 合 も，男 性 が手

入 れ して き たパ ンノ キ にな って い るす べ て の 実 が落 とさ れ る。 そ れ らの イ モや パ ンノ

キの 実 は ，首 長 が差 配 して ， 老 若 男女 を とわ ず 島 の人 び と全 員 に均 等 に 分配 さ れ る。

それ にヵ い し，男 た ち は ，数 日前 か ら漁撈 活 動 に はげ み ，大 量 の魚 や ウ ミガ メ を と る。

そ れ を ，石 蒸 し （wuumw） に して お き，　ｆａｒｉｋｋ の 日に タ ロイ モ と同 様 ， 人 び とに均 等

に分 配 す る。 この 日 に ，分 配 ・消 費 さ れ るタ ロイ モの 数 量 は ， 島 の人 び との食 料 の １

か月 分 に相 当 す る といわ れ る。

　 以 上 で み たpwaayini nuとfarikkと は ， いず れ も，死 者 の追 悼 のた め に実行 され る

点 で は，共 通 の側 面 を もつ が， 資 源 利 用 の点 で は ，性 格 を異 に して い る。 前 者 は， 一

連 の葬 送儀 礼 で使 用 した コ コヤ シの 補 垣 ・回復 を 目的 と して い るの にた い し， 後 者 は，

大 量 の食 料 （タ ロイ モ な い しパ ンノ キの 実） の一 時的 消 費 にそ な えて ， それ の 蓄 積 ・

多収 穫 を意 図 して い るか らで あ る。 そ して ， 前 者 は ， 死 者 ので た 集 団 （ｃｌａｎ 単 位 ）

で ，族 長 の 責任 の も とに 実施 さ れ るの にた い し， 後 者 は ， 首 長 ｃｌａｎ 成 員 の死 にか ぎ

って ，島 の 首 長 の指 示 に よ り，す べ て の 集 団 が参 加 して お こな わ れ る。 と くに， 後 者

は ， あ る期 間 ， 多収 穫 性 を企 図 して ， 集 約 的 に 土地 が利 用 され ， そ れ に よ る生 産 物 を

一 度 に消 費 しつ くす とい う点 で注 目 され る
。 そ して ， こ の よ うな 土地 利 用 の促 進 が ，

首 長 の指 図 で 島 レベ ル で展 開 さ れ る こ と も興 味 ぶ か い。 つ ま り， ま えで 述 べ た ３つ の

ｍｅｒｈａａｎは ， いず れ も， サ タ ワル 島 の食 料 資 源 を 受動 的 ， か つ 現 状維 持 の 目 的 で利 用

して い るの にた い し， ｍｅｒｈａｎuｎ　ｔｉｋｉｓｏｏｍａは ， そ れを 積 極 的 ， か つ 改良 ・促 進 の た め

に活 用 して い るの で あ る。

　 本 節 で は， 島 の食 料 資 源 の 利用 が ，首 長 の権 限 に よ って ど の よ う に規 制 さ れ るか を ，

４つ の分 野 に お いて 考 察 して きた。 そ の結 果 ， 首 長 は ，特 定 の機 会 や異 常 な事 態 が生
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じた場 合 に ，個 々の 集 団 が保 有 す る土 地 にた い して ， それ らの独 自 の使 用 を抑 止 した

り，逆 に促 進 させ た りす る権 利 を もって い る こ とが 明 らか にな った。 首 長 の こ の よ う

な権 利 は ，食 料 資 源 に限 定 さ れ ず ， ほか の資 源 に 関 して も発 揮 され る。 た とえ ば ，腰

布 の繊 維 を と るバ ナ ナや ハ イ ビス カ スの 利 用 ， 海岸 の サ ンゴ礫 の収 集 ，水 浴 用 の 池 づ

くりな どで あ る。

　 森 にあ るバ ナ ナや ハ イ ビス カ ス は ，島 の 人 び との共 有 財 と考 え られ て い る。 特 定 の

Ｉｉｎｅａｇｅ の保 有 す るpwunekに は えて い るそ れ らの木 で あ って も， 誰 で も利 用 す る こ

とが で き る。 この よ うな 共有 の権 利 は ，パ ン ノ キ と コ コヤ シを 除 く，す べて の樹 木 の

利 用 に適 用 さ れ る。 しか し， そ れ らの使 用 は， 首 長 の 監督 の も とに実 施 さ れ る。 ハ イ

ビ ス カス の場 合 ， そ の木 の 枝 を 切 り と って 内皮 を と り出 す作 業 は ，首 長 の指 示 に よ っ

て お こな わ れ る。 首 長 は ， ハ イ ビス カ スを 切 る 日を指 定 し，許 可 を あ た え る。 この 解

禁 日 は， １年 に １回 で あ る。 首 長 か らの許 可 が で る と，人 び とは ，森 へ 出 か けて ， 土

地 の保 有 関係 を無 視 して ， そ れ を採 取 す る こ とが で きる４４》。 この よ うに， 主 要 な 食

料 資 源 よ りほ か の草 木 は， 基 本 的 に は ，島 の共 有 と され て い るが ， そ れ を管 理 す る権

利 は，首 長 が掌 握 して い るの で あ る。

４４）ハ イビスカスの木や枝を切 るの は，キ リス ト教 に改宗する以前は，毎年 ４月か ら ６月にか け

　て の特定の日， １日にかぎられて いた。首長は，パ ンノキの豊穰儀礼を司祭す る専門的知識修

　得者 （ｓ６ωｕｍａｄｙ）の判断を聞いてか ら， 島の人びとにそれを切 る日を知 らせる。 この 日，男性

　 も女性 も手に蛮刀を もって森へ出かける。ハ イビスカズがはえているところな ら，他人 が保有

　す るココヤシ林であ って も自由にはい って枝打 ちをは じめる。男性が木 に登 って，ま っす ぐに

　 のびて いる新 しい枝を切 り落す。女性や子どもはそれを拾い集める。この作業 は，居住集団 の

　 夫婦単位でおこなわれる。そ して ，集め られた枝の皮をむ き，腐 らせ るために池 に投げいれる。

　 島のハ イビスカスの新 しい枝を切 りとる仕事は，数時間で終了するが，誰がどれほどの数量 を

　 とったかが，人び とのあいだで話題 にのぼる ［土方　１９４３：２３１－２３２】。 このハイ ビスカスの内

　 皮は，バ ナナのそれ とともに，腰 布 （磁りを織る繊維 と して重要である。腰布は， 女性の衣服

　 と して だけで な く，まえでふれたように，死者の身体を くるむため，慣習をやぶ った ときの謝

　 罪の代，離婚 や姦通 が発覚 した ときの支払 いな どの財 と して貴重である。現在 でも，島の生活

　 において， 「貨 幣」 として もっとも重要な機能をはた してい る。 ハイ ビスカスを切 ることにか

　 ぎ らず，伝統 的慣習法のもとでは，多 くの作業を首長の指示 に したが って実施 することにな っ

　 ていた。バナナを倒 して繊維をとること，パ ンノキの切 り倒 し，サ ンゴ礫の収集，屋根替 え，

　 森でのたき火 ，木皿 （５ψ切 づ くりなどが， 禁忌の対象 とな っている。 それ らの作業が解禁 に

　 なるのは，パ ンノキの実が結実す る時期である。サタ ワルの暦では， π餅α舷 にあた る。 この

　 島の暦 は，太陰暦で， １年が１２か月 よりな っている。そ して，１２か月 も， ６か月ずつにわけ ら

　 れ，前半年を ｎｅｅｒａｋｋ，後半年を ｎｅｅ２ｅｆｆａｎｇ とよんでいる。 前半年のは じめて月 （ｔｕｍｕｒ）は，太

　 陽暦 の ３月ない し４月 にあたる。この時期 は， ちょうど，早生 のパ ンノキの実 が結実，成熟 し

　 は じめるときであ る。 したが って， うえであげた禁事が解禁 されるのは， η餅α盈 にはい って

　 か らである。サタワルの人 びとの伝統的生活においては， １年が， 「ｎｅｅｒａｋｋにすべての禁 が解

　 かれ， ｎｅｅ２ｅｆｆａｎｆｇにはいるとふたたび禁ぜ られ る」 ［土方 　１９４３：２３０］とい うサイクルを もっ

　 ている。現在 では，それ らの作業 にたい して首長が指示，命令することはないが，人び とは，

　 その ２つのサイクルにそ って活動 してい る。この ｎｅｅ）ｅｆｆａｎｇと ｎｅｅｒａｋｋとにおけるタブーの実施

　 と解除 とい う問題は，共 同調査者 である石森が詳述する予定である。また，サタワルの暦につ

　 いては，秋道の ２本の論文 ［秋道　１９８０ｂ，１９８３］を参照 されたい。
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　 ２．　 無 人 島 と 海 域 の 資 源 利 用

　 サ タ ワル 島 は，食 料 資 源 を 確保 で き る ２つ の無 人 島 を 領有 して い る。 ウエ ス ト ・フ

ァー ユ （Ｗ ｅｓｔ　Ｆａｙｕ）島 と ピケ ロ ッ ト （Ｐｉｋｅｌｏｔ）島 で あ る。 前 者 は ， サ タ ワル 島 の北

北 西 ８０ｋｍ に位 置 し， 島 の 周 囲 に裾 礁 が 発達 して い る。 後 者 は， 北 北 東 １００　ｋｍ に

あ り， 隆起 サ ンゴ礁 の 島 で あ る。 それ ら ２島 で の資 源 利 用 は ， ウエ ス ト ・フ ァー ユ 島

で の 若 干 の コブ ラ生 産 の ほ か は ， いず れ も漁 獲 活 動 が主 体 とな る。 サ タ ワル の人 び と

は， 島で祭 宴 や儀 礼 の た め に ，大 量 の魚 介類 が必 要 な と き およ び 島 の周 囲 で の漁 獲 が

な い とき には ，大 型 カ ヌ ーで そ れ らの無 人 島 へ 出 か け ，漁撈 活 動 に 従事 す る。１９７８年

６月 か ら１９７９年 ５月 の あい だ に ， のべ １２回 （２６そ うの カ ヌ ー） の航 海 が実 施 され て い

る。 大 型 カ ヌー で ， それ らの 島へ 行 くには ，最 低 １０時 間 を要 す るの で ， サ タ ワル 島 へ

持 ち帰 る漁 獲 物 は ， ウ ミガ メが ほ とん どで ， ほ か に ，乾 した 魚 や シ ャ コ貝 ，憾 製 や石

蒸 しに した 魚 ，酢 づ け の貝 類 な どで あ る。

　　 １）　 無人 島の資 源利用 と規制

　無人島への航海をおこなう場合には，かならず首長の許可をえなければならない。

というのは，サタワルの人ならだれでも無人島の資源を利用することができるが，そ

れを利用する管理責任 （namenam)は ， 首長がおこなっているか らである。 そして，

そこからとれる食料は，mwongonu fanu（ 「島の食べもの」） と考えられており， 島の

人びと全員に分配されるものとみなされている。そのために，無人島へ出かける男た

ちは，その島に滞在中，島へ持参する魚貝類を確保することに専念する。最悪の場合

でも，島の人びと全員に分配できるだけの漁獲をあげなければならない。ウミガメは，

最低 ３匹，魚 と員は，約 ５００人にゆきわたる数量である。

　この責任は，カヌー航海の指揮者である航海者 （panu)のにかかる。彼は，無人島に

いるあいだ，乗員たち （７名～１０名）が食べる分 と島へ持ちかえる分とを判断し，乗

員に漁撈活動の指示をだす。乗員たちは，昼間は，礁湖内での潜水による突き刺し漁，

夜間は，上陸するカメの見回りといった具合に，昼夜を問わず，多 くの漁獲量をうる

ために活動する。島へ運ぶ捕獲物で第一に優先されるのは，生きたウミガメで以下，

生魚，シャコ貝，干 し魚の順である。ウミガメが優先されるのは，ウミガメが捕獲後

最低 １週間は生存することと，それ １匹の肉や臓物で １５０人分の食べ代を提供できる

か らである。

　サタワルの男たちは，無入島への航海は，航海そのものにたいする興味とともに，

そこでふんだんに魚を食べれるということで強い関心をもっている。ふつう， １週間
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程度滞在す るが，その間の食事は，島から運んだタロイモない しパンノキの実の料理

が副食で，魚介類やウミガメ料理が主食となるほどである。 しか し，とらた獲物の大

半を無人島で消費 して しまい，島の人びとに分配するだけの漁獲物を持ち帰らないと

きには，人びとから非難される。そして，首長が，そのような行動をとった航海者 と

その乗員にたいし，’ある期間 （１年間）無人島へ出かけることを禁止する４５》。島の人

びとは，無人島へ行ったカヌーがどれほどの魚介類を島へ持ち帰 るかに注 目する。そ

のために，航海者たちは，その期待にこたえるべく，最大限の努力をはらう。その成

果が，航海者の評価につながるので，航海者のあいだで，漁獲量をめぐる 「競争」が

くりひろげられることになる。

　サタワルの人びとの共有財で，首長の管轄下にある無人島の食料資源の利用 と分配

とに関して，うえでも若干ふれたが一定の規則 （ｎｅｍｅｎｉ）がもうけられている。 無人

島に滞在中のカヌー乗員が消費する漁獲は，航海者の判断で決められる。島へ持ち帰

る漁獲類やウミガメは，それらの形状，つまり，生か加工品かによって保有す る権利

が異る。生のまま島へ運ばれたものは，すべて，首長にさし出さなければならない。

首長は，それを差配して，島の人びと全員に均等に分配する。このさい，それらの資

源の管理責任をもつ首長にたいして，特別の分けまえが贈られるようなことはない。

ただし，島でウミガメが解体されるときに， その頭部は，特定のｃｌａｎ，　Ｓａｗｓａｔ　ｃｌａｎ

の族長に贈 られる。 これは， まえでも述べたように Ｓａｗｓゑｔ　ｃｌａｎが， サタワル島へ

の最初の移住者であるという伝説に基づいている。

そ して ，無 人 島 で 料 理 した ウ ミガ メ （滞在 中 の食 料 に した 残 り程 度 の もの） は ， カ

４５）筆者 は，１９７９年 １０月下旬に， カヌーに同乗 してウェース ト・ファーユ島へ航海 した。航海の

　 目的は１島の周辺での漁獲 が減少 したために，その無人島か ら魚貝 類をうるためであ る。 １昼

　夜の航海で 島に着 くと， ７人の乗員たちは，Ｐａｎｔｉの指揮の もとに， ただ ちに漁撈 活動にはげ

　んだ。 ８日間滞在 したが，そのときは，風雨の強い日が多い こととウミガメが産卵 に上陸する

　時期でないことで， 島に もちかえ った漁獲物は，ウ ミガメ １匹 とシャコ貝の身 ３０ｋｇ， 乗員が

　個人的に酢づけに した貝類 と干 し魚だけであ った。乗員た ちは，毎 日，午前 と午後の ２回，魚

　 とりにでかけ，夜 は，交替で島を歩き，ウ ミガメの上陸 した足跡を探索 した。そ して， ３日目

　 か らは・島か ら持参 したタロイモ （煮ただけの ものλ は・ カビがはえ・そのカビを削 って食べ
　 るとい う生活 にな った。潜水によって ヤスで刺 く漁法で とれる魚 は，豊 富で，後半は， その魚

　 と島にある ココヤシの実が主食 とな った。 このよ うに， 「ま じめな」漁撈 活動の結果 ，捕獲物

　 が少 ない場合には，Ｐａｎｄｉと乗員の無人 島への航 海の停止の対寒 にはな らない。 １９７９年 の ６Ａ　
に，この島へ航海 した乗員た ちは， ７匹の ウミガ メを捕獲 しなが ら，島へ もちかえ った生 きた

　 ウミガメは，わずか ２匹にす ぎなか った。それに，無人 島で解体 ，料理 した ウミガ メの肉 １匹

　 分があ った。のこ りの ４匹は， その航海を指揮 した Ｐａｎａｌが， 乗員 に 「自由に食べてよい」 と

　 いう指示をだ したために，無人島で消費 されて しま ったのであ る。 ５月か ら６月 にかけては，

　 ウ ミガメの産卵期 にあたるため，無人 島では，多 くの ウ ミガメを捕獲す ることが可能である。

　 しか し， ７匹をと らえ， ４匹 を乗員の食料 として無人島で食べつ くした ことにたい し，島の人

　 びとのあいだで非難の声が高 ま った。それで，首長は，その航海者 と乗員 にたい して，当分の

　 あいだ無人島への航海を認めない件を申 しわた した。
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ヌー の所 有 ｃｌａｎ，航 海者 ，乗 員 の 分 けま え とな る。 塩 を つ け， 日干 しに した 魚 や 酢 づ

け に した貝 は， 塩 ，酢 を持 参 し， そ の加 工 を した人 の所 有 にな る。無 人 島 で の そ れ ら

の加 工 は ，航 海者 が指 示 す る漁撈 活 動 とは別 に ，個 人 的 に お こな わ れ る。 しか し， そ

こで の活 動 は ，ま え で の べ た よ うに 島 の人 び とへ の分 配 を 目的 と して お こな わ れ るた

め ，短 期 間 の滞在 で大 量 の捕 獲 が可 能 な漁 種 が優 先 さ れ る。 そ の た め に， 日干 し， 酢

づ け な ど の手 間 の か か る作 業 は ，共 同 で は お こな われ な い。 した が って， 島 へ 持 ち帰

る加 工 物 の数 量 は ， ふ つ う ご く少 量 で ，島 び と全 員 の分 配 対 象 物 に は な らな い。

　 ウエ ス ト ・フ ァー ユ 島 に は ，漁 業 資 源 の ほ か に ， コ コヤ シ， パ ンノ キ， バ ナ ナ ， タ

バ コな どが 植 え られ て い る。 そ れ らの利 用 法 に も一 定 の規 制 が あ る。 コ コヤ シ とパ ン

ノ キは ，首 長 の指 示 で植 え られ た た め に， サ タ ワル の人 び との 共有 とさ れ る。 そ こ に

滞 在 す る人 は， これ らの実 を 自 由 に消 費 す る こ とが で き る。 しか し， コ コヤ シの 実 か

ら コブ ラを生 産 す る場合 に は ，首 長 の許 可 を え た うえ で ，生 産 物 な い し， それ を 販 売

した金 額 の一 部 を 首 長 に供 出 しな け れ ばな らな い 。１９７９年 １月 に ， ７人 の 男 女 が そ の

島 に い って ４０袋 の コブ ラをつ くった 。 そ の さ い ， １袋 （５０ｋｇ）の販 売 価 格 ， ９ ドル の

う ち １ ドル を 「税 金 」 （ｔａｋｉｓｅｓ）　’と して首 長 に支 払 った 。 こ の税 金 は ， 島 の人 び と の公

共 の費 用 と して 保管 さ れ る。 そ れ らの ほか の バ ナ ナ や タバ コ は，植 え た人 の所 有 物 と

さ れ る。 植 え た人 の ｃｌａｎ 成 員 外 の 人 が ， そ れ らを利 用 す る場 合 に は ，事 前 の 了 承 が

必 要 で あ る。

　 以 上 でみ た よ うに ， サ タ ワ ル 島 の領 有 地 で あ る ウエ ス ト ・フ ァー ユ 島 と ピケ ロ ッ ト

島 の資 源 は ，首 長 の管 理責 任 の も と に， 人 び との共 有 財 とみ な され て い る。 そ して ，

そ れ らの資 源 を利 用 す るに は ， ま ず ，首 長 の 許 可 を うる必 要 が あ り， 島 の人 び と の 自

由 な使 用 は ，制 限 され る。 そ して ， ２つ の無 人 島 で獲 得 さ れ る食 料 は ， 「島 の食 べ も

の」 で ， 島 のす べ て の居 住 者 に均 等 に分 配 され る。 そ れ らの島 へ航 海 す る男 た ち は，

島 の人 び との食 料 とな る漁 獲 物 の確 保 を本 務 と して お り，勝 手 な 消 費 が許 され な い。

そ の本 務 を は た さな い 航 海 者 と彼 の カ ヌ ーの 乗 員 に た い して は，制 裁 が くわ え られ る。

た だ し，彼 らが無 人 島 で 個 人 的 に捕 獲 し， 加 工 した 漁獲 物 に た い して は ，製 作 者 の 個

人 的 消費 が認 め られ る。 ま た ，首 長 の命 令 で 島 の人 び との労 力 によ って植 え られ た コ

コヤ シ とパ ンノ キ は， 島 の共 有 財 とされ る。 と くに ， そ の コ コヤ シか ら コブ ラをつ く

る場 合 に は ，生 産 物 の 一定 量 を納 税 す る義 務 が 付 与 す る。 つ ぎ に， サ タ ワル 島 の海 域

に お け る海面 利 用 につ いて 述 べ て お く。

　 　 ２）　 海 面 利 用 と 規 制

　 サ タ ワル 島 は， 隆 起 サ ンゴ礁 島 で ，裾 礁 が 発達 して い な いた め ， 島 の周 辺 で は多 く
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の漁獲を期待できない。そのために，漁業資源を保護する規制がもうけられる ［秋道

１９８０ａ］。具体的には，禁漁区の指定，漁具 ・漁法の限定，宗教的観念による漁撈 の禁

忌などである。これらの規制は，いずれも首長の判断 （権限）に基づいて実施される。

ここでは，禁漁区の性格を中心に考察する。

　サタワル島の礁湖 （neeneene)，裾礁 （woor）付近および島の周辺の外洋での漁撈 活

動は，基本的には，島の男たちに開放されている４６）σ礁湖や裾礁の外面での漁法は，

潜水による突き刺 し漁が卓越 し，潜水による釣 り，竿釣り，小型 カヌーでの底釣り漁，

時期的な笙漁，追い込み漁などである。 そして， 島周辺の外洋 （ｎｅｅｍｅｔａＺＶ）では，中

型ないし，大型カヌーによる トロー リング漁がおこなわれる。このうち，追い込み漁

は，首長が指定 したときだけに実施される。これらの海域での漁法は，男性個々人の

選択にまかされるが， ５月～ ９月の北東か らの貿易風が弱まる時期には，少なくとも，

一週間に一度は
，首長の命令で各人が漁撈活動によってえたすべての捕獲物を供出し，

島の人びと全員に分配する。また，追い込み漁での獲物もすべて人びとに分配 される。

　 しか し，その時期におこなわれる笙漁の獲物は，笙を所有するｌｉｎｅａｇｅ成員によっ

て処分され，島の人びとの共同分配の対象 とはならない。その時期以外でも，天候に

恵まれて漁撈 活動を実行する機会には，首長の指示で獲物の供出とそれの人びとへの

分配がなされる。このように，サタワル社会においては，島周辺での漁業資源の利用

は，個人単位でおこなわれるが，その獲物の消費にたいしては，首長が強い権限をも

っていることが指摘される。

　 サタワル島の北東 ２００ｍ のところに，オニモン（Ｗｅｎｉｍ６ｎｇ）とよばれるサンゴ礁

（暗礁）が横たわっている。ここは，多 くの魚が生息する好漁場である。オニモンで

の漁撈は，通常，禁止されており，首長が解禁の指示をだす。 ４月か ら９月にかけて，

海象条件がよ くなり，漁撈活動がさかんになる時期でも，オニモンが開放されるのは，

月に２回程度である。そして，漁法も底釣 りに限定される。ここでの漁獲が許可され

る日には，男たちは，朝早 くか ら手漕ぎカヌーに分乗 して漁場へ急ぎ，競って魚を釣

りあげる。午後 ３時ころには，漁を終えて島へ帰 り，男性の所属するカヌー小屋へ魚

を水あげする。個々人の技量差で，漁獲数の多少のちがいが生ずるが，男たちは，と

４６） サ タ ワ ル島 の海 岸 か ら裾礁 にか けて の 海 域 は ，図 ２で示 した よ うに， Ｍ ｅｓａａｒ（「島 の正 面 ）」，

　Ｙａｐｅｎｉｙａａｗ （「バ ンヤ ンの木 の う しろ」），　Ｐｅｅｋｉｙ６６ｒ（「島 の南側 」），　Ｐｅｅｋｉｙｅｆａｎｇ（「島の 北側 」）

　 と Ｗ ｅｎｉｍ６ｎｇ の ５つ の 地 域 にわ け られ る。 この うち，　Ｐｅｅｋｉｙ６６ｒ以 外 の海 域 で の漁撈 は ， １

　年 中， 自 由に な され る が ，Ｐｅｅｋｉｙ６６ｒだ け は，禁 漁 区 と され ， 首長 の指 示 がな い か ぎ り， 立 ち い

　 る こ とが で きな い 。 ５月 か ら ８月 にか けて ，海 が 穏 やか な 時期 で も， １週 間 に １度 く らい しか

　 解 禁 され な い。 この解 禁 日の漁 獲 物 は ，通 常 ，共 同分 配 の 対象 にな る 。以 前 には ， この 日に も，

　 朝 の １０時 ころ に， ホ ラ貝 が ふ かれ ， 出 漁 の合 図 に な った とい わ れ る。
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った魚のすべてを供出しなければならず，個人的に消費することを許されない。

　この日，女たちも早朝からタロイモ田や森へ出かけてタロイモないし，パ ンノキの

実を採取 して，料理づくりにはげむ。男たちが漁から帰 ると，その料理をカヌー小屋

へ運ぶ。男たちは，首長の差配で，漁獲のなかか ら１人あたり数匹の魚の分けまえを

もらい，カヌー小屋でそれらを焼いて，女たちからの料理といっしょに食べる。つま

り，カヌー小屋で男たちの共食がもたれる。これは，ク⑳ 磁 とよばれ，「（カヌー小屋

で）魚を焼 く」という意味であるが，禁漁区が解禁されたり，首長の指示で共同漁が

実施された日におこなわれる。 漁獲物の一部がク⑳ 擁 のために男たちに分けられる

が，それ以外のすべての魚は，１個所のカヌー小屋に集められ，島の人びと全員に均

等に分配される。分配方法は，首長が命令 した男が分配人 となり，Ｐωｕｋｏｓ（居住集団）

単位に，人の名前を １人ずつよぴあげなが ら，魚を１匹ずつ分けてゆく。その順序は，

成人女性，子ども，成人男性の順で，一回りして余分があれば，もう一度 くりかえす。

逆に，漁獲が少ない場合には，女性と子どもの分配が優先され，魚をとった男性には

配 られないことになる。

他方，サタワル島の南西 １５ｋｍ の洋上にあるオネキー （Ｗｅｎｉｋｉｉｙ）礁への出漁にも，

首長の了解が必要である。男たちは，主として，島の周辺での漁撈活動ができな くな

る１１月か ら翌 ３月にかけて，そこへ大型帆走カヌーで出かける。漁法は，長い釣 り竿

と擬餌鉤による一本釣 りである。彼 らは，出漁前夜をカヌー小屋で過ごし，午前 ４時

ころのまだ暗いうちに，８人から１０人が１そうの大型カヌーに乗 りこんでその漁場へ

向かう。太陽があがるまでには，現場に到着 し，カツオ，マグロの群れを探す。夜明

けとともに，カヌーを駆使 して魚の群れを追い，魚つりを開始する。釣り糸をおろし

ている時間は， １時間ほどで，太陽が昇 りきって しまうと，魚は，擬餌鉤 にくいつか

なくなる。そ して，大型魚が追っている餌 （小型魚）の大きさに合わせて擬餌鉤を使

用しなければな らない。この短時間に的確な寸法の擬餌鉤を選定 し，つけ代えるとい

う作業は，相当の経験を要する。

　オネキーでの漁撈 は，そのような条件のもとでおこなわれるために，漁獲量の多寡

が日によって変動する。 １匹の魚もとれない日がつづ くこともあり，多 く釣れても１

そうのカヌーで４０匹程度のものである。この漁場での漁獲物も，すべて島の人びとへ

の共同分配の対象となる。島にあげ られた魚は，首長の指示のもとに，所定の解体法

によって切 り刻まれ，島の人びとに，まえで述べた分配方法で均等に分けられる。

　最近では，船外機つきのボー トが導入され，それによる引き釣りがおζなわれてい

る。ボー トを利用 してオネキーで漁をする場合も，首長の許可を必要とする。ボー ト
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の所有者が，ガソリンを用意 して出漁 したときでも，釣 った魚のうち５匹がボー トの

所有者分 とされるが，ほかのすべては，島の人びとに共同分配される。つまり，オネ

キーへの 「入漁料」として，漁獲数のほとんどを首長へ供出しなければならないので

ある。 ここでの大型カヌーによる漁撈がおこなわれる日には，Ｗｅｎｉｍ６ｎｇの場合と

同様，yafiineがもたれる。出漁した男たちは，島へ帰 るとカヌー１そうにつき２匹の

大型魚を分けまえとしてもらい，カヌー小屋で焼いてべ食 ることができる。

　以上でサタワル島の海域における漁業資源の利用と規制について述べてきた。まず，

サタワル島では，隆起サンゴ礁で未発達な裾礁 しかもたないという環境のために，漁

業資源の利用がかなり限定されていることが指摘される。そのために，サタワルの人

びとでは，漁撈 活動 とそれによる漁獲物の消費と分配に細心の注意をはらっているこ

とがうかがえる。海象条件に恵まれる時期の漁撈活動は，比較的個人 レベルで展開さ

れ，その獲物もｌｉｎｅａｇｅレベルで消費される傾向にある。しかし，２つの無人島をふ

くめ特定海域での漁獲は，すべて，首長の指揮 ・統轄下におかれている。そして，そ

こでの漁撈活動は，漁獲物を島の人びとすべてに均等に分配することを目的として実

施される。ここで注目されるのは，男性の獲得 した魚類が，女性の提供する料理物と

海岸 （カヌー小屋）で交換されることである。つまり，魚類は，料理を贈与した成人

女性に優先的に分配されることである。このことは，漁業資源に恵まれない島社会に

おいて，男性が漁獲高の促進を女性からの食物の贈与ということによって動機づけら

れているとみなすことができよう ［須藤　１９８４］。

Ｗ ． 土地保有 お よび資源利用の原理

　前 ３章において，サタワル社会の土地および食料資源にたいする人びとの権利を具

体的事例をとりあげて述べてきた。その結果，それ らにたいする権利を保有する単位

が，いくつかのレベルに分化 し，重層化 していることが明 らかになった。そ して，筆

者は，重層化の主要因としては，その権利が，特定の機会に，集団間でかなり移譲さ

れることに帰因 している点を指摘 しておいた。本章では，サタワル社会における土地

保有および資源利用の諸相を整理 して，その性格と特質を抽出 してみたい。

１．　 土地保有の単位の重層化

　サタワル社会の土地を保有する最小単位は，個人のレベルまで分化せず，キョウダ

ィ集団のレベルである。ここでいうキョウダィは，１人の父と母 とを共有する子ども
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た ちで あ る４７）。彼 らは， 父 の 集 団 （ｌｉｎｅａｇｅ）か ら贈 与 され た土 地 お よ び樹 木 に た い し

て ，共 同 で保 有 し， 使 用 す る権 利 を もつ 。 た だ し， キ ョウダ イが 共 同 保有 す る土 地 は，

キ ョゥダ イ の男 性 と女 性 の最 年 長 者 に よ って最 終 的 に ，統 轄 ， 処 分 され る。つ ぎ の レ

ベ ル で土 地 を保 有 す る単 位 は ， １人 の女 性 祖先 を共 有 す る ３～ ４世 代 間 の 母系 出 自集

団 ， つ ま り， １つ のpwukosを 構成 す る ｌｉｎｅａｇｅで あ る。 この 集 団 が 保有 す る土 地 は，

基 本 的 に は， この 集 団 が分 節 化 し， 自律 的 集 団 を形 成 した段 階 か ら所 有 して きた ， こ

の集 団 の元 来 の土 地 （ｒａｐｉnu　ｆａｎu）と， 他 集 団 か ら贈 与 され た土 地 （ノ如ηｇ伽 ノ加 の と

で あ る。ｒａｐｉnu　ｆａｎuは，男性 と女 性 の首 （族 ）長 に よ って統 轄 ，管 理 さ れ るが ，　ｌｉｎｅａｇｃ

成 員 は ， 自 由 に使 用 す る こ とが で きる。

　 現 実 に は ，男 性 成 員 は，婚 出 し， 妻 の 集 団 で生 活 し， そ との 財 を 利 用 して い るわ け

で ，彼 自身 の １ｉｎｅａｇｅの 財 を 日常 的 に使 用 す る こ とは な い。 しか し， 彼 が大 型 帆 走 カ

ヌー を建 造 す る と き は， 彼 自身 の ｌｉｎｅａｇｅが 保 有 す るパ ンノ キ を切 り倒 して利 用 す る

権 利 を行 使 す る こ とが で き る。 ま た ， 彼 の ｌｉｎｅａｇeのｒａｐｉnu　ｆａｎuの分 与 ，処 分 に さ

い して は ，強 い権 限 を も って い る。 彼 は，婚 出 し，妻 の集 団 に居 住 しな が ら も，彼 自

身 の ｌｉｎｅａｇｅ の財 を 管 理 ，統 轄 す る責 任 を お って い る の で あ る。 ま た ，女 性 成 員 は ，

ｒａｐｉｎａｌ　ｆａｎｄｉで あ るタ ロイ モ 田 を ｌｉｎｅａｇｅの財 と して利 用 ， 管 理 す る。 具 体 的 に は ，

ｌｉｎｅａｇｅの女 性 の首 長 が ， 彼 女 の ｌｉｎｅａｇｅの 女性 成 員 お よ び養 取 され た 女性 に タ ロイ

モ 田を 割 り当 て て使 用 させ る。

　 この よ うに ， ｌｉｎｅａｇｅが保 有 す る共 有 の 財 は ，　 ｌｉｎｅａｇｅ の女 性 成 員 や 養 女 と彼女 た

ちの も とへ婚 入 して き た男 性 ， お よ び成 人 した 未 婚 の 男性 成 員 や養ｉ取 され た 男性 に よ

って ， 日常 的 に使 用 さ れ る。 しか し，他 集 団 へ 婚 出 な い し養 出 した男 性 成 員 も，必 要

時 に は， そ の 財 を利 用 す る権 利 を留 保 して い る ので あ る。

４７） サタ ワル の関係 名称 で ， 類 別 的 にキ ョウダ イを 総称 す る用 語 は ，ＰωｉｉＰｚｖｉ で あ る。そ して ，

　性 別 を 区別 す る と きに は ，同性 の キ ョウダ イ は，Ｐｗｉｉ，異 性 の そ れ は，　ｍωｅｎｇｅ）ｄｎｇ とよ ば れ る。

　 しか し，父 母 を 共 有す る キ ョウダ イを 指示 す る用語 は な く， ５ｉＰｅｋｉｎ （「真 の」） とい う形 容 詞 を

　 つ け， ｓｉＰｅｋｉｎｉｎ　Ｐｗｉｉｐｔｖｉとい う表 現 を と る。 ま た， 同 父異 母 キ ョウダ イは ，　Ｐｗｉ　ｎｉ　ｗｅ７ｓａａｍ （「父

　 の うえ の キ ョ ウダ イ」） とい う合 成 語 で 指示 され る。 Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ は， トラ ック社 会 の 出 自集

　 団 の分 析 にお いて ， ｌｉｎｅａｇｅの 下位 カ テ ゴ リー に，　ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅ （「出 自系 統 」） の用 語 を 使用 し

　 て い る。 この ｄｅｓｃｅｎｔ・ｌｉｎｅは， 曽祖母 ， 祖 母 な い し母 か ら出 自を た ど れ る人 び と の 「集 団」 で ，

　 小 単位 の 自律 的組 織 （ｍｉｎｏｒ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）を 構成 す る。 これ は， 「潜 在 的 ｌｉｎｅａｇｅ」 で あ る と規

　 定 して い る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 １９５１：７７－－８０］。 トラ ック社 会 に お いて は， そ の ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅが ，

　土 地 保 有 集 団 と して の 自立 性 が 顕著 で あ る 。 しか し， サ タ ワル社 会 の 父母 を共 有 す る キ ョウダ

　 イ よ り構 成 さ れ る 「仲 間」 な い し 「集 団 」 は， 父 か ら贈 与 され る財 の み を共 有 す る単 位 で あ る

　 た め に， ｌｉｎｅａｇｅ内で の 自立 性 は 弱 い。 そ の意 味 で ，前 述 の ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅとは性 格 を異 に す る。

　 ｄｅｓｃｅｎｔ・ｌｉｎｅ は， 筆 者 が 土地 保 有 集 団 の １つ の カ テ ゴ リー と して 規 定 した ｓｕｂ－ｌｉｎｅａｇｅ に 対応

　 す る もの で あ る。 な お ，本 稿 で は ，父 母 を 同 じ くし，父 か らの財 を共 有 す る キ ョウダ イ に， 「キ

　 ョウダ イ集 団」 とい う用 語 を 適 用す る。
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　 各 １ｉｎｅａｇｅよ り高位 の レベル で土 地 を保 有 す る単 位 は ，　ｃｌａｎ で あ る。　ｃｌａｎ が土 地

保 有 の 単位 と して顕 在 的 に機能 す る の は ，そ の分 節集 団間 で個 々の 集 団 が保 有 す る土

地 と その 集 団 の人 口 と に不 均衡 が生 じた と きで あ る。 この 場 合 ， ｃｌａｎ 内 で土 地 に余

裕 の あ る分 節 集 団 が ，土 地 の少 な い分 節 集 団 にた い して ， い くつ か の 土地 を融 通 し，

分 与 す る。 同 一　ｃｌａｎ の分 節集 団 （ｌｉｎｅａｇｅ）間 に おけ る土 地 の移 譲 は，　ｆａａｎｇ とは み な

され ず ， ｎｇａｎａａ とい うこ とば で表 現 され る。　ｎｇａｎａａ は ，相 手 に お返 しの期 待 をせ ず

に ものを あ た え る意 味 で あ る。 そ れ は ， 事 例１５で もみ た よ うに ， よ く生 起 す る 。 し

た が って ，ｃｌａｎ が土 地 保 有 の 単位 にな る と い うの は ， い くつ か に分 節 化 した ｌｉｎｅａｇｅ

相 互 の土 地 の 利 用 を ｃ豆ａｎ レベ ル で 調整 す る こ とを さす 。

　 い まま で で ， キ ョ ウダ イ集 団 ， ｌｉｎｅａｇｅ，　ｃｌａｎ の レベ ル で の土 地保 有 の性 格 を み て

きた が， 同 時 に ，土 地 利 用 は， 島全 体 の レベ ル で も規 制 ，統 轄 され る性質 の もの で あ

る こ とが 指摘 さ れ る。 と くに，パ ンノ キ の実 の 不 作 の年 に ，島 全 体 の （植 物 性 ） 食 料

資 源 の 凍 結 とい う措 置 が実 施 され る。 この措 置 に 責任 を もつ の が，、島 の首 長 で あ る。

これ は， 島 の食 料 資 源 が ， 最 終 的 に は ，首 長 の 統 轄下 に お かれ る性 格 で あ る こ とを示

して い る。 つ ま り，食 料 資 源 の利 用 は ，共 同 体 の規 制 を うけ る ので あ る。共 同体 の規

制 は， 島 の 土地 の 「共 同 体 所 有」 に基 づ く もの で は な く，資 源 の 利 用 ， 管理 とい う局

面 で の み行 使 さ れ る 。 これ は， 島 の陸 地 の資 源 だ け で な く，無 人 島 ， 暗礁 お よ び 島 の

周 囲 のサ ンゴ礁 に お け る漁 業 資 源 に た い して も適 用 さ れ る。

　 以 上 の こ とか ら， サ タ ワル 社会 の土 地 保 有 お よび食 料 資 源 の利 用 の 単位 は ，最 小 が

キ ョ ウダ イ集 団 か ら最 大 が 島共 同体 の レベル ま で 幅 を も って い る こ とが 明 らか に な っ

た 。 そ して ， 個人 は ， キ ョウダ イ集 団 ， ｌｉｎｅａｇｅ，　ｃｌａｎ， 島共 同体 に お け る資源 利 用 の

権 利 を享 受 す る と同 時 に ， それ ら各 レベ ル での 規 制 を うけ ，義 務 を お う こ とに な る。

２． 土地および資源にたいする権利

　本稿では，土地保有を，人および集団が土地にたいして権利を獲得 し，使用 し，そ

して分配する方法とみなして，具体的事例をあげながら考察 してきた。筆者は，それ

らの事例を記述するにさいして，所有，保有，使用，管理，統轄などのことばをもち

いたが，それ らを概念規定 してこなかった。そのため，土地および資源にたいする権

利の性格があいまいになっていたきらいがある。 しかし，記述の不明確さはあるもの

の，サタワル社会の土地保有および資源利用の体系が，それらにたいするい くつかの

権利の複合ないしは束によって構成されていることだけは，明らかになったといえよ

う。そこで，土地および資源にたいする人びとの諸権利を，６つのカテゴリーによっ
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て整 理 ，分 類 して ， そ れ らの特 質 お よ び原 理 を抽 出 す る こ とにす る。

　 現 在 ，サ タ ワル社 会 に お いて 土 地 お よ び食 料 資 源 にた いす る権 利 が生 起 す る の は ，

い ま まで に述 べ て き た よ うに， 基 本 的 に は ，集 団 間 （単位 は一 様 で ない が） で の贈 与 ，

賠 償 ，謝 礼 と集 団 内 で の 出 自 に基 づ く相 続 ・継 承 な どの諸 契 機 を と お して で あ る。 こ

の社 会 で は ， そ れ らの財 の発 見 ，創 造 ， 略奪 ，購 買 な ど に よ って の 権 利 を獲 得 した例

は な い。 そ して ， そ れ らの契 機 に権 利 の移 譲 が お こな わ れ た結 果 ， どの集 団 （ｃｌａｎ な

い し ｌｉｎｅａｇｅ）で も，集 団 固 有 の財 （ｒａｐｉｎu fanu）と贈 与 によ って獲 得 した 財 （ノ如 ηｇ伽

声 磁 ） とを 保 有 して い る。 しか し， 現 在 ， あ る集 団 が 保 有 して い る ｒａｐｉｎの カ テ ゴ リ

ー に属 す 財 は
， 原 初 的 に は， ほか の集 団 か ら贈与 （ｆａａｎｇ）な い し分 割 贈 与 （んｆ吻 纏 ）

さ れ た もの で あ る。 そ の ノ碗 ㎎ か ら ｒａｐｉｎへ の転 化 は ，各 集 団 の サ タ ワル 島へ の移 住 ，

定 住 の歴 史 と関連 して い る。 そ こで ，最 初 に ，集 団 間 の財 の分 割 贈 与 を 時 間軸 に そ っ

て 考察 す る。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一；　 ・

　 第 １章 で 述 べ た よ うに ，現 在 ， サ タ ワ ル社 会 には ， 固有 の名 称 を もち ，土 地 を保 有

す る集 団 （／ｄｙｉｎｄｎｇ：ｃｌａｎ）が ８つ 存 在 す る。 そ して ， それ らの 集 団 は ， ３つ の首 長

ｃｌａｎ と ５つ の 平 民 ｃｌａｎ と に階 層 化 して い る。 その よ うな階 層 は ，伝 承 の うえ で は あ

るが ， サタ ワル 島 ぺ の移 住 の順 序 に基 づ いて 形 成 され た と考 え られ て い る。 そ の伝 説

によ る と， 移 住 後 ，最 初 に サ タ ワル 島 を統 轄 した ｃｌａｎ が ， 現 在 ， 第 １位 の首 長 を輩

出す る Ｎｅｙａａｒ yayinangで あ る。　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ は ， ２番 目 と ３番 目に来 島 した ｃｌａｎ

に， つ ま り， Ｙａａｎａｔｉｗ ど Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの ２つ の ｃｌａｎ に土 地 を分 割 贈 与 （kiniykin）

した。 そ して ，Ｎｅｙａゑｒ　ｃｌａｎ は， 島 の南 部 ，　Ｎｏｏｓｏｍ ｗａｒ　ｃ１ａｎ は ， 中央 部 ， そ して ，

Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ は， 北 部 に ， それ ぞれ 分住 した。 それ か ら，順 次 ，他 の ｃｌａｎ が移 住

して きて ， 上 記 の ｃｌａｎ の い ずれ が か ら，土 地 を 分 割 贈 与 して も ら った 。 そ の さ いに，

先 住 ｃｌａｎ とそ れ よ りあ とに移 住 した ｃｌａｎ との あ いだ に は， 土 地 を 贈 与 した集 団 とそ

れ を受 贈 した 集 団 とい うこ と に関 連 して ，主 ・従 関係 ゐ城 立 した 。 後 者 が ，前 者 の従

属 民 にな った わ け で あ る。．この関 係 は，事 例 ２１の場 合 と同 じ く，yakkuneと よ ば れ る。

　 事 例 ２１で も明 らか な よ う に，新 参者 （女 性） がyakkuneの 関 係 を 成 立 させ る た め に

は ， ２世 代 程 度 の 年 限 を必 要 とす るが ， 分 与 さ れ る財 は， 相 当の 数 量 に の ぼ り， 新

参 者 の集 団 の 経済 的 自立 を可 能 に す る規 模 で あ る。 そ の財 は ， いず れ も主 人 ｃｌａｎ の

ｒａｐｉｎ （元 来 の土 地） で あ る。 事 例２１の ｃｌａｎ は， ま だ サ タ ワル 社 会 にお い て は ，独 立

した ｃｌａｎ とは ， 認 め られ て い な い が ，前 述 した ５つ の ｃｌａｎ は ， いず れ も土 地 を保

有 す る 自律 的 集 団 とみ な され て い る。 そ して ， そ れ らが ，主 人 ｃｌａｎ か ら贈 与 さ れ た

財 は ，．現 在 で は， そ れ ら個 々 の ｃｌａｎ のrapinu fanuに な って い る。つ ま り，サ タ ワ ル
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島 に あ らた な ｃｌａｎ が創 設 され る場 合 に ， 先 住 ｃｌａｎ か ら贈 与 さ れ る財 は ， 創 設 ｃｌａｎ

の ｒａｐｉｎ にな るの で あ る。 この こ とは ， 現 存 す る ８つ の ｃｌａｎ が ， 移 住 ， 定 住 の 歴 史

を異 に しな が らも， そ れ ぞ れ が ７ψ 磁 ．海磁 を 保 有 して い る理 由で あ る。

　 　 １）　 生 活 資 源 に た い す る首 長 の 権 利

　 うえ で述 べ たrapinu fanu成 立 のい き さつ か ら も うか が え るよ うに ， サ タ ワ ル 島へ

移住 した ｃｌａｎ の な かで ，最 初 の統 治者 とな っ た，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ は ，土 地 お よ び食 料

資 源 に た い して ，特 別 の権 限 を も って い る。 社 会 ・政 治 的 に第 １位 の 首 長 を世 襲 的 に

だ す Ｎｅｙaａｒ　ｃｌａｎ は， 毎 年 ， パ ンノ キ の実 の 収 穫 時 と コ コヤ シ の液 汁 を採 取 す る時

期 に， 島 の 人 び とよ りパ ンノ キの 実 と コ コヤ シの液 汁 の 贈与 を うけ る。 パ ンノ キの実

の 贈 与 は ，mmanimaayと よ ば れ ，「最 初 のパ ンノ キの 実 」 の 意 味 で あ る。 これ は ，パ

ンノ キの 実 が 結 実 して ，食 用 に利 用 で きる 時期 ， ４月 か ５月 に お こ なわ れ る。

　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎの首長が・その日を指定すると・島の人響とは・各家単位に１籠 ほど

のパ ンノキの実を首長のもとへ届ける。首長は，その一部を彼の ｃｌａｎ成員のために

とったあとで，島の人びとに分配する。このパ ンノキの実の初収穫物の贈与と再分配

の儀礼が実施されるまでは，基本的に，島の人びとはパ ンノキの実を食用にすること

を禁 じられる。ココヤシの木の新芽からとれる液汁の贈与は，mmaniyarhiiyと よばれ，

「最初の ココヤシの液汁」の意味である。液汁の採取は）パンノキの実が結実 しない

時期， ９月ころに首長の指示でおこなわれる。そして，最初に採取された液汁は，成

年男子 １人あたり， ７２０ｍｌびんに１本のわりで首長のもとへ贈 られる。 これも，パ

ンノキの実と同様に再分配される。

　 これらの首長への贈与は，「Ｎｅｙａａｒ yayinangが，島の最初のsomwoon（ 統治老）」

であるからと説明されている。このことは，サタワル島への移住者で，最初の統治者

となったと信 じられている Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の首長が， この島の土地および食料資源に

たいして，特別の権利をもっていることを示 している。この特権は，パンノキの収穫

やココヤシの液汁採取の開始期の決定権にかぎらず，島のあらゆる生活資源の利用に

責任をもち，その規制と解除を指定する権利を掌握 していることとも関連 している。

それには，第Ｗ章でみたように島の食料資源の欠乏期や資源の浪費にさい しての食料

獲得活動の制限，特定海域の資源保護，無人島の資源利用の許可などがある。

　そのような特権は， Ｎｅｙaａｒ　ｃｌａｎ がサタワル島へ移住 した ｃｌａｎのなかで， 最初

に島の資源を占有 し，あとから来島した ｃｌａｎの成員に資源を分与 し，その利用の権

利を譲渡 して， 島の統治者の地位についたという伝承に基づいている。 この資源を

原初的に占有する権利，すなわち，「先占」 によって取得する土地支配の権利 ［江守
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１９６０：５１］は ， 「先 取権 」 な い し 「占有 権 」 と規 定 で きよ う４８）。 そ して ，先 取 権 を保

有 す る ｃｌａｎ が ， 原 理 的 に は ， 島 で最 高 の社 会 ・政 治 的統 轄 者 の地 位 につ く権 利 を も

つ こ とに な る。 そ して ， 第 １位 の ｃｌａｎ の首 長 が ， 経 済 的分 野 に お いて もサ タ ワル島

の食 料 資 源 を最 終 的 に管 理 ， 統 轄 す る責 任 者 にな るの で あ る。 第 １首 長 は， 資源 の一・

時 的 「差 し押 え」 をふ くめ 食料 資 源 の 消費 を掬 制 す る権 限 を もつ の であ るが ， これ は，

首 長 の 私 的 財 産 の蓄 積 を 企 図 す る もの で は な い。 そ の権 限 は ，限 定 され た 島 の食 料 資

源 を計 画 的 で ，均 分 的 に消 費 す るた め に行 使 さ れ る。 筆 者 は ， この よ うな首 長 の 特権

を ， 「統 制権ｉ」 と規 定 す る。 そ して ， そ れ らの先 取 権 お よび統 制 権 は ，初 収 穫 物 の貢

納 と再 分 配 によ って象 徴 され るの で あ る４９）。

　 現 在 ， この 島 に存 在 す る ８つ の ｃｌａｎ は ， 図 式 的 にい うな らば， 資 源 にた い して先

取権 と統 制 権 とを 保有 す る １つ の ｃｌａｎ とそ の ｃｌａｎ か ら土 地 資 源 の分 割 贈与 を うけた

７つ の ｃｌａｎ （ま た は， ３つ の首 長 ｃｌａｎ と ５つ の 平 民 ｃｌａｎ）と に分 かれ て い る （図 ３－

２参 照 ）。 そ して ， いず れ の ｃｌａｎ も，　 ｃｌａｎ 創 設 の 段 階 に お い て は ， その ｃｌａｎ に固

有 の土 地 （γψ 磁 漁 πの を も って いた 。 しか し，時 間 的 経 過 と と もに そ の γ吻 η観々磁

４８）サタワルの首長権の譲渡 についての伝承によると，第 １章でみた ように，Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ は，

　 この島への最初の移住者ではない。最初のそれは，Ｓａｗｓａｔ　ｃｌａｎである。　Ｓａｗｓａｔ　ｃｌａｎの起源伝

　承によると，島を統治する権利は，Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎに譲 ったが，土地 にたいす る権利は， なお，

　Ｓａｗｓｈｔ・ｃｌａｎが保持 してお り，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎを はじめ，後続の各 ｃｌａｎに数か所ずつの土地を分

　与 した ことにな って いる。現在，島の第 １位の首長をだ している Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎも，　Ｓａｗｓａｔ・ｃｌａｎ

　か ら１１個所の土地の分与をうけた ことにな って いる。その伝説に依拠するな ら，筆者が規定 し

　た 「先取権」は，Ｓａｗｓａｔ・ｃｌａｎが保持 したことになる。そ して，現在で も，　Ｓａｗｓａｔ・ｃｌａｎが 「島

　の最初 の人 （ρωｏｏμ吻 ６ｒαｍα５）」 という伝承のもとに，サタワルの人び とは，漁獲物の うちで も

　 っとも貴重な食べ もの とみなされているウ ミガメの頭部 を， その ｃｌａｎに献上 している。 しか

　 し，現実 には，Ｓａｗｓａｔ　ｃｌａｎ は，サタ ワル島の最高位 の地位についていない し， 第 １位 の首長

　をだ していない。 この理由は，第 １章 の伝説でかたられているよ うに，Ｓａｗｓａｔ・ｃｌａｎ が， サタ

　 ワル島を支配する資格のある島， ラモ トレク島か ら来住 してきた Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎに，この島の生

　活資源を統轄 し，政治的に統治する権限 を移譲 したか らである。 この権限の譲渡 は，「先取権」

　の 「禅譲」を意味 してい る。 したが って ， Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ は， 「先取権」を獲得 したとみなすこ

　 とができる。 他方で， 「先取権」を さきほどの性格 のもの と規定するな ら，Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ が譲

　渡された権利は，別の用語で説明 したほうが適切である。土地にたいす る権利の取得を歴史的

　順位によ って規定 しな いな ら，Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ のその権利は，「占有権」 とよぶ ことがで きよう。

　 ここでい う 「占有権」 とは， 生活資源を現実 にも事実の うえでも支配す る権利であ って， 「先

　取 ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎ によ って取得 され， 物を使用， 収益 することをその内容 とす る」 ［青山 ・有地

　 １９７３：５５］意味であ る。その用語 は，原初に土地を占拠 した場合 にか ぎらず， 戦争や武力的侵

　略ない しこの例のように禅譲による手段 で，土地 およびそのほかの資源 を，現に支配 している

　状態を も指示で きる性質の ものであ る。 しか し，現在のサタ ワル社 会の政治的脈絡においては，

　過去に 「先取権」を保有 していた ｃｌａｎは， 島の生活資源 にたい して 支配的権限をもっていな

　 い。その権 限を保持 して いるのは， 伝承上，「先取 権」を譲渡された ｃｌａｎ である。 したが っ

　て ，筆者は，本稿において は，「先取権」の譲渡 という 「事実」を重視 し，「先取権」 と 「占有

　権」 とを区別せず，「先取権」 の用語によ って双方の性格をあらわす ことにす る。そ して，「先

　取権」を もつ集団の首長が，統制権を保持す るとみなす。 サタワル社会 における， 「先取権」

　 と 「占有権」 との分離 という問題 は，ｃｌａｎの形成史 と ｃｌａｎ間の関係をと りあつかう別稿にて，

　詳述す るつ もりである。
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は ，集 団 間 で の婚 姻 ，養 取 な どの 契機 に ， ほ か の集 団 へ 贈 与 され て きた。 その 結 果 ，

ど の集 団 で も固 有 の 土地 と贈 与 され た 土地 （ｆａａｎｇｅ’ｔ・ｆａｎｄｅ） とを もつ に いた って い る。

そ こで ，現 段 階 にお け る， 各 集 団 が保 有 す る土 地 ， す な わ ち ， π吻 η とプ加 ㎎・の カ テ

ゴ リー の財 にた いす る人 び との権 利 につ い て検 討 す る こ と に しよ う。

２）　集団の固有財 と成員の権利

　 サ タ ワル 社 会 にお い て ，食 料 資 源 と して ，集 団 が保 有 す る基 本 的 な 財 は ， コ コヤ シ

林 ，パ ンノ キ とタ ロイ モ 田で あ る。 サ タ ワル の人 び とが ， そ れ らの財 を，ｃｌａｎ な い し

Ｉｉｎｅａｇｅ 内で ， 元 来 か ら相 続 ・継 承 され て きた もの （ｒａｐｉｎ） とほ か の ｃｌａｎ （ｌｉｎｅａｇｅ）

か ら贈与 され た もの （ｆａａｎｇ）とに類 別 して い る こ とは ，前 述 した とお りで あ る。 まず ，

ｒａｐｉｎ の カ テ ゴ リー に属 す 財 にた いす る人 び との権 利 につ いて 考 察 す る。

　 そ の財 は ， Ｃｌａｎ な い し ｌｉｎｅａｇｅ に よ って保 有 さ れ ， そ の成 員 が 自 由に 利用 で きる

共 有 財 とみ な され て い る。 た だ し，男 性 成 員 が コ コヤ シ林 お よ びパ ンノ キを ，女 性 成

員 が ， タ ロイ モ 田 を ，そ れ ぞ れ ，利 用 し，管 理 す る。 ｌｉｎｅａｇｅ成 員 は， そ れ らの財 の

処 分 を ，合 意 の も と に決 め る。 そ して ， 処分 に 関す る最 終 的 な 権 限 は ， 男女 そ れ ぞ れ

の族 長 の手 に ゆだ ね られ て い る。 ま た， この共 有 財 は ，母 系 の 出 自原 理 に 基づ い て相

続 ・継承 さ れ る。 コ コヤ シ林 とパ ンノ キ の利 用 ，管 理 に た いす る権 利 は，母 の 男性 キ

ョウダ イか ら彼 女 の息 子 へ ， タ ロイ モ 田 の それ は，母 か ら娘 へ と継 承 され る。 この財

の利 用 ， 処 分 な ど につ いて は ， 他 の ｃｌａｎ （１ｉｎｅａｇｅ） 成 員 の権 利 の主 張 を 受 け い れ る

４９） 口頭伝承で はあるが，島への最初の移住者 と信 じられている ｃｌａｎ の首長が， 島の食料資源

　 にたい して，何 らかの特権を もつ とい う慣行は，カロ リン諸島の多 くの島か ら報告 されている。

　 ウルシー社会でのその権ｉ利を，Ｌｅｓｓａは，「地域的土地所有権」 ［ＬＥｓｓＡ　１９５０：５５］， 牛島は，

　 「最終的統轄権」［牛島　 １９８２：１２８］ と，それぞれ規定 している。Ｎａｓｏｎ は，エタール社会で

　最高首長が保有す るその権利を，ｐｒｏｐｒｉｅｔａｒｙ　ｒｉｇｈｔｓ（占有権）とみな して いる。そ して，首長

　 は，食料の欠乏期や著名な人の死にさい して，島のあ らゆ る食料資源にタブーをかけることが

　 できる。 島の入 びとは， 彼 にたい して， 初 物 （パ ンノキの実）を 献上することが 義務づけ ら

　 れて いる ［ＮＡｓｏＮ　Ｉ９７０：１０２］。また，　Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈは， トラ ック社会で， 最古の ｌｉｎｅａｇｅが

　 地域全体の土地を保有する権利を， ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｒｉｇｈｔｓ（残存権ｉ）と規 定 している　［ＧｏｏＤ酬 ｏｕＧＨ

　 １９５１：１３７］。 ウルシーと トラックにおいては， それ らの権利が島ない し地域 の食料資源を保護

　 したり，規制 した りする性格の もので はないようである。 しか し，人び とか ら初物の献上 は，

　 実施 されてる。いずれにせ よ， ウルシー， トラ ック，エタールの社会において は，最初 に土地

　 を占有 した ｃｌａｎ が，最高位の首長権を獲得 してい る。 サタワル社会で は， 最初に来 住 した

　 ｃｌａｎと現在 の首長位 ｃｌａｎとが異なるので，筆者 は，「統制権」 とい う概念を もうけた。　Ｓｍｉｔｈ

　 は，パ ラオ社会 の土地保有 の しくみを説明す るのに，つ ぎのよ うな分析概念 を提示 して いる。

　 パ ラオでは，土地 は，集団 によ って，多様な権利の もとに保有されてい る。まず，村の首長を

　 だす集団が，「統轄権」によって土地を保有す る。 そ して， その集団か ら分 与される土地を，

　 「一次 的譲渡による土地保有」， さらにそれによ って 土地 を保有する集団か らの土地の移譲を

　 「二次的譲渡」 と規定する。 そのよ うな権利 に基づいて直接的に土地 を使用することを， 「使

　 用権の配分による土地保有」 と分類 している　［ＳＭ１ＴＨ　１９８３：３９－４０］。 この概念は，土地の移

　 譲過程を明らかにする点では適切である。反面，各過程での保有 される土地にたいする権利 内

　 容を明確 に示 していないという欠点がある。
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余 地 は， ま った く存 在 しな い。 財 を 保有 す る １ｉｎｅａｇｅ成 員 が独 自 の判 断 で 財 の 処分 を

実行 す る。

　 そ の よ うな 性 格 か ら， ｌｉｎｅａｇｅ成 員 が，　 ｌｉｎｅａｇｅ の ｒａＰｉｎの財 にた い して もつ権 利

は ，「所 有権 」と規 定 で き る。 しか し，こ こで い う所 有権 とは，厳 密 に いえ ば，ｌｉｎｃａｇｅ

成 員 が そ の財 にた い す るす べ て の権 利 を 絶 対 的 に保 有 す る こ とを意 味 す る ので はな い 。

た とえ ば ， あ る ｌｉｎｅａｇｅに よ って所 有 され る ｒａｐｉｎ の ココ ヤ シ林 に は えて い るハ イ ビ

ス カス や そ の他 の 雑 木 に関 して は ， ｌｉｎｅａｇｅ成 員 以 外 の人 で も採取 す る こ とが 許 され

る。 島 のす べ て の 人 び とは ，首 長 の指 示 の も とに ハ イ ビス カ スの木 か ら内皮 を と る権

利 を も って い るｇ この権 利 は， 特 定 の ｌｉｎｅａｇｅ の ｒａｐｉｎ の土 地 にか ぎ らず ，島 のす べ

て の コ コヤ シ林 に も適 用 さ れ る。 そ れ はま た ， 個 々の集 団 が保 有 す る土 地 にた いす る

権 利 の枠 を こえ た レベ ル ， つ ま り，共 同体 規 制 と して行 使 さ れ る。 した が って， γψ η

の 土 地 にた い して ｌｉｎｃａｇｅ成 員 が保 有 す る権 利 は ，他 者 を排 除 した か た ちで の 独 占的

保 有 とは い え な いが ， こ こで は ，以 下 でみ る諸権 利 と区別 す るた め に ， 「所 有 権 」 と

み な す こ とにす る５０｝。

　 あ る ｌｉｎｅａｇｅ 成 員 が ｒａｐｉｎ の 土 地 に た い して もつ権 利 は ， 所 有権 の ほか に 「管 理

ｍｅ　，］も存 在 す る。 こ こで い う 「管 理権 」 とは ，直 接 的 に土 地 を 使用 す る人 び と以 外 の

人 に よ って保 有 され る土地 を 管轄 す る権 利 を さす 。 サ タ ワル 社 会 は ，妻 方 居 住 様 式 を

と るた め に ， あ る ｌｉｎｅａｇｅ の ｒａｐｉｎ の土 地 を直 接 に利 用 す るの は ，基 本 的 に は， そ の

ｌｉｎｅａｇｅの女 性 成 員 と彼 女 の も とへ婚 入 した 男性 お よ び未 婚 の男性 成 員 で あ る。 そ れ

に，養 取 に よ って 帰 属 した 男性 お よ び女 性 が くｉＰわ る。 これ らの う ち，　ｌｉｎｅａｇｅ の女

性 と未 婚 男性 は ， ｌｉｎｅａｇｅ の ｒａｐｉｎ の土地 に た い して 所 有権 を保 有 す る ので ， そ の土

５０）所有権 の概念規定 は，多 くの人類学者によってなされて きて いる。古 くは，Ｈｏｂｈｏｕｓｅは，所

有者が，ものの所有者 に権利 と して発生す る特権で，（１）使用の特権，（２）処分の特権，（３）破壊 の

特権の ３つの条件をそなえたときにのみ認め られ ると規定 している 【ＨｏＢＨｏｕｓＥ　 １９１３：６－８］。

　そ して，ほとんどの社会で， ３条件のすべてをみたすかたちでの所有権が存在す ることはない

　と述べている。最近で は，オセァニア地域の土地保有の研究 を長年にわた って おこな ってきた，

　（】ｒｏｃｏｍｂｅ”は，土地保有体系の説明に，所有権ｉの用語を使用すべ きでない と主張 している。彼

　のい う所有権 とは，他者を排 除 したかたちでの，すべての諸権利の絶対的保有ない し，単一 の

　集団 によるすべての権利の保有を意味 している。 しか し，オセァニア社会の土地保有体 系にお

　いて は，土地の １区画 にたいするすべての権利がただ １つの集団によって保有 され ることがな

　いか ら， その用語をさけた方がよいと指摘 して い る　［ＣＲＯＣＯＭＢＥ　１９７４：８－９］。 た しかに，

　Ｃｒｏｃｏｍｂｅのい うように，サタワル社会の 土 地 保 有 において も，土地を直接使用する権利，

　木を植える権利，実 を採取する権利，管理する権利，処分す る権利などすべて の権利が，排他

　的 に １つの出自集団 によって保有 されてはいない。筆者が，本稿で所有権 という用語をあえて

使 用す るのは，土地 にたいする複合的権利のなかで，サタワルの入びとが もっとも重要 と して

　いる権利，すなわち，後述す るが，土地の最終的処分権 （残存権）の存在を強調す る必要があ

　るか らである。つま り，サタ ワルの人びとは，土地の元来の所有者 （所有権を もつ人）が，そ

　の土地にたいす る最終 的処分権 を永久に保持 していると考えて いるのである。
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地 を 自由 に利 用 で き る。

　 それ にた い し，婚 入 な い し養 入 した男 性 と女 性 は， そ れ に た いす る所 有 権 を もた な

い。 彼 らは， 婚 入 な い し， 養 入 した １ｉｎｅａｇｅ（Ｐｗｕｋｏｓ）成 員 の 日常 的 食 料 や生 活資 源

を獲 得 す るた め に， そ の ｌｉｎｅａｇｅの財 を利 用 す る こ とが で き る。彼 らは， 妻 な い し養

親 が保 有 す る ｒａｐｉｎの 財 の割 り当て を う けて ， そ れ の手 入 れ を した り， 作 物 を 植 え つ

け て ，収 穫 す る権 利 を もつ 。 しか し， そ の 財 を処 分 す る権 利 を保 持 しな い。 つ ま り，

婚 入 者 お よび 養 入 者 は ，妻 お よ び養 母 の γψ ∫η の財 を ， 実 際 に利 用 す る権 利 のみ を も

つ の で あ る。 この よ うに ，財 を直 接 的 に使 用 す る権 利 は ，限 定 さ れ た使 用 権 ，つ ま り，

「狭 義 の使 用権 」 とみ なす こ とに す る。

　 他 方 ，ｌｉｎｅａｇｅの成 員 は， 婚入 者 や養 入 者 が，　ｒａｐｉｎの土 地 を 良 く世話 して い るか 否

か を 検 証 す る立 場 に あ る。 た とえ ば ，Ｉｉｎｅａｇｅ成 員 は， 婚 入 男性 が使 用 して い る ｒａｐｉｎ

の土 地 で あ って も， ほ か の ｌｉｎｅａｇｅ に そ れ を 贈 与 す る さ い に は， そ の 土 地 を と りあ

げ る こ とが で き る。 この よ うに ， γψ πの 土地 は ， 婚 入 者 に よ って 直 接 的 に使 用 さ れ

るが ，そ の 監督 ， お よ び処 分 にた い す る権 利 は ， ｌｉｎｅａｇｅ の成 員 に保 持 され るの で あ

る。 この １ｉｎｅａｇｅ成 員 が保 有 す る ｒａｐｉｎの土 地 お よび財 を管 轄 す る管 財 人 と して の権

利 を ， 「管 理権 」 と規 定 す る。 以 上 の こ とか ら， サ タ ワル 社 会 で ｒａｐｉｎ の カ テ ゴ リー

に ふ くまれ る コ コ ヤ シ林 ，パ ンノ キ， タ ロ イモ 田 に た い して ｌｉｎｅａｇｅ成 員 が保 有 す る

権 利 は ，限 定 的 性 格 が付 与 さ れ る けれ ど も， 所 有権 と管 理 権 と い う こ とに な る。 そ れ

らの権 利 は ，母 系 の出 自原 理 に基 づ いて １ｉｎｅａｇｅ成 員 の あ いだ で 継 承 さ れ る。 つ ぎ に，

プ加 η９ の カ テ ゴ リー にあ る財 に た いす る人 び と の権 利 に つ い て検 討 を くわ え よ う。

　　 ３） 集 団 の贈 与財 と人 び との権 利

　集団問で小規模な財の贈与が生起する機会は，事例からも明らかなように，婚姻 と

養取である。それらの契機に移譲 される財にたいする権利は，２種類ある。 １つは，

父親ないし実親から贈与された財をその子どもが保有 し，利用する権利である。もう

１つは，父親ないし実親の集団が贈与した財にたいして留保する潜在的権利である。

前者の権利を保有する単位は，父母を同じくす る子ども，つまり，子どもの立場から

すれば，キョウダイである。男性の集団から女性の集団へは，男性の婚入時や子ども

の誕生時などに，タロイモ田，ココヤシ林，パ ンノキが順次，贈与される。父および

母 （の集団成員）は，子どもが成人に達するまでは，これらの財を，’保有 して，利用

する。子どもの成人後それ らの財の利用責任は，子 どもに譲 られる。父が持参 した財

は，母の集団の財 とは区別され，子どもたちが直接的に利用する権利をもつ。

　 その権利は，父，母の死によって父から子どもたち，具体的には，ココヤシ林 とパ
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ンノ キ は息 子 へ ， タ ロイ モ 田 は娘 へ と相続 され る。 父 母 を 同 じ くす る子 ど も た ち （キ

ョ ウダ ィ） は， そ れ らの財 を父 お よ び母 の 集 団 の 了解 を う る こ とな く， ほ か の集 団 へ

贈 与 す る こ とが で き る。 つ ま り，母 の 出 自集 団 にお い て， その キ ョウダ イ集 団 は， 父

の 集 団 か ら贈 与 され た 財 に た い して ，使 用 し， 処 分 す る権 利 を保 有 す る こ とに な る。

この財 に た い して直 接 的 に 利用 す る権 利 は ， 「使 用権 」 とみ なせ る。 た だ し， キ ョウ

ダ イ集 団 が もつ 使 用 権 は ， 処 分権 も付 与 さ れて い るの で ，前 述 した 婚 入 者 や養 入 者 が

もつ そ れ と区別 す る たあ に ，「広 義 の 使 用権 」 と規 定 す る。

　 あ る集 団 は ，婚 出 した 男性 成 員 の子 ど もに贈 与 した財 に た い して ， 完 全 に権 利 を移

譲 し，放 棄 した こ と には な らな い 。上 述 した よ うに，彼 の子 ど もた ちは ， 父 か ら贈 与

され た 財 に た い して ， 処 分 す る権 利 が付 随 す る かた ちで の使 用 権 を も って い るけ れ ど

も， 独 占 的 に保 有 す る権 利 を獲 得 した こと に は な らな い。 そ の こと は，第 Ｖ章 の第 ２

節 で み た よ うに， 子 ど もた ち が ， 父 の 集 団 へ の反 対 給付 の 義務 を お こた った り， 「姦

通 」 に よ る差 し押 え な どの異 常 な事 態 が生 じた 場 合 に は， 父 の集 団 な い し元 来 そ の財

を γ吻 η とす る集 団 が， そ れ らの財 を と り かえ す権 利 を留 保 して い るか らで あ る 。 こ

の よ うに ・過 去 に ほか の集 団 に贈 与 さ れ た財 で あ って も，贈 与 した 集 団 が ，特 別 な状

況 に お い て ， その 財 を と り返 した り， 没 収 す る こ とが で き る権 利 を こ こで は ， 「残 存

権 」 と規 定 す る５１）。 この残 存権 が ，ｆａａｎｇ の カ テ ゴ リー にふ くまれ る財 にた い す る ２

つ め の権 利 で あ る。

　 筆 者 は ， サ タ ワル 社 会 に お い て あ る母 系 出 自集 団 が ， ほ か の集 団 へ 過 去 に贈 与 した

財 を没 収 す る こ とが で き る権 利 に 「残 存 権 」 の用語 を あ て た。 しか し， 贈 与 財 の性 格

を 検討 して み る と，残 存権 は ， ２つ の異 な った レベ ル で行 使 され て い る。 １つ は ， あ

る集 団 が ， 自分 の固 有 （γψ鋤 財 に た い して 保 持 す る権 利 と して の残 存権 で あ る。 こ

５１）「残存権」 は，法制史の分 野で は，一般 に使用 されない用語である。 筆者が本稿で， 土地 の

　 元来の所有者 （集団）が，その土地を他者 （集団） に贈与ない し譲渡 したあ とで も，その土地

　 にたい して留保 して いる権限 （最終的処分権）を 「残存権」 と規定 したの は，国際関係論の研

　 究分野での用法に依拠 している。その分 野で は， ２国家間で，あ る領域にたいする統治権 と主

　 権 との関係を さす用語 として，「残存主権」 （ｒｅｓ五ｄｕａｌ　ｓｏｖｅｒｅｉｇｎｔｙ）が使用 されてい る。 この場

　 合の 「残存主権」 とは， 「一定の地域に対 し他の国家 が統治権を行使 して も， なおその地域 に

　 主権を有するものに残 された権限」 ［社会科学大事典編集委　 １９６９：３４９］の意味である。ζの

　 権限は，主権すなわち領域権 が，領域そのものを統治す る権利 とともに処分する権利をふ くん

　 でい る。残存主権の概念は，国家間の レベルでの領土 ・領域に関する権利の内容を規定 してい

　 るが，その性格は，本稿で とりあつか ったサタ ワル社会の １区画の土地 にたいする元来のその

　 土地の所有者 と，その土地を直接 に支配 ・利用する もの との関係 ときわめて類似 している。 し

　 たが って，国家間の領土の保有 関係 と ミクロな島社会の土地 の保有関係 とい うレベルを異 にす

　 る局面ではあるが，筆者 は，あえて，サタワル社会において土地の元来の所有集団が留保 して

　 いる最終的処分権 に， 「残存権」 という用語を適用 したのである。 この残存権は，特別な状況

　 の もとで，元来の土地の所有者が過去 に譲渡 した土地 をとりかえす権限をもっているという点

　 では，法制史の用語，「復帰権」 に相 当するといえよ う。
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の残存権は，集団間を移動 している財の元来の所有集団が姦通などによって自分の財

が差 し押えの対象になったときに，その財をとりかえすかたちで顕在化する。このよ

うな残存権は，最終的処分権の存在を意味 している。

　 ２つめは，ある集団がほかの集団からもらった財に関 してもつ権利としての残存権

である。これは，ある集団が保有 している贈与された財を，ほかの集団に贈った場合，

贈与集団がその財を受贈集団からとりかえすことができる権ｉ利である。この種類の残

存権は，具体的には，父の集団が，ほかの集団から贈 られた財を，彼の子 どもの集団

に贈ったにもかかわらず，子どもがその財の世話をしなかったり，父の集団に労力の

提供や食料などの反対給付を しなかったときに，その財を返却させるかたちで表面化

する。つまり，財を直接的に贈与し，受贈 した当事者 （２集団）間で，贈与側が受贈

側に贈った財にたいしてもつ権利をさす。

　 うえの ２種類の残存権が現実に行使されることはほとんどない。 しか し，それらは，

発動する場面が異なるものの，基本的には，同じ性格のものである。それらを区別す

る必要があるときに，筆者は，後者に 「一時的残存権」の用語をあてることにする。

また，前述 した，首長の統制権は，構造的には，島の生活資源のすべてにたいする残

存権 と，みなすこともできる。というのは，島を最初に統治した出自集団が，島のあ

らゆる資源 （財） にたいして，元来の所有権をもち，あとから移住 してきた集団に，

財を分与 したか らである。したがって，統制権は，島資源の元来の所有集団が，各集

団に贈与 した財にたいして保持 している権利つまり，残存権に相当することになる。

　集団間で贈与される財に関する２つの異なる権利については， Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ が ト

ラック諸島の土地保有の分析にさいして 「仮の保有権 （ｐｒｏｖｉｓｉｏｎａｌ　ｒｉｇｈｔｓ）」 と 「残

図１７ 使 用 権 の 移 譲 方 式
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存 権 （ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｒｉｇｈｔｓ）」 とい う用 語 を 適 用 し て い る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　ｌ　９５１：３５］。

Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ に よ る と， うえ の ２つ の権 利 は ， 仮 の保 有 権 が， 土 壌 （ｓｏｉ１）にた いす

る所有 権 で ， 残 存 権 が領 土 ・ 領 域 （ｔｅｒｒｉｔｏｒｙ） に た いす る所 有 権 とい う点 で 異 な る

［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 ｌ９５１：３５］。 そ して ， 彼 は ， 最 古 の ｌｉｎｅａｇｅが領 土 全 域 にた い す る

残 存権ｉを保 有 し，新 参 １ｉｎｅａｇｅ が仮 の保 有権 に基 づ い て そ の領 土 の い くつ か の 区 画 を

保 有 し， そ れ らの区 画 の利 用 は ，最 古 の ｌｉｎｅａｇｅに よ って 直 接 的 に管 理 され る と述 べ

て い る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 ｌ９５１：１３５－１３７］５２）。

　 Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ は ， その よ うな差 異 お よび 保有 権 の 関係 を具 体 的事 例 の分 析 を とお

して 論 述 して い な い ので ，サ タ ワル の資 料 と は単純 に比 較 で きな い。 こ こで ，注 意 す

べ き こ と は，彼 の い う残 存 権 お よ び保 有 権 の 区 別 が ， サ タ ワ ル社 会 の 土地 保 有 に は存

在 しな い とい う点 で あ る。 サ タ ワル に お け る １ｉｎｅａｇｅ間 の来 島 の順序 に基 づ く，先 住

１ｉｎｅａｇｅか ら新 参 ｌｉｎｅａｇｅへ の 土地 の分 与 に お いて は ， 残 存 権 と仮 の保 有 権 とい う差

５２）Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈは，所有権 の基本形態を，完全所有権 （ｆｕ１１　ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ）と分割所有権 （ｄｉｖｉｄｅｄ

　ｏｗｎｃｒｓｈｉｐ）とに分類す る。前者は， 所有者 が １人 の個人ない し， １つの自律的集団 （ａ　ｃｏｒｐｏ－

　ｒａｔｉｏｎ）の場合であ り，後者 は，それが複数の人ない し集団の場合である。そ して ，分割所有権

　を，上述 した仮 の保有権 と残存権 との カテゴ リーにわけている ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 １９５１：３８－３９］。

　彼は，土 （壌） と領域 とに関する権利 とを区別 しているが，それにたいす る彼の記述に混乱が

　み られる。たとえば，完全な所有権ない し一時的保有権を もってい る人の同意な しに，それ ら

　の権利 のない個人 は， 財を改良することがで き な い ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨＥ　１９５１：３５］。 しか し，

　単なる借地人であ って も， 財に改良を くわえた場合は， その改良 した 土地 にたい して は， 完

　全所有権ない し一時的保有権を もっている人 （集団）と同等の権利を獲得す る こ とが で き る

　 ［ＧＯＯＥＮＯＵＧＨ　 ｌ９５１：４３］。このように，土地を改良 する権利は，土壌および領域を所有する権

　利 と同 じ性格の ものである。Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈの このよ うな混乱は，それ らの権利が発現す るレベ

　ルを序列づけなか ったために生 じたといえる。 つま り， それ らの権利の保有関係 が， ｌｉｎｅａｇｅ

　 とその個々の成員間， ｌｉｎｅａｇｅ相互間および首長 ｌｉｎｅａｇｅ と平民 ｌｉｎｅａｇｅ間で どのように顕在

　化するのかを，具体的資料によ って分析 しなか ったか らである。

　　筆者は，Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈの規定 した ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｒｉｇｈｔｓの訳語に， 「残存権」の用語 をあてた。 そ

　 の理由は， Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈの ｒｃｓｉｄｕａｌ　ｒｉｇｈｔｓの概念 と筆者のそれとが， 基本的に同様の権利の

　 内容をさ してい るか らである。ただ し，残存権 が実際に行使 される場面 は， トラ ック社会 とサ

　 タワル社会 とでは，次節でみるよ うに異な って いる。

　　また，太平洋地域 の土地保有の内容 を分析す る概念 として， この ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｒｉｇｈｔｓという用語

　 は，多 くの研究者 によって使用 されている。Ｃｒｏｃｏｍｂｅは，それを，土地 を長期的に保有す る

　 出自集団の土地 にたいす る権利 に適用 し，その土地を実際に耕作する個人ない し核家族 の土地

　 にたいする権利 と区別 している ［ＣＲｏｃｏＭＢＥ　１９７１：３８４－３８５］。 そ して， 彼は，　ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｒ三ｇｈｔｓ

　 を，「土地 の使用者 が， 直接ないし傍 系の後継者 をもたないで死亡 したとき， その土地 の前保

　有者 は，その土地 を享有する （復帰させ る） ことがで きる」権利 と規定 している　［ＣＲＯＣＯＭＢＥ

　 １９７４：６］。Ｌａｍｂｅｒｔは，ギルバー ト社会において，「真のタ ロイモ田の保有者」（ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｏｗｎｅｒ）

　 にその土地 を直接に世話 している人びとが，タ ロイモを贈 らない と，その土地が没収されると

　述べている。そ して，一時的に土地を利用する人 びとに義務をおわせ るかたちでの土地 の移譲

　 にたい して，ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｒｉｇｈｔｓの用語を適用 している ［ＬＡＭＢＥＲＴ　１９７１：１４８］。

　　筆者の知るか ぎり，ｒｅｓｉｄｕａ１　ｒｉｇｈｔｓの用語をオセアニァの土地保有の分析概念 と して最初 に

　 もちいたのは，Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈである。 しか し，　ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｒｉｇｈｔｓが， 欧米の法制史 において，明

　確 に概念規定 されているのか否か，および，それがどのような権利の内容を指示 しているのか

　 については，筆者は，現在までに，詳細な情報をえていない。
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異が明確でない。新参 Ｉｉｎｅａｇｅであっても，先住 Ｉｉｎｅａｇｅから分与された土地をその

ｌｉｎｅａｇｅ固有の土地とみなし，排他的な所有権を確保するからである。 つまり，サタ

ワル社会において残存権 と使用権が問題になるのは，基本的には，婚姻および，養取

を契機に生起する財にたいする権利の移譲に関 してである。いずれにせよ，サタワル

でのｆａａｎｇのカテゴリーにある財にたいする権利は，贈与側 と受贈側とのあいだに，

残存権と （広義の）使用権との区別をもうけることができる。

　残存権 は，元来から財を保有 してきた集団が，贈与 した元来の財にたいしてもつ権

利である。広義の使用権は，財をもらった集団がその財を直接的に使用する権利をさ

す。それは，集団間を世代 とともに移譲 してゆく性格のものである。そして，使用権

の移譲方式は， 父から子どもへの相続 ・継承である。 この相続 ・継承の方法は， 妻

方居住という婚後居住様式 とあいまって，原理的には，父から息子へ，すなわち，父

系 １ｉｎｅにそった財の移譲経路を顕在化させる （図１７）。そのために，各集団は， 自分

の集団の ｒａｐｉｎの財が，どの集団によって保有されているかということを，いつでも

記憶 しておく必要がある。 この父系 ｌｉｎｅにそって集団間を移動する財の道す じは，

wuruwowun fanu（「土地の歴史」） とよばれ， 各集団が世代をこえて秘密裏に伝承す

べき貴重な知識 （ｒｏｏｎｇ）である。 土地をあぐって集団間で争いが発生 した場合には，

争いは，このwuruwowの 正当性によって解決される。つま り，残存権を保有する「真

の」集団が，wuruwowに よって証明されるのである。

　以上で，サタワル社会における土地および食料資源にたいする権利を先取権，統制

権，所有権，管理権，残存権および使用権 という６つの概念 によって分析 した５３）。そ

５３）それ らの ６つの分析概念に対応するサワタルの民俗概念は，かな らず しも，サワタル語 によ

　 って は表現 されていない。首長が，島のいっさいの生活資源，そのなかで， もっとも重要視 さ

　れる食料資源 （ｍｔｖｏｎｇｏｎｄｉｆａｎｔｉ）を監督ない し統轄する こ とは，　ｎｅｍｅｎａｍｕｎｓ６ｍωｏｏｎ（「首長の責

　任」） といわれる。 これは，筆者 が統制権 と概念規定 した内容を示す民俗 カテゴ リーといえる。

　また，首長のそのよ うな特権をさす ことばに， ∫伽 ω６π加 ω といういいかたがある。 これは，

　直訳する と，「首長の管理す る権利」をあ らわす。 ものの所有を表現するサタ ワル語は， 所有

格の範疇詞，２ａ７の重複形，ノａ■ｉ　ａｙである。 単に， ノ９ ρω諭 といえば， 「私 のタロイモ田」

　を意味するが， この表現では，保有形態 が明確 でない。つまり，ある人 が 「使用 している」 の

　か， 「元来 か らの所有権を保有 している」のかを区別で きない。 後者 の意味をあ らわす ときに

　は，ｎｇａａｎｇ／ｉ　ｙａｙｉ　ａ７　Ｐｗｅ’ｅ’ｎ　Ａ （「私は，　Ａ のタ ロイモ田を元来か らもってい る」） とい ういいか

　たをす る。 この ときの ク妙吻 は，ノ妙 の重複形 を動詞と して使用するのである。別の表現で

　は，５ψ８ん翻痂 ノ砂ρω庭η （「私のほん とうのタ ロイモ田」）というよ うに，「真の」 とか 「ほん と

　うの」を指示す る修飾詞がつけ られる。 他方で， 「土地を永久に所有す る」 という場合 には，

ｆａｎｔｉの動 詞形 ｆａｎｔｉ　Ｔｅｎｉが もちいられる。 ものを一時的に保有 して使用す ることをあ らわすこ

　とばは，翅卿 であ る。 この語 は， 「使 う」 とい う動詞であり， あ らゆるものの使用を指示す

　る。 このよ うに，筆者 が規定 した ６っの概念の うち， 統制権 は， ｎｅｍｅｎａｍ，所有権は，ノａｙｉ　ａｌ

　ない しｆａｎｄｉωｅｎｉ のことばで指示されるサタワル語のカテゴ リー とほぼ一致す る。 それ ら以外

　の概念に対応す るサタ ワル語は，単語では存在 しない。 したが って， ６つの概念は， ｅｍｉｃの

　カテゴ リーに依拠 して おらず，筆者の分析概念で ある。
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　　　　　　　 １．［Ｚ ＩＺＺ：集団の固有財

　　　　　　　　 醐 ：集団の保有する財

　　　　　　　 ２．（広）（狭）は、それぞれ、広義、狭義の略。

　　　　　　　 ３．。一一一レ：集団内に保有 されている他集団

　　　　　　　　 か らの贈与財にたいす る権利を示す。

図１８ 食 料 資 源 に た い す る 権 利 の 関 係

れらのうち，所有権，管理権，と残存権は，財を元来から保有する母系出自集団の成

員によって母系的に相続 ・継承される性格のものであることが明らかになった。それ
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にたいし，使用権は，広義の使用権と狭義の使用権 とに類別 される。後者は，婚入者

ないし養入者である本人が，婚姻関係ない し養取関係を維持 しているあいだ （当事者

世代）にかぎって，妻ないし養母の集団の財を，直接に利用する権利である。前者は，

キョウダィ集団が，父の集団から贈与された財にたいして，処分権をふくめ，使用す

る権利である。そして，広義の使用権のみは，財の移動にしたがって集団間で移譲 ・

譲渡され，父系 ｌｉｎｅにそって継承される傾向がある。

　各集団ないしキョウダイ集団が保有する財にたいするそれらの５つの権利は，食料

の欠乏期や食料資源の浪費が目立つときには，島の第 １位の首長の統制権によって規

制 される。このように，サタワル社会の土地保有および資源利用の体系は，原理的に

は，共同体を最終的に統轄する権利，すなわち，島の最高首長の統制権を頂点 とし，

各母系出自集団 （ｃｌａｎないしｌｉｎｅａｇｅ）が保有する所有権，管理権 と残存権ｉを軸にし

て構成される。そ して，それらに関連 して，いくつかのレベルで使用権が存在する。

それには，集団成員が集団の共有財にたいして，また，父母を同じくするキョウダイ

集団が父の集団からの財にたいして，それぞれ保持する広義の使用権がある。さらに，

母系出自集団へ婚入ない し養入 した人は，その集団が保有する財にたいして，狭義の

使用権をもつ （図１８参照）。

皿 ． 結 語

　本 稿 で は， サ タ ワ ル島 の 土 地保 有 と資 源 利 用 の体 系 につ いて 記 述 し， そ れ らに た い

す る人 び と （集 団） の権 利 の 問 題 に焦 点 を あて て 論述 して きた 。 そ の あ らす じは ，つ

ぎ の と お りで あ る。筆 者 は， ま ず ， サ タ ワル の人 び とが分 類 して い る土 地 の カ テ ゴ リ

ー と
， そ のな か で生 産的 な価 値 物 と して認 識 して い る もの （財 ） につ い て記 述 した 。

そ の結 果 ，彼 らが財 とみ な して い る主 要 な食 料 資 源 は， コ コヤ シ林 ， パ ンノ キ とタ ロ

イモ 田 で あ る こ とが 判 明 した。

　 つ ぎ に ， それ らの 財 の保 有 と移 譲 の 実態 を把 握 す るた め に ， １つ の 土 地 保 有 集 団

（Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ） を と りあ げ ， その 集 団 の ５０年 間 に わ た

る財 の移 譲 と性 格 と につ い て検 討 した 。 そ の事 例 か ら，財 には ，ｒａｐｉｎ（集 団元 来 の 保

有 財） と プ加η９ （集 団 間 で贈 与 され る財） とが存 在 し，後者 が か な りの頻 度 で 集 団 間

を 移 動 して い る こ と が明 らか に な った 。 ま た ， サ タ ワル 社会 に お け る土 地 保有 の性 格

を総 合 的 に把握 す る ため に，上 記 の事 例 の ほ か に ，他 島か らの来 住 者 の土 地獲 得 ， 廃

絶 した ｃｌａｎ の 土地 の維 持 ・管 理 ，異 常 事 態 の生 起 に よ る土地 の没 収 な どの 例 もあ げ
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て，それらの内容を考察した。

　さらに，隆起サンゴ礁 という劣悪な資源環境のもとで，生活資源の利用と共同体規

制とのしくみについても詳述 した。そこでは，食料の欠乏期や無人島および特定漁場

における資源の利用は，集団単位で実施されるのではなく，首長の統制権のもとに，

島 （共同体） レベルでおこなわれていることがわかった。そして，最後にサタワル島

の土地保有 と資源利用の原理を，人びと （集団）の土地 と資源にたいす る権利の分析

をとおして抽出した。筆者は，生活資源にたいする権利を，先取権に基づ く統制権，

所有権，管理権，残存権と （広義および狭義の）使用権の６つの概念 によって類別 し

た。

　うえで述べた諸点が本稿で解明できたサタワル社会の土地保有および資源利用の性

格に関する概略である。本章では，論点を土地保有および自然環境への適応と集団構

成 との関係の問題にしぼって，サタワル社会の土地保有の体系の特質を明確にしてみ

たい。そのためには，まず，土地保有の諸相をまとめることと，そこで指摘できる，

特徴的諸側面を ミクロネシアの他地域の土地保有のありかたと比較することが課題と

なる。それから，第 １章で提示 した ＳａｈｌｉｎｓとＧｏｏｄｅｎｏｕｇｈとの仮説の蓋然性を検

討する必要がある。

１．　 土地保有体系のまとあ

　 現在 ， サ タ ワル 島 の 土 地 は ， 固有 の 名称 が つ け られ た多 くの区 画 に分 け られ て い る。

コ コヤ シ林 ，屋 敷 地 お よび 海 岸 部 は ，１９４個所 ， タ ロイ モ 田 は４６個 所 を ， 数 え る こ と

が で き る。 そ れ らが ，土 地 保 有 の 対 象 に な る と き に は， そ れ ぞ れ ，・　３２２と２７８の 小 区 画

に， さ らに分 割 さ れて い る。 そ して ， サ タ ワル 社 会 に お いて ，土 地 お よび タ ロ イモ 田

を 保 有 す る基 本 的 な集 団 は ， １５の母 系 出 自集 団 （ｃｌａｎ な い し ｌｉｎｅａｇｅ） で あ る。 各

ｌｉｎｅａｇｅが 保 有 す るそ れ らの 区画 数 は ， ほぼ ， そ の人 口 に比 例 して い る。 この よ うな

１個 所 の 土 地 の 細分 化 と，集 団 人 口 と土 地保 有 数 との正 比 例 ， とい う現 象 は， 歴 史 的

経 過 に ともな う人 口 増加 と土地 の贈 与 慣 行 とに よ って ひ き お こさ れ た もので あ る。 し

た が って ，筆 者 は， 伝 承 資料 に依 拠 す る こ とに な るが ，歴 史 的視 点 か ら， サ タ ワル 社

会 の土 地 保 有 の基 本 的 性 格 を描 きだ して ， ま とめ に した い と考 え て い る。

　　 １）　 贈与 財 の性質

現在，サタワル島には，８つの母系の ｃｌａｎがある。 サタワルの人びとは， それ ら

の ｃｌａｎがこの島へ来住 した順位が，土地保有 および社会的階層の基礎になっている

という伝説を信 じている。島へ移住 して，最初に島を統治した ｃｌａｎが，それ以降に来
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島 した ｃｌａｎ に 土地 を分 与 した 。 最初 に サ タ ワル 島 を 統 治 した ｃｌａｎ （Ｎｅｙａａｒ）が ， 島

の第 １位 の首 長 の座 につ いた 。 そ して ， そ の あ とに移 住 して きた ２つ の ｃｌａｎ （ｙａａｎ－

ａｔｉｗ と Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ）は ，先 の ｃｌａｎ か ら土地 を譲 り う け， そ の ｃｌａｎ と と もに 「首

長 Ｃｌａｎ」 の地 位 につ い た 。 それ よ りあ と に移住 して きた Ｃｌａｎ は ， 首 長 Ｃｌａｎ の どれ

か に 従属 して ， 土 地 を分 け て も らった 。 これ らの ｃｌａｎ は， 「平 民 ｃｌａｎ」 とな って い

る。 そ れ らは，Ｋ ａｔａｍａｎ，　Ｐｉｉｋ，　Ｓａｗ６ｎ，　Ｓａｗｓａｔ，　Ｍ ａａｓａｎ６ の ５ ｃｌａｎ で あ る。

　 サ タ ワ ル島 で ８つ の ｃｌａｎ が 創設 さ れ る段 階 で ， 各 ｃｌａｎ は，母 系 の 出 自集 団 を 形

成 し，先 住 ｃｌａｎ か ら財 の分 与 を う けて ， 自律集 団 と して 自立 可 能 な土 地 （財 ） を保

有 して い た 。 こ の財 が ， πψｆ磁 ．海磁 （「ｃｌａｎ の固 有 の 財」） で ， 各 ｃｌａｎ の経 済 的 基 礎

をか た ちつ く った。 そ して ， 外 婚 の 規 制 に した が って ，ｃｌａｎ 間 で の通 婚 を お こな う

過 程 で ， 集 団 の人 口 の増 大 とい う問題 に直 面 す る。 この 問題 に対 処 す るた め に ，集 団

間 で の人 の移 動 （主 と して 婚姻 ） を契 機 と して ， 土地 （財 ） を贈 与 ・移譲 す る とい う

方 法 が考 え だ さ れ た ρ この さ い にあ た え られ る財 が ，プ諏 η８６吻 勉磁 （「贈 与 され る財 」）

で あ る。 婚 後 の居 住 様 式 が， 妻方 居 住 の方 式 を と るた め ， そ の財 の移譲 は，夫 （父 ）

の集 団 か ら妻 （彼 の子 ど も） の集 団へ とお こな わ れ た 。

　 サ タ ワル の 人 び とは ，「ｃｌａｎ 固有 の財 」 を ｃｌａｎ 内 に保 持 して お こ う とい う イデ ィ

オ ロギ ーを も って い る。 この イ デ ィ オ ロ ギ ーが貫 徹 さ れ るた め には ， ｃｌａｎ の 人 口を

一定 の規 模 にた もつ こ とが前 提 とな る
。 つ ま り，他 集 団 か ら取 得 した財 それ 自体 を そ

の ほ か の集 団 に贈 与 す る方 法 で あ る。 これ は ，母 系 出 自集 団 に お い て ， あ る父 の 集 団

か らえ た財 と同 じ量 の もの を ，子 ど も （息 子） が婚 出先 へ 贈 る方 式 を意 味 す る。 その

さ い に， 問題 とな るの が子 ど もの人 数 で あ る。 そ の方 式 は， 原 理 的 に は ， １組 の 夫 婦

が， ２人 以 上 の息 子 を もた な い とい う条 件 の も とで ， は じめ て な りた つ 。 しか し，現

実 に は，事 例 で と りあ げ た 系 図 か らも明 らか な よ うに ，個 々の 集 団 は ，世 代 に よ って ，

ま た夫 婦 によ って， 子 ど もの人 口 お よ び子 ど もの男 女 の比 率 が 大 き く変 異 して い る。

そ の結 果 ，現 在 ， サ タ ワル 島 に存 在 す る１５の 土地 保 有 集 団 （ｌｉｎｅａｇｅ）が保 持 す る 財 の

な かで ，集 団 固有 の土 地 （ｒａｐｉｎ）と他 集 団 か ら贈 与 され た 土地 （．ｆａａｎｇ） との 比 率 は ，

約 １対 ２とな って い る。

　 そ の数 値 は，集 団 固有 の土 地 を 集 団 内 に とど め よ う とす るイ デ ィオ ロ ギー が 実現 し

て い な い こ とを もの が た って い る。集 団 固有 の土 地 の か な りの数 が分 割 され ，贈 与 さ

れ て い る こ とを 示 して い る。 しか し， そ の イ デ ィ オ ロギ ーは ，別 の かた ちで制 度化 さ

れ て い る。 それ が， 残存 権 で あ る。 ほか の 集 団 に贈 与 され た 財 （ノ珈ｇ８擁声 ηの で あ っ

て も， そ の土 地 を原 初 か ら保 有 な い し所有 す る集 団 は， そ の土 地 に たい して あ る種 の
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権利を保持 している。具体的には，他集団に贈与 した土地をある状況のもとでとりか

えす権利である。

　この権利は，サタワル島の土地の移譲の歴史をつたえる伝承 （ｗｕｒｔｔωｏω）によって

うらづけられる。サタワル社会の土地保有の脈絡で，このような残存権が，顕在化す

るのは，ごく限定された局面においてである。父の集団から贈与された財は，通常，

彼の子どもたちによって使用され，処分 （ほかの集団へ贈与）される。そ して，その

子どもたち （父を共有するキョウダイ）は，母系出自集団において，ほかの成員を排

除するかたちで，その財を使用する権利をもつ。以上で，贈与される財の保有につい

ての性格が明らかにな った。つぎに，集団固有の財について，その性格をまとめるこ

とにしよう。

　　 ２）　 固有財 の 特質

　集団固有の財 （rapinu fanu）は，それを保有するｃｌａｎ ないし １ｉｎｅａｇｅの共有財で

ある。その首 （族）長は，それを彼の出自集団の成員に割 りあてて使用させたり，彼

らの合意のもとに分割 して他集団へ贈与する権限をもつ。つまり，その財を保有する

集団成員は，自由にそれを使用 したり，集団外の人びとおよび共同体の指図をうける

ことな く，処分する権利をもつ。このような排他的な権利は，所有権とみなせる。

　サタワル社会は，婚後，妻方居住様式をとるために，集団の固有の財に所有権を も

つ成員でも，性別によってその利用形態が異なる。男性成員の場合は，婚姻後，妻の

集団で生活するので，日常的に彼自身の集団の固有の財を直接使用 しない。 しか し，

彼は，カヌーを建造するためにパンノキが必要なときや妻の集団でココヤシの実がい

るときなどには，彼の集団の資源を利用する権利を保持 している。それにたいし，女

性成員の場合は，他集団に養取されないかぎり，彼女自身の集団の居住区で生活 し，

彼女の集団の財を所有権に基づいて直接的に使用することができる。

　サタワル社会では，生業活動が，男女間の分業によって営まれる。この分業は，宗

教的観念 とむすびついており，厳格に守 られている。そのために，財の管理 ・利用に

関 しては，男女間での分担が存在する。男性は，ココヤシ林とパンノキの管理と使用，

女性は，タロイモ田のそれらに，それぞれ責任をもつ。前述の居住様式とこの分業の

慣行 とによって，基本的には，集団の女性成員と彼女たちのもとへ婚入 した他集団の

男性が，集団の保有する財を，直接的に使用することになる。婚入した男性は，ココ

ヤシ林 とパ ンノキにたいする使用権をもち，その集団の女性成員は，タロイモ田にた

いするそれを保持する。

　婚入 した男性が妻の集団の保有す る財にたいする使用権は，婚姻関係が継続するあ
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いだ，彼の子どもや妻の集団の成員の食料を獲得する目的で行使される。しか し，彼

の裁断で彼の使用 している財を処分することはできない。そのような限定 された使用

権は，財の所有権をもち，ほかの集団へ婚出 している男性によって規制される。つま

り，集団の男性は，管財人として，婚入 した男性が使用する彼の集団の財にたいする

管理権を保持しているのである。

　サタワル社会には，上述 したように２種類の使用権が存在する。 １つは，ノ加πｇの

カテゴリーの財にたいする使用権であり， もう１つは，ｒａｐｉｎのカテゴ リーの財にた

いするそれである。前者の使用権は，キョウダイ （集団） によって保有されるもので，

直接的に使用する権利とともに処分する権利 もふ くまれる。後者のそれは，婚入 した

男性によって保持されるもので，直接的使用のみが許容される権利である。筆者は，

処分権が付与される前者の権利を 「広義の使用権」， それのない後者の権利を 「狭義

の使用権」と規定 した。そして，図１８で示 したように，広義の使用権は，残存権に，

狭義の使用権は，管理権に，それぞれ対応する。

　残存権と広義の使用権の関係は，それらに付随する権利 と義務が正常に遂行 されて

いるかぎりでは，混乱がおきない。正常な状態とは， １つには，人びとが正式の婚姻

によらない 「性関係」によって財の差し押えなどの事件をひきおこさないことである。

２つには，土地や樹木にたいして使用権をもつ人びと （集団）が，ココヤシ林，タロ

イモ田，パンノキの手入れを十分におこなうことである。 ３つめは，人びとが使用権

を譲渡 して くれた集団へ，必要なときに労力の奉仕 と食料や品物の反対給付をするこ

とである。この３つの義務がはたされれば，残存権は，行使されない。その意味で，

残存権は，サタワル社会の土地所有の脈絡においては，潜在的性格を特徴 としている。

他方で，残存権が顕在化する場合は，土地保有に関する慣行がまもられないときであ

る。つまり，残存権は，社会的秩序の混乱が生じたときに，秩序を回復するための制

裁的措置として機能するのである。

　 管理権 と狭義の使用権との関係は，集団の女性と彼女の配偶者 との婚姻関係が維持

されているかぎり存続する。婚姻関係の消滅は，当事者の一方の死によっておこる場

合がほとんどである。 しか し，キリス ト教の受容以前には，離婚が頻繁におこなわれ

ていた。その原因は，多 くの場合，婚入した男性が，彼の妻および集団のために食料

の獲得活動をおこたることにあった。いいかえれば，夫が，妻の集団の財を十分に利

用せず，妻や子どもたちに食べ ものをあたえない状況で，離婚が問題になるのである。

したがって，このような形態での離婚は，財の管理権をもつ集団が，財を直接に利用

している人びと （婚入男性）を追放することになる。つまり，管理権を保有する集団
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は ，離 婚 に よ って ，使 用 権 の行 使 を 停止 させ ， と りか え す こ とが で き るので あ る。

　 　 ３）　 諸 権 利 の 継 承 方 式

　 最 後 に ，残 存権 ，所 有 権 ，管 理 権 およ び使 用権 の移 譲 （相 続 ・継 承 ）の方 式 につ いて

述 べ て お こ う。 所 有権ｉ，管 理権 お よび 残 存 権ｉは ，母 系 出 自集 団 （ｃｌａｎ な い し ｌｉｎｅａｇｅ）

に よ って ，排 他 的 に保有 され ， 基 本 的 に ， 母 系 の ｌｉｎｅを とお して継 承 さ れ る。 具体

的 に は ， コ コヤ シ林 とパ ン ノ キにた いす る前述 の ３つ の権 利 は， 母 の 男性 キ ョ ウダ ィ

か ら彼 女 の息 子 へ と い う方 式 で ，世 代 を こえ て継 承 さ れ る。 そ して ， タ ロイ モ 田 にた

い す る それ らの権 利 は ，母 か ら彼 女 の 娘 へ とい う方 式 で超 世 代 的 に うけ継 がれ て ゆ く。

しか し，使 用 権 に関 して は，そ れ ら と異 な る方 式 で 移 譲 され る。狭 義 （婚 入 した 男性 ）

の使 用 権ｉは ，婚 入 した 男性 か ら，彼 の 娘 の 配偶 者 へ と継 承 され る性 格 の もの で あ る。

　 そ れ に た い し， 広 義 の 使用 権 は ，父 か ら彼 の 子 ど もた ちへ と い う方 式 で 受 け つ がれ

る。 この方 式 の基 本 的性 格 は ，父 と彼 の 子 ど も とい う ２世 代 間 の継 承 で あ る。 しか し，

現 実 に は ， そ の子 ど もの うち男 性 （彼 の 息子 ） が ， さ らに ，次 世 代 に おい て他 （婚 出

した） 集 団 の彼 の子 ど もへ そ の権 利 を 移 譲 す る こ とが優 先 さ れ て い る。 した が って こ

の 方式 は ，父 系 ｌｉｎｅ に そ って 継 承 され る性 格 を内 包 して い るの で あ る。 これ は ，原

理 的 に は ，ｄｅｓｃｅｎｔ （出 自） に よ ってで な く， 父 と彼 の子 ど も との関 係 ， い い か えれ

ば ，ｆｉｌｉａｔｉｏｎ （親 一 子 関係 ） に基 づ く移 譲 方 法 で あ る。 そ して ， ２世 代 間 の 父 一子 関

係 が １セ ッ トとな る権 利 の移 譲 方 法 は， 数 世 代 的 に わ た って連 続 し，累 積 す る こ とに

よ って ，父 系 の １ｉｎｅ に そ った継 承 方式 と して顕 在 化 す る こ とに な る。 つ ま り，母 系

出 自原 理 に よ って ，社 会 集 団 が構 成 され るサ タ ワル 社会 に お い て ，子 ど もが 父 の集 団

の 財 に た い して保 持 す る権 利 を ，父 系 ｌｉｎｅ に そ って 継 承 す る とい う方式 は ， 結 果 と

して 「累 積 的 な父 方 ｆｉｌｉａｔｉｏｎ」 の形態 を示 す の で あ る ［ＢＡＲＮＥｓ　 １９６２］。

　 以 上 で 述 べ た権 利 の移 譲 方 法 を ， 子 ど もの 立 場 か らみ る と，rapinの カ テ ゴ リー の

財 にた い す る諸 権 利 （所 有 権 ，管 理権 ，残 存 権 ） は， 母 系 Ｉｉｎｅ に よ る継 承 方 式 で あ

り，ｆａａｎｇ の カ テ ゴ リーの 財 にた いす る広 義 の使 用権 は ， 父 系 ｌｉｎｅ を と お して の継

承 方 式 とい う こ とがで き る。 結 局 ， そ れ らの諸 権 利 の継 承 方法 は ，ｂｉｌｉｎｅａｌ（両 系）的

性 格 を 特徴 と して い る と いえ よ う （図 １９参 照 ）。 これ ま で が ， サ タ ワル 社 会 の 土地 保

有 につ いて の ま とめ で あ る。 つ ぎに ， こ の社 会 の 土 地 保 有 の 特質 を 明 らか にす るた め

に ，上 述 の諸 点 を ミク ロ ネ シ アの ほ か の社 会 ， と くに母 系 の 出 自規 定 に よ って 集 団 が

構 成 され て い る低 い 島社 会 の土 地保 有 の体 系 と比 較 して み よ う。

　 サ タ ワル 社 会 の 土地 保 有 が複 雑 な様 相 を示 す の は ，土 地 な い し財 が ，主 と して ， 婚

姻 お よび 子 ど もの 出生 時 に ，集 団 聞 で贈 与 さ れ る と い う慣 行 によ る と ころが 大 きい 。
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したがって，ここでは，土地 （財）を贈与ないし交換の対象物として制度化 している

社会に焦点をしぼって，比較をおこなう。

２．　 ミクロネ シア諸社 会 との比較

　 筆 者 の 知 るか ぎ り， ミク ロ ネ シア で母 系 の 出 自規定 と母 （妻 ） 方 居住 方 式 を もつ 社

会 に おい て ，父 の集 団 か ら彼 の 子 ど もの集 団 へ 土 地 を贈 与 す る こ とが 制 度 化 さ れ て い

る社 会 は， 本 稿 で と りあ げ た サ タ ワル 島 ， トラ ッ ク諸 島 と トラ ックの 北 ・西 諸 島 ５４）

お よ び モ ー トロ ック （Ｍ ｏｒｔｌｏｃｋ）諸 島 の ル ク ノ ール ， エ タ ール ， ナ モル ックの 島 々 に

か ぎ られ る よ うで あ る。サ タ ワル 島 の西 側 につ らな る ラモ トレク，イ フ ァ リク （脆 ｌｉｋ），

オ レア イ お よび ヨー ル ピ ック （Ｅａｕｒｉｐｉｋ＞，の各 島 々 につ い て の報 告 ［ＡＬＫＩＲＥ　 ｌ９６５，

１９７０，１９７４； ＢｕＲＲｏｗ　ａｎｄ　ＳＰＩＲｏ　 ｌ９５３； ＬＥｖｌＮ　 ｌ９７６］ に は， 婚 姻 な い し子 ど も

の誕 生 を契 機 に ，集 団 間 で 土地 が贈 与 され る慣 行 が指 摘 され て い な い。

　 た とえ ば ， オ レア イの 場 合 ， 土地 が集 団 間 で 移譲 さ れ る機 会 は，

　 １）　 配 偶 者 が夫 な い し妻 の 島 に 土地 を も って い な い場 合 ，

　 ２）　 夫方 居 住 の結 果 ， 子 ど もが他 島 出身 の 母 の 集 団 の土 地 を 利 用 で きな い場 合 ，

　 ３）　 養 取 で 実親 が養 親 に土 地 を 贈 与 す る場 合 ，

　 ４） 婚 約 の しる し と して 男 性 が 恋 人 に土 地 を贈 る場 合 ，

　 ５）　 病 気 治 療 お よ び老 後 の世 話 を して くれ た お礼 に土 地 を 分与 す る場 合 ，

で あ る ［ＡＬＫＩＲＥ　 ｌ９７４：６０－６２］。 うえ の機 会 な い し条 件 で 土地 が贈 与 され る例 は ，

オ レア イ に か ぎ らず ， 上記 の ３社 会 およ び ， サ タ ワル ， トラ ック， モ ー トロ ック の各

社 会 に共 通 す る現 象 で あ る。

５４） トラックの北・西 （Ｐａｔｔｉｗ）諸島のうち，ナモヌイッ ト（Ｎａｍｏｎｕｉｔｏ）環 礁・プ ンナ ップ （Ｐｕｌａｐ）

　環礁 とプルワ ット島において は，集団間での土地 の贈与慣行 が報告されている。 ナモヌイ ッ ト

　環礁の ウルル島では，婚姻時に夫の母系出自集団が妻のそれに土地 （ココヤシ林 ない しタ ロイ

　 モ田）の １区画を贈与す る。 この贈与は，ｋｉｉｓ とよばれ，子どもにたいす る土地 の贈 りものと

　 みな されて いる。子どもたちは，父の集団で労力や食料が必要な ときには，援助 しなければな

　 らない。 とくに，父の集団で死者 がで たときには，大量の 「葬式 の贈 りもの」をす ることが義

　務づけ られている。 ウルル社会 の土地保有集団は， ｅωｒａａとよばれ る母系の ｓｕｂ－１ｉｎｅａｇｅであ

　 る。基本的には， ３～ ４世代間の女系出自に基づ く人び とによ って構 成 される　［須藤　 １９７６＝

　 ２１０，２１５；ＴＨｏＭＡｓ　 １９７８：７７－７９］。 プル ワット島で も父親の集団か ら土地を もらった子 どもた

　 ちは，父親の集団へ葬式の贈 りものを しなければな らない と報告 されている ［ＦＩＳＣＨＥＲ　 １９５３：

　 １７６］。また，プ ンナップ島で も，父親の ｌｉｎｅａｇｅか ら彼の子どもへの土地の贈 与がおこなわれ

　 ている。最近，その島で調査を実施 した小松和彦氏 （大阪大学助教授）の情報 によると， ココ

　 ヤシ林 ，パ ンノキとタロイモ田が父系の １ｉｎｅにそ って贈与 ・相続 されているとのことである。

　 もちろん， 土地保有集団は，母 系 ｌｉｎｅａｇｅであり， それらの大半は， 母 系相続される。 そ し

　 て，財の贈与を うけた子 どもたちは，父の集団に労力や食料を反対給付する義務がある。それ

　 らの島をふ くめ， トラック北 ・西諸島の土地保有 に関する詳細 な調査報告がないので，上述 し

　 た以上の内容 について は，明 らかでない。
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註

１．（１）は 、所有 権 、管理 権 、残存 権 を示 す。

　 （ＩＩ）は 、広義 の 使 用権 を指 示す る。

２．（ＩＩＩ）は 、狭 義 の使 用権 をあ らわす 。

３．（△ ）は 、婚 入男性 を示 す 。

　 図 １９ 財 の 権 利 の 継 承 方 式

　 　 １）　 母 系 出 自 ・妻 方 居 住 方 式 と 土 地 の 保 有 ・贈 与

　 モ ー トロ ッ クのル ク ノ ール （Ｌｕｋｕｎｏｒ）環 礁 で は ， 食 料 を 生 産 す るた め の 土 地 資源

は ，pwol（ タ ロイ モ 田） と ｆａｎｕ （タ ロイ モ 田 を 除 く乾 燥 地） と に分 類 され る。 そ れ

らは ，mongolap（ 食 物 生 産 の土 地） とよ ばれ る。 母 系 の ｓｕｂ－ｃｌａｎ な い し ｌｉｎｅａｇｅ が

そ の土 地 を 所 有 す る集 団 で あ る。 そ して ， そ の土 地 は ， 母 系 ｌｉｎｅ を と お して の 世代

を こえて 継 承 され る ［Ｍ ＡＲＫ　 ｌ９７７：１３７－１４０］。 この 社 会 に は ， ５０年 ま え ま で ， 婚

姻 が成 立 す る と， そ の土 地 の １区 画 を夫 と妻 の ｌｉｎｅａｇｅ 間 で贈 与 ・交 換 （ｌｕｉｎＯｆａａｎｇ）

す る慣 行 が あ った 。夫 の集 団 か ら土地 を贈 る と妻 の集 団 で は ， １週 間 以 内 に， 同 じ規

模 の土 地 を反 対給 付 す る。 妻 の集 団 に贈 られ た土 地 は， 「そ の婚 姻 に よ って生 ま れ る

子 孫 へ の恵 み 」 の た め と説 明 され る ［Ｍ ＡＲＫ　 ｌ９７７：１４０］。 しか し， この贈 与 ・交 換

は ，贈 られ た土 地 の権 利 を め ぐ って ，母 の キ ョ ウダ イ と彼 女 の 息 子 との あ いだ で 争 い

が 続発 した た め に，１９３８年 に廃 止 され た５５）。

　 現 在 で は ， それ と は別 に， 父 が 子 ど もに土 地 を 贈 与 （ｆａｎｇ）す る慣 行 が あ る。 こ の

土 地 は ，mongoipwaipと よ ば れ ，子 ど もた ち に よ って， 排 他 的 に利 用 され る。 父 の集

団 は， 贈与 した土 地 に残 存権 を保 持 して お らず ， そ の土 地 の収 穫 物 の わ けま え に あず
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か る権 利 もな い。 しか し，父 か ら土 地 を も らえ な い子 ど もは， 彼 らの ｌｉｎｅａｇｅの 成 員

か ら，「こ こに は， お ま えの 食 べ もの は な い ， 父 の土 地 へ い って とって こ い」 と批 難

され る ［Ｍ ＡＲＫ　 ｌ９７７：１４４］。　Ｍ ａｒｋ は ，父 か らの 土 地 が ， い つ， どの よ うな か た ち

で子 ど もた ち に贈 与 さ れ る のか ， ま た ，贈 与 され た 土 地 が子 ど もた ち によ って 処 分 さ

れ るのか 否 か につ い て は説 明 しな い の で ， それ 以 上 の 内容 につ いて は 知 る こ とが で き

な い 。

　 そ の ほか に ，土 地 が集 団 間 で 贈 与 な い し支 払 いの 対象 とな る の は， 病気 や老 後 の世

話 を した お礼 ，長 期 間 島 を留 守 に した 男 が子 ど もの 面 倒 を み た人 へ の 謝 礼 ，秘 儀 的 知

識 の伝 授 にた い す る支 払 い， 賠 償 の代 償 な どで あ る。 そ の よ うな機 会 に， 土地 が 移譲

さ れ る傾 向 は ， モ ー トロ ック諸 島 の す べ て の島 々 に共 通 して い る。 ル ク ノー ル の ほ か

に ，父 か ら子 ど もへ 土 地 を 贈 与 す る慣 行 が存 在 す るの は ， エ タ ール （Ｅｔａｌ） とナ モ ル

ック （Ｎａｍ ｏｌｕｋ）の両 環 礁 にお い て で あ る５６）。

　 エ タ ール で は ，土 地 が ．fanu（コ コヤ シ林 ） とpuel（ タ ロ イモ 田） と に分 類 され る。

そ して ， 母 系 ｃｌａｎ な い し ｌｉｎｅａｇｅ に よ って 所有 され る土 地 は ，　ｅｏｋ とよ ば れ る。

この ｅｏｋ は， 農業 目的 や建 築 資 材 を 確 保 す るた め の土 地 （コ コヤ シ林 ， タ ロイ モ 田）

で ，居 住 地 の 区画 は除 外 され る ［ＮＡｓｏＮ　 ｌ９７０：９８］。 そ の 土地 の １区 画 は， 婚 姻 な

い し長 子 の誕 生 を契 機 に， 夫 の 集 団 か ら妻 の集 団 に贈 られ る。 贈 られ た 土 地 は ，子 ど

も が成 人 に達 す るま で ， 妻 の 集 団成 員 が管 財 人 と して使 用 す る。 子 ど もだ ち は ， そ の

土 地 に，共 同体 的 な 要 求 や 用 益権 が付 与 され な い ，排 他 的 な所 有 権 を もつ こ とが で き

る と いわ れ る。

　 しか し，Ｎａｓｏｎ の 報告 書 に は， そ の所 有権 の属 性 が明 確 に され て い な い の で ， 子

ど もた ちが父 か らの 土 地 を 彼 らの独 自 の判 断 で ，他 集 団 に贈 与 す る権 利 が付 与 さ れ て

５５）ルクノール社会 は，１９世紀末よ り，コブラ貿 易商の駐在 によって，はや くか ら貨 幣経済 の影

　響を うけた。１９０４年 には，すでに島の人び とのあいだで土地の売買がおこなわれて いる。現在

　で も，集団間ない し個人 と集団のあいだで，土地 が頻繁に売買されて いる。また， 自分の居住

　地の近 くに土地 を集 中化させ る動 きがでてきて ，土地が個人間で直接的に交換 （ａｋａｓｉωｅｌ）され

　ている ［ＭＡＲＫ　 １９７７：１４１］。

５６）婚姻時 に，夫側 と妻側の集団で土地を贈与 ・交換する慣行は，ルクノールにか ぎらず， エタ

　 ールやナモル ックを除 く， ほかのモー トロックの島 々， ロサ ップ （Ｌｏｓａｐ）環 礁， ナマ島，サ

　 タワン （Ｓａｔａｗａｎ）環 礁で実施されてい る。 逆に， 土地 の贈与 ・交換をお こな う島では，ルク

　 ノールを除けば，父の集団から彼の子どもの集団へ土地を贈与するという慣行を もっていない

　 ［ＦｌｓｃＨＥＲ　１９５８：１６９－１７０］。それ ら ２つ の慣行は，起源的に も構造的に も，性格 が異 なるもの

　である。 前者にお いては， それ らの土地 は，「買われた土地」，「支払われた土地」 と表現 され

　 る。そ して，土地の交換は，婚姻によって成 立す る ２集団間の姻族関係の結束の強化を象徴 し

　ている。それにたい し，後者は，土地を贈与 した集団が，その集団か ら婚出 した男性の子 ども

　の食料 を支給 するとい うかたちで，子 どもを支配する ことを 目的と している。 これ は，姻族関

　係による集団間の連帯ではなく，親族関係による集団間の紐帯を意味 している。
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い るの か ， い な い のか につ い て は ，不 明 で あ る。 この よ うな性 格 の財 の移 譲 によ って ，

父 の集 団 は ，土 地 を失 う こ とに な る。 そ の た め に ， そ の集 団 は，土 地 を とりか え す 目

的 で ，女 性 （娘）に 婚 出 した男 性 の息子 との結 婚 を優 先 させ る ［ＮＡｓｏＮ　 １９７０：１０５］。

これ は ，男 性 の立 場 か らみ れ ば ， い わ ゆ る父 の女性 キ ョ ウダ ィ の娘 （ＦＺＤ）との 規 定

的 縁 組 で あ る。

　 ナモ ル ッ クに お い て は ，土 地 を保 有 す る集 団 の 単 位 が ，分 化 して ，母 系 ｌｉｎｅａｇｅ の

父 母 を 同 じ くす るキ ョ ウダ イ にな って い る。 こ こ １世紀 の あ い だ に， 個 人 的土 地 所 有

へ の 動 きが で て きて い る。 土 地 移 譲 の方 法 の うち， 父 か ら息子 へ の ｌｚＪｆｆａｎｇ（贈 与 な い

し相 続 ） は ， 土 地 ・移 譲 の総 件 数 の７８パ ー セ ン トを しめ る ［Ｍ ＡＲｓＨＡＬＬ　 １９７２：８９－

９２］。 この 土 地 の 贈与 は ， 子 ど もた ちに 「自立 の 道 」 を 提供 す る こ と にな り，重 要 で

あ る。 「自立 の道 」 の意 味 は， 父 を 同 じ くす る子 ど もた ちが 集 団 の ほ か の成 員 と共 有

す る母 の １ｉｎｅａｇｅの土 地 だ け に依 存 せ ず ，独 自 の財 を 保 有 し，使 用 す る状 況 を さ して

い る。 そ して ， 父 か らの 土 地 を も らえ な い子 ど もた ちは ， 「恥 か しい」 立場 に おか れ

る と報告 さ れ て い る ［Ｍ ＡＲｓＨＡＬＬ　 ｌ９７２：９９］。 しか し，　 Ｍ ａｒｓｈａｌｌは ， 土 地 の 贈 与

が婚 姻 に よ る ２集 団 間 の 連帯 を 強化 す るの に機 能 して い る点 を 強 調 して い るが ， そ の

贈与 され た土 地 にた い す る権 利 につ いて は， 具体 的 に説 明 して いな い 。

　 モ ー トロ ック のそ れ ら ３社会 ５７）の 土地 移 譲 方 法 に お いて 共 通 して い る 点 は ， 男 性

の 母 系 出 自集 団 が ， （ル ク ノ ール と エタ ー ル の例 か ら推 察 す る と）， 彼 の 婚姻 時 な い し

初 子 誕生 時 に ， １区画 の土 地 を 妻 の 集 団 に贈 与 す る こ とで あ る。 そ の 土 地 は ， ｃｌａｎ

な い し ｌｉｎｅａｇｅ の土 地 （ｅｏｋ） と区別 され ， 父 か らの土 地 ＠ ６㎎６ψωαψ）とい う特 別 の

名称 が あた え られ て い る。 そ して ， 父 か らの土 地 は， 彼 の子 ど もた ち （ｓｕｂｌｉｎｇ　ｓｅｔ）

に よ って排 他 的 に使 用 権ｉが保 持 され ， そ の権 利 は， 父 系 的 に相 続 され る性 格 の もの で

５７） ル クノ ー ル， エタ ー ル， ナ モ ル ックの ３社 会 は ，母 系 の 出 自規 定 ， 妻方 居 住 方 式 によ って社

　会 集 団 を構 成 して い る 。 ３島 と も環 礁 島 で あ り， そ れ らの 面 積 と人 口 （１９８０年 ） は ，つ ぎの と

　 お りで あ る。 ル ク ノー ル は， １．３ｋｍ２， ６６６人 ， エ ター ル は ，０・５１　ｋｍ２，４４６人 ， ナ モル ック は ，

　 ０．８ｋｍ２，３２５人 。 そ れ か らの 数値 か ら も うかが え る よ うに ， ３島 の人 口密度 は， かな りた か

　 い 。 モー トロ ック諸 島 で ，人 が居 住 して い る 島 は， そ れ らの ほ か に ，サ タ ワ ン環 礁 の サ タ ワ ン

　 島 ， ク ツ （Ｋｕｔｕ）島 ， モ チ （Ｍ ｏｃｈ）島， タ ー （Ｔａ）島 ， ロ サ ップ環 礁 ， ナマ 島 が あ る。 そ れ ら

　 の 島 にお い て も，同 様 に人 口密 度 が たか い 。 この 人 口増大 の現 象 は ，最 近 に生 じた もの で な く，

　 数 １０年 前 には ， それ 以 上 の人 口を よ う して い た 。そ の た め に， モー トロ ック諸 島か ら， 多 くの

　 住人 が ポ ナペ 島 に移 住 した。 た とえ ば， ロサ ップ環 礁 の 場合 ， １９４５年～ １９４９年 の あい だ に ４０人

　 が ポナ ペ島 の マ タ ラニ ウム村 に植 民 した ［ＥＭＥＲＩｃＫ　 ｌ　９６０：６２－６６］。 この移 民 者 人 口 は， 当時

　 の ロサ ップ環礁 の人 口の約 １割 に 相 当す る。 エ タ ール環 礁 で は， １９６８年 の時点 で ，島 の居 住人

　 口３７５人 ， ポナ ペ 島へ の 移住 者 が ２３人 と報 告 さ れて い る ［ＮＡｓｏＮ　 １９７５：１４１］。 ま た， モ ー トロ

　 ック諸 島の 人 び とで ， トラ ック管 区 （州 ） の 行政 の 中心地 で あ るモ エ ン島 に居 住す る もの もか

　 な りい る。 ナモ ル ック環 礁 の １９７１年 の事 例 によ る と， 島 に居 住 す る人 口３９７人 に たい し， モ エ

　 ン島に住 む人 び とは， ６９人 とな って い る ［Ｍ ＡＲｓＨＡＬＬ　 ｌ９７５：１８１］。
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ある ［ＮＡｓｏＮ　 ｌ９７０：１１０－１１１］。ルクノール， エタール， ナモル ックの土地を贈与

する慣行は，男性の集団が女性の集団へ土地を贈るという点で，サタワルのそれと基

本的に同じ性格であることがうかがえる。

　 しかし，それら３島とサタワル島とでは，その土地にたいする男性の集団の権利に

関しては，性格を異にする。前者においては，使用権のみは，父系的に相続される性

格のようであるが，父か ら贈与された土地の相続を決定する権利 （処分権）は，上記

の報告書の記述では，子どもたちにゆだね られているのかそれとも，父の集団に保持

されているのか判然としない。けれども，その点に関する Ｆｉｓｃｈｅｒの報告によると，

父の集団は，彼の子どもに贈与 した土地に， 「基本的な権利」を保持 しているとのこ

とである５８）。 そして， 子どもたちおよび彼 らの母系子孫は， その土地の真の所有者

である父の集団に，「お礼の支払い」として，土地からとれる初物を， 毎年， 届ける

義務がある。もし，その義務をはたされない場合には，土地を贈与 した集団が，分与

した土地をとり返すことができる ［ＦｌｓｃＨＥＲ　ｌ９５８：１７３］。

　 この指摘は，土地の贈与者 とその受贈者とのあいだで，土地の給付にたいして初物

の献上による反対給付という互酬的交換がなりたっていることを示唆 している。土地

保有の体系に，土地を媒介として権利と義務の互酬性 （ｒｅｃｉｐｒｏｃｉｔｙ）がみられるとい

うことである。それにたいし，サタワル社会においては，土地の受贈者は，贈与者へ

特別な機会 （病人見舞，カヌーの建造など）に，労力を提供 し，食料を贈らなければ

ならないが，初物を献上する義務をおっていない。つまり，サタワルにおいては，モ

ートロックの３島のように，土地の贈与者がその土地からの生産物を定期的に 「徴収

する」 という権利を保持していないのである。

　 つぎに，土地が贈与財として流通 している社会の例 として， トラック諸島をとりあ

げてみよう。 トラック社会では，贈り手が受け手に義務をおわせる形態の贈与財のな

５８）Ｆｉｓｃｈｅｒの指摘する 「基本的な権利」とは， 残 存権 もふ くんでいる。 土地 の贈与を うけた子

　ど もた ちやその子孫 が死にたえた ときとは，贈与 した集団は，その土地を とり返す ことがで き

　る。逆に， 贈与 した集団が廃絶 した場合 には， 子どもの集団が完全な所有権を もつ ［ＦＩＳＣＨＥＲ

　１９５８：１７３］。 しか し，ルクノール島において は，Ｆｉｓｃｈｅｒの記述 とは， 異なる報告がなされて

　いる。Ｍａｒｋは，ル クノール社会 には，　Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈが トラ ック社会で使用 した分割所有権 の

　観念 が存在 しない ことを明記 して いる。そ して，土地の本来 の所有者 は，土地 がいったん贈与

　されて しま うと残存権 を行使できない し，その土地か らの収穫物のわけまえにあずか る権利 も

　ない。ただ し，初物を献上す る慣行 は，存在す るが，それは，島の人びとが，最初 の移住者 で・

　島の首長をだす ｃｌａｎに贈るものである。 そ して， 現在お こなわれている土地の贈与 には，そ

　の義務が課せ られていない ［ＭＡＲＫ　 １９７７：１３９］。 この両者の報告の ちがいは， 調査時期の差

　によるのか，慣行の解釈の相違によるものか判断に苦 しむ ところである。いずれにせよ，ルク

　 ノールの土地の贈与と初物の献上の形態は，サタワル社会のそれに類似 して いることが指摘で

　 きる。本稿では，Ｆｉｓｃｈｅｒの報告内容をモー トロ ックの ３社会の基本 的形態とみな して， 論を

　進め ることにす る。
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か に土 地 が ふ くま れ る。 Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ の報 告 に よ る と， そ の贈 与 は ，　ｍｚｌｆｆａｇ とよ ば

れ ，領 土 ，土 壌 ， 木 ，礁 湖 ，笙 ， カ ヌ ーが対 象 とな る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 ｌ９５１：３７］。

贈 り手 は ， それ らにた い して ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｔｉｔｔｌｅ （残 存 権 ） を保 持 し，受 け手 は ，　ｐｒｏｖｉｓ－

ｉｏｎａｌ　ｔｉｔｌｅ （仮 の保 有 権 ） だ けを もつ 。 た とえ ば ， 仮 の保有 権 を保 持 す る もの は ，残

存 権 を もつ もの に， 土地 の生 産 物 の一 部 を贈 った り， その 土地 を売 却 した い と きに は ，

そ の代 金 の一 部 を あ た え な け れ ば な らな い 。 そ して ，前 者 は，後 者 の 許可 な く，そ れ ら

の財 を他 人 に譲 渡 す る こと が禁 止 され る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 ｌ９５１：４１］。　Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ

は ， そ れ らの権 利 が 実 際 に適 用 され る具体 例 を あ げて いな い の で ，筆 者 が トラ ック諸

島 の フ ェ フ ァ ン （Ｆｅｆａｎ）島 と ウマ ン （Ｕｍａｎ）島 で え た 資料 に基 づ いて ， 土 地 の 贈与

の性 格 を検 討 して み よ う。

　 現 在 ， トラ ック社 会 で ，土 地 を現 実 に， 保有 す る集 団 は， 小 単位 （３世 代 間 の 母系

な い し父 系 の拡 大 家 族） に分 裂 して い る。 そ して ， そ の集 団 が保 有 す る土 地 は， 母 系

Ｉｉｎｅで相 続 した もの よ り も，父 な い し夫 か ら相 続 な い し贈 与 した もの の方 が 多 い 。 男

性 が 取 得 す る土 地 は， 彼 の集 団 か ら相 続 した もの の ほ か に ，購 入 した り，親 族 関係 者

の 病気 や老 後 の世 話 を した こ とに よ って 獲 得 した もの な どで あ る。 男 性 が彼 自身 の 力

で 獲 得 した土 地 は， 彼 の 判 断 で処 分 す る こ とが で き る。

　 他 方 で ， 母 系 的 に相 続 され て きた 土地 は ， 彼 の ｌｉｎｅａｇｅ 成 員 の合 意 を え な いか ぎ

り， ほ か の集 団 に贈 与 す る こ とが で きな い。 父 か ら彼 の ｌｉｎｅａｇｅ の土 地 の贈 与 を う

け た子 ど もた ち （キ ョウダ イ） は ， そ の土 地 を 使 用 す る こ とがで き るが ， そ の土 地 を

さ らに， ほか の集 団 に贈 与 す る場 合 には ， 彼 らの父 の母 系 ｌｉｎｅａｇｅ の成 員 （最 年 長

の男 性 ） の了解 を え な けれ ばな らな い 。 も し， その 承 諾 な しに ，土 地 を 贈 与 した と き

に は ，彼 らの父 の集 団 は， ほか の 集 団 に贈 与 され て しま った土 地 で あ って も と りか え

す こ と が で き る。 贈 与 側 が 保 持 す る この権 利 が ，Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ の い う残 存 権 で あ り，

贈 与 さ れ た集 団 （父 を同 じ くす る キ ョウダ イ よ り構 成 され る） は ，そ れ独 自の判 断 で

そ の土 地 を処分 す る こ とが許 され な い の で あ る。

　 男 性 が彼 の母 系 ｌｉｎｅａｇｅ か ら， 彼 の子 ど も に贈 与 す べ き土 地 を 分 与 され る の は ，

お もに ， 彼 の母 親 の死 に よ ってで あ る。 彼 に ど れ ほ ど の土 地 を あ た え る か は ， 彼 の

Ｉｉｎｅａｇｅ成 員 の 集会 で の話 し合 い に よ るが ， 最 終 的 に は，　ｌｉｎｅａｇｅ の男 性 首 長 （ｍｗａ・

ａｎｉｉｃｈ） が決 定 す る。 この さい ， 彼 が婚 出後 に ｌｉｎｅａｇｅ の た め に どれ ほ ど 貢 献 し た

か ，彼 の母 親 の世 話 を よ くみ た か な どの点 が考 慮 され る。 彼 が 実 際 に使 用 し て い る

ｌｉｎｅａｇｅ の土 地 で あ って も， そ の集 会 で ， 使 用 が禁 止 され ， 相 続 され な い こ とが お こ

る場 合 も あ る。 い ず れ にせ よ， 母 の死 に よ って ， 彼 女 の 息子 に相 続 が 認 め られ た 土 地
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は ， 彼 の 子 ど もへ 贈 与 され る こ とに な る。

　 そ して ，父 の母 系 集 団 か ら土地 の贈 与 を う けた子 ど もた ち は， パ ン ノ キの収 穫 期 と

貯 蔵 した７Ｎｅンノ キ の実 の 食 用期 に ， それ らの 初 物 を父 の ｌｉｎｅａｇｅ に贈 与 す る 義 務 が

あ る。 これ らの贈 与 は， パ ンノ キの実 が成 熟 す る ５月 ～ ６月 と貯 蔵 パ ンノ キの 実 が発

酵 し終 る１０月 ～ １１月 に実 施 され る。 また ，そ れ らの 時期 に は，」土 地 の 贈 与 ・受 贈 集 団

間 だ け で な く，各 集 団 が ，地 区 （ム ラ） の首 長 にそ れ らを献 上 す る儀 礼 が催 さ れ る。

この儀 礼 が終 了 しな い と， 人 び とがパ ンノ キの 実 を食 用 に す る こ とは で きな い ［須 藤

１９８３］。

　 トラ ッ ク社 会 の父 の 集 団 か らの土 地 の贈 与 とそ れ に た いす る お返 しとい う慣 行 は ，

前 述 の モ ー トロ ック の ３島 の そ れ と，基 本 的 に 同 じ性 質 を 示 して い る 。Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ

と Ｍ ｕｒｄｏｃｋ は， トラ ック諸 島 の ロ モ ヌ ム （Ｒｏｍｏｎｕｍ ）島 の調 査 資 料 か ら， 父 か ら

息 子 へ の一 片 の土 地 の 移 譲 が ，数 世 代 にわ た って 実施 さ れ た と きで も， そ の土 地 の贈

与 を うけ た各 集 団 は， 土 地 の 贈与 経 路 と逆 の 方 向 を た ど って元 々の 土 地 の所 有 者 に初

物 の 贈物 が届 くよ う に， 反 対 給付 を続 け る と報 告 して い る ［Ｍ ｕＲＤｏｃＫ　ａｎｄ　ＧｏｏＤ－

ＥＮｏｕＧＨ　　１９４７：３３７］５９）。

　 トラ ック諸 島 と モ ー トロ ッ ク ３島 に お け る初 物 献 上 とい う慣 行 は， 贈 与 さ れ た土 地

に た い す る権 利 の う ち， 使 用権 の み が移 譲 され るの で あ って ， その 処 分権 が ， な お ，

贈 与側 に留 保 され て い る こ と と関連 して い る と解 釈 で き る。 つ ま り， 毎 年 の初 物 を贈

与 す る こ とに よ って 使 用権 が年 々継 続 され て ゆ くこ とを あ らわ して い るの で あ る。 し

た が って ， そ の慣 行 は， 贈与 者 と受 贈 者 との 関係 を儀 礼 的 な贈 与 行 為 に よ って維 持 ・

確認 す る方 法 と いえ る。 そ れ に た い し， サタ ワル の 場合 は ，父 か ら贈与 され た土 地 に

５９）土地の移譲経路をあ とづ けるかたちで，初物 が土地の元来の所有者 に贈 られる慣は，現在で

　は，みられない。Ｆｉｓｃｈｅｒも，１９５０年の時点で，その証拠がないと述べて いる。 しか し， それ

　に近似する慣行 は，初物 を土地の原初の所有者 に直接贈与す るの も村の首長へ献上するか たち

　で存在す ると報告 している ［ＦｌｓｃＨＥＲ　 １９５８：１７５］。 首長への初物の献上は， 首長の特権 に帰

　因する。それは，彼が，村の創設 ｃｌａｎ の出自をた どる子孫ない し後代の征服者の子孫 であ る

　 ことによ って ，彼の村 のすべての土地 にたいする支配権を保持 しているとみなされているか ら

　である ［ＦｌｓｃＨＥＲ　 １９５８：２０３］。筆者の調査地 ，　Ｕｍａｎ では， そのような理 由に基づいて村の

　首長への初物 （パ ンノキの実）献儀礼が盛大におこなわれてい る。 しか し，土地の原初の所有

者へ のそれの贈与 は，実施 されていない し，また，過去にもそのような慣行はなか った といわ

　れる。事実，島の人び とは，すべて の土地の本来の所有者の系譜を明確におぼえていない。こ

　のように， トラック諸島の初物贈与に関す る情報 は，Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ，　Ｆｉｓｃｈｅｒと筆者のあいだで

　ちがいがみ られる。 この差異 は，調査時期および調査地のちがいによる可能性 もあ り，今後，

確かめなければな らない問題である。 トラック諸島は， 半径 ９６ｋｍ の環 （墜）礁のなかに４１

　の火 山島 とサ ンゴ礁島 とがある。 人 が居住す る島は， １４島で， 総面積が ４３　ｋｍ２総人 口が，

　２８，　５３６（１９８０年）である。 Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈは， １９４７～４９年に， 主 と して ロモナム （Ｒｏｍｏｎｕｍ）

　島，Ｆｉｓｃｈｅｒは，１９５０～５１年 に， モエ ン （Ｍｏｅｎ）島および全域 ， 筆者 は，１９８１年 ７～ １１月 に，

　 ウマ ン島とフェファ ン島で，それぞれ調査をお こなった。
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たいする使用権には，処分権が付与されており，その移譲の経路は，贈与集団の成員

のあいだで，「土地の歴史」として口頭伝承によって超世代的に継承されている。 し

たがって，土地を贈与 した集団と土地を受けとった集団との関係は，毎年の初物献上

という行為によらな くても，その伝承によって明確に記憶されてゆくのである。

　筆者は，モー トロック， トラックとサタワルの３社会における土地贈与の性格を贈

与された土地にたいする処分権，贈与集団への初物献上の義務，そして集団間を移動

する土地についての伝承の有無を基準にして，比較 した。その結果，表 ７に示したよ

うに，モー トロックとトラックの土地の贈与には，土地の処分権が付随せず，サタワ

ルのそれには，その処分権が付与 している。そして，前者には，初物を献上する義務

があり，後者には，贈与された土地の歴史伝承が存在する。処分権の欠如 と初物献上

の義務の存在，処分権 と歴史伝承双方の存在という組みあわせは，それらの社会にお

ける土地贈与の性質のちがいを明らかにするうえで重要な点である。

　うえでみた組みあわせは，いずれ も，土地の贈与集団が贈与 した土地にたいして保

持する残存権の内容に関連している。モー トロックとトラックの社会では，残存権 は，

贈与された土地への 「お礼の支払い」として，土地か らの収穫物の一部をうけとるか

たちで現実化する。つまり，それは，初物を定期的に贈る行為によって顕在化するの

である。それにたいし， サタワル社会において， 残存権は，「土地の歴史」 という伝

承のかたちで，人びとの意識のなかにとどまっている。そして，それを実際に行使す

るのは，第Ｖ章でみたように，土地の贈与慣行を無視する異常な状況がおこったとき

にかぎられる。いいかえれば，残存権は，日常的な社会生活の場面においては，発動

されない潜在的性質のものである。

　このような残存権の性格のちがいは，現実の土地利用のしかたに反映している。モ

ー トロックとトラックでは，ある土地の元来の所有者がその土地にたいしてもつ権利

である残存権が，土地の贈与集団とその受贈集団との２集団間の関係においてのみ顕

在化する傾向がある。そ して，現在では，土地の元来の所有の権利は，土地が集団間

をつぎからつぎへ と贈与されてゆく過程で，人びとの記憶にとどまることなく，消滅

表 ７　 贈与財にたいする権利 ・義務 の内容

処 分 権 土地の歴史伝承 初物 献上

サ タ ワ ル

ト ラ ッ ク

モ ー トロ ック

十 十

十

十

註 十は，その事項が，存在する ことを示す。

　　一は，それが存在 しな ことをあらわす。
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している。つまり，残存権は，土地を直接に贈 った集団とそれを受けとった集団との

あいだで効力をもつのである。

　他方，サタワル社会においては，残存権は，土地が集団間を順次移動 しても，土地

の元来の所有集団のもとにとどまっている。そのような残存権と同時に，ある集団の

元来の土地がいったん贈与されてしまうと，その集団とは別の２つの集団間でその土

地についての残存権も生起する。この残存権が，第田章の２節で述べた 「一時的残存

権」である。これは，モートロックや トラック社会の残存権 とは，処分権が付随して

いない点で異なる。 したがって，それらの社会とサタワル社会との土地の贈与慣行の

現在における基本的な差異は，残存権の性格，とくに，残存権に処分権が付帯するか

否かのちがいである。

　 　 ２）　 母 系 な い し男 系 出 自 ・夫 方 居 住 方 式 と 土 地 保 有

　 母 系 出 自 ，夫 方 居住 方式 を と る ウル シー （Ｕｌｉｔｈｉ）環 礁 や 母 系 出 自が 明確 で な く 男

系 的 集 団 構 成 と夫 方 居 住 方 式 が卓 越 す るフ ァイ ス 島 で は， 婚 姻 ， 子 ど もの 出 生 な い

し養 取 を契 機 に， 集 団 間 で 土地 が贈 与 され る事 例 が報 告 さ れ て い る ［牛 島　 １９８３；

ＲｕＢＩＮｓＴＥＩＮ　 １９７９］。 ヤ ップ 島 の北 東 １００　ｋｍ に位 置 す る ウル シー環 礁 には ， ３０の

島 が あ り， その う ち， 現在 ，人 が住 む 島 は ， ４島 の み で あ る６０）。 こ の社 会 は，ｈｅｉｌａｎｇ

とよ ば れ る母 系 ｃｌａｎ な い し母 系 ｌｉｎｅａｇｅで構 成 さ れ て い る。 そ して ，　ｃｌａｎ は ，外 婚

単位 と して機 能 し，ｌｉｎｅａｇｅは ， 政 治 的職 能 や 無 人 島 の統 制 に関 す る権 利 の相 続 お よ

び土地 保 有 集 団 と して の団 体 的性 格 を示 す ［牛 島　 １９８３：１２４］。

　 土地 保有 集 団 と して の ｈｅｉｌａｎｇ は ，土 地 お よび タ ロイ モ 田 の保 有 ・統 制 ・処 分 ・使

用 を め ぐ る権 利 にた い して 主体 性 を も って お り， 最 年 長 の 男 子 （首 長 ：ｔａｍｏｔ） に よ

って 統 制 され る。 土 地 お よび タ ロイ モ 田 は ， そ れ ぞれ ， 固有 名 の あ る，８８区画 と１０１

区 画 に券 割 され て お り， それ らの 各 区画 は ，１５の ｌｉｎｅａｇｅに よ って保 有 され る。 そ れ

らの 土 地 およ び タ ロイ モ 田 の う ち， これ ま で に ，何 らか の事 情 で集 団 間 を 移動 した 区

画 は ，土 地 が１６ （全 体 の１８％ ）， タ ロイ モが３２ （全 体 の３２％） で あ る。 そ して ， 父 の

集 団 か ら妻 およ び子 ど もに贈 与 した 土地 は ， ７区画 ， タ ロ イモ 田 は ，１６区 画 とな って

い る。

　 牛 島 は， この贈 与 の 意味 につ いて は述 べ て い な い が ，男 性 が 彼 の妻 に土 地 を 分 与 す

る と きに は彼 の母 系 ｌｉｎｅａｇｅの成 員 の 許可 が必 要 で あ る点 を 指 摘 して い る。 彼 は ， こ

の 土地 の贈 与 は， 「使 用権 の移 動 で あ って ， 土地 権 一使 用 権 一残 存権 とす るな らば ，

６０） ウル シー環礁の島の総面積は，３．４ｋｍ２，人 口，７１０人 （１９８０年）であ り，フ ァイス島のそれ

　 らは，２．５ｋｍ２，２０７人 であ る。

　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 ３３１
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この残 存 した権 利 に対 して は ， （中 略） モ ゴス を献 上 しな けれ ば な らな い」 と説 明 し

て い る ［牛 島　 １９８３：８６］。 モ ゴ ス は ，父 の ｌｉｎｅａｇｅ成 員 の死 に さ い して ， 贈 られ る

腰 布 ， 布 地 ， シー ッ な どで あ る。 ウル シー 社会 で の， 父 の 集 団 か ら妻 お よび 子 ど もの

集 団 へ の 土地 の贈 与 は ， そ の件 数 か らみ て も，す べ て の男 性 に 義務 づ け られ て い る性

格 の もの で な い こ とが明 らか で あ る。 しか し，贈 られ た 土地 （の使 用 権 ） にた い して

は ，不 定 期 で は あ るが ，反 対 給 付 を す る こ とが義 務 づ け られ て い る。

　 つ ぎ に，ウル シ ー環 礁 の東 方 ４０ｋｍ の と こ ろに あ る，隆 起 サ ンゴ礁 の フ ァイ ス島 の

土 地 の 贈 与 ・交 換 につ いて検 討 しよ う。フ ァイス 社会 に は，６つ の母 系 ｃｌａｎ （ｇａ“ｌａｎｇｉ）

が あ る。 そ れ は ほか の カ ロ リン諸 島 に お け る よ うに ， 社 会 的階 層 ， 族 外 婚 の 単 位 な

ど の機 能 を は た して い な い。 土 地 を 保 有 す る 自律 的集 団 は ， ｂｏｇｏｔａ と よ ばれ る， ３

世 代 間 の 男 系 成 員 と彼 らの妻 た ち およ び 子 ど もた ち よ り構 成 され る居 住 集 団 で あ る

［ＲｕＢＩＮｓＴＥＩＮ　 ｌ９７９：８７，１３７］。 各 ｂｏｇｏｔａ は，「元 来 の （永 久 ） の土 地 」 と 「入 って

きた土 地 」 と い う ２種類 の カ テ ゴ リーの 土 地 を保 有 して い る。２８０の 土 地 区 画 の うち ，

６１％ が前 者 で ，３９％ が後 者 で あ る。

　 そ れ らの 土 地 が 移譲 さ れ る契 機 は， 婚 姻 と養 取 に お いて で あ る。婚 姻 の場 合 ， 夫 方

居 住 方 式 を と るた め ，妻 の近 親 者 （彼 女 の 父 母 ，母 の母 ，養 母 な ど） が ，夫 に数 区 画

の土 地 （タ ロイ モ田 お よ び コ コヤ シ林 ） を 贈 る。夫 は ， それ らの 土地 を彼 の近 親 者 に

分 配 す る。 この 土 地 は ，「女 性 に よ って もち こま れ た 土 地 」 （ｇａｓｉ　ａｌｉｆａａｌｉｌａ） とよ ばれ

る。 そ れ は， 婚 姻成 立 の象 徴 と して だ けで な く，女 性 の子 ど も の共 同財 と して役 立 つ 。

そ して ，夫 の親 族 は， そ の お 返 しと して ，土 地 を 用 意 し，贈 られ た もの と同量 の 区画

数 を妻 の集 団 に贈 与 す る。 この 夫 か らの土 地 は，「畑 をつ くるた め の もの」 （ｇａｍａｔａｔａ）

とよ ば れ ，「妻 が も って き た もの と交 換 す る」 た めで あ る ［ＲｕＢＩＮｓＴＥＩＮ　 ｌ９７９：１４６］。

妻 の側 か らの土 地 の 贈 与 は ， 「妻 の家 族 が 夫 の家 族 に ， 彼 女 の子 ど もた ちを養 育 し，

住 ま わせ る」 ことの 懇 願 を あ らわ して い る ［ＲｕＢＩＮｓＴＥＩＮ　 ｌ９７９：１４７］。 そ の土 地 は ，

娘 の婚 出 に よ って， さ らに， ほ か の集 団 へ ，母 系 的 に 移譲 され る。

　 フ ァ イス社 会 に お け る婚 姻 時 の ，妻 側 と夫 側 との 土 地 の 贈与 ・交 換 は，互 酬 的交 換

が ，共 時 的 に実 施 され る点 で ，前 述 した ル ク ノ ール社 会 の それ と類 似 した性 格 を示 す 。

ま た ，妻 の集 団 か らの土 地 は ， 次世 代 に お いて は， さ らに ほ か の集 団 に移譲 さ れ る点

で は，父 系 と母 系 との ちが い はあ るが， サ タ ワル社 会 の ノ磁 η９ の カ テ ゴ リーの財 の贈

与 と同 じ性 質 の もの とみ な せ る。 しか し，Ｒｕｂｉｌｌｓｔｅｉｎ の報 告 に は， 贈 与 さ れ た土 地

にた い す る子 ど もた ちの 権 利 の 内容 が明 記 され て な い の で ， サ タ ワル 社会 の父 の集 団

か らの 土地 の贈 与 慣 行 と は， 比 較 で きな い。

３３２



須藤　　サンゴ礁の島における土地保有と資源利用の体系

　上記 ２社会の土地の贈与慣行は，土地保有体系と出自規定および居住方式の変動を

考えるうえで注目される。夫方居住の様式をとっているウルシー社会においては，た

とえば，男性が多 くの土地を子どもに贈与ないし相続させるという要因がくわわるこ

とによって，父を軸とする自律的な親族集団が形成される萌芽が検証されないかとい

う点である。つまり，夫方居住方式と父系相続制が確立することで，出自規定が母系

から父系へ と変わる可能性の有無についての問題である。

　他方，ファイス社会においては，母系の出自規定 （理念）を残存させ，実際には，

夫方居住をともなう男系的居住集団が形成されている６１）。　しか し， 男系出自は， そ

れほどの世代深度をもっていない。そして，母方の女系親族 （母および母の母など）

が，母系的 （娘および彼女の子ども）に土地を贈与す る傾向が顕著にうかがえる。そ

れらの３点から，土地保有集団 （ｂｏｇｏｔａ）は，母系的要因と父系的それとの融合 の結

果，形成されたとみなせないかという問題である。すなわち，ファイスの出自集団の

構成原理を分析することによって，母系制から父系制へ移行 した歴史的過程を解明す

るいとぐちをえることができるように思われるのである。ここで，筆者は，土地保有

の問題を出自規定および居住様式とを関連づけて，社会組織の変化について言及した

が，いずれにせよ，上記の問題は， ミクロネシア地域の社会変化を把握するうえで重

要な課題である。

３）　首長への初物献上 と土地保有

　最後にミクロネシア社会にひろくみ られる初物 （パ ンノキの実やヤムイモ）の献上

の儀礼 と土地保有の関係について簡単に述べておく。前述 したように， トラック諸島

とモートロック諸島の３島には，現在でも，土地の受贈集団が贈与集団に初物を献上

する慣行がある。それと同時に，それ らの社会には，伝説上，島の最初の移住者ない

し統治者の出自集団にそのほかの集団が初収穫物や特定の魚を贈与する儀礼がある。

後者の慣行は，それらのほかに，パ ラオとヤップを除 くカロ リン諸島のほとんどの社

６１） Ｒｕｂｉｎｓｔｅｉｎ は，母 系 ｃｌａｎが ， 土地 保 有 ，共 同 的機 能 ，　ｃｌａｎ 内 の権ｉ威 序 列 な ど を規 制 す る の

　 に役 立 って い な い ことを 強 調 して い る 。そ の 反面 ， フ ァイ ス の人 び とは ，観 念 的 に は， 養取 ，

　 結 婚 ， 首 長お よび 妖 術 な どの 呪術 に関 す る分 野 で は ， 母 系 ｃｌａｎを 意 識 して い る 。 と くに ，長

　 老 のあ い だ に は， 島 の首 長 は ， 最 高位 の ｃｌａｎの成 員で な け れ ばな らな い とい う意 見 もあ ると

　 述 べ て い る 。彼 は， 母 系 ｃｌａｎ の概 念 は ， ほか の社 会 か ら移入 され た もの とみ な して いる 。 し

　 か し， 彼 は ， そ の概 念 は ，古 い 時代 の集 団構 成 の 原 理で あ った が ，ｂｏｇｏｔａの発 展 に よ って 消 滅

　 した可 能 性 の あ る こ と も示 唆 して い る ［ＲｕＢＩＮｓＴＥＩＮ　 ｌ９７９：８７］。 この ほ か に， 母 系 出 自 の イ

　 デ オ ロギ ー が存 在 して ， 自律 的 集 団 が男 系 の 出 自規 定 で 形 成 さ れ る例 と して は， ヤ、ップ社 会 が

　 あ げ られ る。 ヤ ップの 母 系 Ｃｌａｎ （ｇｅｎｏｎ．９）は ， 外婚 規 制 の 単位 と して ， 儀 礼 的交 換 の ネ ッ トワ

　 ー ク と して ， 現 在 で も重要 な機 能 を はた して い る 。 ヤ ップ社 会 で ， 個 人 が 母 系 ｃｌａｎ と父 系

　 ｌｉｎｅａｇｅ（ｔａｂｉｎａω）との 双方 に帰 属 す る 出 自様 式 を ，　Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒ は ， 二 重 出 自 （ｄｏｕｂｌｅ　ｄｅｓｃｅｎｔ）

　 と規定 して い る ［ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ　 １９６２］。
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会 に分 布 して い る。 もっ と も大 規 模 な そ れ は ， ポ ナペ社 会 に お いて 実 施 さ れ て い る。

　 ポ ナペ で は ，土 地 は ， ５地 区 （村） の最 高 首 長 で あ る Ｎａｎｍwａｒｋｉの 「所 有 物 」 な

い し 「支 配 す る財 」 とみ な され て きた 。 そ して ， ポ ナペ の人 び と は ， Ｎａｎｍωａｒｋｉの

土地 を利 用 して食 料 資 源 を獲 得 して い る と考 え て きた ［矢 内原 　 １９３５：２３１；ＦｌｓｃＨＥＲ

１９５８：８５］。 その た め に ，実 際 の土 地 保 有集 団 （pｅｎａｉｎａｉ）は ， そ の年 に とれ た ， ヤ ム

イ モ やパ ンノ キの 実 の初 物 （ｎｏｈpwei） を Ｎａｎｍwａｒｋｉ　ｌこ献 上 す る こ とが義 務 づ け られ

て い る　 ［矢 内原 　 １９３５：２３２； ＲＩＥｓＥＮＢＥＲＧ　 ｌ９６８：７７－８３； ＳＨＩＭＩｚｕ　 ｌ９８２：１５３－

２１５］。 Ｎａｎｍｗａｒｋｉは ， それ らの献 上物 を集 会 所 に集 積 した あ と ， 位 階 に した が って

人 び とに再 分 配 す る。

　 この よ うに ， 「真 の土 地 の所 有 者 」 と信 じ られ て い る草分 け ｃｌａｎ の首 長 に ， 毎 年

の初 収 穫 物 を贈 与 し， 彼 が そ れ を再 分 配 す る制 度 は ，規 模 の差 は あ る もの の ， サタ ワ

ル 社 会 に も存 在 す る こ とは ， 前 述 した とお りで あ る。 ウル シーや モ ー トロ ック の 社

会 にお い て は ， 初 物 を献 上 しな い場 合 に は ， 島 な い し地 区 の 最 高 首 長 （ｐａｒａｍｏｕｎｔ

ｃｈｉｅｆ）が，そ の 集 団 が保 有 す る土 地 を 没収 す る権 限 を も って い る ［ＬＥｓｓＡ　 １９５０：５５；

牛 島 　 １９８２：６５；ＮＡｓｏＮ　 ｌ９７０：６８］。 しか し， サ タ ワル社 会 に お いて は ，７・ｅンノ キ

の 実 の 初収 穫 を 島 の第 １首 長 に贈 与 しな い理 由で ， 土 地 が没 収 さ れ る こ とは な い。 ト

ラ ック社 会 に お い て もその 不 履行 によ って罰 を う け る こ とは な い が ，宗 教 的 制裁 に よ

って ，集 団 に不 幸 が もた らされ る と信 じ られ て い る ［ＦｌｓｃＨＥＲ　 ｌ９５８：２０９－２１０］。

　 本 節 で は， 火 山 島 の トラ ック諸 島 を ふ くめ ， カ ロ リ ン諸 島 の サ ンゴ礁 島を 中心 に ，

各 社 会 に おい て 集 団 間 で財 （土 地 ）を 贈 与 す る慣 行 の性 格 と意 味 に つ い て の比 較 を お こ

な った。 同 時 に， 土地 の贈 与 集 団 な い し島 や地 域 の草 分 け筋 の集 団 に た い し初収 穫 物

を献 上 す る儀 礼 の権 利 と義 務 の 内容 につ い て も考 察 した 。 そ の結 果 ，以 下 の ２点 は，

す べ て の社 会 に共 通 す る こ とが 明 らか にな った 。

　 １）　 現 在 ， 島 な い し地 域 で ，最 高 の 社会 ・政 治 的地 位 につ い て い る集 団 は ，最 初 に

　 　 そ こへ 移 住 した ， あ るい は ， そ こを 統 治 した とい う伝 説 によ って そ の地 位 を獲 得

　 　 して い る。

　 ２）　 そ の地 位 は， 人 び とか らの初 物 の献 上 とい う儀 礼 に よ って 確 認 さ れ て い る。

　 しか し，初 物 献 上 の 義 務 の不 履 行 に た いす る制 裁 につ いて は， 統 治 者 （首 長） が土

地 を 没収 す る権 限 を もって い る ウル シーや モ ー トロ ック社 会 と， その 権 限 の な い トラ

ックや サ タ ワル社 会 とい う よ う に差異 が み られ る。

　 そ れ にた い し，婚 姻 や 子 ど もの 出生 時 に ，集 団 間 で 土地 を積 極 的 に贈 与 す る慣 行 は ，

サ タ ワル ， トラ ック諸 島， トラ ックの北 ・西 諸 島 お よび モ ー トロ ック の ナモ ル ック，
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エタールとルクノールの諸社会にかぎられる。それらの社会においても，贈与された

財の処分に関する権利の内容については，つぎのように異なっている。

　１）　サタワル社会においては，土地の受贈集団は，その贈与集団の承認をうること

　　な く，贈られた財を第 ３老集団に贈与する権利 （処分権）をもっている。

　２）　 トラック諸島およびモー トロックの３島では，土地の受贈集団は，その土地に

　　たいする独 自の処分権を保持 していない。

　 この差異は，土地の贈与慣行における権利 と義務の性質にかかわっている。後者に

おいては，土地の受贈集団は，その贈与集団にたいし，毎年，初収穫物 （パンノキめ

実）を贈る義務をおっている。この反対給付は，贈与一受贈者 （集団）間の関係の確

認 と維持を示 している。 しかし，前者においては，その義務が存在 しない。それにか

わって贈与一受贈集団の関係は，「土地の伝説」 という口頭伝承によってうらづけら

れる。

　他方で，ファイスやモー トロックの一部の社会には，婚姻時に，婿 と嫁 との集団で

土地を交換する慣行がある。この慣行は，婚姻の成立を象徴するとともに，２集団間

の婚姻による連帯を強化する性質のものである。前述 した父の集団から母 （子ども）

の集団への土地の贈与慣行も， ２集団間の婚姻関係を強める側面 も指摘できる。しか

し，その贈与の本質は，母系制社会において，父の出自集団 と彼の子どもとの結合を

強調することにある。つまり，２集団間における土地の交換慣行は，註５５で述べたよ

うに，姻族関係のむすびつきをあらわしており，集団間に地位の差を生 じさせない。

それにたいし，一方の集団から他方の集団への土地の贈与慣行は，親族 （父の集団と

子 どもの集団との）関係の結束を特徴としており，それら２集団間に一時的な地位の

差を生 じさせることになる。

　 後者の場合の地位差とは，財の受贈集団がそれを贈与 した集団にたいして遂行すべ

き義務をおう形態をさしている。図式的にいうと，ある出自集団は，男性成員と彼お

よび彼の子どもの食料資源とを妻 （母親）の集団に贈る （図２０参照）。 この贈 与は，

婚姻を契機として男性の集団が，女性の集団に， １人の男性と彼および彼の子どもの

「食い扶持」，つまり，人的資源と物資的資源 とを給付することを意味 している。 そ

れにたいし，女性の集団 （男性の子ども集団）は，定期的ないし不定期的に，労力の

奉仕 と食料や物資を反対給付する。この反対給付の基本は，義務的返礼にある。もし，

その義務が実行されないなら，贈与集団は，贈った生活資源を受贈集団からとりかえ

すことができる。

　 このような，贈与集団の保持する権利は，その集団の男性がもうけた子どもにたい
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図２０ 集 団 間 の 贈 与 と地 位 関 係

しては，一種の 「支配権」であり，贈 った生活資源にたいしては，「残存権」である。

この支配権 と残存権とを保有する財の贈与集団は，財の受贈集団との関連において，

特権ないし威信を保有することになる。したがって，財の贈与集団は，その受贈集団

より，．地位のうえでは，優位な立場にあるといえよう。

　ただし，財の贈与に関連する地位の優劣関係は，基本的には，財を贈った父の集団

と彼の子どもたち （集団） とのあいだで成立する性質のものである。その関係が継続

する期間は，子どもたちが生存 している世代にかぎられる。そして，子 どもたちは，

父の集団からの財を，さらに，ほかの集団に贈与することによって，つぎの世代にお

いて父の集団の地位につ くことができる。このように，財の贈与慣行に基づく地位の

関係は，世代ごとに転換する性質である。 したがって，その地位関係は，個々の社会

にみられる 「首長 ｃｌａｎ」と 「平民 ｃｌａｎ」 というような階層制 とは性格を異にする。

　 カロリン諸島のほとんどの社会においては，伝説であるにせよ，草分けの ｃｌａｎお

よび最初の政治的統率者を輩出した ｃｌａｎが最高の地位についている。 そしで， その

首長に，初収穫物を献上するという儀礼は，集団間での土地の贈与という現実的な慣

行とは，別の社会的脈絡において，実施されている。その儀礼は，カロリン諸島の社

会 ・政治的構造が，島ない し居住地区への集団の移住の順序に基づいて，原初に土地

を占有 し統治 した集団と，新参者の集団という関係によって規定されていることをあ

らわしている。

　以上のことから， トラック諸島およびサタワル，モー トロックのナモル ック，エタ
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一ルとルクノールのサンゴ礁島の社会は，集団の移住史に基因した，固定的な集団間

の階層原理と集団間での財の移譲にともなう，流動的な集団間の地位転換の原則 とに

よって統合されていることを指摘できる。

３．　 自然環境への適応 と集団構成原理

　前 節 ま で で は ，本 稿 の要 約 を お こな い ， サ タ ワル社 会 の 土地 保 有 の特 質 を ミク ロ ネ

シァ諸 社 会 との比 較 によ って 明 らか に した 。本 節 で は，第 １章 で 問題 提 起 した ， 自然

環 境 へ の適 応 と集 団 の 構成 原 理 （出 自）， 居住 方 式 お よび 土地 保 有 との 関連 性 につ い

て の 仮 説 を ， サ タ ワル 社 会 にお い て検 証 して ， む す び に か え た い。

　 第 １章 で ふ れ た よ う に，Ｓａｈｌｉｎｓは，１９５８年 にす で に，ポ リネ シ アに お け る ｒａｍａｇｅ

体 系 と （切 頭） 出 自系 統 体 系 との 対照 的特 徴 を 類 型化 し， そ れ らの 生 態 学 的適 応 につ

い て の仮 説 ［ＳＡＨＬＩＮｓ　 ｌ９５８，１９６７］ を提 示 した。 ま た ，　Ｇｏｏｄｃｎｏｕｇｈ は， 居 住 の

要 因 を加 味 した うえ で ， オ ース トロ ネ シア諸 社 会 の 出 自体 系 と資 源 利 用 との 対 応 関係

につ いて の 仮 説 ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 １９５５，１９６２］ を発 表 して い る。両 者 の仮 説 は， そ

れ以 降 ポ リネ シ ァや ニ ュ ー ギ ニ ア高 地 社会 の多 くの研 究者 か ら批 判 を う けた 。 と くに ，

Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ の 土地 が乏 しい 社 会 （サ ンゴ礁 島） で の出 自 と居 住 の規 制 が ， 融通 性

に とみ ，環 境 お よ び状 況 に適 応 的 にな る とい う仮 説 は ， ニ ュー ギ ニ ア高 地 社 会 に適 用

さ れ ， そ の蓋 然 性 が 問 わ れ て い る。

　 彼 らの批 判 の 主 要 な論 点 は， ニ ュ ーギ ニ ア高 地 の 種 族 の な か に は， 人 口の 増 大 に よ

って土 地 不 足 が 進 行 す る と， Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ の仮 説 と は逆 に ， 出 自 お よび 居住 の規 制

が ， そ れ ぞれ ， 単 系 的 お よ び単 処 的 に変 化 す る とい う指 摘 に あ る。 た と え ば， Ｍ ｅｇ－

ｇｉｔｔは ， マ エ・エ ンガ （Ｍ ａｅ・Ｅｎｇａ）社 会 を と りあ げ ， 人 口 が増 加 す れ ばす る ほ ど，

人 び との資 源 利 用 を 制 限 し，集 団 内 に土 地 を 「凍 結 」 す る傾 向 が 強 くな る こ とを 例示

した 。 そ して ，彼 は， 人 口増大 に よ って ，男性 の居 住 と集 団 成 員権 の変 更 が禁 止 され ，

単 処 婚 に よ る単 系 出 自集 団 の土 地 保 有 が厳 格 に維 持 さ れ る と 述 べ て い る ［Ｍ ＥＧＧＩＴＴ

１９６５：２６３］。 こ の人 口圧 に よ る土 地 資 源 の 欠 乏 とい う要 因 が，単 系 的 出 自集 団 の形成

と関 連 す る とい う指 摘 は ， そ の あ と， ニ ュ ー ギニ ア高 地 の研 究 者 の あ い だ で論 議 を よ

ぶ こ とにな る。

　 Ｋｅｌｌｙ は ， マ エ・エ ンガ社 会 と は対照 的 に ， 人 口 の増 加 に もか か わ らず ， 出 自集 団

へ の 帰 属 に融 通 性 の あ るチ ンブ ー （Ｃｈｉｍ ｂｕ）社 会 を あ つ か い ， 両 社 会 で 土 地 保有 の

性 格 を 比較 して い る。 そ して ，彼 は ，各 集 団 の保 有 す る土 地 の種 類 （植生 ） の ち が い

に注 目 し， 出 自規 定 が ，多 様 な 植生 を もつ土 地 を 集 団 間 で分 配 す る手 段 と して ， ま た
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土地が少ない状況において一定の社会的価値基準を設定する方法として役立っている

と結論づけている ［Ｋ肌 ＬＹ　ｌ９６８：５７］。 マエニエンガの単系出自集団への指向性 と

チンブーの非単系集団への傾向性 という土地保有の両極分化 の問題 は， Ｒａｐｐａｐｏｒｔ

によっても，検証されている。 彼は，高地のッェムバガ （Ｔｓｅｍｂａｇａ）族の人口圧に

よって集団の土地境界が変動する側面を観察 して，単 （男）系原理によって集団への

帰属が決定される社会は，人口増加が極度に進んだところと，それがきわめて低いと

ころであることを指摘 した。そして，中規模の人口をようする社会では，非単系の集

団構成をとると述べている ［ＲＡＰＰＡＰｏＲＴ　ｌ９６８］。

　以上でみてきた，Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈの仮説に端を発する諸議論は， いずれも， 出自体

系 と資源利用 （土地保有） との関連性を，生態学的に解釈 しようとする立場である。

この視点で， ミクロネシア諸社会 のそれ らの 関係をみると，人口増 が顕著なパ ラオ

社会では， 母系の出自原理は， 集団帰属の方法 として重要視されるが，現 実 には，

父系的関係や養取関係をたどるなど，ｃｌａｎ への帰属が選択的にお こな われ てい る

［ＭｃｃｕＴＥＨＥｏＮ　ｌ９８１：１６］。 そして トラック社会の場合は，母系出自規定を保持 し

ているが，土地保有の体系においては，父親を中心とする小さな土地保有集団が形成

される傾向にある。逆に，急激な人口減にみまわれたヤップ社会においては，資源利

用の可能性が増加 したことによって，現在では，男系的な出自集団が土地保有の単位

にはなっているが，土地の使用権の取得方法や居住方式にかなりの選択が許されてい

る ［ＵＮＤＥＲｗｏｏＤ　 ｌ９６９：１１］。

　他方，サンゴ礁の島では，それらと異なる様相を示している。ここ２０年間で人ロが

１．５倍になったサタワル社会では，母系出自，母方居住の方式を堅固に保持 している。

サタワル以上に人口が急増 したモー トロック諸島においても，出自規定と居住方式に

は，選択が認められていない。このように，ミクロネシアのカロリン諸島に限定 して

みても，人口圧 という要因に対処 して，出自規定が，選択的ないし非単系的傾向を顕

在化させる社会 （パ ラオ， トラック） と単系を維持する社会 （サタワルおよびモー ト

ロック）とがみられる。また，極端な人口減を経験 した社会 （ヤップ）では，出自規

定は，単系性をたもちながらも，土地の相続や婚後の居住様式が選択的におこなわれ

ている。

　上記のことからカロリン諸島においては，資源の豊富な火山島においては，人口の

増大によって，社会集団を構成する出自体系が，選択的ないし非単系的性格を顕在化

させる傾向にある。それにたいし，人口の増加が急速に進み，火山島への移住を余儀

な くされたサンゴ礁の島においては，出自体系は，母方の単系性を維持 しつづけてい
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る。したがって，Ｓａｈｌｉｎｓと Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ の仮説では， ミクロネシアのカロリン諸

島における環境への適応のしかたと出自規定 との関係を説明す ることはできない。

　以上の点で，出自体系の形式的な特徴 と土地保有体系との関連性を類型化するため

には，多 くの問題が残されていることが指摘できる。 ミクロネシア地域においては，

さしあたって，利用可能な資源にたいする人口密度，貨幣経済の浸透度，出自集団の

分化 と自立性，母系性社会における父親の地位などの要因を考慮す る必要がある。筆

者は，個別社会における出自規定と資源利用 （土地保有）の様式 との関連について把

握するには，まず，その社会のそれ らの性格を多面的に記述，分析することが不可欠

で，それに基づいて現象を解釈 し，類型化，モデル化することが重要な方法論である

と考えている。

　その立場か ら，最近の若年人口が急増 しているサンゴ礁島，サタワル社会における，

出自規定 と土地保有の体系の関連については，つぎのように把握することができよう。

　１） 母系の出自原理が土地保有の方法を規制するもっとも重要な基準になっている。

　２）　 それと同時に，母系集団間で土地 （財）を贈与するという手段が制度化されて

　　いる。

　３）　 この手段は，出自原理に基づ くものでな く，父 と子という親一子関係によるも

　　のである。

　４）　その財の贈与は，土地にたいする所有権の移譲ではなく，使用権ｉのみの譲渡 と

　　いう性格を特徴としている。

　 うえの４つの方式によって，集団間での土地にたいする使用権 の移譲は，多 くの人

ロをもつ集団が，それに正比例して，多 くの土地を保有 し，利用することを可能にす

る。いいかえれば，集団人口の増大による食料資源 （土地）の欠乏という問題は，原

理的には，土地の使用権の移譲 という有効的な資源利用の方法によって解消されるの

である。つまり，サタワル島の土地保有体系の特質は，土地にたいする権利の獲得手

段を，出自規定 とは別の原理，すなわち， （２世代間の）父一子関係をとおしても可

能にしている点にある。

　 出自原理に基づく所有権 と親一子関係による使用権 とを分離する土地保有の体系は，

Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ が， すでに， トラック諸島の財産の分析において指摘 したことである

［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　ｌ９５５：５５１。しかし，彼は，使用権を集団の成員権からきり離 して・

ほかの集団に伝達するということの指摘にとどめている。その使用権の内容および性

格については，具体的事例をとりあげて説明 していない。また，彼は，養取を土地の

再分配の １つの手段としてあげている。しかし，サタワル社会の養取は，第Ｖ章の ２
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節でみたように，実親が養親に土地を贈与することから集団聞での土地の均衡化の機

能をはた していない。

　土地保有において使用権 と所有権とを分離させる体系は，前述 したモー トロック社

会やウルシー社会でもみられる。そのなかでも，サタワル社会における集団間での土

地の積極的な移譲という慣行は，食料資源の有効的利用という観点からみると，きわ

めて合理的な方法といえよう。たとえば，土地を贈与 した集団ないし土地を元来から

保有する集団は，受贈集団がその土地を利用 していない場合に，とり返す権利 （残存

権）を保持 している。これは，余剰の土地を放置させることな く使用する方法である。

その慣行は，土地資源に恵まれない島社会において，土地を効率よ く利用 し，資源を

開発する制度 といえよう。つまり，土地 （財）の移譲は，資源を活性化させ る装置と

して機能 しているのである。

ＩＸ． 本研究 の今後の展望

　本稿では，サタワル島という小規模社会をとりあげて，土地保有の性格を明 らかに

してきた。 筆者がサタワル島を離れるとき， 首長がいみじくもかたった，「この島の

入口が６００人をこすと，かならず，ｍｗｏｎｇｏ（食べもの）をめぐる争いが起 こる」 とい

うことばは，サタワル社会の土地保有を考えるうえで，重要な問題提起である。筆老

は， 「伝統的」で， 機能的に 「調和」のとれたサタワル社会の資源利用のありかたに

焦点をあてて記述してきた。 しかし，そのことばは，近い将来にかならずおこる食料

の恒常的欠乏にさいして，各集団が，残存権を主張 し，土地 （財）を囲い込み，奪い

合 うという状況をさしている。

　サタワル社会において，現在の段階では，残存権 と使用権とに関する争いは，表面

化 しておらず，伝統的慣習法の枠内で土地保有の体系が維持されている。また，現金

による売買や略奪などによる土地の個人的保有化の傾向も，いまのところおきていな

い。他方， トラック社会やモー トロック社会では，それらの傾向が今世紀初頭から生

起 し，最近，とくに顕著になっている。そ して，土地を交換 して居住地の近 くに集中

す る動きもでている。筆者は，本年の７月からトラックおよびモー トロックで調査を

予定 している。ここで，調査のテーマと関連 させて トラック語文化圏の土地保有の研

究における展望と課題についてふれておこう。まず，第 １の課題は，サタワルの土地

保有の性格をそれらの社会のそれと具体的資料に基づいて比較するとともに，土地保

有体系の変化の問題についてもとりあつかってゆくことである。

３４０



須藤　 サンゴ礁の島における土地保有と資源利用の体系

　同時に母系出自規定を伝統的な社会構成の原理 としてきたサタワル， トラック，モ

ー トロックの各社会で，人口の増加，近代化ないし貨幣経済の浸透度のちがいで，自

律的集団の単位や内的構造 も，多様性を示 してきている。 トラック社会では，男性の

経済的自立の増大によって，新居住による小 （双系的）家族化への傾向がみられる。

そして，男性から息子への財の相続もかなり進行 してきている。モートロック社会で

は，母系出自集団が小単位に分節化 し，たとえば，パ ンノキの保有において，枝ごと

に分有される現象がおきている。それらにくらべ，サタワル社会においては，母系出

自集団の分節化はみ られるものの，いまだに，３～ ４世代間の女性成員を中心に土地

保有集団が構成されている。

　それら３社会は，上記の諸点からだけでも，母系原理がなお確固としているサタワ

ル社会，その原理に基づいてはいるが，集団が小単位へ と分化するモー トロック社会，

そして，母系性の要素を残 しながらも父系的様相を顕在化させているトラック社会と

いうように３つに類型化することができよう。もし，そのように，類型化ができるな

ら，それらの差異をもた らしている基本的な要因をおさえることが不可欠となる。そ

のうえで，これらの社会の出自規定，居住様式と土地保有 （相続）の側面を社会変化

の視点か らとらえて，社会集団の組織原理が母系制から父系制へ変動するメカニズム

を考察することも調査の２番目の重要な課題である。
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